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1  

STAFFORD ACT > TITLE I > § 101-102 

 

タイトル I - 所見、宣言および定義 

 
第101条議会の調査結果と宣言（42 U.S.C. 5121 

(a) 議会はここに、以下のことを発見し、宣言する。 

(1) 災害は多くの場合、生命の損失、人間の苦痛、収入の損失、財産の
損失と損害をもたらすからである。 

(2) 災害はしばしば政府や地域社会の正常な機能を混乱させ、個人や家
族に深刻な影響を及ぼすことが多いため、援助、援助、緊急サービ
スの迅速な提供、被災地の復興と復興のために、被災国の努力を支
援するための特別な措置が必要である。 

(b) この法律は、連邦政府が州政府や地方自治体がその責任を果たし、災害
から生じる苦痛や被害を軽減するために、以下のような方法で、連邦政
府による秩序ある継続的な支援手段を提供することを目的としている。 

(1) 既存の災害救援プログラムを改正し、その範囲を拡大する。 

(2) 国や地方自治体による包括的な災害対策・支援計画、プログラム、
能力、組織の開発を奨励する。 

(3) 災害への備えと救援プログラムの調整と対応力を高めること。 

(4) 個人、州、地方自治体が政府の援助を補完または代替するために保
険に加入することで自分の身を守ることを奨励している。 

(5) 土地利用や建設規制の整備を含む、災害による損失を軽減するため
の災害軽減措置の奨励。 

(6) 災害による公私の損失に対して、連邦政府の支援プログラムを提供
している。 

第102条.定義 (42 U.S.C. 5122) 

この法律で使用されているように 
(1) EmErgEncy - 

「緊急事態」とは、人命を救い、財産を守り、公衆衛生と安全を守
るために州や地方の努力や能力を補うために、あるいは米国のどこ
かで大災害の脅威を軽減したり、回避したりするために、大統領の
判断で連邦政府の支援が必要とされるあらゆる機会や事例を意味す
る。 

(2) 大災害 - 
「大災害」とは、自然災害（ハリケーン、竜巻、暴風雨、高潮、
風水害、高潮、津波、地震、火山噴火、地滑り、土石流、吹雪、
干ばつを含む）、または原因の如何にかかわらず、米国のいずれ
かの地域で、大統領の判断で十分な深刻さの損害を生じさせた
火災、洪水、爆発を意味する。 
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STAFFORD ACT > TITLE I > § 102 

 

この法律に基づく大規模災害支援を正当化するために、国、地方自
治体、災害救援機関の努力と利用可能な資源を補完し、それによっ
て引き起こされた損害、損失、苦難、または苦痛を軽減するために、
この法律に基づく大規模災害支援を正当化するために必要な大きさ
と規模のもの。 

(3) "単位州」とは、50州、コロンビア特別区、プエルトリコ、バージ

ン諸島、グアム、米領サモア、北マリアナ諸島連邦を意味します。 

(4) "州」とは、アメリカ合衆国、コロンビア特別区、プエルトリコ、バ

ージン諸島、グアム、米領サモア、北マリアナ諸島連邦のいずれ
かの州を意味します。 

(5) "govErnor」とは、任意の州の最高責任者を意味します。 

(6) インディアン部族政府 - 
「インディアン部族政府」とは、1994年連邦公認インディアン

部族リスト法（25 U.S.C.479a et 
seq.）に基づき、内務長官がインディアン部族として存在すると

認めたインディアンまたはアラスカ先住民の部族、バンド、国家、
プエブロ、村、またはコミュニティの統治機関を意味する。 

(7) 障害のある人 - 
「障害のある人」という用語は、[1990年米国障害者法（42 U.S.C. 
12102(2)]の第3条(2)項]で定義されている障害のある人を意味する。 

(8) local govErnmEnt - 用語「地方政府」は、-を意味します。 

(A) 郡、コミューン、市、町、タウン、タウンシップ、地方公共団
体、学区、特別区、州内地区、政府評議会（政府評議会が州法
の下で非営利法人として設立されているかどうかは問わない）、
地域または州間の政府機関、または地方政府の機関または機関。 

(B) (6)項に定義されているインディアン部族政府ではないインデ

ィアン部族または公認部族組織、またはアラスカ先住民の村ま
たは組織。 

(C) 農村地域社会、法人化されていない町や村、またはその他の公
共団体で、州または州の政治的小区域が援助の申請を行ってい
るもの。 

(9) "FEDEral agEncy」とは、米国郵政公社を含む連邦政府の執行部の   
部署、   独立した   
施設、政府法人、またはその他の機関を意味する   
が、米国赤十字社は含まれないものとする。 

(10) 公共施設-
「公共施設」とは、国または地方自治体が所有する以下の施設を
いう。 

(A) 洪水調節、航行、灌漑、埋め立て、公共電力、下水処理および
収集、給水および配水、流域開発、または空港施設。 
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(B) 連邦政府の援助を受けていない道路、道路、または高速道路。 

(C) 教育、レクリエーション、または文化的な目的で使用されるも
のを含む、その他の公共の建物、構造物、またはシステム。 

(D) どこの公園でも 
(11) 非営利施設PrivatE - 非営利施設 

(A) 私的非営利施設」とは、民間の非営利教育施設（施設の宗教
的性格は問わない）、センターを基盤とした保育施設*、公益
事業、灌漑、緊急時、医療、リハビリテーション、一時的ま
たは恒久的な監護施設（高齢者や障害者のためのものを含
む）、および大統領が定義したインディアン居留地内の施
設を意味する。 

(B) aDDitional FacilitiEs - (   記載された   施設      に   加え   、   
「民間非営利施設」という用語には、大統領が定義した通り、
一般市民に不可欠な社会サービスを提供する民間非営利施設（
博物館、動物園、舞台芸術施設、コミュニティアートセンター
、コミュニティセンター、図書館、ホームレスシェルター、高
齢者センター、リハビリテーション施設、シェルターワークシ
ョップ、フードバンク、放送施設、礼拝所、および政府の性質
の健康と安全のサービスを提供する施設を含む）が含まれます
。礼拝堂を運営する組織の指導者または会員は、宗教的な信仰
または実践を共有する者に限定されているため、礼拝堂をこの
定義から除外することはできない。 

(12) chiEF ExEcUtivE - 
「チーフ・エグゼクティブ」とは、インディアン部族政府のチーフ、
議長、知事、大統領、またはそれに類する執行官を意味する。 

第103条参考文献（42 U.S.C. 5123 

別段の定めがある場合を除き、本章において、政府または職員に関する「州
および地方」、「州または地方」、「州および地方」、「州、または地方」
、または「州、地方」（複数形を含む）への言及、および本題第5172条(d)(3
)および第5184条[第406条(d)(3)および第417条]における「地方政府」への言及

は、必要に応じて、インドの部族政府および職員にも言及しているものとみ
なされる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 定義に「センター型保育」が追加されたことで、2018年10月5日が施行日となりました。 
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タイトルII 災害への備えと軽減支援 

 
第201条連邦および州の災害準備プログラム（42 U.S.C. 5131 

(a) 他機関のサービスの利用 - 大統領は、すべての適切な機関のサービスを

利用し、以下を含む災害対策プログラムを確立する権限を与えられて
いる。 

(1) 減災、警報、緊急時の活動、復旧、復興のための災害対策計画の作
成。 

(2) トレーニングとエクササイズ。 

(3) 災害後の批評と評価。 

(4) プログラムの年次レビュー。 

(5) 連邦、州、地方の準備プログラムの調整。 

(6) 科学技術の応用。 

(7) を研究しています。 
(b) 大統領は、災害の軽減、回避、緩和を含む災害に備えるための包括的

な計画と実践的なプログラムの策定、災害後の個人、企業、州・地方
自治体への支援、損害や破壊された公共・民間施設の復旧のための技
術的支援を州に提供する。 

(c) 計画およびプログラムの開発のための州への助成金 - 
州の申請に基づき、大統領は、災害への備えと予防のための計画、
プログラム、 能力の開発のために、合計で 25 
万ドルを超えない範囲で、州に助成金を支給する権限を有する。こ
のような補助金は、1974 年 5 月 22 日から 1 
年以内に申請されなければならない。本節に基づく財政援助を希望
する州は、災害準備プログラムを計画し、管理する機関を指定する
か、または設立しなければならず、そのような機関を通じて、州計
画を大統領に提出しなければならない。 

(1) 個人、企業、地方自治体への支援規定を含む、緊急事態や大規模災
害への備えとその後の支援のための包括的かつ詳細な国のプログラ
ムを規定する。 

(2) これには、適切な職員の任命と訓練、必要な規則と手順の策定、必
要な演習の実施に関する規定が含まれている。 

(d) 州計画の改善、維持、更新のための補助金 - 大統領は、自然災害の評価   
や、そのような災害を軽減するために必要なプログラムや行動の
開発を含む、州の災害支援計画の改善、維持、更新にかかる費用の
50％を超えない範囲で補助金を支給する権限を有する。 
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第202条災害警報（42 U.S.C. 5132 

(a) 大統領は、すべての適切な連邦政府機関が、州および地方の役人に
災害の警告を発する準備ができていることを保証しなければならな
い。 

(b) 効果的な警報のための州および地方政府への技術支援 - 大統領は、タイム

リーで効果的な災害警報が提供されることを保証するために、適切
な連邦政府機関が州および地方政府に技術支援を提供するよう指示
するものとする。 

(c) 大統領は、災害によって危険にさらされている地域の政府当局および民
間人に警告を提供する目的で、本題第5196条(c)項[第611条(c)項]に基づ

いて設立され、維持されている民間防衛通信システムまたはその他
の連邦通信システムの施設を、連邦、州、地方の機関に利用したり、
利用可能にしたりする権限を与えられている。 

(d) 大統領は、政府当局および災害によって危険にさらされている民
間人に警告を提供する目的で、民間または商用の通信システムの役
員または代理人と、そのシステムの使用を有償または無償でボラン
ティアで行っている者との間で協定を締結する権限を有する。 

第203条。災害前の危険緩和（42 U.S.C. 5133 

(a) 小規模貧困コミュニティの定義-
本項では、「小規模貧困コミュニティ」という用語は、コミュニテ
ィが所在する州が決定し、大統領が定めた基準に基づいて決定し
た、経済的に不利な状況にある3,000人以下の個人のコミュニティを

意味する。 

(b) プログラムの確立 - 大統領は、費用対効果が高く、負傷者、人命の損失、

財産の損害や破壊（国や地方自治体の管轄下にある重要なサービスや
施設への損害を含む）を軽減するように設計された、災害前の危険
緩和対策の実施を支援するために、国や地方自治体に技術的・財政的
支援を提供するプログラムを確立することができる。 

(c) 大統領による承認 - 
大統領は、州または地方自治体がその管轄区域内の自然災害ハザードを
特定し、効果的な官民自然災害ハザード緩和パートナーシップを
形成する能力を実証したと判断した場合、本節第(i)項の下に設立さ

れた国家公共基盤災害前緩和基金（本項では「基金」と呼ぶ）の金
額を使用して、本節第(e)項に従って使用するための技術的および財

政的支援を州または地方自治体に提供することができる。 

(d) 統計データの更新日 
(1) 一般的には 

(A) 勧告-各州の知事は、本項の下で支援を受けるべき地方自治体

を最低5つ以上大統領に勧告することができる。 
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(B) 提出のための期限 - (A)号の勧告は、2001年10月1日以降、各10
月1日または大統領の定める年の後日までに大統領に提出さ

れなければならない。 

(C) 基準 - (A)号に基づく勧告を行う際、知事は本項   のサブセクシ

ョン   (g)に   。 

(2) UsE - Μετετεώγραμμαμαμαμα 

(A) 典拠-(B)項に規定されている場合を除き、本節の下で地方自

治体に支援を提供する際には、大統領は、本款の下で知事
が推薦した地方自治体の中から選択するものとする。 

(B) ExtraorDinary circUmstancEs - 本節の下で地方自治体に支援を提供す

るにあたり、大統領は、特別な事情がその選択を正当化し、か
つその選択が本節の目的を促進すると大統領が判断した場合、
本節の下で知事の推薦を受けていない地方自治体を選択するこ
とができる。 

(3) 指名に失敗した場合の影響 - 州知事が本款に基づく勧告を適時に提

出できなかった場合、大統領は、本款第(g)項に規定された基準に

従い、本款に基づく支援を受ける州の地方自治体を選択する
ことができる。 

(e) 技術・金融支援サービスの利用用途 
(1) 技術的支援 - 本項の下で提供される技術的支援および財政的支援。 

(A) このセクションの下で大統領が承認した提案書に記載されてい
る費用対効果の高い災害前危険緩和対策を実施するために、主
に国および地方自治体が使用するものとする。 

(B) を使用することができます。 

(i) 官民一体となった効果的な自然災害災害軽減パートナーシ
ップを支援するために。 

(ii) 自然災害に対する地域社会の脆弱性の評価を向上させる。 

(iii) 地域社会の災害軽減の優先順位と適切な災害軽減計画を策
定すること。 

(iv) 建物の利用者の健康、安全、一般的な福祉を災害から守る
目的で、この法律の下で支援の対象となる可能性のある住
宅構造物や施設の設計、建設、維持のために、最新の耐障
害性設計を取り入れた、関連するコンセンサスに基づくコ
ード、仕様書、基準の最新版を確立し、施行活動を実施し
、実施すること。 

(2) DissEmination - 州または地方自治体は、10%を超えない範囲で使用する

ことができます。 
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費用対効果の高い緩和技術に関する情報を普及させるための活動に
資金を提供するために、本項の下で国または地方自治体が受けた財
政援助のうち、1会計年度に受けた金額。 

(f) 割当量 
(1) 緩和活動は、費用対効果が高く、かつ第(g)項の基準に沿ったもの

であることが条件となる。 

(2) 最小限および最大限の金額 - 本節の下で財政援助を行う際には、大統領は、

会計年度に州に提供される財政援助の金額（州の地方自治体に提供
される金額を含む。 

(A) (i) $575,000を下回らない

か、または下回ってい

ない。 

二 当該年度においてこの節を実施するために充当された資金
の総額の一パーセントに相当する額 

(B) は、その会計年度に本節を実施するために充当された資金の合
計額の15パーセントに相当する額を超えないものとする。 

(3) 未払い金の分配 - 大統領は、以下のようなことができる。 

(A) のうち、当該金額が配分された事業年度の翌々事業年度末まで
に未払いとなっているものを取り崩すこと。 

(B) (A)項に基づき金額を取り下げた事業年度の翌事業年度におい

て、(1)項に基づき競争的に授与可能なその他の金額に加算す

る。 
(g) 支援の基準 - 本項に基づき州または地方自治体に技術支援および財政支

援を行うかどうかを決定する際、大統領は、過去7年間に大規模災害

宣言を受けた州、またはその一部または全部がその州の境界内に
あるインディアン部族政府にのみ財政支援を行い、以下の点を考慮
しなければならない。 

(1) 緩和されるべき危険の範囲と性質。 

(2) 将来の自然災害による被害を軽減するための国や地方自治体のコミ
ットメントの度合い。 

(3) 技術的・財政的支援を利用して実施される危険緩和対策に対する国
以外の支援を継続的に支援するための、国または地方自治体のコミ
ットメントの度合い。 

(4) 技術支援および財政支援を利用して実施される危険緩和対策が、国
が設定した緩和目標および優先順位にどの程度貢献しているか。 

(5) 技術的・財政的支援が他のものと整合性のあるものであるかどうか。 
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この法律の下で提供される援助。 

(6) 意味のある明確な成果を生み出す優先順位の高い、費用対効果の高
い緩和活動がどの程度明確に特定されているか。 

(7) 国または地方自治体が本題第5165項[第322項]に基づく緩和計画を提

出している場合、第(6)項で特定された活動が緩和計画とどの程度

一致しているか。 

(8) 社会への純利益を最大化する活動に資金を提供する機会。 

(9) 貧困状態にある小規模なコミュニティにおける緩和活動にどの程度
の支援が提供されるか。 

(10) 州、地方自治体、インディアン部族、または準州政府が、災害から
建物の利用者の健康、安全、一般的な福祉を守る目的で、この法律
に基づく支援の対象となる可能性のある住宅構造物および施設の設
計、建設、維持管理のために、最新の耐危険設計を取り入れ、設計
、建設、および維持管理のための基準を定める採択過程で州、地方
自治体、インディアン部族、または準州政府が行った修正を含め、
関連するコンセンサスベースのコード、仕様書、および基準の最新
版      の採択および施行を促進している程度。 

(11) 援助が回復力のレベルを高める活動にどの程度の資金を提供するか。 

(12) 大統領が国および地方自治体と協議して定めるその他の基準。 
(h) フェデラル・シャア 

(1) 緩和 - 本セクションの下で提供される資金援助は、大統領が承

認した緩和活動の総費用の75%を上限に拠出することができる。 

(2) 小規模コミュニティ - 第(1)項にかかわらず、大統領は、小規模な貧困

コミュニティで実施される緩和活動の総費用の90%を上限として

拠出することができる。 
(i) 全国的な防災対策支援 - 緩和支援 

(1) 典範 - 大統領は、各大規模災害について、本節に基づく技術的・

財政的支援を提供するために、各大規模災害について第403項、

第406項、第407項、第408項、第410項、第416項、第428項に基づき

交付される予定の補助金の概算総額の6パーセントに相当する額

を災害救援基金から積み立てることができ、このような積み立
ては、本法の下で大規模災害に基づいて実施される活動に関連
するものとみなされる。 

(2) 推定された補助金総額-
この法律に基づく各大規模災害宣言から180日以内に、第1項の目

的のための補助金の推定総額を大統領が決定するものとし、その
推定額は、推定額の変動により減額、増額、変更する必要はない。 

(3) 金額の削減なし-
第(1)項に基づいて設定された金額は、第403、第404、第406、
第407節のために他に利用可能な金額を削減してはならない。 
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この法律に基づく408、410、416、および428。 

(j) マルチハザール諮問委員会 - 諮問機関 

(1) マルチハザードアドバイザリーマップの定義 - 
本款において「マルチハザードアドバイザリーマップ」とは、ハザ
ードが重なっている地域を示すために、自然災害の種類ごとに
ハザードデータを同時に特定したマップを意味する。 

(2) 地図の開発-大統領は、州、地方自治体、および適切な連邦政府機関

と協議の上、一般的に繰り返される自然災害（洪水、ハリケーン、
強風、地震イベントを含む）の対象となる地域のために、少な
くとも5つの州で、マルチハザード諮問地図を作成するものとす

る。 

(3) 技術の利用 - 本款に基づくマルチハザードアドバイザリーマップの

作成において、大統領は、現実的に可能な限り、最も費用対効果が
高く効率的な技術を利用するものとする。 

(4) 母数の使用方法 
(A) 諮問的性質 - マルチハザード諮問地図は諮問とみなされ、政府

または民間団体による新たな政策の策定や、政府または民間団
体に新たな政策を課すことを必要としないものとする。 

(B) マップの利用可能性 - マルチハザードアドバイザリーマップは、以

下の目的のために、適切な州および地方自治体が利用できるよ
うにしなければならない。 

(i) 第二項に規定する地域における自然災害の危険性を一般の
人に知らせること。 

(ii) このセクションの第(e)項に記載されている活動を支援する

こと。 

(iii) 他の公共の用途にも使用されています。 

(k) [期限切れ] 

(l) イーマーマークの禁止 
(1) 定義 - 

本款では、「議会指示支出」という用語は、上院議員または
下院の議員、代議員、常駐委員の要請を受けて、主に特定の州
、地域、下院の選挙区を対象とした契約、融資、融資、融資保
証、補助金、融資権限、またはその他の支出のための特定の金
額の裁量予算権限、信用権限、またはその他の支出権限を提供、
承認、または推奨する法定の規定または報告書の文言を意味し
、法定または管理上の公式または競争的授与プロセスによるもの
を除く。 

(2) 禁止事項 - 本節を遂行するために充当された、またはその他の方法

で利用可能になった資金は、いかなるものも、議会が指示した支出
に使用してはならない。 

(3) 議会への証明書提出 - [FEMA]の長官は、本項に基づくすべての財政

援助が本項に従って支給されたかどうかについての証明書を議
会に提出しなければならない。 
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(m) 最新の出版物-
サブセクション(e)(1)(B)(iv)及び(g)(10)の目的のために、「最新の出版物

」という用語は、関連するコンセンサスベースのコード、仕様書、及
び規格に関して、最近出版された2つの出版物を意味する。* 

第204条省庁間タスクフォース（42 U.S.C. 5134 

(a) 連邦政府が管理する災害前危険緩和プログラムの実施を調整すること
を目的として、大統領は連邦省庁間タスクフォースを設置するも
のとする。 

(b) chairPErson - [FEMA]の長官がタスクフォースの議長を務める。 

(c) 使命 - タスクフォースのメンバーには、以下の代表者が含まれるものとす

る。 

(1) 関連する連邦政府機関。 

(2) 州および地方政府機関（インディアン部族を含む）。 

(3) アメリカ赤十字社 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 第(m)項の権限は2023年10月5日に失効する。 
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タイトルIII 大規模災害緊急支援行政 

 
第301条管理条件の放棄（42 U.S.C. 5141 

連邦援助プログラムの管理を担当する連邦機関は、申請者である州または地
方自治体の要請があった場合、大規模災害の結果、そのような条件を満たす
ことができなかったことが大規模災害の原因である場合には、大規模災害に
ついて、そのようなプログラムの下で援助を行うことができないような援助
の管理上の条件を修正または放棄することができる。 

第302条。調整役（42 U.S.C. 5143 

(a) 大統領は、大規模災害または緊急事態を宣言した場合、直ちに、被災
地で活動する連邦調整官を任命しなければならない。 

(b) FEDERAL COORDINING OFFICERの機能 - 
この法律の目的を達成するために、影響を受ける地域内の連邦調整
官は、以下のことを行わなければならない。 

(1) 最も緊急に必要とされる救済の種類を最初に評価する。 

(2) 必要と認められ、大統領の許可を得た場合には、そのような現地事
務所を設置する。 

(3) 州および地方自治体、米国赤十字社、救世軍、メノナイト災害サー
ビス、および彼の助言または指示の下で活動することに同意したそ
の他の救援または災害支援組織の活動を含む救援の管理を調整する
こと、ただし、本法に含まれるものは、タイトル36の第3001章に基

づく米国赤十字社の責任を制限したり、影響を与えたりするもので
はないこと。 

(4) 大統領から委任された権限に基づき、また本法の規定に基づき、地
方の市民および公務員が受けるべき援助を速やかに得ることを支援
するために必要と思われるその他の行動をとること。 

(c) 州調整官 - 大統領は、この法律に基づく支援が必要と判断した場合、

連邦政府の災害支援活動と州および地方の災害支援活動を調整する目的
で、被災した州の知事が州調整官を指名するよう要請するものとする。 

(d) 大規模災害または緊急事態の影響を受けた地域に複数の州の一部が
含まれる場合、大統領は、大統領の裁量により、影響を受けた地域全
体の連邦調整官を単独で任命し、大統領が適切と判断した場合には、
連邦調整官を補佐する連邦調整官代理を任命することができる。 

第303条緊急支援および対応チーム (42 U.S.C. 5144) 

(a) 緊急支援チーム-
大統領は、大規模災害または緊急事態の影響を受けた地域に展開す
る連邦職員の緊急支援チームを編成するものとする。 
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このような緊急支援チームは、本法に基づく責任を遂行するために連邦
調整官を支援するものとする。大統領の要請があれば、連邦政府機関の
長は、大統領が必要と判断した場合には、連邦政府機関の長の行政管轄
区域内で、緊急支援チームの機能を遂行するために役立つと大統領が必
要とする、または信じている人員を、払い戻しまたは払い戻しなしで、
緊急支援チームの一時的な任務に就かせるよう指示される。 

(b) プログラムの実行 - 対策チーム 

(1) 設置 - 第(a)項を実施するにあたり、大統領は、[FEMA]長官を通じて

行動することにより、以下を設置するものとする。 

(A) 少なくとも3つの国別対応チーム 

(B) 6 U.S.C.317 
条]に基づく地域事務所のストライキチームを含む、十分な地

域対応チーム。 

(C) 連邦政府のインシデント管理責任を果たすために必要な場合に
は、他の対応チームが必要である。 

(2) 有資格者能力レベル-管理者は、[6 U.S.C. 6]に定められたガイドライ

ンに従って定義された特定の目標能力レベルを確保するものとする。 
§746(a)は、連邦緊急対応チームのために設立されている。 

(3) 大統領は、長官を通じ、連邦政府の緊急対応チームが、確立され
た目標能力レベルを達成するために、適切に計画され、組織化
され、装備され、訓練され、行使された適切な人数の要員で構
成されていることを確保する。各緊急対応チームは、特定の事
件に関連する州および地方の当局者や現場の要員と連携して活
動するものとする。 

(4) チームの準備状況の報告 - 管理者は、定期的にチームの準備状況

を評価し、[6]の下で義務付けられている報告書の中でチームの準

備状況のレベルを報告するものとする。 
U.S.C. セクション752(a)]。 

第304条連邦政府機関の償還（42 U.S.C. 5147 

連邦政府機関は、本法の目的のために充当された資金から、本法に基づく支
出の償還を受けることができる。本法の権限の下で提供されたサービスや物
資の償還として連邦機関が受け取った資金は、そのようなサービスや物資の
ために現在利用可能な充当金または充当金の信用に預託されなければならな
い。 

第305条連邦政府の無担保（42 U.S.C. 5148 

連邦政府は、この法律の規定を遂行するにあたり、連邦政府機関または連邦
政府の職員が   については、一切の責任を負わない。 
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第306条サービスの履行（42 U.S.C. 5149 

(a) 州政府および地方政府のサービスまたは施設の利用-この法律の目的を

遂行するにあたり、連邦政府機関は、州政府の同意を得て、州政府、
地方政府、またはその機関、事務所、職員のサービスや施設を受け
入れ、利用する権限を与えられています。 

(b) 臨時職員、元職員、および公務員の任命、資格者、職員、職員、職員および補助者の取

得、採用、または雇用 - この法律の下でサービスを提供する際には、

連邦政府機関に権限が与えられています - この法律の下でサービ

スを提供する際には、連邦政府機関には権限が与えられています。 

(1) 第 5 章の規定にかかわらず、競争的サービスにおける任命を管理す

るタイトル 5 の規定にかかわらず、必要とされるかもしれない臨時

職員を任命し、その報酬を固定するために、そのような臨時職員を
任命し、固定する。 

(2) 第51章および第53章の第3章の第3節の規定にかかわらず、分類およ

び一般表 示された給与率に関する規定に関係なく、同表の第3109節
の規定に従って専門家およびコンサルタントを雇 用すること。 

(3) 米国を代表して、輸送、浚渫、旅行、通信のための機器、サービス、
材料、および消耗品   義務を発生させること、およびこれらの活動
の監督および管理のために義務を発生させること。このような義務
は、追加要員の一時的な雇用から生じる義務を含め、大統領が機関
に利用可能な金額で発生することがある。 

(c) FEMA]の長官は、3年間継続して勤務した後、競争的地位にある競争的

サービスの職員がそのような職への異動、再配置、または昇進を検討す
るのと同じ方法で、臨時職員を[FEMA]の職に任命する権限を与えられ

ている。本款の下で任命された個人は、その職員が既に在職期間の要件
を満たしていない限り、出世条件付きの職員となる。 

第307条。地元企業及び個人の利用（42 U.S.C. 5150 
(a) 民間事業者との契約または農業契約 

(1) 瓦礫撤去、物資の配布、復興、その他の大規模災害または緊急
支援活動のための連邦資金の支出は、民間の組織、企業、また
は個人との契約または合意によって実施される可能性がある
が、実現可能かつ実行可能な範囲で、主にそのような大規模災
害または緊急事態の影響を受けた地域に居住し、または事業
を行っている組織、企業、および個人を優先するものとする。 

(2) 制約-本項は、大規模災害における支援の提供において、本法に基づ

く国防総省の資源の使用を制限するものではない。 

(3) グラフィックス・エリア - 本セクションを実施するにあたり、契約ま

たは契約は、特定の地理的エリアに基づいて授与されるように
設定されることがあります。 
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(b) imPlEmEntation - 演算子を指定します。 

(1) アジアの組織との契約以外の契約 - がれきの撤去、物資の配布、復興、

その他の大規模災害または緊急支援活動のための連邦資金の支出
で、主に大規模災害の影響を受けた地域に居住し、事業を行っ
ている組織、企業、または個人に授与されない民間組織、企業、
または個人との契約または合意によって実施される可能性のある
ものは、契約ファイルに書面で正当化されなければならない。 

(2) 移行 - 緊急事態または大規模災害の宣言後、対応、救援、復興活動

を行う機関は、大統領が緊急事態または大規模災害を宣言した日に
有効な契約に基づいて行われた仕事を、大規模災害または緊急事態
の影響を受けた地域に主に居住し、または事業を行っている組織、
企業、個人に移行しなければならないが、そのような機関の長がそ
れを行うことが実行可能または実行可能ではないと判断した場合を
除く。 

(3) 要求事項の策定 - 
連邦政府機関の長は、実現可能かつ実行可能な限り、本項の遵守を
容易にするための適切な要求事項を策定するものとする。 

(c) 事前契約 - 本節のいかなる規定も、大規模災害や緊急事態が発生する

前に有効な契約を破棄したり、再交渉したりすることを連邦政府機
関に要求するものと解釈されてはならない。 

308.災害支援における無差別（42 U.S.C. 5151 

(a) 公平・公平な救援活動のための規則 - 大統領は、大規模災害または緊急事態の

現場で連邦政府の支援機能を遂行する職員の指導に必要な規則を発布し、
変更・改正することができる。このような規則には、物資の配布、申請
の処理、その他の救援・援助活動が、人種、肌の色、宗教、国籍、性別、
年齢、障害、英語力、経済的地位を理由に差別されることなく、公平・
公正な方法で行われることを保証するための規定が含まれていなければ
ならない。 

(b) 復興支援活動への他の団体の参加を前提とした規制との連携 - この法律に

基づく支援や物資の配布への参加、またはこの法律に基づく支援の受領
の条件として、政府機関やその他の組織は、大統領が公布した無差別に
関する規制や、大規模災害や緊急事態の影響を受けた地域内での活動に
適用されるその他の規制を遵守し、救援活動を効果的に調整するため
に必要であると大統領が判断したものを遵守しなければならない。 

第 309 項扶助組織の利用と調整（42 U.S.C. 5152 

(a) 大統領は、本法に基づく救済および援助を提供するにあたり、その同意
を得て、米国赤十字社、救世軍、メノナイト災害サービス、長期復興団
体、国内飢餓救済、その他の救済または災害援助団体の人員および施設
を、医薬品、食料、物資、その他の物品の配布、復旧、復興、リハビリ
テーション、または 
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大統領がそのような利用が必要であると認めた場合にはいつでも、コミ
ュニティサービス住宅および必要不可欠な施設の再建を行うことができ
る。 

(b) 大統領は、米国   赤十字社、救世軍、メノナイト災害サービス、長期復
興グループ、国内飢餓救済、その他の救済、災害支援団体と協定を結ぶ
権限を与えられているが、これらの団体が大規模災害または緊急事態の
間およびその後の救済活動に従事している場合はいつでも、連邦調整官
がこれらの団体の災害救済活動を調整することができる。このような協
定には、連邦の施設、物資、サービスの利用が、この法律の下で大統領
によって公布された給付の重複を禁止し、無差別を保証する規則、およ
び大統領が必要とするその他の規則に準拠していることを保証する条項
が含まれているものとする。 

第310条公共施設および公営住宅援助の特定の申請に対する優先順位（42 
U.S.C. 5153 

(a) 優先順位 - 支援申請の処理においては、大統領が定める期間中、適切な

連邦機関の長が、以下の法律に基づく大規模災害の被災地に所在する公
共団体からの申請を優先して直ちに検討する。 

(1) 低所得者向け住宅の提供のための1937年米国住宅法[42 U.S.S.C.§1437 
et seq.]。 

(2) 公共事業計画の支援のための [4o U.S.C.§] 3502から3505まで 

(3)  

(4) [7 U.S.C.§] 1926. 

(5) 1965年の公共事業および経済開発法[42 U.S.C.§ 3121 et seq.] 

(6) タイトル40のサブタイトルIV。 

(7) 連邦水質汚濁防止法[33 U.S.C.§ 1251 et seq]。 

(b) 裁量資金の義務 - 裁量資金または州または州の政治的小区域に配分され

ていない資金の義務については、住宅都市開発長官および商務長官は、
大規模災害地域向けのプロジェクトの申請を優先するものとする。 

第311条保険（42 U.S.C. 5154 
(a) 破損した設備の交換申請者 - 破損した設備の交換申請者 

(1) 特定の規則との連携 - 本表題第5172条（第406条）（損傷した施設の修

理、修復、および交換に関する）、本表題第5189条（第422条）

（簡易手続きに関する）、または本表題第3149条（c）（2）に基づ

く援助の申請者は、そのような援助を受けて交換、修復、修理、ま
たは建設される財産に関して、そのような種類のものが確実に存在
することを保証するために、大統領が定める規則に従わなければな
りません。 
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また、そのような財産に対する将来の損失から保護するために、合
理的に利用可能で、適切で、必要な範囲の保険に加入し、維持する
ものとします。 

(2) 第 1 項に基づく可用性、妥当性、および必要性に関する決定を行う

際には、大統領は、当該保険の規制を担当する適切な州保険コミッ
ショナーが合理的であると認定した以上の種類および範囲の保険を
必要としてはならない。 

(b) 保険のメンテナンス - 本表題第5172条[第406条]（損傷した施設の修理、修復、

交換に関する）、本表題第5189条[第422条]（簡易手続きに関する）、

または本表題第3149条(c)(2)に基づく援助の申請者は、申請者が以前

に本法の下で援助を受けたことのある財産またはその一部について
は、当該財産に関して本項に従って必要とされるすべての保険を取
得し、維持していない限り、そのような援助を受けることはできま
せん。本項の要件は、本表題の第5141項[第301項]の下では免除され

ない。 

(c) 州の自己保険者としての行動 - 州は、州が所有する施設の一部または

全部に関して、自己保険者として行動することを選択することができ
る。このような選択は、本表題第5172条もしくは第5189条（第406条
もしくは第422条）または第3149条(c)(2)に基づく援助の受入れ時に書

面で宣言された場合、またはその後、大統領が納得する自己保険計
画が添付された場合には、第(a)項に準拠しているとみなされる。こ

のような自己保険者は、以前に本法の下で援助を受けたことのある
財産またはその一部については、その財産またはその一部に対す
る保険が合理的に利用可能であったであろう範囲内で、本表題の
第5172項または第5189項［第406項または第422項］に基づく援助を

受けることはできない。 

禁止された洪水災害支援(42 U.S.C. 5154a)*) 

(a) 禁止事項 - 法律の他の規定にかかわらず、洪水災害地域で利用可能な連

邦災害救援援助は、適用される連邦法に基づ いて洪水保険を最初に
取得し、その後、当該不動産について適用される連邦法に基づい
て必要とされる洪水保険 を取得および維持しなかったことを条件と
して洪水災害援助を受けた場合には、個人、住宅、または商業用不
動産の損害の修理、交換、ま たは修復のための支払い（融資援助の
支払いを含む）に使用することはできない。 

(b) プロパティーのトランスファー 
(1) 通知の義務 - 第3項に記載された財産を譲渡する場合、譲渡人は、

譲渡が発生した日までに、譲渡人に書面で通知しなければなら
ない。 

(A) 不動産が譲渡された日の時点で保険に加入していない場合、当
該不動産に関して適用される連邦法に基づ いて洪水保険に加
入しなければならない。 

(B) 補償金は、当該不動産に関して適用される連邦法に従って、洪
水保険を維持しなければならない。このような書面による通知
は、不動産の所有権の移転を証明する文書に記載されなければ
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ならない。 
 

* この節は、1994年の国家洪水保険改革法の第582条によって制定された。 
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(2) 届出の不備 - 第1項の譲渡人が同項の規定による届出をしなかった

場合であって、不動産の譲渡が行われた後に 

(A) 譲渡人が、当該不動産に関して適用される連邦法に従って洪水
保険を取得または維持しなかった場合。 

(B) 水害で物件が被害を受けた場合や 

(C) そのような損害の結果として、連邦政府からの災害救援援助が
不動産の修理、交換、または修復のために提供された場合、譲
渡人は、不動産に関して提供された連邦政府からの災害救援援
助の額と同額を連邦政府に返済しなければならない。 

(3) 第(1)項の目的のために、不動産が個人、商業用、または居住用の

不動産で、洪水被災地で利用可能な連邦災害救援援助が、不動産が
譲渡された日より前に、当該不動産の修理、交換、または原状回復
のために提供されていた場合、当該援助が、当該不動産に関して適
用される連邦法に従って洪水保険に加入することを条件としていた
場合には、本項に記載される。 

(c) 中略）※。 

(d) "洪水災害地域」の定義 - 
本節では、「洪水災害地域」とは、以下のような地域を意味する。 

(1) 農務長官が[7 
U.S.C.§1961(a)]に基づき、米国内の自然災害によって実質的な影響を

受けたと認めるか、または受けたと認めた場合。 

(2) 大統領が、その地域に存在する、またはその地域に影響を及ぼす洪
水状況の結果として、[スタッフォード法]（42 U.S.C. 5121 et seq.）に

基づく大規模災害または緊急事態の存在を宣言するか、または宣言
した場合。 

(e) EFFEctivivE DatE - 本節および本節による改正は、1994年9月23日以降に宣言さ

れた災害に適用される。 

第312条給付の重複（42 U.S.C. 5155 
 

(a) 禁止事項-大統領は、大規模災害または緊急事態の結果として損失を被

った個人、企業関係者、またはその他の団体に財政援助を提供するプ
ログラムを管理する各連邦機関の長と協議の上、そのような個人、企
業関係者、またはその他の団体が、他のプログラムの下で、また
は保険その他の資金援助を受けたことのある損失の一部に関して、
そのような援助を受けないことを保証しなければならない。 

(b) 社会的な取り組み 
(1) 制限 - 本項は、連邦援助申請時までに他の給付を受けておらず、か

つ、重複した給付をすべて返済することに同意した場合には、同じ
目的のために他の給付を受ける権利を有する者、または受ける権利
を有する者に対して、連邦援助を提供することを禁止してはならな
い。 

* 洪水災害保護法（42 U.S.C. 
4012a(a)）を改正し、所有権の移転にかかわらず、洪水保険を維持するための要件が不動産
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の耐用年数にわたって存在することを明記した。 
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連邦政府の援助を提供する機関への援助。 

(2) 給付の重複を防止するための統一性を確保するために必要であると
学長が考える手続きを定めるものとする。 

(3) 一部給付金の効果 - 大規模災害または緊急事態のために一部給付金

を受領した場合、給付金が支給されていない損失またはニーズの
一部に対する追加的な連邦支援の提供を妨げるものではない。 

(4) 禁止事項の放棄。* - 

(A) 憲法 - 大統領は、国家を代表して、または大規模災害や緊急

事態の結果として損失を被った個人、企業、その他の事業
体を代表して、知事の要請があった場合、第(a)項に規定さ

れている一般的な禁止事項を放棄することが公共の利益に
かなうものであり、浪費、不正行為、乱用につながらない
と大統領が判断した場合には、このような放棄を行うこと
ができる。この決定を行うにあたり、大統領は以下の点を
考慮することができる。 

(i) 重複プログラムを管理する連邦機関または機関と協議して
行われた[FEMA]長官の勧告。 

(ii) 権利放棄が認められた場合には、資金援助を受けることが費

用対効果があります。 

(iii) 公平性と良心。 

(iv) その他公共政策のうち、大統領が適当と認めた事項 
(B) 権利放棄の許可または拒否 - (A)号に基づく要求は、当該要

求の提出後 45 日以内に許可または拒否されなければならな

い。 
(C) 融資が重複しているとの判断の禁止-(a)項にかかわらず、大

統領は、(c)項を実行する際に、すべての連邦援助が大規模

災害または緊急事態の結果として被った損失に使用される
場合に限り、融資が援助の重複であると判断することはで
きません。 

(c) 重複した給付金の回収 - 大規模災害または緊急事態のために連邦政府の援助

を受けている者は、その援助が、その者が同じ目的のために他の供給源
から得られる給付金と重複している限り、米国に対して責任を負うもの
とする。重複した援助を提供した機関は、その機関の長が連邦政府の最
善の利益と考える場合には、債権回収に関するタイトル31の第37章に従

って、被援助者からその重複した援助を回収しなければならない。 

(d) 収入ではない援助 - この法律に基づき個人や家族に提供される連邦政

府の大規模災害・緊急援助、および州、地方自治体、災害援助機関が提
供する同等の災害援助は、連邦政府が資金提供する収入援助や資源が試
される給付プログラムの資格や給付水準を決定する際に、収入や資源と
みなされてはならない。 

 
* 災害復興改革法（DRRA）、Pub.L. 115-254 § 1210 (2018)のDiv.L. 115-254 § 1210 
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(2018).DRRAの第1210条は、段落312(b)(4)は、2016年1月1日から2021年12月31日までの間

の宣言に対して有効であると規定している。Stafford 法の第 406 条と第 408 
条には適用されない。 
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第313条基準とレビュー（42 U.S.C. 5156 

大統領は、本法に基づいて運営される連邦政府の大規模災害・緊急援助プロ
グラムの効率性と 有効性を評価するために使用される包括的な基準を定め
るものとする。大統領は、大規模災害・緊急事態への備えおよび大規模災
害・緊急支援の提供における連邦政府機関および州・地方自治体の活動   本
法の下での州への償還政策の一貫性を確保するものとする。 

第314条罰則（42 U.S.C. 5157 

(a) 資金の誤用 - この法律に基づいて得られたローンの収益またはその他の現

金給付金を故意に誤用した者は、収益または現金給付金の誤用額の1.5
倍に相当する額の罰金を科される。 

(b) 民事EnForcEmEnt - 本法の下で課された民事罰を含め、本法の規定に

違反した、または違反しようとしていると思われる場合はいつでも、
司法長官は、適切な救済のために民事訴訟を提起することができま
す。このような訴訟は、適切な米国連邦地方裁判所に提起するこ
とができる。 

(c) 司法長官への報告 - 大統領は、この法律の下での機能の遂行のために

開発された証拠で、刑事訴追の検討を正当化する可能性のあるものは、
適切な処置のために、迅速に司法長官に報告するものとする。 

(d) 民事ペナルティ - この法律の下で発行された命令または規則に故意に違反

した個人は、違反ごとに 5,000 ドル以下の民事ペナルティを課せられる。 

第315条.材料の入手可能性 (42 U.S.C. 5158) 

大統領は、被災した州の知事の要請に基づき、住宅の修繕、代替住宅、公共
施設の修繕及び代替、農業経営及び企業のために、大規模災害の被災地域で
緊急    
に必要とされる建設資材の調査を行い、必要とされる資材の入手可能性及び
公正な配分を確保するために、適切な措置を講じる権限を与えられている。
配分プログラムは、可能な限り、被災地で伝統的に建設資材を供給してきた
企業と連携し、社長が実施するものとする。本項において「建設資材」とは
、住宅の修繕、代替住宅、公共施設の修繕・交換、通常の農業・事業運営に
必要な建築資材・資材を含むものとする。 

第316条環境の保護（42 U.S.C. 5159 

本表題の第 5170a 項、第 5170b 項、第 5172 項、第 5173 項、または第 5192 項
（第 402 項、第 403 項、第 406 項、第 407 項、または第 502 項）に基づいて行

われる措置または援助であって、本表題の第 5189 項（第 422 項）に規定され

ている手続きに従って提供される援助を含め、災害または緊急事態以前の状
態に実質的に回復させる効果があるものは、質に重大な影響を与える連邦政
府の主要な措置とはみなされないものとする。 
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本節のいかなる規定も、1969 年国家環境政策法（83 Stat. 852）[42 U.S.C.§4321 
et 
seq]の意味の範囲内で、人間環境の問題を解決するものである。本節のいか

なる規定も、1969 年国家環境政策法［42 U.S.C.§4321 et 
seq.］の適用可能性を、本法の下で、または法律の他の規定の下で行われた

他の 連邦政府の行動に変更したり、影響を与えたりするものではない。 

317.援助の回収（42 U.S.C. 5160 

(a) 当事者の責任 - 本法に基づく大規模災害または緊急事態の宣言の結果、

本法またはその他の連邦法に基づいて連邦援助が提供される条件を故意
に発生させた者は、かかる条件を発生させた者の故意の作為または不作
為に起因する範囲内で、かかる災害または緊急事態に対応するために米
国が被った合理的な費用について、米国に対して責任を負うものとする。
妥当な費用のためのこのような訴訟は、適切な米国連邦地方裁判所に提
起されなければならない。 

(b) 車の使用 - 大規模災害または緊急事態に対応して介護または援助を

提供する過程で、その者が行った行為または懈怠した行為の結果、
米国が被った費用については、本項の下で責任を負わないものとする。 

第318条監査及び調査（42 U.S.C. 5161 

(a) 単一監査の要件に関するタイトル 31 の第 75 章の規定に従い、大統

領は、本法の遵守を保証するために必要な監査および調査を実施し、
これに関連して、そのような監査および調査を実施するために必
要な人物に質問をすることができる。 

(b) 記録へのアクセス - 本項に基づく監査および調査の目的で、大統領および会

計総監は、本法の下で実施または資金提供された活動に関連する人
物の帳簿、文書、書類、および記録を検査することができます。 

(c) 州および地方自治体の監査 - 大統領は、本法または関連規則の遵守を

保証するために必要な場合、本法に基づく支援に関連して、州およ
び地方自治体の監査を要求することができる。 

第319条。非連邦分の前渡し（42 U.S.C. 5162 

(a) 制度 - 大統領は、資格のある申請者または州に対し、この法律の

費用負担規定に基づき州が負担する援助のうち、以下のような場合に
は、その部分を貸与または立替 えすることができる。 

(1) 国は、このような費用負担規定に基づく財政責任を負うことができ
ない。 

(A) 管轄区域内での同時多発的な大規模災害に関して、または 

(B) 特定の災害により特別な費用が発生した場合。 

(2) その災害又は災害によって生じた損害が、申請者又は国がこの法律
に基づく経済的責任を直ちに負担することができないほど圧倒的か
つ重大なものであるとき。 

(b) 貸付金と融資の条件 - 融資と融資の条件は、以下の通りです。 
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(1) 本項に基づく貸付金または前払い金は、すべてユナイテッドに返

済されるものとする。 
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州のことです。 

(2) 本節に基づく貸付金および立替金は、米国の残存市場性債務の現在
の市場利回りを考慮して財務長官が決定した利率で、 貸付金また
は立替金の償還期間に匹敵する満期までの残存期間を有するものと
する。 

(c) 規則 - 大統領は、本節で認可された融資または前払いを行うことができ

る条件を記載した規則を発行するものとする。 

第320条。スライディングスケールの使用制限（42 U.S.C. 5163 

いかなる地理的地域も、所得または人口に基づく算術式またはスライドスケ
ールのみをもって、この法律による援助を受けることを妨げられてはならな
い。 

第321条規則と規則（42 U.S.C. 5164 

大統領は、本法の規定を遂行するために必要かつ適切な規則を定めることが
でき、また、本法によって大統領に付与された権限または権限を、大統領が
直接または大統領が指定する連邦機関を通じて行使することができる。 

第322条.緩和計画（42 U.S.C. 5165 

(a) 緩和計画の策定 - 本項第(e)項に基づくハザード緩和対策のための連邦負担

額の増加を受ける条件として、州、地方、または部族政府は、その政府
が管轄する地域の自然災害、リスク、脆弱性を特定するためのプロセス
を概説した緩和計画を策定し、大統領に提出して承認を得るものとする。 

(b) 地方自治体および部族計画 - 地方自治体または部族政府が策定する各緩和

計画は、以下の通りでなければならない。 

(1) 計画の下で特定された危険、リスク、脆弱性を緩和するための行動
を記述する。 

(2) これらの行動を実行するための戦略を確立する。 
(c) 州計画 - 本項に基づく緩和計画の策定プロセスは、以下の通りである。 

(1) 州内の地域の自然災害、リスク、脆弱性を特定する。 

(2) 地域の緩和計画の策定を支援する。 

(3) 緩和計画のために、地方自治体および部族政府に技術支援を提供す
る。 

(4) リソースが利用可能になった場合には、国が支援する緩和行動を特
定し、優先順位をつける。 

(d) FUnDing 
(1) 本表題第5170c項（第404項）に基づく連邦寄付金は、本表題第

5170c項に基づく緩和計画の策定および更新のための資金に使用

することができます。 
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セクションを参照してください。 

(2) 最大限の連邦政府拠出金 - 緩和計画に関して、州、地方、または部族政

府は、本題第 5170c 項 [第 404 条] に基づく連邦政府拠出金を、政府

が決定した日の時点で政府が利用可能な拠出金の 7% を超えない範

囲で使用することができる。 

(e) 危険性緩和のための連邦政府のシェア - 危険性緩和のための連邦政府のシェア 

(1) 第420条に基づく大規模災害または事象が宣言された時点で、州

が本条に基づく承認済みの緩和計画を実施していた場合、大統
領は、第420条に基づく大規模災害または事象について、本タイ

トルの第5170c条(a)項の最後の文（第404条(a)）で指定された最

大パーセンテージを20%に引き上げることができる。 

(2) 第1項の規定に基づく最高比率を引き上げるかどうかを決定する

際には、大統領は、国が、以下の事項を定めているかどうかを
考慮しなければならない。 

(A) 物件取得等の緩和措置の適格基準 

(B) 受給資格基準に関連する費用対効果の要件。 

(C) 受給資格基準に関連した優先順位のシステム；および 

(D) 緩和措置の完了後に、緩和措置の有効性の評価を実施するプロ
セス。 

第323条公共および民間構造物の最低基準 (42 U.S.C. 5165a) 

(a) ネルギー - この法律に基づく災害融資または補助金の受領条件として 

(1) 受給者は、適用される安全、品位、衛生の基準に従って、適用され
るコード、仕様書、および基準に準拠して、融資または補助金で融
資される修理または建設を実施するものとする。 

(2) 大統領は、適切な州および地方自治体の職員と十分に協議した上で、
安全な土地利用および建設方法を要求することができる。 

(b) 遵守の証拠 - 本法に基づく災害融資または助成金の受領者は、大統領が

規則で要求する本項の遵守の証拠を提供しなければならない。 

第324条管理コスト（42 U.S.C. 5165b 
(a) 管理コストの定義 - 

本セクションでは、「管理コスト」という用語には、大規模災害、緊急
事態、または災害準備・緩和活動や対策の下での特定のプロジェクトに
関連する間接コスト、直接管理コスト、およびその他の管理コストが含
まれる。 

(b) 管理費率の設定 - 管理費率の設定について 

(1) 法規制 - 他の法律の規定（以下の規定を含む）にもかかわらず、

以下のような場合には、その規定は適用されません。 



27  

STAFFORD ACT > TITLE III > §324-325 

 

理事長は、管理費のための本法の下での拠出金を決定するために使
用されるものとす る、補助金対象者およびサブグラントの管理費
率を規則で実施するものとする。 

(2) FEMA]の管理者は、対象となるプロジェクト費用に加えて、以下

のプログラムを管理するための直接的および間接的な費用を
賄うために、以下の割合率を提供するものとする。 

(A) 危険緩和 - 第404条に基づく補助金受給者は、同条に基づく補

助金の総支給額の15％を上限に償還を受けることができ、

そのうち補助金受給者が10％を上限に、サブグラント受給

者が5％を上限に、これらの費用に充当することができる。 

(B) 第403条、第406条、第407条、および第502条の下で助成金を受け

た者は、これらの条の下での総支給額の12％を上限に償還を

受けることができますが、そのうち助成金を受けた者が7％、

サブグラントを受けた者が5％を上限に、これらの費用に

充当することができます。 

(c) REviEw - 大統領は、第(b)項の下に設定された管理費率を、率の設定日

から 3 年以内に、またその後も定期的に見直すものとする。 

第325条公告、コメント、およびコンサルテーションの要件（42 
U.S.C. 5165c 

(a) 新しいポリシー、または最新のポリシーを含む、ユーザーへの通知とコメントのコンセン 

ト - ガイドラインの作成 
(1) 方針の変更 - 大統領は、以下のような新規または変更された

方針を採択する前に、公に通知し、意見を述べる機会を提供
しなければならない。 

(A) この法律の下で[FEMA]が管理する公的支援プログラムの実施

を規定する。 

(B) その結果、プログラムの下での援助が大幅に削減される可能性が

あります。 
(2) a適用 - (1)項に基づいて採択された方針は、方針が採択された日以

降に宣言された大規模災害または緊急事態にのみ適用されるものと
する。 

(b) コンセルタシオン・コンセントレーション・インターナショナル・ポリシー - 規約 

(1) 暫定政策の可能性 - 本法の下で宣言された大規模災害または緊

急事態に関連する特定の状況に対処するために、 保護プログ
ラムの下で暫定政策を採択する前に、大統領は、可能な限り、
暫定政策の可能性がある場合には、 暫定政策に関する大規模
災害または緊急事態に関して、助成対象者およびサブグラント
の意見および推奨を募らなければならない。 

(A) 大規模災害または緊急事態に関する援助の申請者に対する援助
が大幅に削減される結果となる場合。 

(B) 大規模災害または緊急事態の宣言に関する連邦政府が当事者と
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なっている書面による合意の条件を変更すること。 

(2) 法的な行動権の欠如 - 本款のいかなる条項も、いかなる当事者にも

法的な行動権を与えるものではありません。 
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(c) PUblic accEss - 大統領は、生活保護プログラムの実施を規定する政策へ

の一般公開を促進するものとする。 

第326条小規模州および農村の擁護者の指定（42 U.S.C. 5165d 

(a) 連邦緊急事態管理庁（FEMA）の中で、大統領は小規模な州および農村

部の提唱者を指定するものとする。 
(b) 小規模州・農村擁護者は、この法律の下での援助の提供において、小規

模州および農村地域社会の公正な待遇の擁護者でなければならない。 

(c) DUtiEs - 小規模国家および農村の擁護者は、以下を行うものとする。 

(1) 本タイトル第5170条[セクション401]に基づく災害宣言プロセスおよ

び本タイトル第5191条[セクション501]に基づく緊急事態宣言プロセ

スに参加し、農村コミュニティのニーズに確実に対応できるように
する。 

(2) 大規模災害または緊急事態宣言の要請の準備において、人口の少な
い国を支援する。 

(3) FEMA]長官が適切と考えるその他の活動を行う。 

第327条全国都市捜索救助応答システム（42 U.S.C. 5165f 

(a) 定義 - 本節では、以下の定義を適用する。 
(1) aDministrator - 「管理者」という用語は、[FEMA]の管理者を意味する。 

(2) agEncy - 「機関」という用語は、[FEMA]を意味する。 

(3) hazarD - ''ハザード''という用語は、第 602 条で与えられた意味を持つ。 

(4) 非雇用システムメンバー - 
「非雇用システムメンバー」とは、スポンサー機関または参加機関
に雇用されていないシステムメンバーを意味する。 

(5) 参加機関 - 
「参加機関」とは、システムに参加するためにスポンサー機関と契
約を締結した州または地方自治体、非営利団体、または民間団体を
意味する。 

(6) スポンサー機関 - 
「スポンサー機関」とは、システムに参加するために管理者が
指定したタスクフォースのスポンサーである州または地方自治
体を意味する。 

(7) systEm - 
「システム」という用語は、本項の下で管理される全国都市捜索救
助応答システムを意味する。 

(8) システムメンバー - 
「システムメンバー」とは、連邦政府の常勤職員ではなく、タスク
フォースまたはシステム管理またはその他の技術チームのメンバー
である個人を意味する。 

(9) task ForcE - 
「タスクフォース」という用語は、システムに参加するために管理
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者によって指定された都市部の捜索救助チームを意味する。 
(b) 典拠 - 本項の要件に従い、管理者は、国家として知られる緊急対応シ

ステムの管理を継続するものとする。 
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都市部の捜索救助対応システム。* 

(c) 対策 - 本システムの管理において、管理者は、災害に対応する際に州

および地方自治体を支援するために、標準化された捜索救助資源の
全国ネットワークを提供するものとする。 

(d) タスクフォース- 

(1) DEsignation - 管理者は、システムに参加するタスクフォースを指定

しなければならない。管理者は、そのような参加の基準を決定しな
ければならない。 

(2) スポンサー機関 - 各タスクフォースは、スポンサー機関を持つものと

する。管理者は、システムへの各タスクフォースの参加に関し
て、スポンサー機関と協定を結ぶものとする。 

(3) comPosition 
(A) 参加機関 - タスクフォースには、スポンサー機関の裁量で、1 つ以

上の参加機関を含めることができる。スポンサー機関は、各参
加機関のタスクフォースへの参加に関して、各参加機関との間
で合意書を締結しなければならない。 

(B) その他の個人 - タスクフォースには、スポンサー機関の裁量に

より、スポンサー機関または参加機関とは別個に関係のないそ
の他の個人を含めることもできる。タスクフォースのスポンサ
ー機関は、タスクフォースへの個人の参加に関して、そのよう
な個人との間で個別の合意を結ぶことができる。 

(e) 管理者は、管理者がシステムの管理に必要と判断した管理チームおよ
びその他の技術チームを維持するものとする。 

(f) システムのFEDErvicEへの導入-FEDErvicEへの導入 

(1) 連邦政府長官は、システムメンバーの演習、災害前の演出、大
規模災害および緊急対応活動、および長官が主催または制裁する
訓練イベントへの参加を提供するために、システムメンバー
を連邦政府の任務に任命することができる。 

(2) 特定の民法の非適用性 - 管理者は、以下を行うことができる。 
 

* DRRAの第1218条は、「(a) 
一般的には、連邦緊急事態管理庁長官は、認定獣医学部の大学に1つ以上の国家獣医救急チーム

を設置することができる。(b) 責任 - 国家獣医緊急事態チームは、以下を行うものとする。 
(1) 全国都市捜索救助応答システムのチームと一緒に配備し、支援を行う。 
(A) (2) 
(1)項に記載された大規模災害や緊急事態の計画と対応に関連した任務を遂行するために、確立

された一連の計画と標準的な運営ガイドラインに従って、獣医学 
生を含む獣医学専門家を募集し、訓練し、認定すること。(3) 
州政府、インディアン部族政府、地方自治体、および非営利団体が、動物の世話と救助を考慮

した緊急管理と避難計画を策定し、緊急事態または大規模災害時に獣医学的対応を提供するた

めの地域の準備態勢を向上させることを支援する。” 
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(1)項の下での任命は、競争的サービスにおける任命を規定する合

衆国法典第5章の規定にかかわらず、第1項の下での任命を行うもの

とする。 
(3) 他の職員との関係 - 本款に基づく任命を行う管理者の権限は、本法

に基づく管理者の他のいかなる権限にも影響を与えないものと
する。 

(4) 制限 - (1)項の下で連邦職員に任命されたシステムメンバーは、本項

に明記されている目的以外の目的では、米国の職員とはみなされな
い。 

(g) コムペーション 
(1) システムメンバーの支払い - 

規程により管理者が課す条件に従うことを条件に、管理者はタスク
フォースのスポンサー機関に支払いを行う。 

(A) タスクフォースに参加しているシステムメンバーの各雇用主は、
第(f)(1)項の下でシステムメンバーが連邦職員に任命された期

間中に、雇用主がシステムメンバーに支払った報酬を、タスク
フォースに参加しているシステムメンバーの各雇用主に返済す
る。 

(B) は、第(f)(1)項の下で非雇用者システム・メンバーが連邦職員

に任命されている間、タスクフォースの非雇用者システム・メ
ンバーに直接支払いを行うことができる。 

(2) システムエンジニアの募集要項 - 就活生の方へ 

(A) 報酬 - 規程により管理者が課す条件に従い、管理者は、タ

スクフォースのスポンサー機関に対し、システムメンバー
が第（f）項(1)項に基づいて連邦職員に任命された期間中

に、システムメンバーが通常の職務に就いている従業員に
雇用主が支払った報酬の払い戻しに使用するために、タス
クフォースのシステムメンバーの各雇用主に支払いを行う
ものとする。 

(B) 制限 - 雇用者が負担した費用は、第(A)号に基づき、システムメ

ンバーが第(f)(1)項に基づいて連邦職員に任命されていなかっ

た場合に雇用者が負担したであろう費用を超える範囲内でのみ、
払い戻しの対象となるものとする。 

(3) 支払事由。  - システムメンバーは、システムメンバーが第(f)(1)項に

基づいて連邦サービスに任命されている間は、政府から直接給与を
支払う権利を有しない。 

(h) 人身事故、病気、障害、または死亡 - 怪我、病気、障害、または死亡 

(1) 連邦職員として任命されたシステムメンバーが、第(f)(1)項に

基づいて連邦職員として任命され、その任命の範囲内で行動し
ている間に受けた人身傷害の結果として、人身傷害、病気、障害、
または死亡を被った場合、合衆国法典第5章第81章第1節の目的

のために、そのメンバーが職務遂行中に傷害を負った被雇用者
（同章第8101節で定義されている）であるかのように扱われる
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ものとする。 
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(2) bEnEFitsの選択-BEnEFitsの選択 

(A) 制度内 - 
第1項に基づき権利を有する制度会員（または制度会員が死亡

した場合は、制度会員の被扶養者）。 
(1) 人身事故、病気、障害、死亡を理由に米国法典第5章第81章
第1節に基づく給付を受ける者、および同じ人身事故、病気、

障害、死亡を理由に州または地方自治体から給付を受ける者は、
次のように選択しなければならない。 

(i) そのようなサブチャプターの下で給付金を受け取ること。 

(ii) 国や地方自治体から給付金を受ける 
(B) DEaDlinE - システムのメンバーまたは被扶養者は、給付の理由と

なった人身事故、病気、障害、または死亡の日から 1 年以内、

または労働長官が合理的な理由を示して認めた日までに、(A)
号に基づく給付の選択を行わなければならない。 

(C) 選択の効果 - 本項に基づいて行われた給付の選択は、法律に別段

の定めがない限り、取消不能である。 
(3) 州または地方自治体の給付金の償還 - 規程により管理者が課す条件に

従うことを条件に、システム会員または被扶養者が第(2)項(A)に基

づき州または地方自治体から給付金を受け取ることを選択した場合、
管理者はその給付金の価値を州または地方自治体に償還するも
のとする。 

(4) 公安役員の請求 - 本款のいかなる規定も、1968年オムニバス犯罪取

締り・安全道路法（42 U.S.C. 3796b）のタイトルI（42 U.S.C. 3796 et seq）
の第1204項で定義されている公安役員であるシステムメンバーによ

る、またはそれに関連して、同法のタイトルI（42 U.S.C. 3796 et seq）
のパートLの下で認可された給付金の請求を禁止するものとは解釈

されない。 

(i) 責任 - 第(f)(1)項の下で連邦政府に任命されたシステムメンバーは、任命

の範囲内で行動している間は、不法行為の請求手続きに関連する米国法
典第28編第1346項(b)および同編第171章の下で連邦政府の職員であると

みなされるものとする。 

(j) 雇用と雇用の権利 - スポンサー機関または参加機関の正社員ではないシス

テム会員に関しては、以下の条件が適用されます。 
(1) 兵役-

システムメンバーとしての勤務は、制服サービスに従事した個人の
雇用および再雇用の権利に関す 
る米国法典第38章43節の「制服サービスにおける勤務」とみなされるも

のとする（その個人がそのような参 
加に対する報酬を受け取っているかどうかは問わない）。このよう
な人物のすべての権利と義務、および援助、執行、および調査のた
めの手続きは、当該章に規定されている通りとする。 

(2) 就任 - 
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本項に基づく就任の必要性による服務通知の排除は、''軍事的必要

性''による排除とみなされるものとする。 
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欠勤の通知に関する合衆国法典第 4312 条(b)の目的のために。この

ような必要性の判断は、管理者が行うものとし、司法審査の対象と
はならない。 

(k) 免許証および許可証 - 
システムメンバーが、システムが必要とする専門的、機械的、またはそ
の他の技能や種類の援助について、そのメンバーの資格を証明するため
に、州またはその他の政府管轄区が発行した有効な免許証、証明書、ま
たはその他の許可証を持っている場合、システムメンバーは、第(f)(1)
項の下で連邦サービスに任命されている間、その技能または援助を含む
援助を提供する際には、連邦活動を行っているものとみなされる。 

(l) 事前準備協力協定-このような目的のための予算が利用可能であること

を条件に、管理者は、各スポンサー機関との間で年次準備協力協定を締
結するものとする。このような準備協力協定の下でスポンサー機関に提
供される金額は、以下の目的のために使用されるものとする。 

(1) 他の連邦、州、地方政府の対応機関との訓練および演習を含む。 

(2) 相互運用可能な通信および個人用保護具を含む機器の取得および保
守。 

(3) 大規模災害、緊急事態、またはその他の危険を想定して、またそれ
に続いて、管理者が決定した場合に、応答者の安全と健康のために
必要とされる医療監視。 

(m) 対応協力協定 - 管理者は、必要に応じて各スポンサー機関と対応協力協

定を締結するものとし、その下で、大規模災害や緊急事態への対応にお
い てスポンサー機関が負担した費用をスポンサー機関に返済すること
に同意する。 

(n) 義務 - 管理者は、システムの有効性を確保するために、本項に沿って必

要なすべての義務を負うことができる。 
(o) EqUiPmEnt maintEnancE anD rEPlacEmmEnt - 本項の制定日から180日以内

に、管理者は、システム機器の資金調達、維持、および交換のため
の計画の策定に関す る報告書を、実施手順および時間枠を含めて、
適切な議会の委員会（2002年国土安全保障法（6 U.S.C. 101）の第2項
に定義されている）に提出するものとする。 
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タイトルIV 大規模災害支援プログラム 
 

第401条申告の手続き（42 U.S.C. 5170 

(a) 大規模災害の存在を宣言する大統領の要請はすべて、被災した州の知
事が行わなければならない。このような要請は、災害の深刻さと大き
さから、効果的な対応が州および影響を受けた地方自治体の能力を超
えており、連邦政府の援助が必要であるとの判断に基づくものでなけ
ればならない。このような要請の一環として、また、本法に基づく大規
模災害支援の前提条件として、知事は、州法に基づく適切な対応措置
を講じ、州の緊急計画を直接実行しなければならない。知事は、災害
の結果を軽減するためにコミットされた、またはコミットされる予定
の州および地方の資源の性質と量に関する情報を提供し、今回の災害
について、州および地方政府の義務と支出（うち、州のコミットメント
がかなりの割合を占めなければならない）が、本法の適用されるすべて
の費用分担要件を満たすことを証明しなければならない。本項に基づ
く知事の要請に基づき、大統領は、本法に基づき、大規模災害また
は緊急事態の存在を宣言することができる。 

(b) インディアンの部族の政府関係者の求人情報 
(1) インディアン部族政府の最高責任者は、第(a)項の要件に沿っ

て、大規模災害の存在を宣言するための大統領の要請を提出す
ることができる。 

(2) 本章の下で、影響を受けるインディアン部族政府の最高責任者の大
規模災害宣言の要請に応じて大統領が許可した支援を実施する際に
は、本章のサブチャプターまたはサブチャプターIII（本タイトルの

第5153節および第5165d節（第310節および第326節を除く））の中で、

州または州知事について言及している場合は、適切な場合には、影
響を受けるインディアン部族政府または影響を受けるインディアン
部族政府の最高責任者を指しているものとみなされる。 

(3) 貯蓄規定-本款のいかなる規定も、大統領が同じ事件について本款に

基づく宣言を行わない場合には、大統領が第(a)項に基づく州の要

請に応じて行った宣言によって、インドの部族政府が本款に基づく
援助を受けることを禁止するものではない。 

(c) インディアンの部族政府のためのコストシェアの仕組み 

(1) 本章の下でインディアン部族政府に援助を提供する際、大統
領は、以下の場合には、援助に関連して連邦以外の拠出金の
支払いを放棄したり、調整したりすることができる。 

(A) 大統領は、本節の別の規定に基づく支払いを放棄または調整す
る権限を有する。 

(B) 社長は、調整の放棄が必要かつ適切であると判断します。 
(2) 決定の基準 - 

大統領は、第(1)項(B)に基づく決定を行うための基準を定めるも

のとする。 
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第402条。一般的な連邦援助 (42 U.S.C. 5170a) 

大規模災害が発生した場合、大統領は 

(1) 連邦政府機関に対して、連邦法の下で付与された権限と資源（人員、
設備、物資、施設、管理、技術、助言サービスを含む）を、償還の
有無にかかわらず、予防的避難を含む州および地方の援助への対応
および回復努力を支援するために利用するよう指示すること。 

(2) 連邦政府機関、民間団体、州政府および地方自治体が提供するすべ
ての災害救援支援（自主的な支援を含む）を調整し、予防的な避難
や復旧を行う。 

(3) 影響を受ける州政府および地方自治体に対して、以下のための技術
的および助言的な支援を提供する。 

(A) 必要不可欠なコミュニティサービスのパフォーマンスを提供しま

す。 

(B) 危険性や危険性の警告の発令 

(C) 公衆衛生・安全情報の発信を含む。 

(D) 安全衛生対策の提供 

(E) 公衆衛生および安全に対する当面の脅威の管理、制御、および
削減。 

(F) 災害影響評価や計画を含む復興活動。 

(4) 医薬品、食料、その他の消耗品の配布、緊急時の支援において、州
および地方自治体を支援する。 

(5) 建築基準法および氾濫原管理条例の管理および施行のための州およ
び地方自治体への支援を提供し、これには、実質的な損害の遵守の
ための検査が含まれる。 

(6) 人命救助、人的被害の防止、または深刻な被害の軽減のために必要
な場合には、連邦政府の支援および連邦支援を加速的に提供します
が、これらは特定の要請がない場合には、大統領が提供することが
できます。 

(A) 可能な限り、かかる支援または支援が提供されている国の当局
者に速やかに通知し、調整しなければならない。 

(B) は、(A)号に基づく国への通知および調整において、大規模災

害の被災者への重要な資源の迅速な展開、使用、分配を遅らせ
たり、妨げたりしてはならない。 

第403条。必須援助（合衆国法典第42条第5170b項 

(a) 連邦政府機関は、大統領の指示に基づき、大規模災害に起因する生
命と財産に対する緊急の脅威に対応するために必要不可欠な支援を、
以下のように提供することができる。 
(1) 連邦政府の設備、消耗品、施設、人員、その他の連邦政府の設備、

消耗品、施設、人員、その他を利用、貸与、または寄付すること。 
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この法律の目的に応じて政府が使用または分配するために、信用供
与以外の資源を使用することができます。 

(2) 医療、食糧、その他のサービス - 州や地方自治体、アメリカ赤十字社、

救世軍、メノナイト災害サービス、その他の救援・災害支援組織を
通じて、医薬品、耐久性のある医療機器、* 食品、その他の消耗
品、その他のサービスや被災者への支援を配布または提供する
こと。 

(3) 人命と財産を守るための作業とサービス - 人命を守り、財産や公衆の

健康と安全を保護し、保護するために不可欠な作業やサービスを、
公有地や私有地、水域で行うこと。 

(A) 瓦礫の除去。 

(B) 捜索救助、緊急医療、緊急集団医療、緊急避難所、食料、水、
医薬品、耐久性のある医療機器、および物資や人の移動を含む
その他の必要不可欠なニーズの提供。 

(C) 道路の整地と、緊急時の業務と必要なコミュニティサービスの
遂行に必要な仮設橋の建設。 

(D) 学校やその他の必要不可欠なコミュニティサービスのための一
時的な施設の提供。 

(E) 公共を危険にさらすような安全でない構造物の解体 

(F) さらなる危険性と危険性の警告 

(G) 健康・安全対策に関する情報発信と支援を行う。 

(H) 国や地方自治体に対して、災害管理や災害対策に関する技術的
な助言を提供すること。 

(I) 生命、財産、公衆衛生および安全に対する差し迫った脅威の軽
減。 

(J) 救助、ケア、シェルター、必要不可欠なニーズの提供 

(i) 家庭用ペットや介助動物を飼っている人に。 

(ii) そんなペットや動物に 
(4) contribUtions - 本款の規定を実施する目的で、州政府や地方自治体、

民間の非営利施設の所有者   。 

(b) 連邦政府のシェア - 本節の下での援助の連邦政府のシェアは、そのような

援助の対象となる費用の75％以上でなければならない。 

(c) 国防総省のリソースの利用 - 国防総省のリソースの利用 

(1) ジェネラル・ルアー - 本タイトルまたは本法のタイトルVの下で最終的に支

援の対象となる可能性のある事件の直後に、知事は、以下のことを
行う。 
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事件が発生した国の国防長官は、事件によって必要とされ、生命と
財産の保護   緊急作業を公有地および私有地で実施する目的で国防
総省の資源を活用するよう国防長官に指示するよう、大統領に要請
することができる。大統領がそのような作業が生命および財産の保
護に不可欠であると判断した場合、大統領は、大統領が実行可能で
あると判断した範囲内で、そのような要請を許可しなければならな
い。このような緊急作業は、10 日間を超えない期間に限り実施す

ることができる。 

(2) 瓦礫撤去に適用される超法規 - 本款の下で行われる瓦礫および残骸

の撤去は、本題第5173(b)項[第407(b)項]の適用を受けるものとし、

瓦礫撤去の無条件承認および補償に関するものとする。 

(3) 災害復興支援基金からの脱却 - 本款に従って提供された支援の費用は、

この法律を実行するために利用可能な資金から償還されるもの
とする。 

(4) 連邦政府のシェア - 本款の下での援助の連邦政府のシェアは、75％を

下回らないものとする。 

(5) ガイドライン - 大統領は、1988 年 11 月 23 日から 180 日以内に、本款を実

施するためのガイドラインを発行しなければならない。このガイド
ラインは、本款の下での援助が、本法の下での他の形態の援助の利
用可能性に与える可能性のある影響を考慮しなければならない。 

(6) 定義 - このセクションの目的のために-。 

(A) DEPartmEnt oF DEFEnsE - 「Department of 
Defense」という用語は、タイトル10の第101項の下で「部門」と

いう用語が持つ意味を持つ。 
(B) EmErgEncy作業 - 

「緊急作業」という用語には、瓦礫や残骸の撤去、撤去、お
よび重要な公共施設やサービスの一時的な復旧が含まれま
す。 

(d) 給与・福利厚生 
(1) 典拠 - 大統領が州、部族、または地方自治体の管轄区域内で大

規模な災害または緊急事態を宣言した場合、大統領は、州、
部族、または地方自治体に対 して、以下に関連して発生した
費用を補償することができる。 

(A) 本項に基づき緊急保護措置を実施する国、部族、または地方自
治体の常用職員の基本給および手当で、以下の場合 

(i) 従業員が通常行う業務ではないこと、および 

(ii) 仕事の種類が、民間の組織、企業、または個人との契約ま
たは合意に基づいて実施される場合。 

(B) 緊急保護を実施する国、部族、または地方自治体の正社員に対
する時間外労働および危険業務の補償 
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本項に基づく措置 

(2) 第 1 項に基づく費用償還のガイドラインは、1938 年公正労働基準

法（29 U.S.C. 201 et seq）に従って要求される残業代の償還を州、

部族、または地方自治体が拒否されないことを保証するものと
する。 

(3) 相互扶助協定への影響なし - 本款のいかなる規定も、承認された相

互扶助協定に基づいて提供された労働力の費用を返済する大統領
の能力に影響を与えるものではない。 

第404条。危険緩和（42 U.S.C. 5170c 

(a) 大規模災害の影響を受けた地域、または第420項の下で支援が提供

された火災の影響を受けた地域で、費用対効果が高く、将来の被害、
苦難、損失、苦難のリスクを大幅に軽減する、または回復力を高める
と大統領が判断した災害軽減対策の費用の75%を上限として、大統

領が拠出することができる。このような対策は、本題第5165項[第
322項]に基づく自然災害の評価に基づいて特定され、大統領の承認

を得なければならない。本表題第5165節［第322節］の規定に従い、

第420節に基づく大規模災害または事象に対する本節に基づく拠出

金の合計額は、以下の金額が15パーセントを超えてはならない。 
200万ドル、200万ドル以上1,000万ドル以下の場合は10％、1,000万ドル以

上1,000万ドル以下の場合は7.5％、第420条*に基づく大規模災害または事

象に関して、本法の下で交付される予定の補助金の概算総額（関連する
管理費を除く）のうち、1,000万ドル以上35,333,000,000ドル以下の場合は

7.5％をそれぞれ支払う必要があります。 

(b) 物件の取得と移転の支援 
(1) FEMA]の管理者は、洪水に関連して本項に基づく危険緩和支援を提

供する際に、第(2)項の要件を満たすプロジェクトに対して、不動

産取得および移転支援を提供することができる。 

(2) 条件 - 買収または移転プロジェクトは、以下の場合に限り、(1)項に

基づく援助を受ける資格がある。 

(A) 支援の申請者が、本項のサブセクション(a)に基づいて設立さ

れた危険緩和補助金プログラムの下で支援を受ける資格がある
場合。 

(B) 平成5年12月3日以降に入所した場合 

 

* DRRAの第1210条(b)は、「スタッフォード法（42 U.S.C. 
5155）の第312条およびその施行規則にかかわらず、同法の第404条に基づいて提供される援

助は、連邦政府が認可した工兵隊の水資源開発プロジェクトの範囲内で建設が認可された活動

に資金を提供するために使用することができます。また、この規定では、このセクションに基

づいて提供される連邦資金は、プロジェクトのための連邦総取り分を超えてはならないとされ

ている。さらに、本節に基づいて資金提供を受けて建設されたこのようなプロジェクトの建設

には、これ以上の連邦資金は提供されないものとする。 



42  

STAFFORD ACT > TITLE IV > §404 

 

管理者との間で、以下の保証を提供する契約を締結します。 

(i) プロジェクトに従って取得された、受け入れられた、また
はそこから構造物が取り除かれ る財産は、オープンスペ
ース、レクリエーション、または湿地管理の慣行に適合す
る用途のために、永久に捧げられ、維持されるものとする。 

(ii) 新たな構造物は、取得した、受け入れた、または取得また
は移転プログラムの下で構造物が取り除かれた土地には建
てることはできません。 

(I) 四方を開放し、指定された開放空間に機能的に関連す
る公共施設。 

(II) 休憩室 

(III) 構造物の建設開始前に管理者が書面で承認した構造
物；および 

(iii) 援助を受けた後、取得または移転プログラムの下で取得さ
れた、受け入れられた、または構造物が取り除かれた財産
に関しては、--。 

(I) 受給者は、いかなる目的のためにも、連邦政府機関に
対して追加の災害支援を申請しないこと。 

(II) 申請者には、連邦政府からのいかなる援助も提供され
ない。 

(3) 本款のいかなる規定も、1993 年 12 月 3 日の前日に有効であった、

本項に基づいて実施された買収または移転プロジェクトの合意を変
更したり、その他の方法で影響を与えたりすることを意図したもの
ではない。 

(c) 州別プログラム運営 - 州別プログラム運営 

(1) 本項に定める危険軽減助成プログラムの管理を希望する州は、州
内の危険軽減支援に関して本項に定める危険軽減助成プログラム
の管理権限の委譲申請書を大統領に提出することができる。 

(2) 基準 - 大統領は、国および地方自治体との協議および調整を経て、

(1)項に基づいて提出された申請書の承認基準を定めるものとする。

管理者が本項を実施するための規則を公布するまで、管理者は、本
項を迅速に実施するために必要であると判断した場合には、通知と
コメントの規則化を放棄することができ、試験的プログラムとして
本項を実施することができる。基準は、少なくとも以下を含むもの
とする。 

(A) 国が本項の下で補助金プログラムを管理する能力を実証してい
ること。 

(B) 本タイトルの第 5165 条[セクション 322]に基づき承認された緩

和計画が実質的に存在していること。 
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(C) 緩和活動へのコミットメントが実証されていること。 

(3) a承認 - 会長は、第 1 項に基づき提出された申請を承認するものとす

る。 
の規定により定められた基準を満たすもの。 

(4) 承認の撤回付き - 第1項に基づき提出された国の申請を承認した後、

大統領が、国が本項に基づいて設立された危険緩和補助金プログラ
ムを満足のいく方法で運営していないと判断した場合、大統領は承
認を撤回するものとする。 

(5) aUDits - 大統領は、本款の下で国が管理する危険緩和補助金プロ

グラムの定期的な監査を行うものとする。 
(d) 環境制御プロセス - 演算子 

(1) 本節の下で支援を提供する目的で、大統領は以下のことを保証す
るものとする。 

(A) 1969 年米国環境政策法（National Environmental Policy Act of 1969）
［42 U.S.C. 4321 et seq.］の下での該当する環境審査および国家歴

史保存法（National Historic Preservation Act）［16 U.S.C. 470 et seq.］
の下での歴史的保存審査が迅速に完了することを確実にするた
めに、適切な資源が投入されていること。 

(B) 1969年の国家環境政策法[42 U.S.C. 4321 et seq]および国家歴史保

護法[16 U.S.C. 470 et seq]に基づく既存の最短の適用プロセスが利

用されます。 
(2) 大統領は、本項に基づく支援を提供する目的で、（1）項で必要と

される手続きに加えて、［FEMA］のプロトタイプ計画合意に基づく

手続き、複数の構造物をグループとして検討するための手続き、
および提案されている危険緩和措置の費用対効果の分析とコスト
シェア要件の充足のための手続きなど、迅速な手続きを利用する
ことができる。 

(e) 補助金支援 - 大統領は、本項の下で補助金の対象となる国の補助金対

象者に対し、対象となる費用が発生する前に、危険緩和対策の見積額の
25％を超えない範囲で支援を行うことができる。 

(f) 支援の利用 - 
本項および第203項の下で提供される危険緩和支援の受領者は、支援を

利用して、山火事や風雨の影響を受けた地域で、以下のような将来の損
害、困難、損失、苦難のリスクを軽減するための活動を行うことができ
る。 

(1) 早生種や在来種を用いたグランドカバーの再播種。 

(2) 藁や欠けた木を使ったマルチング 

(3) 洪水を防ぐために、小さな支流に藁や岩や丸太のダムを建設すること。 

(4) 丘の斜面の土砂を受けるために丸太やその他の侵食障壁を設置してい

ます。 

(5) 道路やトレイルの排水機構を変更するためのデブリトラップの設置 
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(6) 排水が自由に流れるように暗渠を改造・撤去すること。 

(7) 排水溝を追加し、道路と道路を維持するための緊急流出路を建設しま

す。 
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洪水の際に橋が流されるのを防ぎます。 

(8) 毒草の蔓延を防ぐために草を植える。 

(9) 警告標識を設置します。 

(10) 防御可能な空間対策を確立する 

(11) 有害燃料の削減 

(12) 送電または配電用ユーティリティーのポール構造を、当該場所に関
連する基本的な風速および氷の状態に対 して、極端な風に耐えられ
るポールと氷と風荷重を組み合わせたポールに交換または設置する
ことを含 む、風雨被害の緩和。 

(13) 焼かれた立木の撤去 

(14) 焼けて汚染の原因となった水系の交換 
(g) 地震災害に対する支援の利用 - 

本項および第203項の下で提供される災害軽減支援の受給者は、支援を

利用して、地震災害の影響を受けた地域（以下を含む）における将
来の損害、苦難、損失、苦難のリスクを軽減するための活動を行う
ことができます。 

(1) 地震の早期警戒能力の構築を支援するための地域地震ネットワーク
の改善 

(2) 地震の早期警戒能力の構築を支援するための測地ネットワークの改
善 

(3) 地震計、全地球測位システム受信機、および関連インフラの改善を
行い、地震の早期警報機能の構築を支援します。 

第405条連邦施設（42 U.S.C. 5171 

(a) 連邦政府施設の修理、再建、復旧、または交換 - 大統領は、大規模災

害によって損害を受けた、または破壊された米国が所有し、その管
轄下にある施設の修理、再建、復旧、または交換が必要であると判
断した場合、連邦政府機関に修理、再建、復旧、または交換を許可
することができる。復興、修復、交換が重要かつ緊急性が高く、特
定の制定法の制定やその目的のための予算編成、または議会委員会
の承認を得るまで合理的に延期することができない場合。 

(b) 農場施設の修理、再建、修復、修復、または交換のために 農場割り当てられた

資金の利用可能性 - 本項の規定を実行するために、そのような修理、再建、

修復、または交換は、その目的のために割り当てられた 資金の不足
または不足にかかわらず、法律に従って、別の目的のためにその機
関に割り当てられた資金を移転することによって、そのような不足
または不足が解決できる場合に開始することができます。 

(c) 危険緩和のための措置 - 本セクションの実施にあたり、連邦政府機関は、こ

れらの施設がさらされている自然災害を評価し、安全な土地利用や
建設を含め、そのような災害を緩和するために適切な措置を講じる
ものとする。 
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社長が定めた基準に基づいて、業務を遂行します。 

第406条。損傷を受けた施設の修理、修復、および交換（42 U.S.C. 
5172 

(a) コントリビューション 
(1) 一般的に - 大統領は寄付をすることができます。 

(A) 大規模災害により被害を受けた、または破壊された公共施設の
修理、復旧、再建、交換、および政府が負担する関連費用のた
めに、国または地方自治体に提供する。 

(B) 第3項を条件として、大規模災害により被害を受け、または破

壊された民間の非営利施設を所有または運営している者に対し
て、その施設の修理、復旧、再建、または交換およびその者が
負担した関連費用のために、その施設を所有または運営してい
る者に対して、その施設の修理、復旧、再建、または交換のた
めに必要な費用を支払う。 

(2) 関連費用 - 本節では、関連費用には以下のものが含まれるもの

とする。 

(A) 資格のある業務を遂行するために州兵を動員し、雇用するため
の費用。 

(B) 実際に支払われた賃金、労働現場までの交通費、看守、食費、
宿泊費などの特別な費用を含む、適格な労働を行うために刑務
所の労働力を使用するためのコスト。 

(C) 国、地方自治体、または(1)項に記載された者が対象となる業

務を行う職員および臨時雇用者の基本給および時間外賃金に加
え、大規模災害前に支払われていた範囲内で、これらの賃金に
対するフリンジベネフィット。 

(D) 大規模災害が宣言されてから180日以内の期間、採択された建

築基準法の実施と施行を容易にするための追加雇用のための基
本給と時間外賃金。 

(3) 民間の非営利施設への支援のための条件 
(A) 典拠 - 大統領は、以下の場合に限り、第(1)項(B)に基づく

民間の非営利施設に寄付を行うことができる。 

(i) 大規模災害が発生した場合に重要なサービスを提供してい
る（大統領が定義する）。 

(ii) 施設の所有者または運営者 

(I) 小規模企業法(15 U.S.C. 
636(b))条の7(b)に基づく災害融資を申請している。 

(II) 融資を受けることができないと判断された   場合、又

は融資を受けることができる限度額で融資を受けた場

合。 
中小企業庁が施設が 
資格があります。 
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(B) 危機的状況の定義 - 
この段落では、「危機的状況」という用語を使用しています。 
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サービス」とは、電力、水道（灌漑組織や施設から提供される
水を含む）、下水道、排水処理、通信（放送、電気通信を含む
）、教育、救急医療などが含まれます。 

(C) 資格のある施設 - 教会、シナゴーグ、モスク、寺院、その他の

礼拝堂、教育施設、その他の民間の非営利施設は、その施設の
宗教的性格やその施設の主要な宗教的用途に関係なく、第(1)
項(B)に基づく寄付金を受け取る資格があるものとする。礼拝

堂、教育施設、その他の民間の非営利施設は、(1)項に基づく

寄付金の受領から除外されることはない。 
(B)礼拝堂を運営する組織の指導者または会員が、宗教的な信

仰または実践を共有する者に限定されているため。 
(4) 議会への通知 - 2000 

万ドルを超える金額で本節に基づく寄付を行う前に、大統領はそ
の旨を通達しなければならない。 

(A) 上院の環境公共事業委員会でのこと。 

(B) 衆議院交通インフラ委員会。 

(C) 上院の収用委員会。 

(D) 衆議院収用委員会で 
(b) フェデラル・シャア 

(1) 最小限の連邦シェア - (2)項に規定されている場合を除き、本項の下で

実施される修理、修復、再建、または交換の対象となる費用の75％
を下回らないように、本項の下での援助の連邦シェアは、75％を下

回らないものとする。 

(2) 連邦政府の負担軽減* - 大統領は、大規模災害に関連した事象が発生し

た後、適格な公共施設または民間非営利施設の修理、復旧、再建、
交換を行う場合に、本節に基づく支援の連邦政府負担を 25%以上に

軽減するための規則を公布するものとする。 

(A) 過去10年以内に同種の事象により2回以上損傷を受けたもの。 

(B) 所有者が、施設の損傷の原因となったハザードに対処するため
の適切な緩和措置を実施しなかった場合。 

(3) ｲﾝｸﾚｽﾀﾞｰﾄﾞﾌｪﾝﾀﾞﾙｼｬｰ - ｲﾝｸﾚｽﾀﾞｰﾄﾞﾌｪﾝﾀﾞﾙｼｬｰ 

(A) インセンティブ - 大統領は、州または部族政府が大規模災害へ

の備えを強化し、大規模災害からの回復力を高めるための対策
に投資するためのインセンティブを、連邦政府の最低負担率
を85％に引き上げるスライド式の規模で提供することができる。

このような措置には以下のものが含まれる。 

(i) 第 322 条に基づいて承認された緩和計画の採択。 

(ii) 災害投融資 

* この段落は、FEMAが施行規則を発行するまで有効ではない。 
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のプログラムを紹介しています。 

(iii) 建物の利用者の健康、安全、一般的な福祉を災害から守る   
目的で、最新の耐障害性設計を取り入れ、本法の下で支援
の対象となる可能性のある住宅構造物や施設の設計、建設
、維持のための最低許容基準を定めた、関連するコンセン
サスベースのコード、仕様書、基準の最新版の採用と施行
を奨励する。 

(iv) コミュニティ・レーティング・システムへの参加を促進する。 

(v) 緩和プロジェクトに資金を提供したり、リスクを軽減する
プロジェクトに税制上の優遇措置を与えたりすることで、
リスクを軽減することができます。 

(B) 大統領は、本項の制定日から 1 
年以内に、長官を通じ、本項の下で連邦負担額を増加させる目
的で認識される、対象となる措置および投 
資について、包括的なガイダンスを州政府および部族政府に発
行するものとする。ガイダンスは、対象となる措置および投資
の見直しが、適切な連邦費用負担の決定を不当に遅らせること
のないようにするものでなければならない。 

(C) 報告書-(B)号で要求されたガイダンスの発行から1年後、管

理者は、下院の運輸・インフラ委員会および上院の国土安全保
障・政府問題委員会に、本項の下で支払われた連邦費用分担金
の分析に関する報告書を提出しなければならない。 

(D) 節約条項 - この段落では、大統領が連邦コストシェアを85％を

超えて増加させることを妨げるものはない。 
(c) 大規模なEU域内の寄付金 - EU域内での寄付金 

(1) PUblic FacilitiEs - PUblic FacilitiEsのために 

(A) 典拠 - 国または地方自治体が所有または管理する公共施設

の修理、修復、改築、または交換を行っても公共の福祉
が最もよくな いと国または地方自治体が判断した場合、
国または地方自治体は、本項(a)(1)(A)に基づく拠出金の代わ

りに、施設の修理、修復、改 築、または交換にかかる費用
および管理費の連邦政府の見積額の連邦政府の取り分に相
当する額の拠出金を受け取ることを選択できる。 

(B) 資金の使用 - 本項に基づき州または地方自治体に拠出された資

金を使用することができる。 

(i) 他の選択された公共施設を修理、復元、または拡張するため

に。 

(ii) 新しい施設を建設するために 
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(iii) 大規模災害の影響を受けた地域における政府のサービスや
機能の必要性を満たすために必要であると国や地方自治体
が判断した災害緩和対策に資金を提供するためのもの。 

(C) 制限 - 本項に基づき国または地方自治体が利用できる資金は、

以下の目的に使用することはできない。 

(i) 規制洪水路（連邦規則法典第44編第59.1項（またはその後

継規則）に定義されている）内にある公共施設、または 

(ii) 1968年全米洪水保険法（42 U.S.C. 4001 et seq）に基づき

[FEMA]長官によって特定された特別な洪水危険区域内に

ある保険のない公共施設。 

(2) 民間の非営利団体のための施設 - 営利を目的としない施設 

(A) 典拠 - 民間の非営利施設を所有または運営する者が、そ

の施設の修理、修復、再建、または交換を行っても公共
の福祉が最も良くないと判断した場合、その者は、第
(a)(1)(B)項に基づく拠出金の代わりに、施設の修理、修復、

再建、または交換にかかる費用および管理費の連邦政府
の見積額の連邦政府の取り分に相当する額の拠出金を受
け取ることを選択することができる。 

 

(B) 資金の使用 - 本項の下で個人に拠出された資金は、使用すること

ができる。 

(i) 本人が所有または運営する他の選択された民間非営利施設
を修理、修復、または拡張するために。 

(ii) 個人が所有または運営する民間の非営利施設を新たに建設
すること。 

(iii) 大規模災害の影響を受けた地域における本人のサービスや
機能の必要性を満たすために必要であると本人が判断した
災害軽減措置に資金を提供するためのもの。 

(C) 限界 - 本項に基づき人が利用できるようになった資金は、以下

の目的に使用することはできない。 

(i) 規制洪水路（連邦規則法典第44編第59.1節（またはそれに

代わる規制）に定義されている）に位置する民間の非営利
施設、または 

(ii) 1968 年全米洪水保険法（42 U.S.C. 4001 et seq.）に基づき、

[FEMA]長官によって特定された特別な洪水危険区域内に

ある無保険の民間非営利施設。 

(d) フロートインシュアランス 
(1) 連邦政府の支援の軽減-1968 年国家洪水保険法（42 U.S.C.）に基づき

管理者が 1 年以上前から特定した特別な洪水危険区域に位置

する公共施設または民間の非営利施設の場合。 
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1988 年 11 月 23 日から 180 日目以降に、大規模災害による洪水によ

り施設が損傷または破壊され、当該施設が洪水の日に洪水保険の対
象外となった場合、当該施設の修理、復旧、再建、交換および関連
費用に関して、本節の下で利用可能となる連邦政府の援助は、第 
(2)項に従って減額されるものとする。)本節は、[スタッフォード

法]（42 U.S.C. 5170, 5191）の第401項または第501項に基づいて大統領

が宣言した大規模災害または緊急事態に対して、複数の構造を持つ
教育、法執行、矯正、消防、または医療キャンパスの複数の建物に
は適用されない。 
平成28年1月1日以降から平成30年12月31日までの間に 

(2) 削減額 - 施設に関する本項の下での連邦支援の削減額は、以下のう

ちのいずれか少ない額とする。 

(A) 水害を受けた日又は破壊された日における当該施設の価値又は 

(B) 1968年の国家洪水保険法に基づく洪水保険の対象となっていた

場合に、当該施設に関して支払われることになる保険金の最高
額。 

(3) ExcEPtion - 
(1)項および(2)項は、地方自治体が全国洪水保険法に基づく洪水

保険プログラムに 
参加していないことを理由に、洪水保険の対象外となっている
民間非営利施設には適用されない。 

(4) 情報の伝達 - 大統領は、本款で提供される連邦支援の削減に関する

情報を、削減の影響を受ける可能性のある州および地方自治体、
民間非営利施設の所有者および運営者に伝達するものとする。 

(e) 検定試験費用 - 検定試験費用 
(1) デットエルミネーション 

(A) 典拠 - 
本節の目的のために、2017年8月1日以降に宣言された災害

、またはプロジェクトの費用見積もりがまだ確定していな
い災害、または確定した見積もりが上訴中のプロジェクト
については、大統領は、公共施設または民間の非営利施設
の修理、修復、再建、または交換の対象となる費用を見積
もるものとする。 

(i) 大規模災害の直前に存在していた施設としての設計に基づ
いて 

(ii) 災害から施設の利用者の健康、安全、一般福祉を保護する
目的で、最新の耐障害設計を取り入れ、本法に基づく支援
の対象となる可能性のある住宅構造物および施設の設計、
建設、維持管理のための最低許容基準を定めた、関連する
コンセンサスに基づくコード、仕様書、基準の最新版に準
拠していること（大統領または沿岸防波堤資源法（16 
U.S.C. 3501 et 
seq.）の下で必要とされる氾濫原の管理およびハザード緩

和基準を含む）。 
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(iii) このサブセクションに基づいて開発された弾力性のある施
設の定義を満たすことができるようにする方法で。* 

(B) コスト見積りプロセス** - - コスト見積りプロセス 

(i) 第 2 項を条件として、大統領は、第 3 
項に基づいて確立されたコスト見積り手順を使用して
、本款に基づく適格コストを決定するものとする。 

(ii) a適用可能性 - 
本項および(2)項に規定された手続きは、本表題第5189項（

第422項）に規定された金額と同額以上の対象となるプロ

ジェクトにのみ適用されるものとする。 
(C) contribUtions - 

本節の下で行われる適格費用の負担金は、実費ベースで提供さ
れる場合と、費用見積もり手続きに基づいて提供される場合が
ある。** 

 
注：第(e)(2)項は、第(e)(3)項に基づいて必要とされる規則が公表されるまで

有効ではありません。 
(2) 資格取得コストの算出方法 

(A) 本項に基づく施設の修理、修復、改築、または交換にかか
る実際の費用が、第 1 項に基づいて見積もられた費用のう

ち、第 3 項に基づいて設定された上限の割合を超える場合、

大統領は、対象となる費用には、第 1 項に基づいて見積も

られた費用を超える修理、修復、改築、または交換にかか
る実際の費用の一部が含まれていると判断することができ
ます。 

(B) 実際のコストが見積もりコストを上回っています。 
(i) 床面積に相当する見積費用よりも大きい場合 - 本項に基づ

く施設の修繕、修復、改築または交換の実際の費用が、
(1)項に基づく見積費用の100パーセント未満の場合。た

だし、第一項の規定により見積もられた費用のうち、第
三項の規定により定められた床率以上の額が、第一項の
規定により見積もられた費用のうち、第三項の規定によ
り定められた床率以上の額である場合には、国又は地方
公共団体又はこの項の規定により資金を受けている者は、
余剰資金を、将来の大規模災害による被害、苦難又は
被害のリスクを軽減する費用対効果の高い活動を行う
ために使用しなければならない。 

(ii) 推定費用の床率よりも低い場合 - 本節に基づく施設の修

繕、原状回復、改築または交換の実際の費用が、(1)項
に基づき推定された費用のうち、(3)項に基づき設定さ

れた床率よりも低い場合には、国または地方自治体また
は本節に基づく援助を受ける者は、その差額を大統領
に弁償しなければならない。 
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* 第(e)(1)(A)(iii)項は、FEMAが第(e)(5)(A)項で要求される規則を発行するまで有効ではない。 
** FEMAが第(e)(3)項で要求される規則を発行するまでは、コスト見積り手順は有効ではありません。 



54  

STAFFORD ACT > TITLE IV > § 406 

 

(C) 訴状プロセスに影響はない - この段落は、本表題の第 5189a 条に基

づく訴状権利に影響を与えない [第 423 条]。 

(3) ExPErt PanEl 
(A) 設立 - 大統領は、2000年10月30日から18ヶ月以内に、[FEMA]長官

を通じて行動し、建設業界および州および地方自治体の代表者
を含む専門家パネルを設立するものとする。 

(B) DUtiEs - 専門家パネルは、以下に関する勧告を作成するものとする。 

(i) 業界の慣行に沿った施設の修理、修復、再建、または交換
にかかる費用の見積もり手順。 

(ii) 第二項の天井率及び床率を乗じて得た値をいう。 
(C) 規則 - (B)号に基づく専門家パネルの勧告を考慮して、大統領は、

以下を定める規則を公布するものとする。 

(i) (B)号(i)に記載されているコスト見積り手順 

(ii) 第二項の天井率及び床率を乗じて得た値をいう。 
(D) PrEviEw by PrEsiDEnt - (C)号に基づく規則の公布日から2年以内、

およびその後も定期的に、大統領は、本パラグラフの下で
設定されたコスト見積もり手順、および上限値とフロアパ
ーセンテージを見直すものとします。 

(E) 議会への報告 - 専門家パネルは、(C)号に基づく規則の公布日から 
1 年後、その日から 3 年後、その後 2 年間の各期間の終了時ま

でに、コスト推定手順の妥当性に関する報告書を議会に提出し
なければならない。 

(4) 特別な構造 - 
本項の下で修理、修復、再建、再建、または交換の対象となる施設
が大規模災害の発生日に建設中であった場合、その施設の修理、修
復、再建、再建、または交換の費用には、本項の目的のために、建
設のための契約に基づき、所有者の責任であり、請負業者の責任で
はない費用のみが含まれるものとする。 

(5) ニューウルトラ 
(A) 遅くとも[2020年4月5日]までに、大統領は[FEMA]長官を通じ

て行動し、関連する連邦省庁の長と協議の上、本款の目的
のために「回復力」および「回復力」という用語を定義
する最終規則を発行するものとする。 

(B) 中間ガイダンス - 遅くとも [2018 年 12 月 4 日] までに、管理

者は本サブセクションを実施するための中間ガイダンスを発
行するものとする。このような暫定ガイダンスは、本項の制
定日から18ヶ月後、または(A)号に基づく最終規則の発行時

のいずれか早い方に期限が切れるものとする。 
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(C) ガイダンス - 管理者は、この段落に基づく最終的なルールメイキ

ングを発行した日から90日以内に、ルールメイキングに関連し

て必要なガイダンスを発行しなければならない。 

(D) 報告書 - 遅くとも[2020年10月5日]までに、管理者は、この段落

に従って発行された規制およびガイダンスをまとめた報告書を
議会に提出するものとする。 

第407条がれきの除去（42 U.S.C. 5173 

(a) PrEsiDEntial aUthority - 大統領は、公共の利益になると判断した場合に

はいつでも、権限を与えられます。 

(1) 連邦省庁、機関、機関を利用して、大規模災害の結果として生じた
瓦礫や残骸を、公有地や私有地、水域から撤去すること。 

(2) 大規模災害から生じた瓦礫や残骸を公有地や私有地、水域から除去
する目的で、州や地方自治体、民間の非営利施設の所有者や運営者
に助成金を交付することを目的としている。 

(b) 州政府または地方政府による承認、災害時の処理のための許可-影響を受

ける州政府または地方政府が、まず、公共および私有地からの瓦礫
または残骸の撤去のための無条件の承認を手配し、私有地から瓦礫
または残骸を撤去する場合には、まず、当該撤去に起因するいかな
る請求に対しても連邦政府を補償することに同意しなければ、本項
に基づく権限は行使されない。 

(c) 大規模な土地に関連した土地 - 大統領は、大規模な土地からの瓦礫や

残骸の適切な除去を容易にするために、本節の実施において都市部、
郊外、農村部の土地間に存在する違いを認識するための規則を発行
するものとする。 

(d) 連邦政府のシェア - 本節に基づく支援の連邦政府のシェアは、本節に基づ

いて実施されるがれきおよび残骸の除去の対象となる費用の75％以上と

する。 

(e) ExPEDitED PaymEnts - 決済代行サービス 

(1) 補助金補助金-
第(a)項(2)の下で補助金を支給する場合、大統領は、第(2)項に基づ

き、初期の支払いとして、大統領が当初見積もっていた連邦
政府の補助金の割合の50％以上を支給するものとする。 

(2) 支払日 - 
第1項に記載された見積もりの日から60日以内、および国または地

方自治体、民間非営利施設の所有者または運営者が本項に基づ
く援助を申請した日から90日以内に、第1項に記載された最初の

支払いが支払われなければならない。 

第408条個人および家計に対する連邦援助 (42 U.S.C. 5174) 

(a) 一般的には 
(1) 支援の   提供 - 本節に基づき、大統領は、以下を行う。 
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は、大規模災害の直接の原因と    他の方法ではその費用やニーズを
満たすことが困難な場合において、必要な費用や重大なニーズを有
する個人及び世帯に対し、州知事と協議の上、資金援助及び必要に
応じて直接サービスを提供することができる。* 

(2)     他者の援助との関係-(1)項の下では、個人または世帯は、中小企

業庁または他の連邦機関からの融資またはその他の金融援助を申請
していない、または受けていないという理由だけで、本項(1)、(3)
または(4)項に基づく援助を拒否されてはならない。 

(b) 使用中のアシスタント 
(1) 適格性 - 大統領は、大規模災害による被害の結果、災害前の主要

住宅から避難した個人および世帯、または災害前の主要住宅が居住
不能となった個人および世帯、または障害者については、アクセス
不能または居住不能となった個人および世帯の災害関連住宅のニー
ズに対応するために、本節の下で資金援助またはその他の援助を提
供することができる。 

(2) 援助職の育成 - 援助職の育成 

(A) 制度 - 大統領は、費用対効果、個人および世帯の利便性、そ

の他大統領が適切と考えるその他の要素を考慮して、第
(a)(1)項に記載された個人および世帯に対して、本項の下で提

供されるべき適切な住宅扶助の種類を決定するものとする。 

(B) 多様なタイプの住宅支援 - 特定の災害状況における個人や世帯

のニーズを満たすために、支援の種類の適切性と利用可能性
に基づいて、本節の下で1種類以上の住宅支援を利用できるよ

うにすることができる。 

(c) 介助者の役割 - 介助者の役割 
 

* DRRAの第1216条は、以下のように債務免除の権限を規定している。"(a) 債務免除権限-(1)定義-
この款において、「対象となる援助」とは、(A) [スタッフォード法]第408条(42 U.S.C. 
5174)の下で提供される援助、(B) [スタッフォード法]第401条または第501条(42 U.S.C. 
5174)の下で大統領が宣言した大規模な災害または緊急事態に関連して提供される援助を意味す

る。 
U.S.C. 5170, 5191）を2012年10月28日以降に適用する。(2) 権限。- (2) 権限。合衆国法典第 31 
編第 3716 条(e)にかかわらず、(A) 管理者は(B)項を条件に、(i) 
対象扶助が政府機関の過失に基づいて配布された場合。(ii) 
債務者に過失がなく、(iii)債務の回収が公平性と良心に反し、(B)債務が詐欺、虚偽の請求の提

示、または債務者または請求に利害関係のある者による不実表示を伴う場合は、(A)項 
目に基づく債務を放棄することはできない。”この免除権限は、OIG 
が過大なエラー率の決定を公表した後に宣言された大規模災害または緊急事態には適用されま

せん。 
 

DRRAの第1216条(b)(1)は、「[31 U.S.C. 
3716(e)]にもかかわらず、また民事的または刑事的詐欺の証拠がない限り、被扶助者からの被扶

助の受領が 
"庁が最初に回収の意思の書面による通知を受領者に提供する日の3年前。" 
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(1) テムポラリの使用 

(A) 財務アシスタント 
(i) 娯楽 - 大統領は、個人または世帯が代替住宅、既存の賃貸

住宅、製造住宅、レクリエーション用車両、またはその
他の容易に製造された住居を借りるための財政的支援
を提供することができる。このような支援には、電話
サービスを除く光熱費の支払いが含まれる場合がある。 

(ii) 金額 - 第(i)項に基づく援助の金額は、提供される宿泊施

設の公正な市場家賃に、大統領が直接提供しない交通
費、光熱費、保証金、またはユニットの設置にかかる
費用を加えたものとする。 

(B) ディレクター・アシスタント 
(i) 暫定住宅 - 大統領は、住宅資源が不足しているため、   

(A)号に基づく支援を利用することができない個人また

は世帯に、購入またはリースによって取得した暫定住
宅を直接提供することができる。 

(ii) 一般家庭での使用を目的としたユニット保守・修理 
(I) 暫定的には、他の仮設住宅の選択肢よりも費用対効

果の高い代替手段となると大統領が判断した範囲内
で、大統領はそれを行うことができる。 

(aa) 大規模災害の影響を受けた、または大規模災害宣

言の対象地域     にある多世帯賃貸物件の所有者と
の間で、本項の下で支援の対象となる個人および
世帯を収容するための賃貸契約を締結すること。 

(bb) 安全かつ適切な仮設住宅として必要な範囲で、当

該賃貸借契約に基づく物件の修繕又は改良を行う
こと。 

(II) 改良または修理 - 本款の下で締結された不動産の賃

貸借契約の条件の下では、改良または修理の価値は、
賃貸借契約の価値から差し引かれるものとする。 

(iii) 大統領は、大統領が大規模災害を宣言した日から始まる18
ヶ月間の期間が終了した後は、大規模災害に関して第(i)項
に基づく直接支援を行うことはできない。 

(iv) 第3項の18ヶ月間の期間終了後、大統領は、提供された仮

設住宅の各ユニットにつき、公正な市場家賃を請求す
ることができる。 
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(2) rEPairs 

(A) 大統領は、以下の目的で財政支援を行うことができます。 

(i) 大規模災害により被害を受けた所有者が所有する個人住宅、
公共施設、住宅インフラ（私道など）を安全で衛生的な生
活・機能状態に修復すること。 

(ii) このような住宅、公共施設、またはインフラに対する将来
の被害の可能性を低減する、適格な危険緩和措置。 

(B) 他の援助との関係 - 本項の下で提供される援助の受給者は、

保険金を除く他の手段で援助を受けることができることを
示す必要はない。 

(3) rEPlacEmEnt 
(A) 大規模災害で被害を受けた持ち家の個人住宅を買い替える

ために、大統領は資金援助を行うことができる。 

(B) 洪水保険の適用性 - 本項に基づいて提供される援助に関して、大

統領は、連邦災害援助を受ける条件として洪水保険の購入
を義務付ける連邦法 の規定を放棄することはできない。 

(4) PErmanEnt hoUsing construction - 大統領は、米国本土以外の島嶼地

域およびその他の場所に恒久的または半恒久的な住宅を建設するた
めに、以下のような場合に、個人または世帯に財政的支援または直
接支援を提供することができる。 

(A) 代替の住宅資源がない。 

(B) (1)項に記載された種類の一時的な住宅支援が利用できないか、

実行不可能であるか、または費用対効果が高くない場合。 

(d) 援助者の利用に関する用語と条件 - 援助者の利用に関する用語と条件 

(1) サイト 
(A) 実現可能な限り、本項の下で提供される容易に製造された

住宅は、以下のような敷地に配置されなければならない。 

(i) はユーティリティーが完備されています。 

(ii) 障害者のための身体的アクセシビリティの要件を満たして
いること。 

(iii) は、国や地方自治体、敷地の所有者、または大規模災害で
避難した居住者から提供されたものです。 

(B) 大統領によって提供されるサイト - 大統領が、そのようなサイトの

方が経済的またはアクセスしやすいと判断した場合、容易
に製造された住居は、大統領によって提供されたサイトに配
置することができる。 

(2) ユニット数の表示 
(A) オキュパントへのサービス 
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(i) 法の他の規定にかかわらず、大統領が被災者の居住を

目的として本項に基づいて購入した仮設住宅は、その
個人または世帯が永住権を持たない場合には、その住
宅に入居している個人または世帯に直接販売すること
ができる。 

(ii) 販売価格 - 第(i)項に基づく仮設住宅の販売は、公正かつ公

平な価格で行われなければならない。 
(iii) 調達資金の預託 - 法律の他の規定にかかわらず、第(i)項に基

づく売却の収益は、適切な災害救援基金の口座に預託され
るものとする。 

(iv) 危険・洪水保険 - 第(i)項に基づく仮設住宅の売却は、住宅

を購入する個人または世帯が、住宅の危険・洪水保険
に加入し、維持することに同意することを条件に行わ
れるものとする。 

(v) GSAのサービスの利用-大統領は、第(i)項に基づく売却を達成

するために、一般サービス庁のサービスを利用することが
できる。 

(B) その他の廃棄物-(A)項に基づいて廃棄されない場合、大統領が

被災者の居住のために本項に基づいて購入した仮設住宅-。 

(i) は、いかなる人にも販売することができます。 

(ii) は、大規模災害や緊急時に被災者に仮設住宅を提供するこ
とを唯一の目的として、国や他の政府機関、または任意団
体に直接売却、譲渡、寄付、またはその他の方法で利用で
きるようにすることができる。 

(I) 本タイトルの第5151条の無差別規定[第308条]を遵守す

ること。 

(II) を取得し、住宅ユニットのハザード保険および洪水保
険を維持すること。 

(e) その他のニーズを満たすための財務支援 
(1) 医療、歯科、育児、葬儀費用 - 大統領は、州知事と協議の上、大規

模災害により悪影響を受けた州内の個人または世帯に対し、災
害関連の医療、歯科、育児、葬儀費用を賄うために、本項に基
づく資金援助を行うことができる。 

(2) 大統領は、州知事と協議の上、以下の条件で財政支援を行うことが
できます。 

* DRRA第1238条は、1920年パスポート法第1項またはその他の法律の規定にかかわらず、大統

領は、州知事と協議の上、第408条(e)(1)に記載されている個人または世帯のために、その規定

に規定されている書類の交換手数料を免除することができると規定している。408(e)(1).この

援助は、第408(h)項の援助制限の対象とはならない。408(h). 
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この節は、第一項に規定する個人又は世帯に対し、大規模災害によ
り発生した個人の財産、交通費その他の必要な費用又は重大な必要
性に対応するために必要な費用を支給するものです。 

(f) ステートロール 
(1) 州またはインディアンの部族の政府機関、政府職員、その他のニ

ーズに対応した支援サービス 
(A) 州への補助金* - 本節の第(g)項を条件として、知事は、大統領

と州またはインディアン部族政府が本節の第(3)項を遵守してい

ると判断した場合には、州内の個人および世帯に第(c)(1)(B)、
(c)(4)、および(e)項に基づく支援を提供するために大統領に補

助金を要求することができる。 

(B) 行政コスト - サブパラグラフの下で補助金を受け取る州。 
(A)は、このセクションのサブセクション(c)(1)(B)、(c)(4)、(e)の
下で、州内の個人および世帯に援助を提供するための管理費に、
補助金の額の5パーセントを超えない範囲で支出することがで

きる。 

(2) 記録へのアクセス - 大統領は、本項の下で個人および世帯に援助を

提供するにあたり、個人および世帯が所在する州の実質的かつ継続
的な関与を提供しなければならない。これには、州が個人および世
帯に追加的な援助を提供するために、本項の下で援助を受けている
個人および世帯の電子記録へのアクセスを州に提供することも含ま
れる。 

(3) rEqUirEmEnts - Μετετεώγραμμαμα 

(A) a申請 - 第(c)(1)(B)、(c)(4)、または(e)項に基づく支援を希望する

州またはインディアン部族政府は、プログラムの下で財政支援
を提供するための補助金の申請書を大統領に提出しなければな
らない。 

(B) 基準 - 
大統領は、州政府およびインディアン部族政府との協議および
調整の上、(A)項 
目に基づいて提出された申請書の承認のための基準を定めるも
のとする。基準には、少なくとも以下を含むものとします。 

(i) 州またはインディアン部族政府が(C)号に基づく住宅戦略

を提出することを要求する。 

(ii) 州またはインディアン部族政府が本項のプログラムを管理
する能力を実証していること。 

(iii) 州またはインディアン部族政府が、適用される連邦政府の
規則をどのように遵守するかについて、大統領が承認した
計画が実施されていること。 

 

* DRRAの第1211条(b)は、連邦緊急事態管理庁（FEMA）は、州または地方自治体が現地で実

施した住宅解決策が、以下のような場合には、「大規模災害宣言後3年以内に受領した要請

について」、州および地方自治体に払い戻しを行うと規定している。 
政府が実施しなければならない。(1)費用は、同等のFEMAソリューションの50％、または現地で実

施されたソリューションの費用のいずれか低い方、(2)現地の住宅規制や条例に準拠していること。 
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(3)住宅ソリューションを震災後90日以内に実施したこと。 
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法律と規制、および州またはインディアン部族政府がその
計画の下でどのように支援を提供するか。 

(iv) 州またはインディアン部族政府が、第(j)項に従って制定さ

れた規則および規則を遵守することを要求すること。 

(v) 大統領または大統領の指名する者が第(i)項を遵守すること

を要求すること。 
(C) 使用法の計算方法-使用法の計算方法 

(i) 本項に基づく申請書を提出する州政府またはインディ
アン部族政府は、承認された住宅戦略を有していなけ
ればならず、これを策定し、承認のために大統領に提
出しなければならない。 

(ii) 第(i)項で必要とされる住宅戦略は、以下の通りである。 

(I) 連邦政府のパートナー、インディアン部族政府、地域
社会、非政府組織、および災害関連の避難所や住宅の
ニーズを満たすために被災者個人と協力する際の州の
取り組みを概説する。 

(II) 州、部族、地方自治体、連邦政府、非政府、民間セク
ターの専門家を集め、住宅要件を評価し、潜在的な解
決策を検討し、特別なニーズを持つ人々を認識し、提
言を提案するために、国家災害住宅戦略に概説されて
いるように、州災害住宅タスクフォースのための活性
化計画を確立することを含む。 

(D) 品質保証-
本項に基づき提出された申請を承認する前に、大統領または大
統領の指名する者は、本プログラムおよび第(c)(1)(B)、(c)(4)、(
e)項に基づくプログラムの無駄、不正、乱用、プログラムの誤

管理を防止するために、適切な方針、手順、および内部統制を
確立するものとする。大統領は、(c)(1)(B)、(c)(4)、(e)項に基づ

くプログラムの州またはインディアン部族政府の実施に関する
品質保証活動を監視し、実施するものとする。本項に基づいて
提出された州またはインディアン部族政府の申請を承認した後
、大統領が、その州またはインディアン部族政府が、本項に基
づいて設立されたプログラムを大統領が満足する方法で管理し
ていないと判断した場合、大統領は、その承認を取り下げるも
のとする。 

(E) aUDits - 国土安全保障省の監察官は、本款の下で州およびイン

ディアン部族政府が管理するプログラムの定期的な監査を行
うものとする。 

(F) 適用法-本節に基づく[FEMA]によるプログラムの管理、管理、ま

たは契約に適用されるすべての連邦法は、本節に基づく非連邦
事業体による管理、管理、または契約に適用されるものとする。 

(G) EFFEctivivEnEssに関する報告書 - 日付から18ヶ月以内 
本項の制定  に伴い、米国運輸省の監察官は、以下の事項について、その内容

を確認した。 
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国土安全保障省は、上院の国土安全保障・政府問題委員会およ
び下院の交通・インフラ委員会に、本項に基づく支援を提供す
るための州またはインディアン部族政府の役割に関する報告書
を提出しなければならない。報告書には、本項の下での援助提
供における州政府またはインディアン部族政府の役割の有効性
の評価が含まれているものとする。 

(i) 州政府やインディアン部族政府の役割が、災害復旧の一般
的なスピードの向上に役立ったかどうか。 

(ii) 本項の下で援助を提供している州またはインディアン部族
政府に本項を管理する能力があったかどうか。 

(iii) プログラムを管理するための州政府またはインド部族政府
の役割を継続すべきである場合には、プログラムを改善す
るための変更のための勧告。 

(H) 奨励金に関する報告書-
本項の制定日から12ヶ月以内に、[FEMA]の長官は、資格のあ

る州およびインディアン部族政府の参加を奨励するために
、本項の下で支給される報奨のための奨励金構造の可能性
について、上院の国土安全保障・行政委員会および下院の運
輸・インフラ委員会に報告書を提出するものとする。本報
告書を作成するにあたり、[FEMA]の長官は、参加を奨励する

ためのこのようなインセンティブ構造についての意見を得
るために、州、地方、およびインディアン部族の団体と協
議し、この情報を報告書に含めるものとする。この報告書は
、他の選択肢の中でも特に、州政府およびインディアン部族
政府に対するコストシェア要件および管理コストの潜在的な
調整に取り組むべきである。 

(I) 禁止事項-大統領は、本法に基づく連邦援助の提供を、本項に基

づく助成金の申請をする州政府またはインディアン部族政府に
条件付けることはできない。 

(J) miscEllanEoUs - Μετεώγραμμαώγραμαμα 

(i) 通知とコメント - [FEMA]長官は、長官が本項を迅速に実

施するために必要であると判断した場合、本項を実施
するための規則に関する通知とコメントの規則化を放
棄することができ、そのような規則が公布されるまで
は、試験的プログラムとして本項を実施することができ
る。 

(ii) 最終規則 - 本項の制定日から2年以内に、[FEMA]の長官は、

[DRRA]によって改正された本款を実施するための最終

規則を発行しなければならない。 

(iii) 権利放棄と失効 - 第(i)項に基づく権限および同項に従って実

施されるパイロット・プログラムは、本項の制定日から 2 
年後、または第(ii)項に基づく最終規則の発布時のいずれ

か早い方に失効するものとする。 
(g) コストシェアリング 



64  

STAFFORD ACT > TITLE IV > §408 

 

(1) 連邦政府の負担 - (2)項に規定されている場合を除き、本項の下で提供

される援助を利用して支払うことができる費用の連邦政府の負担率
は100％とする。 

(2) 他のニーズを満たすための資金援助 - 本項の第(e)項に基づいて提

供される資金援助の場合 - その他のニーズを満たすための資金援助 

(A) 連邦政府の取り分は75％とする。 

(B) 連邦以外の取り分は、国が用意した資金から支払われるものとす

る。 
(h) 支援の最大量 - 最大限の支援者数 

(1) (c)(1)(A)(i)に基づく代替住宅を借りるための資金援助、および(e)に
基づくその他のニーズに対応するための資金援助を除く、個人ま
たは世帯は、単一の大規模災害に関して、本節の下で25,000ドル

を超える資金援助を受けてはならない。 

(2) その他の支援 - 第(e)項の下で個人または世帯が受けられる最大の

財政支援は、単一の大規模災害について第(1)項に規定された

金額に相当するものとする。 

(3) 限度額の調整-(1)および(2)に基づいて設定された限度額は、労働省

が公表する都市部消費者物価指数の変化を反映して毎年調整される
ものとする。 

(4) 障害を持つ成人のための必須のエクスポーンセ スの除外 - 障害を持つ成人のた

めのエクスポーンセの除外 
(A) (1)項に基づいて設定された最高額の援助は、障害者のた

めの第(c)項の(2)、(3)項および(4)項に基づくアクセシビリテ

ィ関連の損傷した改善を修理または交換するための費用
を除外するものとする。 

(B) その他のニーズ援助 - 第(2)項に基づいて設定された援助の上限

額は、障害者のための第(e)項(2)に基づくアクセシビリティに関

連する動産の修理または交換のための費用を除くものとする。 
(i) 電子的なデータベースを含むシステムを開発するものとする。 

(1) は、支払いがそのような援助を受ける資格のある個人または世帯に
のみ行われることを合理的に保証するために、本項に基づく援助の
受給者の身元と住所を確認しなければならない。 

(2) 本項に基づく不正請求のために重複した支払いや支払いを行うリス
クを最小限に抑えること。 

(3) 本項に基づく請求に対して重複した支払いを徴収するか、または後
続の支払い額を減額して、そのような重複した支払いの額を相殺し
なければならない。 

(4) このセクションの下で援助を受ける者に、その援助がどのように分
配されるかにかかわらず、その援助の適切な使用について指示を与
えること。 

(5) 個人のための迅速かつ簡易な審査と不服申し立て手続きを行う 
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本項に基づく援助の申請が却下された世帯。 
(j) 援助の資格を決定するための基準、基準、および手順を含む、本節を

実施するための規則および規則を大統領が制定するものとする。 

第410条失業援助（42 U.S.C. 5177 
(a) bEnEFit assistancancE - 

大統領は、大規模災害の結果失業した個人に対して、その個人が他の失
業補償（1986 年内国歳入法 26 U.S.C.§ 
85(b)で定義されている）または待機期間控除を受ける権利がない失業

中の数週間について、大統領が適切と考える給付援助を提供する権限を
与えられている。大統領が提供するこのような援助は、大規模災害によ
る失業が続く限り、または個人が適切な職に再就職するまでの間、大規
模災害が宣言されてから26週間以内に個人に提供されるものとする。失

業1週間分のこのような援助は、災害が発生した国の失業補償法に基づ

いて認められた1週間分の最高額を超えてはならない。大統領は、大統

領の判断で、既存の州機関を通じてこのような援助を管理するための適
切なシステムを有する州との協定を通じて、このような援助を提供する
よう指示されている。 

(b) 就業支援員 

(1) 州の支援 - 州は、本法に基づく資金の払い戻しを受けることなく、

本項に基づく給付を受ける個人に対して、州が管理する他の法律に
基づく再就職支援サービスを提供するものとする。 

(2) FEDEral assistancE - 大統領は、大規模災害の結果失業し、そのような

サービスを提供していない州に居住する個人に対して、他の法律の
下で再就職支援サービスを提供することができる。 

低所得者の移民・季節労働者を支援するための緊急助成金 
(42 U.S.C. 5177a)*) 

(a) 農務長官は、地方、州、国の緊急事態や災害により、低所得の移民労働
者や季節的 農民労働者が収入を失ったり、働けなくなったり、仕事不
足を予想して家に留まったり、帰宅したりしたと農務長官が 判断し
た場合、タイトル 26 の第 501(c)(3)項に基づく非課税資格を持つ公的

機関または民間組織に、低所得の 移民労働者や季節的農民への緊急
サービスの提供経験がある場合に、補助金を支給することができる。
本項の下で受けた援助で提供される緊急サービスには、農務長官が
必要かつ適切であると判断した種類の援助を含むことができる。 

(b) "低所得移民または季節的農業従事者」の定義 - 
本節では、「低所得移民または季節的農業従事者」という用語は、個人
を意味する。 

(1) 直前24ヶ月以内に連続する12ヶ月間のいずれかの期間において、賃

金を得て農作業を行ったことがある者 
 

* この項は、1990年の食品、農業、保存及び貿易法の一部として制定されたものである。 
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(2) そのような個人の総収入の2分の1以上を受け取っているか、または

農作業で総労働時間の少なくとも2分の1を雇用されている。 

(3) 第一項の12ヶ月間の世帯年収 
(1) が、貧困水準または生活水準の低い所得水準の70％のいずれか

高い方を超えないこと。 
(c) 充当金の充当 - 本節を遂行するために必要な金額を充当することが認め

られている。 

第412条。給付と分配（42 U.S.C. 5179 

(a) 大統領は、大規模災害の結果、低所得世帯が十分な量の栄養価の高い食
糧を購入できないと判断した場合はいつでも、大統領が定める条件の下
で、農務長官または他の適切な機関を通じて、2008 年食糧栄養法（P.L. 
91-671; 84 Stat. 2048）の規定に基づき、そのような世帯に給付金を配分し、

この法律の規定に基づき余剰の商品を利用できるようにする権限を与え
られている*（P.L. 91-671; 84 Stat.91-671; 84 Stat. 2048）[7 U.S.S.C. 2011 et seq.]の
規定に基づいて、余剰商品を利用可能にすること。 

(b) 援助の継続 - 大統領は、農務長官またはその他の適切な機関を通じて、

大規模災害が本項の下で援助を受けられる世帯の収益力に及ぼす影
響など、大統領が適切と考える要因を考慮して、必要と判断する限
り、給付金の割り当てや余剰商品を当該世帯に提供し続ける権限を
与えられている。 

(c) 食料・栄養法の規定に影響なし - 本節のいかなる規定も、大規模災害の影

響を受けた地域における補足的な栄養援助プログラムの給付の利用
可能性に関連する場合を除き、2008年の1964年* [7 U.S.C. 2011 et seq]の
食料・栄養法の規定を修正または変更するものと解釈してはならない。 

第413条食料品（42 U.S.C. 5180 

(a) EmErgEncy大量給餌-大統領は、大規模な災害や緊急事態に苦しむ米国のあ

らゆる地域で、緊急の大量給餌や配布のために、食料の十分な在庫が準
備され、便利に利用できるようにすることを保証することを認可され、
指示されています。 

(b) 農務長官は、表題 7 の第 612c 項に基づいて充当された資金を利用して、

米国のあらゆる地域で大規模な災害や緊急事態が発生した場合に、
米国のあらゆる地域で使用するために十分な物資を提供するために
必要な食料品を購入するものとする。 

414.移転支援（42 U.S.C. 5181 

法律の他の規定にかかわらず、1970 年の統一移転支援および不動産取得政策

法（P.L. 91-646）［42 U.S.C. 4601 et seq.］に基づく代替住宅の支払いを受ける

資格のある者は、そのような支払いを拒否されないものとする。 
 

* 原本の誤植。 
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大統領が定める大規模災害により、同法の定める入居要件を満たすことがで
きなくなった場合には、その者の資格を喪失することができます。 

第415条法律サービス（42 U.S.C. 5182 

大統領は、大規模災害の結果、低所得者がそのニーズを満たすのに十分な法
的サービスを確保できないと判断した場合にはいつでも、本法によって認可
されたプログラムの目標に沿って、そのようなプログラムが、適切な連邦政
府機関および州および地方の弁護士会の助言および支援を受けて実施される
ことを保証しなければならない。 

416.危機カウンセリング支援及び訓練（42 U.S.C. 5183 

大統領は、そのような大規模災害またはその余波によって引き起こされた、
または悪化した精神衛生上の問題を緩和するために、大規模災害の被災者に
専門的なカウンセリングサービスを提供するために、国や地方の機関、また
は民間の精神衛生団体に財政支援を含めて、そのようなサービスを提供した
り、災害労働者の訓練を行ったりすることを許可されている。 

第417条地域社会の災害ローン（42 U.S.C. 5184 

(a) 災 害 - 大統領は、大規模災害の結果、税収やその他の収入が大幅に

失われる可能性があり、政府機能を遂行するために財政支援が必要
であることを証明した地方自治体に対して、融資を行う権限を与え
られています。 

(b) 融資額は、必要性に基づいて決定されるものとし、上限を超えて   はな
らない。 

(1) 大規模災害が発生した会計年度のその地方自治体の年間運営予算の
25％で、500万ドルを超えてはならない。 

(2) 大規模災害による地方公共団体の税その他の収入の損失が、大規模
災害が発生した年度の当該地方公共団体の年間運営予算の75％以上、

大規模災害が発生した年度の当該地方公共団体の年間運営予算の
50％以上であり、かつ、500万ドルを超えないものでなければなら

ない。 
(c) rEPaymEnt 

(1) キャンセル - 大規模災害発生後 3 年間の地方公共団体の収入が地方公

共団体の運営予算に見合わない場合には、その全部または一部の返
済をキャンセルし、地方公共団体の運営に係る追加の災害関連費用
を含む。 

(2) 継続的な資格 - 地方自治体は、本項に基づく融資の必要な返済を滞

納している期間中は、本項に基づく更なる支援を受ける資格が
ないものとする。 

(d) 他の支援への影響 - 本項の下で行われた融資は、本法に基づく補助金

やその他の支援を減額したり、影響を与えたりするものではありま
せん。 
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第418条緊急通信（42 U.S.C. 5185 

大統領は、緊急事態または大規模災害が発生している間、またはそれを予期
して、一時的な通信システムを確立し、適切と考える州および地方政府の職
員およびその他の者がそのような通信を利用できるようにする権限を与えら
れている。 

第419条緊急公共交通機関（42 U.S.C. 5186 

大統領は、大規模災害で被災した地域において、緊急の必要性を満たすため
に一時的に公共交通機関を提供し、地域社会が通常の生活をできるだけ早く
再開できるようにするために、官公庁、物資センター、店舗、郵便局、学校、
主要な雇用センター、その他の必要な場所への交通手段を提供する権限を与
えられている。 

第420条火災管理支援（42 U.S.C. 5187 

(a) 大規模災害を構成するような破壊のおそれのある公有地または私
有地の森林や草原での火災の緩和、管理、制御のために、補助金、
機材、物資、人員を含む支援を州または地方自治体に提供する権限
を大統領は与えられている。 

(b) 州および部族の林業省との連携 - 本項に基づく支援を提供するにあたり、

大統領は州および部族の林業省との連携を図るものとする。 

(c) エッスエンシャル支援 - 本項に基づく支援を提供するにあたり、大統領

は本表題第5170b項[第403項]に規定されている権限を使用することが

できる。 
(d) 危険軽減支援 - 大規模災害が宣言されているかどうかにかかわらず、大

統領は、本項に基づいて支援が提供された火災の影響を受けた地
域に対して、第404項に基づいて危険軽減支援を提供することができ

る。 

(e) 制度と規則 - 大統領は、本項を実施するために必要な規則を定める

ものとする。 

第421条木材販売契約（42 U.S.C. 5188 

(a) コストシェアリング・アレンジメント - 農務長官または内務省長官と木

材購入者との間の既存の木材売買契約が、特定道路またはその他の特定
開発施設の建設承認前の購入者の過失によるものではなく、大規模な物
理的変化からの救済を提供していない場合、大規模な災害の結果、大規
模な物理的変化により、適切な長官が決定する概算コストで購入者が当
該道路または施設に関連した追加建設工事を行うことになる。 
(1) 100万ボードフィート未満の売上高については1,000ドル以上、（2）
100万から300万ボードフィートの売上高については1,000ボードフィート

あたり1ドル以上、または（3）以上の 
3,000ドル（約3,000億円）以上の売上高は、米国が負担するものとしま

す。 
(b) 大臣の解約 - 損害が甚大であり、本節(a)項で認められた費用負担の取り

決めでは復旧、再建、建設が現実的ではないと適切な長官が判断した場
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合、長官は、その部局が締結した契約の解約を、それに反しない限り認
めることができる。 



70  

STAFFORD ACT > TITLE IV > §421-422 

 
その中の条項を参照してください。 

(c) 農務長官は、(1) 大規模災害で被害を受けた州の地域の建設を支援す

る、(2) その地域の経済を維持するのに役立つ、(3) 大規模災害で被

害を受けた木材の価値を回復するため、または被害を受けていな
い木材を保護するために売却が必要であると農務長官が判断した場
合、国有林からの木材の売却に関連して、タイトル16*の476項で義務

付けられている事前公告の最低期間を7日に短縮する権限を与えられ

ています。 
(d) 破損した時計の撤去のための州の補助金。大統領は、公共の利益になると判

断した場合、大規模な災害の結果として   州または地方自治体に補
助金を交付する権限を与えられています。また、国または地方自治
体は、申請により、損害を受けた木材の撤去に伴って実際に発生し
た費用の償還のために、当該費用が当該木材の引き揚げ価額を超え
ない範囲内で、補助金から支払いを行うことが認められている。 

第422条簡略化された手続き（42 U.S.C. 5189 

(a) 連邦政府の見積もりによると、このような場合には、「連邦政府の見

積もりによると」、「連邦政府の見積もりによると」、「連邦政府の

見積もりによると 

(1) 損傷または破壊された公共施設または民間の非営利施設を、本タイ
トルの第5172条[第406条]に基づいて修理、復元、再建、または交換

すること。 

(2) 本タイトルの第5170b条または第5192条に基づく緊急支援[第403条ま

たは第502条]、または 

(3) 本タイトルの第5173節で削除されたデブリ[第407節]。 

が35,000ドル（または、管理者が第(b)項に基づいて閾値を設定した場合

は、第(b)項に基づいて設定された金額）に満たない場合、大統領は

（州もしくは地方自治体、または民間非営利施設の所有者もしくは運営
者の申請により）、本題第5170b項、第5172項、第5173項、または第5192
項［第403項、第406項、第407項、または第502項］に基づいて、当該州

もしくは地方自治体、または所有者もしくは運営者に対して、連邦政府
の見積もりに基づいて、そのような拠出を行うことができる。このよう
な35,000ドルの金額、または該当する場合は、第(b)項に基づいて設定さ

れた金額は、労働省が発表する全都市の消費者のための消費者物価指数
の変化を反映して毎年調整されるものとする。 

(b) スレショルド 
(1) 報告 - 

2013年1月29日から1年以内に、大統領は、[FEMA]長官（本項では「

長官」と呼ぶ）を通じて行動する。 

(A) 第(a)項の下での適格性の閾値   適切かどうかを判断するための

分析を完了し、費用対効果、回復の速 度、補助金対象者の能
力、過去の実績、および説明責任の尺度の考慮を含むものとす
る。 
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下院と上院の国土安全保障・政府問題委員会は、(A)項の下で

実施された分析に関する報告書を提出します。 

(2) amoUnt - 管理者が(1)項に基づいて必要な報告書を提出した後、大

統領は管理者に次のように指示するものとする。 

(A) タイトル5の第5章に関係なく、本項に基づく適格性のための閾

値を適切なカウントで直ちに設定すること；および 

(B) 労働省が発表するすべての都市部消費者の消費者物価指数の変
化を反映するために、毎年閾値を調整する。 

(3) rEviEw - 管理者が(2)項に基づく閾値を設定した日から 3 年以内に、

その後 3 年ごとに、大統領は、管理者を通じて、本項に基づく適

格性の閾値を見直すものとする。 

第423条援助決定の上訴（42 U.S.C. 5189a 

(a) 訴追権-本題の下での援助の適格性、援助の対象、援助の額に関する決定

は、援助申請者がそのような援助の授与または授与の拒否を通知された
日から60日以内に上訴することができる。 

(b) 決定のためのPErioD for DEcision - 本項第(a)項に基づく不服申し立てに関

する決定は、不服申し立てを管理するために指定された連邦職員が不
服申し立ての通知を受け取った日から90日以内に出されるものとす

る。 

(c) レーション - 大統領は、本節に基づく不服申し立ての公正かつ公平な検討を

規定する規則を発行するものとする。 
(d) 仲裁権 

(1) 仲裁 - 本項にかかわらず、本タイトルに基づく援助の申請者は、

2016 年 1 月 1 日以降に発生した災害に対 して 50 万ドルを超える紛

争について、援助の適格性または提供された援助の返済に異議
を唱えるために、仲裁を請求することができる。このような仲裁
は、契約不服審査委員会（Civilian Board of Contract Appeals）によ

って行われるものとし、このような委員会の決定は拘束力を持
つものとする。 

(2) rEviEw - 
契約不服審査委員会は、仲裁中はいつでも、申請者の立場を裏付
けるすべての原本および追加の文書、証言、またはその他の証
拠を申請者から考慮しなければなりません。 

(3) 農村地域-本題の下、農村地域の援助申請者については、本款に基づ

く仲裁の対象となる援助額は、以下の通りとする。 
$100,000. 

(4) 農村地域の定義 - 
このサブセクションでは、「農村地域」という用語は、都市化され
た地域の外にある人口20万人未満の地域を意味する。 

(5) 資格 - 
本款に基づく仲裁に参加するには、申請者は、以下の条件を満たす必
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要があります。 

(A) は、公法第111-
5条第601項の下で付与された権限の下に設立された仲裁手続に

紛争を提出しなければならない。 
 

* Title 16 のセクション 476 は Pub. 
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(B) 申請者は、第(a)項に基づく第1次上訴が完了した後、[FEMA]長
官が最終機関決定を出す前、または長官が上訴に関する最終決
定を申請者に提供していない場合は、長官が上訴を受領してか
ら180日後であればいつでも、仲裁の要請を提出することがで

きる。申請者の要請には、最初の上訴に関する行政記録の文書
を含めなければならず、申請者の立場を裏付ける追加の文書を
含めることができる。 

424.受給資格のある日；災害発生日より前に発生した費用（合衆国

法典第42条第5189b項 

本題の下での連邦援助の対象となるのは、大統領が大災害の存在を宣言した
事象が発生した日からである。ただし、その事象を予期して発生した合理的
な費用や、その直前に発生した費用は、本法の下での連邦援助の対象となる
場合がある。 

第425条。個人および世帯への輸送援助 (42 U.S.C. 5189c) 

大統領は、本法の下で宣言された事件の結果、災害前の第一次住居から避難
した個人、または本表題第5170b(a)(3)項または第5192項[第403(a)(3)項または

第502項]の下で災害前の第一次住居から移動した個人を、短期的または長期

的な宿泊のために代替の場所に往復させるため、または個人または世帯を災
害前の第一次住居または代替の場所に戻すために、大統領が必要と判断した
場合には、輸送支援を提供することができる。 

第426条。ケースマネジメントサービス（42 U.S.C. 5189d 

大統領は、大規模災害の被災者に対して、未充足のニーズを特定して対処す
るために、財政支援を含むケースマネジメントサービスを、州や地方自治体
の機関や資格のある民間団体に提供することができる。 

第427条。必須サービス提供者 (42 U.S.C. 5189e) 

(a) 定義 - 
本項では、「必須サービス提供者」という用語は、以下の事業体を意味す

る。 

(1) (A)は、以下を提供します。 

(i) 有線または携帯電話サービス、インターネットアクセスサ
ービス、ラジオ    またはテレビ放送、ケーブルサービス、
または直接放送衛星サービス。 

(ii) 電力。 

(iii) 天然ガス。 

(iv) 上下水道サービス 

(v) 大統領が決定したその他の必要不可欠なサービス。 

(B)は、タワーの所有者または運営者であること。 

(2) である 

(A) 市町村単位の事業体です。 
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(B) 非営利団体、または 

(C) 営利を目的とした民間の事業体であり 

(3) は、緊急時や大規模災害時の対応に貢献しています。 
(b) 利用可能性の承認 - 緊急時または大規模災害時には、例外的な状況が適用

されない限り、連邦機関の長は、実行可能な最大限の範囲で、以下の
ことをしてはならない。 

(1) 重要なサービスの復旧・修復に必要なサービス提供者へのアクセス
を拒否または妨害すること。 

(2) 第(a)項(1)に記載されたサービスの復旧または修理に支障をきたす場

合。 
(c) imPlEmEntation - 本セクションを実施するにあたり、連邦機関の長は、適

用されるすべての連邦法、規制、および方針に従うものとする。 

第428条 生活保護プログラムの代替手続（42 U.S.C. 5189f.生活保護プログラ

ム代替手続き（42 U.S.C. 5189f 

(a) プロジェクトの承認 - 大統領は、[FEMA]長官を通じて行動し、2013年1月
29日以降に宣言された大規模災害または緊急事態に対して、本項に

基づいて採択された代替手続きに基づくプロジェクトを承認するこ
とができる。FEMA長官はまた、[2013年1月29日]以前に宣言された大

規模災害または緊急事態で、[2013年1月29日]時点で建設が開始され

ていないものについても、本項の下で採択された代替手続きを適用
することができる。 

(b) aDoPtion - 管理者は、州、部族および地方自治体、および民間非営利施設

の所有者または運営者と協力して、本題の第5170b条(a)(a)(3)(A)、第

5172条、第5173条、および第5192条(a)(5)の下で提供される支援を管

理するための代替手続きを採用することができる（第403条(a)(3)(A)、
第406条、第407条、および第502条(a)(5)）。 

(c) プロセスの目標 - 第(a)項の下で採択された代替手続きは、以下の目標を推

進するものとする。 

(1) そのような支援を提供するための連邦政府のコストを削減する。 

(2) そのような援助の管理における柔軟性を高める。 

(3) 州、部族または地方政府、または民間の非営利施設の所有者または
運営者に対するこのような支援の提供を促進すること。 

(4) 州、部族、地方自治体、または民間非営利施設の所有者や運営者に
対して、そのような支援を受けてプロジェクトをタイムリーかつ費
用対効果の高い形で完了させるための財政的なインセンティブとデ
ィスインセンティブを提供すること。 

(d) パーティシエーション 
(1) 廃止 - 本項の下で採択された代替手続きへの参加は、州、部族、

または地方自治体、または管理者が決定した手続きと整合性のあ
る民間非営利施設の所有者または運営者の選挙で行われるものと
する。 
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(2) 条件なし - 大統領は、この法律に基づく連邦支援の提供を、州、地方、

インディアン部族政府、または民間非営利施設の所有者や運営者が、
このセクションに基づいて採用された代替手続きに参加することを
選択することを条件とすることはできない。 
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(e) minimUmm ProcEDUrEs - 本項の下で採択された代替手続きには、以下のものが

含まれるものとする。 

(1) 本題第5172条に基づく損傷した施設の修理、復旧、交換のために

【第406条】-。 

(A) 国、部族、地方自治体、または民間非営利施設の所有者や運営
者が、見積もりを超える実際の費用の責任を負うことに同意し
た場合、固定の見積もりに基づいて補助金を支給することがで
きる。 

(B) 州、部族、地方自治体、または民間非営利施設の所有者や運営
者が、以下の見積もりに基づいて、減額することなく迂回拠出
金を受け取ることを選択できるオプションを提供する。 

(i) 国、部族または地方政府、または民間の非営利施設の所有
者または運営者が所有または管理する公共施設の修理、      
再建、   または   交換にかかる   費用。 

(ii) 管理費。 

(C) 管理者が適切と判断した範囲内で、州、部族、または地方自治
体、または民間非営利施設の所有者または運営者    手続きの下
で採択された見積もりに基づいて単一のプロジェクトとして統
合すること。 

(D) 手続きに基づいて完了したプロジェクトの実際の費用が見積費
用を下回った場合、管理者は、補助金受給者またはサブグラ 
ンティが超過資金の全部または一部を次の目的に使用すること
を許可することができる。 

(i) 大規模災害による将来の被害、苦難、苦難のリスクを軽減
する費用対効果の高い活動。 

(ii) 今後の   生活保護   の   運営や計画を改善するために、その
他の活動を行う。 

(E) 本表題第5172条[第406条]に基づく適格コストを決定する際に、

管理者は、申請者の要求に応じて、管理者または申請者の専門
資格を有するエンジニアが作成した認定コスト見積もりが、少
なくとも500万ドルのプロジェクトに対する適格な連邦シェア

を見積もっている場合には、独立した専門家パネルを利用して
、本セクションを実施する適用規則および方針と整合性のある
適格コストの見積もりを検証することができるものとする。 

(F) 本表題第5172条[第406条]に基づく適格費用を決定する際、管理

者は、申請者の要求に応じて、適用される規制、方針、指針に
準拠している範囲で、専門的に免許を有する技術者（管理者と
申請者が相互に合意した）が作成した適切に実施され、認証さ
れた費用見積もりを考慮するものとする。 

(G) 専門的に免許を受けた技術者によって証明され、管理者によっ
て承認された場合、本項に基づいて行われる補助金の見積もり
は、以下の限り、合理的で適格な費用であると推定されるもの
とする。 
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詐欺の証拠はありません。 

(2) 本タイトルの第5170b条(a)(3)(A)、第5173条、および第5192条(a)(5)の
規定に基づくがれきの除去については、[第403条(a)(3)(A)、第407条、

および第502条(a)(5)の規定]を参照してください。 

(A) 国、部族、または地方自治体、または民間非営利施設の所有者
または運営者が、見積もりを超える実際の費用を支払う責任を
負うことに同意した場合、適時または費用対効果の高い完了に
向けて金銭的なインセンティブとディスインセンティブを提供
するために、固定の見積もりに基づいて補助金を交付すること。 

(B) 瓦礫と残骸の撤去にかかる時間に基づいて、瓦礫と残骸の撤去
にかかる連邦政府の取り分を決定するために、スライド式の尺
度を使用している。 

(C) 補助金の額を相殺することなく、リサイクルされたガレキから
のプログラム収入を使用することができます。 

(D) 州、部族、または地方自治体、またはがれきや残骸の除去を行
ったり管理したりしている民間非営利施設の所有者や運営者の
従業員や臨時雇用者の基本給や時間外労働の賃金を返済するこ
と。 

(E) 州政府または部族政府が、管理者によって承認されたがれき管
理計画を持ち、大規模災害の宣言日までに1社以上のがれきお

よび残骸除去業者を事前に選定している場合には、インセンテ
ィブを提供する。 

(F) (A)号に基づくプロジェクトの実際の費用がプロジェクトの見

積費用を下回っている場合、管理者は、補助金受給者またはサ
ブグラント受給者に、超過資金の全部または一部を以下の目的
に使用することを許可することができます。 

(i) 瓦礫管理計画。 

(ii) 現在または将来の使用のためのがれき管理設備の取得 

(iii) 今後のがれき撤去作業を改善するために、管理者が決定し
たその他の活動を行う。 

(f) 権利放棄 - 管理者が本項を実施するための規則を公布するまでは、管

理者は、 - 権利を放棄することができる。 

(1) 本項を迅速に実施するために放棄が必要であると管理者が判断した
場合、通知とコメントのルールメイキングを放棄する。 

(2) は、本項に基づく代替手続きをパイロットプログラムとして実施する。 
(g) 時間外手当-第(e)(2)(D)項に基づく費用の払い戻しのガイドラインは、

1938年公正労働基準法（29 U.S.C. 201 et seq）に従って要求される時間

外手当の払い戻しを州または地方自治体が拒否されないことを保証
するものとする。 

(h) rEPort 
(1) 統一基準 - 2013 年 1 月 29 日から 3 年以内、かつ 5 年以内に、国

土安全保障省の監察官は、国土安全保障・政府問題委員会に提出
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するものとする。 
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上院および下院の交通・インフラ委員会は、本表題の第5172条の下

で許可された損傷した設備の修理、修復、交換のための代替手順に
関する報告書を提出しました（第406条）。 

(2) 報告書には、以下のような代替手順の有効性の評価が含まれている
ものとする。 

(A) 代替手順が災害復旧の一般的な速度の向上に役立ったかどうか。 

(B) 依拠している見積りの正確性を確認することができます。 

(C) 金銭的なインセンティブとディスインセンティブが有効であった

かどうか。 

(D) 代替手順が費用対効果の高いものであったかどうか。 

(E) 第(e)(1)(E)項に記載された独立専門家パネルが有効であったか

どうか。 

(F) 代替手続を継続すべきかどうかに関する勧告、および代替手続
の変更に関する勧告。 

第429条統一連邦審査（42 U.S.C. 5189g 

(a) 復興プロセスを迅速化するため、大統領は、2013年1月29日から18
カ月以内に、環境品質審議会および歴史的保存諮問委員会と協議の
上、災害復興プロジェクトに関する連邦法の下での環境および歴史
的要件への準拠を確認するための迅速かつ統一的な省庁間審査プロセ
スを確立し、適用法に沿った復興プロセスを迅速化するものとする。 

(b) 内容 - 本節に基づいて確立されたレビュープロセスには、大規模災害か

らの復旧中   に   発生する可能性   適用される法律に沿って適宜更新され
なければならない。 

Sec. 430.機関の説明責任 

(a) FEMA]の管理者は、第406条に基づき100万ドルを超える公的支援補助

金が授与されてから5日以内に、以下を含む各補助金授与の詳細を[F
EMA]のウェブサイトで公表しなければならない。 

(1) FEMA]地域を特定する。 

(2) には、災害または緊急事態宣言番号を記載してください。 

(3) 州、郡、申請者名を記入してください。 

(4) 申請者が民間非営利団体である場合。 

(5) ダメージカテゴリコードを指定します。 

(6) 連邦政府の分担金の債務額 

(7) 授与された日にちを記入します。 
(b) 任務の割り当て 
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(1) 連邦緊急事態管理庁（FEMA）」の管理者は、「連邦緊急事態管理

庁（FEMA）」のウェブサイトに、以下を 超える大規模災害に関

する他の連邦省庁へのミッション割り当てまたはミッション 割
り当てタスク命令を、ミッション割り当てまたはミッション割
り当てタスク命令が発令されてから5日以内に 公表しなければ

ならない。 
1,000,000,000ドル（含む 

(A) 影響を受ける州またはインディアン部族の名前。 

(B) そのような州またはインディアン部族のための災害宣言。 

(C) 割り当てられた代理店。 

(D) 要求された支援 

(E) 災難の描写。 

(F) 総コストの見積もりを行います。 

(G) 債務を負っている金額です。 

(H) 州またはインディアン部族政府のコストシェア（該当する場合）。 

(I) ミッション割り当てまたはミッション割り当てタスクオーダー
が指示された権限、および 

(J) 該当する場合は、州またはインディアン部族がミッションの割
り当てを要請した日。 

(2) 記録変更-各月の末日から10日以内に、段落に記載されているミッ

ション割り当てまたはミッション割り当てタスク命令が行われるま
で。 
(1)が完了し、終了した場合、[FEMA]の管理者は、総費用見積額及び

債務額の変更を更新するものとする。 
(c) FEMA]の管理者は、各月の初日から10日以内に、そのような報告書の

作成に使用された方法論およびソースデータの具体的な説明を含む
、[FEMA]報告書をウェブサイト上で公開するものとする。 

(1) 米国法典第1105条(a)に基づく大統領の直近の予算でカバーされてい

る会計年度の金額の見積もり。 

(A) 前年度から予算年度に繰越すべき資金の未消化残高をいう。 

(B) 予算年度から予算年度に繰り越すべき資金の未消化残高に１を
加算した額。 

(C) 予算年度の非壊滅的事象に対する債務の額。 

(D) 危機的な出来事のための予算年度の債務の額を、出来事ごとに、
また州ごとに定義した。 

(E) すべての過年度、当年度、予算年度およびそれ以降の各年度に
ついて、事象別および州別に区分された異常災害のために過去
に義務づけられているか、または今後必要とされる金額の合計。 

(F) 予算年度に回収される既納金の額。 
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(G) 第102条(1)項に記載の緊急事態、第102条(2)項に記載の大規模災

害、第420条に記載の火災管理支援交付金、サージ活動、災害

準備・支援活動のための義務に必要となる額 

(H) 第251条(b)(2)項(D)に該当しない活動に必要な金額 
三 昭和六十年予算均衡法及び緊急赤字対策法（二 

U.S.C.901(b)(2)(D)(iii)）；及び 
(2) FEMA]の管理者が毎月5日までに[FEMA]のウェブサイトで公表した、

当年度の以下の見積額または実際の金額がある場合には、その見積
額または実際の金額を提出しなければならない。 

(A) ソース別に利用可能になった充当額、   行われたコミットメン
ト、割り当て、および義務の概要。 

(B) 災害救援活動の月別一覧表。 

(i) 開始残高と終了残高を表示します。 

(ii) 債務総額には、火災扶助、緊急時、急襲時、災害支援活動
のための債務を含めています。 

(iii) 事象別および州別に定義された大災害事象に対する義務、
および 

(iv) 以前に債務を負っていた資金が回収された金額を指します。 

(C) イベントごとに定義された大災害イベントのための配分、義務、
および支出の概要。 

(D) 次のようなカテゴリーの支出にかかる費用です。 

(i) 公的支援です。 

(ii) 個別支援です。 

(iii) 緩和。 

(iv) 行政的には。 

(v) オペレーション。 

(vi) その他、災害ごとに区分された関連するもの（緊急対策や
災害資源を含む）。 

(E) 充当された資金が枯渇する日。 
(d) 契約書 

(1) FEMA]の管理者は、毎月1日以降10日以内に、以下の事項を[FEMA]
のウェブサイトに掲載するものとする。 

 

* DRRAの第1225条は、"法律の他の規定にかかわらず、[FEMA]は、2017年8月1日以降に締結され

た契約に基づいて行われたいかなる活動に対しても、州または地方自治体、インディアン部族政

府[...]、または民間非営利団体の所有者または運営者[...]に払い戻しをしてはならない。" 
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FEMA]が締結する100万ドルを超える各契約には、以下のものが含ま

れます。 

(A) 党の名前。 

(B) 契約が成立した日 

(C) 契約書の金額と範囲を確認します。 

(D) 競争入札で落札された場合。 

(E) 競争入札が行われなかった場合、競争入札が行われなかった理
由。 

(F) 競争入札プロセスを回避するために使用される権限。 

該当する場合は災害別に区分し、該当する場合は被害区分コードを明
記すること。 

(2) 報告書-会計年度の最終日から10日以内に、[FEMA]の長官は、前会計

年度の以下の情報を要約した報告書を議会の適切な委員会に提出し
なければならない。 

(A) 競争入札を行わずに落札した契約数。 

(B) 競争入札が行われなかった理由。 

(C) 競争入札を行わずに落札した契約の総額。 

(D) 競争入札なしで落札された契約の損害区分コード（該当する場
合）。 

(e) 援助契約と補助契約の締結-「援助契約」と「補助契約」の締結 

(1) FEMA]の管理者は、本款制定日から180日以内に、基本報酬、利

用可能なオプション、またはその後の修正により、見積額が100万
ドルを超え、第324条、第403条、第404条、第406条、第407条、

第407条、第428条、または第502条を含む第324条、第403条、第4
04条、第406条、第407条、第407条、第407条、第428条、または

第502条を通じた資金提供を受けている、公的扶助の受給者また

はサブレシピーシントが締結した契約について、プロジェクト
のクローズアウト段階に入る前に、情報の収集と保存の努力を
開始し、維持しなければならない。 

(A) には、災害番号、プロジェクトワークシート番号、各契約に関
連する作業の種類が記載されています。 

(B) 各党の名前を記入してください。 

(C) 契約が成立した日 

(D) を契約しています。 

(E) 契約の範囲内であること。 

(F) 契約の履行期間 

(G) 競争入札を経て契約が成立したかどうか。 
(2) 照合された情報の利用可能性 - [FEMA]長官は、要請があれば、(1)項に

基づいて収集・保存された情報を、国土安全保障省の監察官、
政府説明責任局、および議会の適切な委員会が利用できるよう
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(3) 報告書-この款の制定日から365日以内に、[FEMA]の長官は、(1)項に

記載された情報を収集するための[FEMA]の努力について、上院の

国土安全保障・政府問題委員会および下院の運輸・インフラ委員会
に報告書を提出しなければならない。 
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タイトルV -- 緊急支援プログラム 

 
第501条申告の手続き（42 U.S.C. 5191 

(a) 緊急事態と宣言 - 
大統領による緊急事態の存在を宣言するためのすべての要請は、影響を
受ける州の知事が行うものとする。このような要請は、状況の深刻さ
と大きさから、効果的な対応が州および影響を受ける地方自治体の
能力を超えており、連邦政府の援助が必要であるとの判断に基づく
ものでなければならない。このような要請の一環として、また、本法
に基づく緊急援助の前提条件として、知事は、州法に基づいて適切な
措置を講じ、州の緊急計画を直接実行するものとする。知事は、緊急
事態を緩和するために使用された、または使用される予定の州およ
び地方の努力と資源を説明する情報を提供するものとし、必要とさ
れる連邦政府の援助の種類と範囲を明確にするものとする。大統領
は、知事の要請に基づき、緊急事態の存在を宣言することができる。 

(b) FEDErEral の第一次責任に関わる緊急事態 - 
大統領は、緊急事態が米国の憲法または法律の下で、米国が排他的ま
たは卓越した責任と権限を行使する対象領域に関わるため、対応の
第一次責任が米国にある緊急事態が存在すると判断した場合、緊急
事態に関して、本表題第 5192 条または本表題第 5193 条[第 502 
条または第 503 
条]によって付与された権限を行使することができる。このような緊

急事態が存在するかどうかを判断する際、大統領は、可能であれば
、影響を受ける州の知事に相談するものとする。大統領の決定は、以
下の条項に関係なく行うことができる。 
(a) このセクションの 

(c) インディアンの部族の政府関係者の求人情報 
(1) 緊急事態 - 影響を受けるインディアン部族政府の最高責任者

は、第(a)項の要件に合致する緊急事態が存在するとの大統領

による宣言の要請を提出することができる。 

(2) refErEncEs - 影響を受けるインディアン部族政府の最高責任者の緊急

事態宣言の要請に応じて、本章の下で大統領が許可した支援を実施
する際には、本章または第3章（本タイトルの第5153項および第

5165d項（第310項および第326項を除く））で州または州知事に言及

している場合、影響を受けるインディアン部族政府または影響を受
けるインディアン部族政府の最高責任者に言及しているものとみな
される。 

(3) 節約規定-本款のいかなる規定も、大統領が同じ事件について本款に

基づく宣言を行わない場合には、本款(a)に基づく州の要請に応じ

て大統領が行った宣言によって、インドの部族政府が本款に基づく
援助を受けることを禁止するものではない。 

 
第502条。連邦緊急援助 (42 U.S.C. 5192) 
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(a) sPEciFiED - 緊急時には、大統領は - することができる。 
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(1) 人命を救い、財産を守り、公衆衛生と安全を守り、予防的避難を含
む大災害の脅威を軽減または回避するための州および地方の緊急支
援活動を支援するために、連邦政府機関に、払い戻しの有無にかか
わらず、連邦法の下で与えられた権限および資源（人員、設備、物
資、施設、および管理、技術および助言サービスを含む）を利用す
るよう指示すること。 

(2) 連邦政府機関、民間団体、州政府および地方自治体が提供するすべ
ての災害救援支援（自主的な支援を含む）を調整する。 

(3) 影響を受ける州政府および地方自治体に対して、以下のための技術
的および助言的な支援を提供する。 

(A) 必要不可欠なコミュニティサービスのパフォーマンスを提供しま

す。 

(B) 危険や危険の警告の発令 

(C) 公衆衛生・安全情報の発信を含む。 

(D) 安全衛生対策の提供 

(E) 公衆衛生と安全に対する当面の脅威の管理、制御、および削減。 

(4) 連邦政府機関を通じて緊急援助を提供する。 

(5) 本タイトルの第5173節の条件に従って、がれきを除去する[第407節]。 

(6) 本タイトルの第5174節[第408節]に従って支援を提供する。 

(7) 医薬品、食料、その他の消耗品の配布、および緊急支援において、
州および地方自治体を支援する。 

(8) 人命救助、人的被害の防止、または深刻な被害の軽減のために必要
な場合には、連邦政府の支援と連邦支援を加速的に提供しますが、
これらは特定の要請がない場合には、大統領が提供することができ
ます。 

(A) は、可能な限り、かかる援助又は支援が提供されている国に速
やかに通知し、調整しなければならない。 

(B) は、(A)号に基づく国への通知及び調整において、緊急事態の

犠牲者への重要な資源の迅速な展開、使用及び分配を遅延させ
たり、妨げたりしてはならない。 

(b) 緊急事態に関して本項第(a)項の下で提供される連邦政府の支援が不

十分な場合、大統領は、人命を救い、財産を保護し、公衆の健康と
安全を守り、予防的避難を含めた大災害の脅威を軽減または回避
するための努力に関しても支援を提供することができる。 

(c) ガイドライン-大統領は、影響を受ける国が利用できる      承認される可

能性の高い状況を定義することにより、本節の下で自然災害または人災
に先立って緊急事態宣言を要請する際（特別なニーズやその他の避難努
力への支援を求める目的を含む）に知事を支援するためのガイドライン
を公布し、維持するものとする。 
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第503条。援助の量 (42 U.S.C. 5193) 

(a) 連邦政府のシェア - 本題の下で提供される援助に対する連邦政府のシェア

は、対象となる費用の 75%以上に相当するものとする。 

(b) 支援者の数の制限 - 援助者の数の制限 

(1) (2)項に規定されている場合を除き、一度の緊急事態に対して本

タイトルの下で提供される支援の総額は500万ドルを超えてはな

らない。 
(2) 第1項の制限は、大統領が次のように判断した場合には、超過す

ることができる。 

(A) 引き続きの緊急援助が直ちに必要です。 

(B) 人命、財産、公衆衛生または安全に対する継続的かつ即時のリ
スクがある場合。 

(C) 必要な支援が適時に提供されない場合。 
(3) 報告-(1)項の制限を超えた場合はいつでも、大統領は緊急援助要

件の性質と程度について議会に報告し、必要に応じて追加立法を提
案しなければならない。 
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タイトルVI -- 緊急事態への備え 

 
第601条ポリシーの宣言（42 U.S.C. 5195 

本タイトルの目的は、米国内の生命と財産を危険から守るための緊急事態へ
の備えのシステムを提供し、緊急事態への備えの責任を連邦政府と州および
その政治的細分区に共同で委ねることである。連邦議会は、緊急事態への備
えのために連邦政府と州およびその政治的細分区が共同で設立した組織構造
が、米国内の災害に見舞われた地域の人々への救援および援助を提供するた
めに有効に活用されることを認識している。連邦政府は、あらゆる危険に対
する包括的な緊急事態準備システムが存在するように、本題で認められてい
るように、必要な指示、調整、指導を行い、必要な援助を提供しなければな
らない。 

第602条定義（42 U.S.C. 5195a 

(a) 定義 - このタイトルの目的のためだけに。 

(1) hazarD - 
「ハザード」という用語は、以下から生じる緊急事態または災害

を意味する。 

(A) 天災 

(B) 偶発的または人為的な出来事。 
(2) 自然災害 - 

「自然災害」とは、ハリケーン、竜巻、暴風雨、洪水、高潮、風
水、高波、津波、地震、火山噴火、地滑り、土石流、吹雪、干
ばつ、火災、または米国内のその他の大災害で、民間人の財産
や人に相当な損害や傷害を与える、または与える可能性のある
ものを意味する。 

(3) 緊急事態への備え - 
「緊急事態への備え」とは、一般市民に対する危険に備えたり、危
険によって生じるであろう緊急事態に対処したり、危険によって破
壊または損壊した 
重要な公共施設および施設の緊急修理または緊急復旧を実施したり
するために設計または実施されたすべての活動および対策を意味す
る。このような用語には、以下のものが含まれる。 

(A) 想定される危険に備えて実施される措置（適切な組織、作戦計
画、支援協定の確立、人員の採用と訓練、調査の実施、必要な
物資の調達と備蓄、適切な警報システムの提供、避難所、避難
場所、コントロールセンターの建設または準備、および適切な
場合には民間人の非軍事的避難を含む）。 

(B) 危険時に実施される措置（正式に確立された軍または文民当局
によって定められた受動的防御規則の実施、避難場所への人員
の避難、交通及びパニックの制御、照明及び文民通信の制御及
び使用を含む）。 

(C) 危険が発生した場合の措置（消防、救助、救急医療、保健衛生
サービスのための活動を含む。 
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特殊兵器の特定の危険性の監視、不発弾の偵察、必要不可欠な
瓦礫撤去、緊急福祉対策、損傷した重要施設の緊急修理または
復旧のための即時不可欠な緊急修理または復旧のための監視)。 

(4) 組織的装備品-
「組織的装備品」とは、個人的な装備品とは区別して、管理者が緊
急事態に備える組織に必要と判断した装備品で、連邦政府がその全
部または一部に資金を提供することを必要とするような種類または
性質のものを意味する。このような用語には、緊急事態への備え計
画の要件に基づいて異常な量が必要とされる場合を除き、地域社会
が地域の災害に対処するために通常使用するものは含まれていない。 

(5) matErials - 
「材料」という用語には、緊急時の備えに必要な原材料、消耗品、
医薬品、機器、構成部品、技術情報、プロセスが含まれる。 

(6) 設備 - 
本タイトルに別段の定めがある場合を除き、「設備」という用語には
、建物、避難所、公共施設、および土地が含まれる。 

(7) aDministrator - 「管理者」という用語は、[FEMA]の管理者を意味する。 

(8) 近隣諸国 - 
「近隣諸国」という用語には、カナダとメキシコが含まれます。 

(9) アメリカ合衆国と州 - 
「アメリカ合衆国」と「州」という用語には、いくつかの州、コロ
ンビア特別区、アメリカ合衆国の領土と領地が含まれている。 

(10) statE - 
「州」という用語には、本タイトルの第5196条(h)項に基づいて設立さ

れた州間緊急事態準備当局が含まれる[第611条(h)項]。 

(b) cross rEFErErEncE - 1950年国防生産法（50 U.S.C. App. 2061 et 
seq.）で使用されている「国防」および「国防」という用語には、本タイト

ルに基づいて実施される緊急時の準備活動が含まれている。 

第603条タイトルの管理（42 U.S.C. 5195b 

このタイトルは、[FEMA]の管理者によって実施されるものとする。 

重要インフラ保護(42 U.S.C. 5195c) 
(a) short titlE - 

このセクションは、「2001年重要インフラ保護法」と呼ばれることがあ

ります。 
(b) FinDings - 議会は次のような所見を出しています。 

(1) 情報革命は、ビジネスの遂行と政府の運営、そして米国の防衛と国
家安全保障のために頼りにされているインフラを一変させました。 

 

* このセクションは、2001年の重要インフラ保護法（Critical Infrastructures Protection Act of 
2001）として制定されたほか、2001年のテロ法（Uniting and Strengthening America by 
Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 
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2001）や米国パトリオット法（USA PATRIOT Act）の一部としても制定されています。 
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(2) 民間企業、政府、国家安全保障機関は、通信、エネルギー、金融サ
ービス、水、輸送部門を含む重要な物理的・情報インフラの相互依
存ネットワークへの依存度を高めています。 

(3) 米国の国防、政府の継続、経済の繁栄、生活の質の維持に不可欠な
サイバーおよび物理インフラサービスの信頼性の高い提供を確保す
るためには、国家的な継続的な取り組みが必要です。 

(4) この国家的な取り組みは、これらの複雑で相互依存的なシステムの
安定性を確保するための適切なメカニズムを評価し、国家の重要イ
ンフラの継続的な存続と適切な保護を達成するための政策提言を支
えるために、広範なモデル化と分析能力を必要とします。 

(c) アメリカ合衆国の政策 - それはアメリカ合衆国の政策です。 

(1) 米国の重要インフラの運用の物理的または仮想的な中断は、まれで、
短期間で、効果が地理的に限定され、管理可能で、米国の経済、人
的・政府的サービス、国家安全保障への有害性が最小限であること。 

(2) 第一項の方針を達成するために必要な措置が、企業及び非政府組織
が参加する官民連携の下で実施されること。 

(3) あらゆる状況下で連邦政府の重要な機能の継続性を確保するための
包括的かつ効果的なプログラムを実施すること。 

(d) 重大なインフラストラクチャー対策のための国家的なコミュ ニケーションの確立 

(1) 国家インフラストラクチャ・シミュレーション・分析センターによる重要

インフラの保護と継続性の支援 - テロ対策、脅威評価、リスク

軽減に関連する活動の支援を通じて、重要インフラの保護と継
続性に対処するための国家的な能力の源泉となる国家インフラ
ストラクチャ・シミュレーション・分析センター（National 
Infrastructure Simulation and Analysis Center: NISAC）を設立するもの

とする。 
(2) パートクラー sUPPort - 第 1 項の規定により提供される支援には、

次のものが含まれるものとする。 

(A) サイバーインフラ、通信インフラ、物理インフラなどの重要イ
ンフラを構成するシステムのモデル化、シミュレーション、解
析を行い、大規模で複雑なシステムの理解を深め、システムや
重要インフラに対する脅威を軽減するためのシステム改造を促
進することを目的としています。 

(B) このようなシステムや重要インフラのモデルを作成・維持する
ために必要なデータを、国や地方自治体、民間企業から取得す
ること。 

(C) (A)号に基づくモデリング、シミュレーション、分析の利用 
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以下に関連する事項について、政策立案者に教育と研修を提供す

る。 

(i) そのサブパラグラフの下で行われた分析。 

(ii) 重要なインフラへの意図しない、または不用意な妨害の影
響；および 

(iii) 重要インフラが関与する事件や危機への対応、そのような
事件や危機を通じた政府や民間部門の活動の継続性を含む。 

(D) 重要なインフラの安定性を向上させ、保全するための手段につ
いて、政策立案者、連邦政府の省庁、民間部門の個人や団体の
要請に応じて勧告を提供するために、(A)号に基づくモデル化、

シミュレーション、分析を利用すること。 

(3) 重要なサポートの提供 - 本款の下で提供されるモデリング、シミ

ュレーション、分析は、特に重要なインフラの保護と政策に責
任を持つ関連する連邦、州、地方の機関に提供されるものと
する。 

(e) 重要インフラストラクチャの定義 - 
本セクションでは、「重要インフラストラクチャ」という用語は、物理的
または仮想的なものであるかどうかにかかわらず、米国にとって非常に
重要なシステムおよび資産を意味し、これらのシステムおよび資産が不
能または破壊された場合には、安全保障、国家経済の安全保障、国家の
公衆衛生または安全、またはこれらの事項の組み合わせに衰弱的な影響
を及ぼすことになるものとします。 

(f) 権限の付与 - 2002 会計年度の国防総省のために、本セクションに基づく

国家インフラストラクチャ・シミュレーション・アンド・アナリシス・
センターの活動のために、国防脅威削減庁に 2,000 万ドルの権限が付与

されます。 
 
 

サブタイトルA-権限と義務 

第611条行政の詳細な機能（42 U.S.C. 5196 

(a) 典拠 - 本表題の第5195条[第601条]に記載されている方針を実行す

るために、管理者は本項で規定されている権限を持つものとする。 

(b) 連邦緊急事態対応計画およびプログラム - 管理者は、米国の緊急事態への備

えのための連邦対応計画およびプログラムを作成し、そのような計
画およびプログラムを後援し、指示することができる。このような
計画およびプログラムを作成し、そのような計画およびプログラムを
州の取り組みと調整するために、長官は、米国の緊急事態への備え
の状況を大統領、議会、および州に通知し続けるために必要な、緊
急事態への備えのための州の計画および運営に関する報告書を要求する
ことができる。 

(c) 大統領の承認を得て、長官は、連邦政府の他の部局および機関に適切
な緊急事態への備えの責任を委任し、審査を行うことができる。 
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部局や機関の緊急事態への備えの活動を相互に、また、米国や近隣諸国
の活動と調整する。 

(d) 通信と警告 - 管理者は、必要な緊急事態への備えのための通信と、ハザ

ードに関する市民への警告の伝達のために、適切な規定を設ける
ことができる。 

(e) 緊急時の備え - 管理者は、人命と財産を十分に保護できるように設計さ

れた緊急時の備えとして、以下を含む緊急時の対策を研究し、開発する
ことができる。 

(1) 危害の影響を処理するための最良の方法として、研究や研究を行う。 

(2) 避難所の設計及び保護被覆又は建設のための材料を開発すること。 

(3) 緊急時の備えの要件を満たすための設備または施設の開発とその標
準化を行うこと。 

(4) 大規模災害や緊急事態の前、中、後にペットや介助動物を飼ってい
る人たちのニーズを考慮した計画。 

(f) トレーニングプログラム 
(1) 管理者は、以下を行うことができます。 

(A) 緊急事態への備えの組織、運営、および技術について、緊急事
態への備えの職員およびその他の人を指導するための訓練プロ
グラムを、契約またはその他の方法で実施または手配すること。 

(B) 学校を実施または運営すること、または、表題 5 の第 57 章第 1 
節および政府標準旅行規則に準拠した旅費の支払い、および出
席する研修生の食費の代わりに日当、または管理者の定める条
件で研修生と教官のための食費と宿舎を提供することを含む。 

(C) 必要に応じて、インストラクターやトレーニングエイドを提供す

る。 

(2) 本款で認められた旅費および日当の支払いについて、管理者が定め
る条件には、かかる支払いは、かかる費用の 総額の 2 分の 1 を超え

てはならないという規定が含まれているものとする。 

(3) 管理者は、本款を遂行するために必要な不動産を賃貸することがで
きるが、法律で特に許可されていない限り、不動産の有償所有権を
取得することはできない。 

(g) 緊急時準備情報の一般的な普及 - 管理者は、あらゆる適切な手段を用い

て、適切な緊急時準備情報を一般に普及させることができる。 

(h) 電子情報通信システムの基本的な考え方 

(1) 管理者は、以下の方法で、全国のテロ行為、災害、緊急事態に備え
たコンパクトな緊急事態対策の策定   を支援するプログラムを確立
するものとする。 
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(A) テロ行為、災害、緊急事態に備えた既存の緊急事態対策コンパ
クトを特定し、目録化する。 

(B) 緊急時対応コンパクトの策定   におけるベストプラクティスの
例や、州間の管轄区域が関与する協定を含む既存の緊急時対応
コンパクトのモデルを、州および地方自治体に広めること。 

(C) テロ行為、災害、緊急事態に対する連邦政府の対応能力の目録
を完成させ、適切な連邦政府、州政府、地方政府の職員がその
目録を利用できるようにし、その目録が現実的に可能な限り最
新かつ正確であることを保証する。 

(2) 管理者は、以下を行うことができます。 

(A) 州間の緊急事態への備えのための協定を交渉し、締結するため
に、州を支援し、奨励する。 

(B) 可能な範囲で、そのようなコンパクト間の統一性、および連邦
緊急対応計画およびプログラムとの整合性を得ることを支援す
るために、提案されたコンパクトの条項および条件をレビュー
しなければならない。 

(C) そのようなコンパクトの下での活動を支援し、調整すること。 

(D) 危険に脅かされている、または危険が発生している州またはそ
の政治的細分区では十分に対応または管理できない危険が発生
した場合に、緊急時の備えのための相互扶助を提供することを
許可する、州による相互の緊急事態への備えのための立法を援
助し、これを奨励する。 

(3) 各州間緊急事態準備計画の写しは、速やかに上院および下院に送付
されなければならない。議会の同意は、そのコンパクトが議会に送
付された日から起算して 60 日間の期間が満了した時点で、各コン

パクトに付与されたものとみなされる。 

(4) 本款のいかなる部分も、議会が州間緊急事態準備協定を不承認にし
たり、いつでも同意を撤回したりすることを妨げるものと解釈され
てはならない。 

(i) 研究室と施設 - 寮と施設のご案内 

(1) 管理者は、緊急時の備えのための材料および施設を直ちに所有する
権利を有するものとして、非難その他の方法で調達し、建設、リー
ス、輸送、保管、維持、改修、または配布することができる。 

(2) 購入、寄付、またはその他の移転手段によって取得された施設は、
タイトル40の第3111条および第3112条によって要求される司法長官

によるタイトルの承認前に、本タイトルの目的のために占有、使用、
および改良することができる。 

(3) 管理者は、本款の規定を実施するために必要な不動産を賃貸するこ
とができるが、法律で特に許可されていない限り、不動産の有償所
有権を取得してはならない。 

(4) 管理者は、本款の下で放射線を調達し、維持することができる。 
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化学物質、細菌学的、生物学的薬剤のモニタリングおよび除染装置、
ならびに緊急時の備えのために、管理者が定める条件の下で、当該
装置を国に貸与または無償で配布する。 

(j) 財務上の貢献 
(1) 管理者は、管理者が承認したプログラムまたはプロジェクトに基づ

いて、緊急事態への備えを目的として、資機材や施設の調達、建設、
リース、または改修を含む財政的貢献を国に行うことができる。こ
のような寄付は、購入方法、材料または施設の数量、品質、仕様、
その他の要因、または材料または施設の均一性、可用性、良好な状
態を保証するための注意または処理を含め、管理者が定める条件で
行われるものとする。 

(2) 管理者は、管理者が承認したプログラムまたはプロジェクトに基づ
いて、動物の緊急事態への備えを目的として   、国および地方自治
体に対して、ペットを飼っている人や介助動物を収容するための緊
急シェルター施設および資材の調達、建設、リース、または改修を
含む財政的貢献を行うことができる。 

(3) 本款の下では、土地の調達、または国または地方の緊急事態に備え
た作業員のための個人的な装備品の購入のためには、寄付をするこ
とはできない。 

(4) 組織設備のために管理者が各州に拠出することが認められている金
額は、各州がその法律に合致すると判断した場合には、その国の法
律に合致すると判断した場合には、その国の資金源から均等に拠出
されなければならない。 

(5) 避難所その他の保護施設のための国への資金拠出は、各会計年度に
当該施設のために管理者に 割り当てられた、または管理者が利用
可能な資金の額を考慮して決定し、決定時に各州の 重要対象地域
の都市人口（管理者が決定した）がすべての州の重要対象地域の総
都市人口に占める割合で、当該資金を各州に 割り当てることによ
って決定されるものとする。 

(6) 避難所および保護施設のために管理者が各州に拠出することが認め
られている金額は、その国の法律に合致していると判断した場合に
は、その国が均等に上乗せするものとし、合理的な時間内に    州ま
たはその政治的細分区から拠出された土地の価値は、本款に基づく
州の分担金の計算から除外されるものとする。 

(7) 本款の下で国に支払われる金額は、本項に定める目的を遂行するた
めにのみ   管理者によって承認された国の緊急事態への備えのプロ
グラムまたはプロジェクトに従って使用されるものとする。 

 

* これは、Pub.L. 109-308 § 3(2)、2006 年 10 月 6 日、120 Stat.109-308、§3(2), Oct. 6, 2006, 120 
Stat. 1725. 
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管理者は、(A)全部または一部を問わず、緊急時の備え以外の目的

で使用することを目的としており、(B)完成後、管理者の判断によ

り、当該費用の償却または返済を合理的に保証するのに十分な収入
を生み出すことができるような種類の施設の調達、建設、または賃
貸のためのプログラムまたはプロジェクトの費用に対しては、拠出
を行ってはならない。ただし、（本款の前段の規定に従うことを条
件とする）施設の建設、再建、または拡大の費用のうち、施設の主
要な目的には必要ではないが、緊急時の備えの目的で当該施設を使
用するために必要であると管理者が判断した建設または設計の特徴
を当該施設に組み込むことに直接起因すると管理者が判断した部分
については、その費用の一部を国に負担させることができる。 

(8) 管理者は、少なくとも年 1 回、本款に従って行われたすべての拠出

金に関する報告書を議会に提出しなければならない。 

(9) 本款の下で管理者が行った連邦資金の拠出金の援助を受けて資金調
達された建設工事の遂行に請負業者または下請業者に雇われたすべ
ての労働者および機械工には、第 3141-3144 節に従って労働長官が

決定した地域の類似工事の実勢賃金を下回らない賃金が支払われる
ものとする。また、そのような従業員は、1週間の労働時間が1日8
時間または1週間の労働時間が40時間を超える場合には、その従業

員の基本給の1.5倍以上の割合で報酬を受け取るものとする。管理

者は、建設作業においてこれらの労働基準が維持されるという十分
な保証を最初に得なければ、連邦資金の拠出を行わないものとする。
労働長官は、本款に規定された労働基準に関して、1950 年の組織再

編計画第 14 号（5 U.S.C. App.）およびタイトル 40 の第 3145 条に規定

された権限および機能を有するものとする。 

(k) 管理者は、表題40の第1章から第11章、および表題41の第1副題の第C部
門（第3302条、第3307条(e)、第3501条(b)、第3509条、第4710条、および

第4711条を除く）の下で余剰財産として規定されているのと同様の方法

で、緊急時の備えの目的に不必要または不適であると管理者が判断した
材料および施設の売却または処分を手配することができる。そのような
材料および施設の売却またはその他の処分の収益として受け取った資金
は、雑収入として財務省に寄託されなければならない。 

第612条。州と隣国との間の相互扶助条約（42 U.S.C. 5196a 

管理者は、国務省を通じて、国と近隣諸国との間で相互の緊急事態に備える
ための援助を手配する際に、国に対し、実行可能なすべての援助を行うもの
とする。 
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第613条 人件費及び管理費に対する拠出金（42 U.S.C. 5196b.人件

費及び管理費に対する拠出金（42 U.S.C. 5196b 

(a) 連邦政府は、本題の目的の遂行をさらに支援するために、承認された国
家の緊急事態への備えのための計画（緊急事態への備えのための連邦政
府の緊急事態対応計画と一致しているものとする）に基づいて、必要か
つ不可欠な国家および地方の緊急事態への備えの人員および管理費のた
めに、国家（本題第5196条(h)項[第611条(h)項]に基づいて設立された州

間緊急事態準備当局を含む）に対して財政的な拠出を行うことができる。
本項に基づく国への財政的拠出金は、当該必要かつ不可欠な州及び地方
の緊急事態への備えのための人員及び管理費の合計額の2分の1を超えて

はならない。 

(b) 計画の定義 - 本項に基づいて提出された計画は、* -しなければならない。 

(1) 州法に基づき、この計画は、州のすべての政治的小区域において有
効であり、州のすべての政治的小区域に義務づけられ、単一の州機
関によって管理または監督されることを規定している。 

(2) 州は、本項の下で連邦政府から提供される資金援助と、州法と整合
性があると州が判断した資金源からの資金援助を共有することを規
定している。 

(3) 庁長官が承認した基準に従って、大災害時の附属書を含む、州およ
び地方の緊急事態への備えの運用計画を策定することを規定する。 

(4) 国は、常勤の緊急事態対策部長または副部長を雇用することを規定
している。 

(5) 国は、管理者が必要とする形式および内容の報告を行わなければな
らないと規定している。 

(6) 本項の目的のために監査を実施するために必要な帳簿、記録、およ
び書類を、正式に権限を与えられた長官および会計検査官の代表者
が利用できるようにすること。 

(7) には、調整された方法で国民に情報を提供するための計画が含まれて

います。 
(c) catastroPhic inciDEnt annEx 

(1) 構成 - サブセクション(b)(3)に基づいて提出された壊滅的な事故の

附属書は、以下の通りでなければならない。 

(A) 国家対応計画の壊滅的な事故の附属書をモデルにしている。 

(B) 第643条]に基づいて設定された国家準備目標と一致している。 
 

* PKEMRA の第 536 条は、「国土安全保障省は、[スタッフォード法]（42 U.S.C. 
5196b(b)(3)）の第 613 
条(b)(3)項に基づく州および地方の緊急事態への備え運用計画の基準を承認する際に、大規模災

害または緊急事態の前、中、後に、家庭用ペットおよびサービスアニマルを持つ個人のニーズ

を考慮しなければならない」と規定している。ただし、連邦政府機関は、前段のただし書きに

記載された計画を実行するために、[スタッフォード法]（42 U.S.C. 
5170b(a)）のセクション403(a)に記載されているような支援を提供することができる。 
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PKEMRA、6 USC § 
743]、国家事故管理システム、国家対応計画、およびその他の

関連する計画および戦略。 
(2) 留意点 - 第(b)(3)項に基づき提出された大災害時の附属書を作成す

るにあたり、国は、地方自治体、緊急時対応機関、地方自治体が管
轄する複数の管轄区域の政府協議会、および地域計画委員会と協議
し、適切な意見を求めるものとする。 

(d) 条件 - 管理者は、本項を実施するために管理者が必要かつ適切と考え

るその他の条件を定めるものとする。 

(e) 他の規定の適用 - 本節を実施するにあたり、本タイトルの第 5196(h)項お

よび第 5197(h)項[第 611(h)項および第 621(h)項]の規定が適用されるも

のとする。 
(f) 国への配分-管理者は、各会計年度ごとに、規則および本題の下に計上され

た総額に従って、本節の目的のために国が利用できる金額を各州に配分
する。本款に基づく州への配分を管理する規則は、(1)米国の総合的な

緊急事態への準備態勢の整備に関して、ハザードの影響を受ける可能性
のある地域の重要性を考慮しなければならない。 
(2) 国家の緊急事態への準備態勢の相対的な発展状況。 
(3) (4) その他、管理者が定める要素。管理者は、本項に基づいて提出さ

れた計画において州が使用しなかった配分のうち、超過分を再配分する
ことができる。本項に基づき州または政治的小区域に支払われた金額は、
本項に規定された目的のためにのみ使用されるものとする。 

(g) 州および地方の緊急事態準備運用計画の基準 - 第(b)項(3)に基づく州お

よび地方の緊急事態準備運用計画の基準を承認するにあたり、管理
者は、大規模災害や緊急事態の前、中、後に、家庭用ペットや介助
動物を飼っている人のニーズを考慮した計画であることを確認しな
ければならない。 

(h) 計画の提出 - 州が本項に基づく配分を州に通知してから60日以内に、本項

の規定に基づく承認のための計画を提出しなかった場合、管理者は、管
理者の判断により、米国の緊急事態への備え能力の十分な発展を最も確
実なものとするような金額で、その資金またはその一部を他の州に再配
分することができる。 

(h)    年次報告 - 管理者は、毎年、本節に従って行われたすべての拠出金を議

会に報告しなければならない。* 

第614条。緊急時対応センター建設のための補助金 (42 U.S.C. 
5196c) 

(a) 補助金 - [FEMA]の長官は、本章に基づき、州および地方の緊急時活動セ

ンターの装備、アップグレード、および建設のために、州に補助金を支
給することができる。 

(b) FEDEral share - 本章の他の規定にかかわらず、連邦政府は、この章に記載

されていないことを確認してください。 

* 原文の誤植；2つのセクション「(h)」が制定されました。 
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本節の下で交付された補助金の金額を使用して実施された活動の費用の割
合は、75パーセントを超えてはならない。 

Sec.615.危険への準備と対応のための資金の使用 (42 U.S.C. 
5196d) 

本題の下で国に提供された資金は、危険への準備と危険に対応した緊急支援
の提供を目的として、国が使用することができる。本項を実施するために定
められた規則は、本題の下で拠出された資金の全部または一部を使って支援
された緊急事態への備えのための人員、資材、施設を、危険に関連する緊急
事態への備えの活動や対策のために使用することを許可するものとする。 

放射線緊急事態対策基金（42 U.S.C. 5196e）*。 

この基金は、1954 年原子力法（42 U.S.C. 2011 et seq.）に基づき、改正された      
もの、および行政命令 12657 
号に基づき、現場外の放射線緊急事態の計画、準備、および対応のために利
用できるものとする。1999年度以降、[FEMA]の長官は、FEMAの放射線緊急

事態準備規則の対象者に適用される、課され徴収される料金を規則化を通じ
て公布するものとする。1999年度中に本節に従って賦課される料金の総額は

、その年度の放射線緊急事態への備えプログラムに必要とされるFEMAが予

測した金額の100パーセントを下回ってはならない。料金の評価および徴収

の方法は、公正かつ公平でなければならず、また、料金徴収のための管理費
を含め、そのような 
サービスを提供するためのコストを反映していなければならない。本節に従
って受領した手数料は、相殺徴収として基金に預託されるものとし、1999 年 
10 月 1 
日に認可された目的のために利用可能となり、使用されるまで利用可能なま
まとなる。 

第616条災害関連情報サービス（42 U.S.C. 5196f 

(a) 連邦緊急事態管理庁（FEMA）」の長官は、本題の第5151条(a)項［第

308条(a)項］に基づき、以下のことを行うものとする。 

(1) 国および地方自治体と連携して、英語力が限られている人口グルー
プを特定し、緊急事態または大規模災害の計画において、そのよう
なグループを考慮に入れる。 

(2) 大   規模災害や緊急事態の影響   を受けた   個人   以下の人が理解で
きる形式で提供されるようにする。 

(A) (1)項の下で特定された人口グループ、及び 

(B) 障害者やその他の特別なニーズのある方 

(3) 大規模災害や緊急事態に関連したサービスを提供する際に、州や地
方自治体のために、モデル言語支援プログラムやベスト・プラクテ
ィスの情報を収集するための情報収集所を開発し、維持する。 

 

* このセクションは、1999年の退役軍人省および住宅都市開発省、独立機関予算法の一部と

して制定されました。 
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(b) groUPサイズ - 第(a)項の目的のために、[FEMA]の管理者は人口グループのサ

イズを定義するものとする。 
 

サブタイ トル B - 一般規定 

第621条管理権限（42 U.S.C. 5197 

(a) 権限と義務 - 本題の下で管理者に割り当てられた権限と義務を遂

行する目的で、管理者は本項の下で規定された行政権限を行使す
ることができる。 

(b) aDvisory PErsonnEl - 諮問機関 

(1) 管理者は、本題の規定を実施するために必要であると管理者が判断
した場合、100名を超えないパートタイムまたは臨時の顧問職員

（25名を超えない英国の対象者またはカナダ国民を含む）を雇用す

ることができる。 

(2) 諮問要員として勤務している間、米国の下で報酬を受けている他の
事務所または役職に就いている者は、 その勤務に対して追加の報
酬を受け取ら   ないものとする。このように雇用された他のパート
タイム又は臨時の顧問要員は、無報酬で勤務することができ、又は、
勤務日ごとに180ドルを超えない額の報酬を受けることができ、さ

らに、管理者が決定した許可された生活費及び旅費を加えることが
できる。 

(c) 他のエージェントのポリシーと権限 - 管理者は、以下のことを行うことができ

ます。 

(1) 連邦政府機関のサービスを利用し、州または地方自治体の同意を得
て、州および地方自治体のサービスを受け入れ、利用する。 

(2) 必要に応じて、地域事務所やその他の事務所を設置し、利用すること。 

(3) 随時必要とされる個人または組織による自発的かつ無報酬のサービ
スを利用する。 

(d) 贈答品 - 法律の他の規定にかかわらず、管理者は物資、設備、施設の贈答

品を受け入れることができ、本表題の規定に従って、緊急時の備えの
ためにそのような贈答品を使用したり、配布したりすることができる。 

(e) rEimbUrsEmEnt - 管理者は、資金が利用可能な範囲内で、連邦政府機

関の支出、職員の報酬、および本題の下での材料や施設の使用や消費に
対して、連邦政府機関に払い戻しを行うことができる。 

(f) 印刷-長官は、政府印刷局長の命令に基づいて、または表題44の第504項
に従って発行された免除に基づいて、長官が必要と考える公共、商業、
民間の印刷所または製本所から、印刷、製本、白書の仕事を購入するこ
とができる。 

(g) ルールと規則 - 管理者は、本題の規定を実行し、実行するために必要

かつ適切な規則を定めることができる。 
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本題で規定されている権限および義務のいずれかを実行する。管理者は、
管理者が指定する[FEMA]の職員を通じて、またはそのような職員の援

助を得て、本題に規定されている権限および義務のいずれかを実行する
ことができる。 

(h) 厳密には寄付金の払い出しに失敗します。 

(1) 国またはその他の関係者に合理的な通知と聴聞の機会を与えた後、
管理者は、承認された緊急事態への備えの計画、プログラム、また
はプロジェクトについて、本タイトルの下で定められた規則、条件、
および条件に従って資金を支出していないことがあると判断した場
合、管理者は、そのような失敗がなくなると管理者が納得するまで、
本タイトルの下での充当金（または、そのような失敗があった承認
された計画、プログラム、またはプロジェクトについて、本タイト
ルの目的のために他に利用可能な資金から）から国または人に追加
の支払いを行わないことを、その国または人に通告することができ
る。 

(2) これが満たされるまで、管理者は、当該国または個人への財政的な
拠出金の支払いを保留するか、または、計画、プログラム、または
プロジェクトに適用される規則、条件、および条件が実質的に遵守
されているプログラムまたはプロジェクトへの支払いを制限しなけ
ればならない。 

(3) 本款で使用される「人」という用語は、国の政治的分区、その組み
合わせ、グループ、または国および政治的分区の機関を含む、あら
ゆる性質の人、法人、団体、その他の実体を意味する。 

第622条セキュリティ規制 (42 U.S.C. 5197a) 

(a) 確立 - 管理者は、管理者が必要と考える情報および財産へのアクセスに

関する制限を含む、セキュリティ要件およびセーフガードを確立するも
のとする。 

(b) 情報への被雇用者のアクセスの制限 - [FEMA]の被雇用者は、連邦捜査局または

政府の他の調査機関のファイルに、当該被雇用者が安全保障目的での忠
誠心または信頼性に疑問の余地があることを示す情報が含まれていない
と判断されるまで、本節に基づいてアクセス制限が設定されている情報
または財産にアクセスすることを許可されないものとする。また、その
ような情報が開示された場合は、連邦捜査局がその人物に関する十分な
現地調査を行い、その報告書が管理者によって書面で評価されるまでは、
そのような情報は開示されないものとする。 

(c) 国家安全保障上の地位-人事管理局長が当該職員に関する全面的な実地調

査を行い、その報告書を【FEMA】長官が書面で評価するまでは、

【FEMA】の職員は、国家安全保障の観点から極めて重要であると

【FEMA】長官が判断したいかなる地位にも就いてはならない。人事管

理局長によるこのような全面的な現地調査が行われた場合 
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が、重要な地位に就いている申請者が、安全保障上の目的のために忠誠
心または信頼性に疑問があることを反映したデータを発見した場合、ま
たはその他の理由で[FEMA]長官がそれが好ましいと考えた場合、その

ような調査は中止され、その報告書は書面による評価のために[FEMA]
長官に付託されるものとする。その後、[FEMA]長官は、連邦捜査局に

よる全面的な現地調査を実施するために、その問題を連邦捜査局に付託
することができる。そのような連邦調査局による後者の調査結果は、措
置のために［FEMA］長官に提供されるものとする。 

(d) EmPloyEE oaths - 本表題の権限の下で行動する[FEMA]の各連邦職員は、本

表題の第5197条(b)項[第621条(b)項]で指定された英国およびカナダ

国民を除き、人事管理局長が定める忠誠の誓いまたは任命宣誓書を
実行しなければならない。緊急事態への備えのために州または地方
の組織に勤務するよう任命された連邦職員以外の各人は、職務に就
く前に、宣誓を管理する権限を与えられた者の前で書面で宣誓を行
わなければならない。 

"私は、国内外のあらゆる敵から合衆国憲法を支持し、これを守ること

を厳粛に誓います（または断言します）。 

"また、私は、力や暴力による米国政府の転覆を主張するいかなる組織

、グループ、または人の組み合わせのメンバーまたは関連会社でもない
こと、そして、私が（緊急事態準備組織の名前）のメンバーである間、
力や暴力による米国政府の転覆を主張するいかなる組織、グループ、ま
たは人の組み合わせのメンバーまたは関連会社にもならないことを、さ
らに誓います。" 

任命され、その職に就いた後、国家の緊急事態準備局長および局長が書
面で指定した国家内の下位の緊急事態準備担当官は、局長が定める規則
の下で、国家内で宣誓を行う資格を有するものとする。虚偽の宣誓をし
たことで有罪となった者は、タイトル18の第1621条に規定されているよ

うに処罰される。 

第623条既存施設の使用（42 U.S.C. 5197b 

本タイトルの下で職務を遂行するにあたり、管理者は、以下のことを行います。 

(1) は、連邦政府の様々な省庁と協力しなければならない。 

(2) 連邦政府の既存の施設と資源、および同意を得た上で、連邦政府の
施設と資源、および州とその政治的小区域、その他の組織と機関の
施設と資源を最大限に利用するものとする。 

(3) また、二重に、または並行して、いかなる形態の活動にも従事しない

ものとします。 
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このタイトルの目的を達成するためにそのような重複が必要である
と長官が大統領の書面による承認を得て判断した場合を除き、他の
連邦省庁の活動は、このタイトルの目的を達成するためには、他の
連邦省庁の活動と重複している必要がある。 

第624条議会への年次報告書（42 U.S.C. 5197c 

管理者は、毎年、本題に基づく[FEMA]の支出、貢献、作業、および成果を

網羅した書面による報告書を、管理者が適切と考える勧告を添えて、大統領
と議会に提出しなければならない。 

第625条。サブチャプター（42 U.S.C. 5197d）の適用性 

本表題の規定は、アメリカ合衆国、その州、準州、および領地、コロンビア
特別区、およびそれらの政治的細分区に適用されるものとする。 

第626条。資金の充当と移転の権限（42 U.S.C. 5197e 

(a) 充当金の充当-本題の規定を実行するために必要な金額を充当すること

が認められている。 

(b) 移管 - 本題の目的のために利用可能な資金は、管理予算局長の承認を得

て、本題の目的のいずれかのために、本題の遂行を支援するために指定
された機関または政府機関に配分または移管することができる。そのよ
うな割り当てまたは移転は、割り当てまたは移転後 30 日以内に議会に

詳細を報告しなければならない。 

第627条1954年原子力法（42 U.S.C. 5197f）との関係 

本タイトルのいかなる規定も、1954年原子力法（42 U.S.C. 2011 et seq. 

第628条連邦捜査局（42 U.S.C. 5197g 

本タイトルのいかなる部分も、連邦捜査局の職員以外の者によるスパイ行為、
破壊工作、破壊行為の調査を許可するものと解釈されてはならない。 
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タイトルVII -- その他 

 
第701条規則と規則（42 U.S.C. 5201 

(a) 環境・社会貢献活動 

(1) 大統領は、本法の規定のいずれかを実施するために必要かつ適切な
規則を定めることができ、また、大統領は、本法のいずれかの条項
によって与えられた権限または権限を、直接または大統領が指定す
る連邦政府機関または機関を通じて行使することができる。 

(2) 共助の支払期限 - 第一項の認可を受けた規則及び規則は、この法律

に基づく州への共助の支払は、当該共助の認可日から60日以内に完

了しなければならないと規定しなければならない。 

(b) 第１３条 この法律の目的を促進するため、大統領またはその代表者は、
遺贈、贈与、または奉仕、金銭または財産の寄付、現物、個人、または
有形無形の混合物を受領し、これを使用することができる。本款に基づ
き受領したすべての金額は、財務省の帳簿上の別個の基金に   要請があ
れば、財務長官は、余剰資金を基金に投資し、再投資することができる。
このような投資は、基金のニーズに適した満期のある公債証券でなけれ
ばならず、同等の満期の米国の未決済の市場性のある債務の現在の市場
利回りを考慮して、財務長官が決定した利率で利息を負担しなければな
らない。そのような投資の利子は、ファンドに入金され、ファンドの一
部を形成するものとする。 

島嶼地域の災害時の生存と復旧、定義（42 U.S.C. 5204）*。 

本タイトルの第5204節から第5204c節で使用されているように-。 

(1) 諸島地域」とは、以下のいずれかを意味します。米領サモア、ミク
ロネシア連邦、グアム、マーシャル諸島、北マリアナ諸島、太平洋
諸島信託統治領**およびバージン諸島。 

(2) 災害」という用語は、1989年9月1日以降、本表題の第5170節[第401
節]に基づき、大統領が大規模災害を宣言したことを意味する。 

(3) 長官」とは、内務長官を意味します。 

島嶼地域に対する技術支援（42 U.S.C. 5204b）***。 

(a) 大統領が島国地域における災害を宣言した場合、大統領は、[FEMA]の
長官を通じ、当該島国地域の長官および最高責任者と協力して、島国政
府の災害対応能力を評価し、被害を評価する能力を含む災害対応能力を
評価し、連邦政府機関、特に[FEMA]との活動を調整し、重要インフラ

の生存能力を高めるための推奨事項を含む復旧計画を策定し、交渉を行
うものとする。 

 
* このセクションは、1992年のオムニバス島嶼地域法の一部として制定されました。 
** 太平洋諸島の信託統治領は終了しました。48 U.S.C. 1681の前の注を参照してください。 
*** このセクションは1992年のOmnibus Insular Areas Act of 1992の一部として制定されました。 
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復興契約を締結し、管理し、資金の不正使用を防止する。大統領が、島
国政府がこれらの能力または復興活動に不可欠なその他の能力のいずれ
かを欠いていると判断した場合、大統領は、大統領が復興活動に必要と
判断した島国に対して技術支援を提供するものとする。 

(b) 大統領が島嶼地域での災害を宣言してから1年後、長官は、[FEMA]長官

と協議の上、上院エネルギー・天然資源委員会および下院天然資源委員
会に、復興努力の状況に関する報告書を提出する。これには、復興努力
に費やされた連邦資金の監査、公衆衛生と安全、インフラの生存性、復
興努力、および将来の災害発生時の資金の効果的な使用を改善する方法
に関する勧告が含まれる。 

第705条災害補助金の終了手続き（42 U.S.C. 5205 
(a) 制約条件 - 制約条件 

(1) (2)項に規定されている場合を除き、米国法典第31編第3716(e)項
にかかわらず、本法の下で災害または緊急援助のために州または
地方自治体に支払われた支払いを回収するための行政訴訟は、補
助金受領者が証明したプロジェクト完了のための最終的な支出
報告書の送信日から3年を経過した日以降は、いかなる法廷に

おいても開始されないものとします。* 

(2) 詐欺 Exception - 第1項の制限は、民事上または刑事上の詐欺の証拠

がない限り適用されます。 

(b) ｺｰﾄﾞﾒｲﾝﾃﾅﾝｸｽのﾌﾟﾚｾﾞﾑﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃﾞｰｼｮﾝのﾚﾊﾞｲﾄﾙ 
(1) 本項の下で発生した紛争は、補助金受領者が証明したプロジェ

クト完了のための最終的な支出報告書の送信日から3年後の日以

降に発生した場合、財政的に支援された活動のために提供さ
れた資金の出所と用途を適切に特定する会計記録が維持されて
いたと推定されるものとする。 

(2) aFFirmativE EviDEncE - (1)項に記載された推定は、国または地方自治体

が同項に記載された文書を保持していなかったという肯定的な
証拠の提出によってのみ反論できる。 

(3) 支出報告書の作成不能-連邦政府、州政府、または地方自治体が、

補助金受給者が証明したプロジェクト完了のための最終的な支
出報告書の送信日から3年後までに、支出報告書を裏付ける原資

料を作成できなかった場合、(1)項に記載された推定に反論する証

拠とはならない。 

 
* DRRAの第1216条(c)(2)は、(A)「2004年1月1日以降に州または地方自治体に提供された災害また

は緊急援助に関して、(i)以下のように禁止されている場合、[2018年10月5日]以降は、当該援助

の支払いを回収するための行政措置を取ることはできない」と規定しています。 
本項]の項で禁止されている場合には、(ii)制定日に係属している当該援助の支払を回収するため

の行政処分は終了する。"とし、(b)当該規定は、[2018年10月5日]以前に完了した行政処分を無

効にするか、またはその他の方法で影響を与えると解釈されてはならない。" 
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(4) アクセス権 - 連邦政府、州政府、または地方自治体が原資料にアクセ

スする権利を有する期間は、(3)項で言及されている必要な3年間の

保持期間に限定されるものではなく、記録が維持されている限り存
続するものとする。 

(c) 国の補助金の償還* - 国または地方自治体は、以下の場合、この法律に

基づいて行われた支払いに対して、償還またはその他のペナルティ
を課す責任を負わないものとする。 

(1) その支払いは、費用を指定した承認された契約によって承認されたも

のであることを示しています。 

(2) 費用は妥当であった。 

(3) 助成金の目的は達成されました。 
(d) クローズイートの促進 

(1) インセンティブ - [FEMA]の長官は、州、地方、またはインドの部族政

府が災害または緊急支援に関連した支出や活動を適時に終了する
よう奨励するインセンティブと罰則を設けることができる。 

(2) 緊急時の要件 - [FEMA]は、適用される規則および要求される手順に沿

って、クローズアウトの慣行を改善し、災害プログラムの表彰
を終了するまでの時間を短縮するために、その責任を果たすも
のとする。 

アメリカンを買う（42 U.S.C. 5206）**。 

(a) 第41章第83章へ準拠 -    「2000年災害軽減法」またはこの「2000年災

害軽減法」*に基づいて計上された資金、   またはこの「2000年災害

軽減法」*による修正に基づいて計上され   資金は      、資金を使用する
際に第41章第83章に準拠しない限り、事業体が使用することはでき

ない。 
(b) アメリカでの"MADE"ラボの不正使用で有罪判決を受けた人たちの逮捕 

(1) FEMA]の管理者は、米国で販売される、または米国に出荷され

る、米国製ではない製品に「Made in 
America」と記載されたラベルを意図的に貼付したことで有罪判決

を受けたと判断した場合、有罪判決を受けたと判断してから90
日以内に、その者の資格を剥奪すべきかどうかを判断しなけれ
ばならない。 

 
 
 

* DRRAの第1237条は次のように規定しています。"特定の払い戻しの禁止」。(a) 一般的には-
法律の他の規定にかかわらず、政府は、対象となっている災害援助を 
(b) 対象となる災害援助の定義-
本節では「対象となる災害援助」とは、(1)提供された援助、(2)提供された援助、(3)提供された

援助を意味する。(b) 対象災害援助の定義-本項において「対象災害援助」とは、(1) 
提供された援助を意味する。 
(1) 
スタッフォード法第403条、第406条、または第407条（合衆国法典第42条第5170b、第5172
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条、または第5173条）に基づき、地方自治体に派遣されていないこと。(2) 
国土安全保障省の監察官が監査の結果、(A)現地業務の見直し、適格性に関する助言の提供、お

よび日常的な意思決定の支援のために、(B)技術支援請負業者を地方政府に派遣したこと、(C)地
方政府が不正確な情報を地方政府に提供したこと、および(C)地方政府が不正確な情報に依拠し

て、関連する契約が適格であり、妥当であり、償還可能であると判断したことを決定したこと。 
** 本節は、2000年災害軽減法（Pub.L. No.106-390）の一部として制定されました。L. No. 106-390. 
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STAFFORD ACT > TITLE VII > §706.§42 U.S.C. 5206 

 
スタッフォード法]（42 U.S.C. 5121 et seq）の下での契約。 

(2) DEbarの定義 - 
このサブセクションでは、「デバー」という用語は、タイトル10の
第2393条(c)で与えられた意味を持つ。 

第706条銃器政策 (42 U.S.C. 5207) 
 

(a) 銃火器没収の禁止 - 大規模災害または緊急事態からの救援を支援するために

行動している間、米国の役員または職員（制服を着た軍人を含む）、ま
たは連邦法に基づいて活動している者、連邦法の下で活動している者、
連邦資金を受け取っている者、連邦職員の管理下で活動している者、ま
たはそのような役員、職員、その他の者にサービスを提供している者は、
以下のようなことをしてはならない-。 

(1) 一時的または恒久的に差し押さえるか、または連邦法に準拠して没
収されるか、または犯罪捜査の証拠として使用される場合を除き、
連邦法、州法、または地方法の下で所持が禁止されていない銃器を
差し押さえることを許可すること。 

(2) 連邦、州、または地方の法律で登録が要求されていない銃器の登録
を要求する。 

(3) 連邦法、州法、または地方法で禁止されていない場所で、または人
が銃器を所持することを禁止する規則、規制、または命令を公布す
ること。 

(4) 大規模災害や緊急事態からの救援を支援するために連邦機関の指示、
管理、監督の下で活動しているという理由のみで、連邦、州、また
は地方の法律の下で銃器の携帯を許可されていない者による銃器の
携帯を禁止すること。 

(b) 制限 - この節のいかなる規定も、大規模災害または緊急事態の間、救助

または避難のために使用される輸送手段に立ち入るための条件として、
一時的に引き渡された銃器を要求することを禁止するものとは解釈され
ていない。 

(c) 私的行動権 
(1) ジェネラル - 本項の違反によって不利益を被った個人は、本項によ

って確保された権利、特権、または免責のいずれかを剥奪される
ように個人を服従させたり、服従させたりした者に対して、法
律上の訴訟、衡平法上の訴訟、または救済のためのその他の適
切な手続きで救済を求めることができる。 

(2) REmEDiEs - 法律または衡平法上の既存の救済手段に加えて、本項に違

反して銃器を押収または没収されたことで苦情を受けた個人は、そ
の個人が居住する地区またはその銃器が発見された地区の米国地方
裁判所に、その銃器の返還を求める訴訟を提起することができます。 

(3) 弁護士費用 - 
本項を執行するための訴訟または訴訟手続において、裁判所は、米
国以外の勝訴当事者に、費用の一部として合理的な弁護士費用を授
与するものとする。 
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選択された法令 > 6 U.S.C.§101 
 
タイトル6 U.S.C.コード-
国内安全保障からの抜粋

法令 

 
§ 101.定義 

本章では、以下の定義を適用しま

す。 

(1) アメリカの祖国」、「祖国」

とは、それぞれ米国を意味します。 
(2) 適切な議会委員会」とは、下院

または上院の委員会で、それぞれ

下院または上院の規則に基づいて

、問題となっている事項について

立法または監督権を有する委員会

を意味します。 
(3) 資産」という用語には、土地、

施設、財産、記録、充当金の未払

いまたは未使用残高、およびその

他の資金または資源（人事を除く

）が含まれる。 
(4) 重要インフラストラクチャ」と

いう用語は、タイトル42の5195c(e)
項で与えられた意味を持つ。 
(5) 部門」とは、国土安全保障省を

意味します。 
(6) 緊急対応プロバイダー」とい

う用語には、連邦、州、地方の政

府および非政府の精神的な緊急事

態の公共安全、消防、法執行、緊

急対応、緊急医療（病院の緊急施

設を含む）、および関連する関係

者、機関、当局が含まれる。 
(7) 執行機関」という用語は、タ

イトル5の第105項と第102項で定義

されているように、執行機関とミ

リタリー部門を意味する。 
(8) 機能」という用語には、権限

、権限、権利、特権、免除、プロ

グラム、プロジェクト、活動が含

まれます。 
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絆、義務、責任。 
(9) [省の諜報部門の定義] 
(10) 重要資源」とは、経済と政府

の最低限の業務に不可欠な公的ま

たは私的に管理された資源を意味

する。 
(11) 地方自治体」という言葉の

意味は 
(A) 郡、市町村、市、町、タウ

ンシップ、地方公共団体、学区

、特別区、州内地区、政府評議

会（政府評議会が州法によらず

非営利法人として設立されてい

るかどうかは問わない）、地域

または州間の政府機関、または

地方自治体の機関または機関。 
(B) インディアンの部族または

公認の部族組織、またはアラス

カでは先住民の村またはアラス

カ地域先住民公社。 
(C) 農村部落のコミュニティ、

地域に根ざしていない町や村、

またはその他の公共団体。 
(12) 大規模災害」という用語は、

タイトル42の第5122項(2)で与えら

れた意味を持つ。 
(13) 人員」とは、以下の意味です。 
業者や従業員の方へ 
(14) 長官」とは、国土安全保障省

長官を意味します。 
(15) 州」という用語は、米国の州

、コ・ランビア地区、プエルトリ

コ連邦、バージン諸島、グアム、

アメリカ領サモア、北マリアナ諸

島連邦、および米国の領有権を意

味する。 
(16) [テロリズムの定義] 
(17)(A) 
「アメリカ合衆国」という用語は

、地理的な意味で使用される場合

には、以下のいずれかを意味する。 
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§111.執行部；使命 

選択された法令 > 6 U.S.C.§111-112 
 

アメリカ合衆国の州、コロンビア

特別区、プエルトリコ連邦、バー

ジン諸島、グアム、アメリカ領サ

モア、北マリアナ諸島連邦、アメ

リカ合衆国の領有権、およびアメ

リカ合衆国の管轄区域内の水域。 
(B) 
本項または本章の他の規定は、

移民国籍法［8 U.S.C. 1101 et 
seq.］またはその他の移民法ま

たは国籍法の目的のために「ア

メリカ合衆国」の定義を修正す

るものと解釈されてはならない。 
(18) 自主的な準備基準」という用

語は、米国規格協会の災害/緊急事

態管理および事業継続プログラム

に関する全米防火協会基準（ANSI
/NFPA 
1600）のような、準備、災害管理

、緊急管理、事業継続プログラム

のための共通の基準のセットを意

味する。 
 

(a) 設置-
タイトル5の意味するところの米国

の執行部局として、国土安全保障

省を設置する。 
(b) ミッション 

(1) 一般的に-
部の主な問題は、以下のような

ことです。 
(A) 米国でのテロ攻撃を防ぐ

ために 
(B) 米国のテロに対する脆弱

性を減らすために 
(C) 米国内で発生したテロ攻

撃からの被害を最小限に抑え

、復旧を支援する。 
(D) 自然災害や人為的な危

機、緊急時の計画に関する中

心的な役割を果たすことを含

め、本省に移管された機関の
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すべての機能を遂行する。 
(E) 本土の安全確保に直接

関係のない省内の省庁や細

分化された機関の機能が、

議会の特定の明示的な法律

による場合を除き、減少し

たり、無視されたりしない

ようにすること。 
(F) 米国の環境安全保障全

体が、祖国の安全確保を目

的とした活動、活動、プロ

グラムによって損なわれな

いようにする。 
(G) 本土の安全確保を目的

とした努力、活動、プログ

ラムによって、人の公民権

と公民の自由が損なわれな

いようにすること。 
(H) 違法薬物取引とテロリ

ズムとのつながりを監視し

、そのようなつながりを断

ち切るための努力を調整し

、違法薬物取引を阻止する

ための努力に貢献する。 
(2) [テロの捜査と起訴の責任] 

 
§112.長官；機能 

(a) 秘書 
(1) 一般的には、大統領が任

命し、上院の助言と同意を得

て任命する国土安全保障省長

官がいる。 
(2) 部局の長 - 
次官は部局の長であり、部局

に対する指示、権限、および

管理を持つものとする。 
(3) セクレタリーに与えられ

た機能 
全役員のすべての機能 



115 
 

選択された法令 > 6 U.S.C.§112 
 

署の職員、職員、および組織単

位は、長官に帰属します。 
(b) 機能-秘書 

(1) は、本章に別段の定めがある

場合を除き、長官の機能のいず

れかを部局の役員、職員、また

は組織単位に委任することがで

きる。 
(2) は、本章の下での長官の責務

を遂行するために必要かつ適切

であると考えられる契約、助成

金、協力協定を締結し、他の執

行機関との間で協定を締結する

権限を有するものとする。 
(3) 部局の情報システムとデー

タベースが互いに互換性があり

、他の部署の適切なデータベー

スと互換性があることを保証す

るために、合理的な措置を取ら

なければならない。 
(c) 連邦政府以外の組織との調整-
長官は、国土安全保障に関して、

州および地方政府の関係者、機関

、当局、 
民間部門、および他の組織（本タ

イトルの第 361 
条に基づき設置された）との調整

（訓練および機材の提供を含む）

を州および地方調整室* 
（本タイトルの第 361 
条に基づき設置）を通じて行うも

のとする。 
(1) 州や地方政府の職員、機関

、当局、および民間部門との調

整を行い、適切な計画、装備、

訓練、運動活動を確保すること。 
 
 
 

 
* 
原文では"州政府と地方政府の調整局"と

すべきだな。 

(2) 連邦政府の通信および国土安

全保障に関連する通信システム

を、州および地方政府の職員、

機関、当局、民間部門、その他

の団体、および一般市民との間

で調整し、必要に
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応じて統合すること。 
(3) 州および地方自治体の職員

、機関、当局、および一般市

民への警告および情報の配布

、または必要に応じて、その

配布を調整すること。 
(d) [国家安全保障会議の会議] 
(e) 規則の発行 - 
長官による規則の発行は、本章

で明確に規定されている場合を

除き、タイトル 5 の第 5 
章の規定、本章によって譲渡さ

れた規制権限を付与する法律、

および 2002 年 11 月 25 
日以降に制定された法律に従う

ものとする。 
(f) 次官特別補佐 - 
次官は、次のことを担当する次

官特別補佐を任命するものとす

る。 
(1) 米国の国土を守るための省

の主要なミスセッショ 
ンを強化するために、民間部

門との戦略的なコミュニケー

ショ 
ンを構築し、育成すること。 
(2) 省の政策、規制、プロセス

、および行動が民間部門に与

える影響について、長官に助

言を与える。 
(3) 国土安全保障ミッションを

担う他の関連連邦機関と連携

し、これらの機関の行動が公

務員部門に与える影響を評価

する。 
(4) 産業界の代表者で構成され

る民間セクター諮問委員会を

設置し、運営しています。 
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選択された法令 > 6 U.S.C. セクション 
112-113 

 

次官が指定する協会 
(A) 国土安全保障上の課題に

関連して、主要なセクターの

製品、アプリケーション、お

よびソリューションについて

長官に助言を与える。 
(B) 参加している産業や団体に

影響を与える家庭用地の安全

保障政策、規制、プロセス、

および行動について、長官に

助言する。 
(C) のための効果的な方法を

含む、公共部門の備えの問題

について長官に助言する。 
(i) 僧侶部門への自主的な

プリペアーネス基準の促進。 
(ii) 我が国では、民間部門

が自主的な準備基準を採用

するのを支援しています。 
(5) 連邦研究所、連邦政府が資金提

供する研究開発センター、その他

連邦政府が資金提供する組織、学

界、民間セクターと協力して、国

土安全保障上の課題に対処するた

めの革新的なアプローチを開発し

、国土安全保障ミッションのため

に利用可能な最高の技術を生産し

、展開する。 
(6) 既存の官民パートナーシップ

を推進し、国土安全保障の課題に

対処するための協力と相互支援を

提供するために、新たな官民パー

トナーシップを開発する。 
(7) 重要なインフラを確保するた

めの民間セクターのベストプラク

ティスの開発と推進を支援します。 
(8) 民間企業に自主防災基準やビジ

ネス上の正当性に関する情報を提

供し、民間企業に自主防災基準の

採用を促進すること。 

(9) 業界の取り組みを調整しながら 
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国土安全保障省の機能に関して

、連邦、州、地方自治体の政府

機関によるテロ攻撃の防止や 
再発防止のための努力を補完す

るために効果的となりうる主要

なセクターの資源と能力を特定

する。 
(10) 旅行・観光産業に関連する

問題について、国境・運輸省長

官および商務省の貿易開発担当

次官補と調整を行う。 
(11) 観光産業を含む民間部門に

関連するすべての事項について

、州および地方自治体の調整お

よび準備局に相談する。 
(g) 標準化方針] [標準化方針] 

 
§113.他の役員 

(a) 次官、次官 - 
大統領が上院の助言と同意を得

て任命した次官は次のとおりで

ある。 
(1)から(3)までの国土安全保

障次官、科学技術次官、国境

・交通安全保障次官 
(4) 
連邦緊急事態管理庁の長官。 
(5)から(9)までの市民権・移

民局長官、管理担当次官、対

テロ対策局長官、重要インフ

ラ保護、サイバーセキュリテ

ィ、および省の他の関連プロ

グラムを監督する次官補、12
名以下の次官補]。 
(10) 
ゼネラル・カウンセル（以下「

顧問」という。 
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§238.国内対策室 

選択された法令 > 6 U.S.C. セクション 113, 238 
 

署の最高法務責任者となる。 
(b) 監察官 - 1978 
年の監察官法（5）に規定されてい

るように、省内に監察官室を設け

、その長に監察官を置くものとす

る。 
U.S.C. App.）。) 
(c) [海上保安庁長官] 
(d) その他の役員の方へ 
(e) [最高財務責任者] 
(f) 特定の業務の遂行 - 
本章の規定に従うことを条件とし

て、部局のすべての役員は、その

職 
務のために法律で指定された業務

、または長官が定めた業務を遂行

するものとする。 
 

(a) 一般的には、軍事準備室は、

国境・運輸保安総局内に置かれる。 
(b) [監督] 
(c) 責任-
国内準備局は、米国のテロ行為（

以下を含む）に対する備えのため

に、政府の外 
部組織の中で第一の責任を負うも

のとする。 
(1) 連邦レベルでの準備態勢の

調整、およびすべての州、地方

、部族、官民、民間部門の緊急

対応機関と協力して、訓練、演

習、機器サポートを含むテロリ

ズムとの戦いに関連するすべて

の事項について作業を行う。 
(2) 政府のあらゆるレベルにお

いて、国土安全保障に関連する

通信および通信システムの調整

、または必要に応じて統合を行

う。 

(3) すべての緊急対応プロバイダ

のための連邦政府の
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テロリズム準備補助金プログラ

ム（保健福祉省が管理するプロ

グラムを除く）

を指示し、監督すること。 
(4) 国内準備局の準備活動のた

めの機関レベルでの計画ガイダ

ンスに、この戦略の主要な組織

を組み込む。 
(5) 省内の捜査官やアナリスト、

他の機関、州や地方の機関、国

際機関を対象とした機関別研修

を提供しています。 
(6) 連邦緊急事態管理庁は、米

国における非テロ関連の災害に

備え、その影響を軽減するため

に、行政府内で主要な責任を負

うことになっている。 
(7) 次官を補佐し、次官を支援す

るために、他の長官や省外の機

関と連携して、長官の使命と機

能に合致した州、地方、部族政

府の承認されたリスク分析とリ

スク管理活動を実施すること。 
(8) 連邦緊急事態管理庁の国家

準備局のうち、テロリズムに関

連するものは、本節の下に設置

された国内準備局の部門に統合

されるものとする。 
(9) 獲得確保 
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選択された法令 > 6 U.S.C.§311 
 

州や地方自治体、緊急対応プロ

バイダによる相互運用可能な通

信技術の開発。 
(d) 平成15年度、16年度 

 
§311.定義 

この章では 
(1) 管理者」とは、本庁の管理者を

いう。 
(2) 庁」という用語は、連邦政府緊

急事態管理庁を意味する。 
(3) 大惨事」とは、自然災害、暴

動、またはその他の人為的な災害

で、異常なレベルの犠牲者や損害

、混乱をもたらし、その地域の人

口（大量避難を含む）、インフラ

、環境、経済、国民の士気、また

は政府機能に深刻な影響を与える

ものを意味する。 
(4) クレデンシャル」および「クレ

デンシャル」という用語は、本表

題第 320 
条に基づいて作成された基準と一

致した特定の職位に就くために必

要な訓練、経験、身体的および医

学的適性、および能力の最低共通

レベルを有することを保証するこ

とによって、人員を識別し、認証

を行い、当該人員の資格を検証す

る文書を提供したこと、または提

供したことを意味します。 
(5) 連邦調整官」という用語は、タ

イトル42の第5143項に記載されて

いる連邦調整官を意味する。 
(6) 相互運用可能」という用語は

、第194条(g)項の「相互運用可能

な通信」という用語に与えられた

意味を持つ。 
本タイトルの(1) 

(7) 国家事故対応システム」とは、

効果的、効率的、協力的な対応を

可能にするシステムを意味する。 
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饒舌なインシデントマネジメント。 
(8) 国家対応計画」という用語は

、国家対応計画または本題314(a)(
6)項1号に基づいて作成された後

継計画を意味する。 
(9) 地域管理者」という用語は、

本表題の第317条の下で指摘され

た地域管理者を意味する。 
(10) 地域事務所」とは、本表題の

第317条に基づいて設置された地

域事務所を意味する。 
(11) 資源」という用語は、自然災

害、テロ行為、またはその他の人

災に対応するために利用可能な、

または利用可能な可能性のある設

備、物資、および施設の人的資源

および主要品目を意味する。 
(12) サージ能力」とは、大災害時

に人命を救い、財産を守るために

必要な捜索救助能力、食糧、水、

医薬品、避難所、住居、医療、避

難能力、人員（災害支援要員を含

む）、その他の資源の提供を迅速

かつ実質的に増加させる能力を意

味する。 
(13) 部族政府」という用語は、

本題第101(11)(B)項に記載されて

いる団体の政府を意味する。 
(14) タイプされた」および「タイ

プされた」という用語は、本表題

の第320条に基づいて作成された

基準に従って、それぞれ資源を評

価したこと、または評価したこと

を意味する。 
 
 
 
 
 
 

* 2004年情報改革・テロ防止法（6 U.S.C. 
194(g)(1)）のセクション7303(g)(1)。 



123 
 

§313.連邦緊急事態管理

庁 

選択された法令 > 6 U.S.C. セクション 312、313 
 

§312.定義 

この章では、「原子力事故対応チ

ーム」という用語は、次のものを

含む再ソースを意味する。 
(1) 原子力またはラジオロジカルな

緊急時支援機能（事故対応、捜索

対応、助言、技術操作機能を含む

）、放射線緊急支援センター・訓

練場（REAC/TS）として知られる

医療支援施設における放射線被曝

機能、放射線支援機能、および関

連機能を実施するエネルギー省の

事業体、および 
(2) このような支援機能（放射線緊

急時対応機能を含む）および関連

機能を実行する環境保護庁の事業

体。 
 

(a) 一般的には、連邦緊急事態管

理局があり、管理者が長を務める。 
(b) ミッション 

(1) 第一の使命-
本庁の第一の使命は、自然災害

、テロ行為、その他の人災を含

むあらゆる危険から人命と財産

の損失を減らし、国民を守るこ

とであり、リスクに基づいた、

準備、保護、対応、復旧、緩和

の包括的な緊急事態管理システ

ムを主導し、支援することであ

る。 
(2) 具体的な活動 - 
当局の主要な使命を支援するた

めに、管理者は以下のことを行

わなければならない。 
(A) 国の取り組みをリードす

る 
備えあれば憂いなし 

自然災害、テロ行為、その他

の人災（壊滅的な事件を含む

）のリスクに 
対して、対処し、回復し、軽

減することを目的としていま

す。 
(B) 州、地方、部族政府、緊

急事態対応機関、他の連邦政

府機関、民間部門、非政府組

織と協力して、自然災害、テ

ロ行為、その他の人災（壊滅

的な事件を含む）に対応する

ために、国の資源を効果的か

つ効率的に活用できる緊急事

態管理の国家システムを構築

する。 
(C) 必要かつ適切な場合には

、自然災害、テロ行為、その

他の人災において、人命救助

、財産の保護・保全、公衆衛

生・安全の確保に不可欠な支

援を効果的かつ迅速に行うこ

とができる連邦政府の対応能

力を開発する。 
(D) 自然災害、テロ行為、ま

たはその他の人災に効果的に

立ち向かうために、緊急事態

への備え、保護、対応、復旧

、減災の責任を統合する。 
(E) 州、地方、部族の政府、

緊急対応機関、およびその他

の適切な機関と協力して、地

域の優先事項を特定し、対処

するための強力な地域事務所

を開発し、維持する。 
(F) 長官の指揮の下、海上保

安庁長官、税関長、港湾局長

との調整を行う。 
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選択された法令 > 6 U.S.C. 

セクション 313 
 

課内のリソースの実質的な範

囲を最大限に活用するために

、ダー保護、移民および税関

執行のディレクター、国家作

戦センター、および他の機関

やオフィス。 
(G) 自然災害、テロ行為、ま

たはその他の人災に対応する

ために必要な、部族、地方、

州、地域、国の能力（通信能

力を含む）を構築するための

資金、訓練、演習、技術支援

、計画、およびその他の支援

を提供すること。 
(H) 自然災害、暴動、その他

の人災に対応するために必要

な共通の能力を構築する一方

で、我が国に最大のリスクを

もたらす特定の種類の災害に

対応するために必要な独自の

能力を構築する、リスクベー

スのオールハザード戦略の策

定と実施の調整を行う。 
(c) 管理者 

(1) 一般的に-
管理者は、上院の助言と同意を

得て、大統領が任命するものと

する。 
(2) 資格-
管理者は、以下の資格を有する

者の中から任命される。 
(A) 緊急事態管理および国土

安全保障に関する実証された

能力と知識を有すること。 
(B) 官公庁または民間企業で5
年以上のリーダーシップとマ

ネジメントの経験があること。 

(3) 報告 - 
管理者は、部局の他の職員を通

じて報告する必要はなく、長官

に報告するものとする。 
(4) 緊急時管理の主な指導者 

(A) 一般的に - 
管理者は、米国の緊急事態管

理に関連するすべての事項に

ついて、大統領、国土安全保

障会議、および長官の主な顧

問である。 
(B) アドバイスと推奨事項 

(i) 一般的に、管理者は、大

統領、国土安全保障会議、

または長官に、緊急事態へ

の備え、保護、対応、復旧

、緩和の選択肢の範囲を、

管理者が適切と考える場合

には、大統領、国土安全保

障会議、または長官に通知

しなければならない。 
(ii) 要請に対する助言-
長官は、大統領、国土安全

保障会議、または長官から

助言を求められた場合、緊

急事態管理の主な助言者と

して、特定の事項について

大統領、国土安全保障会議

、または長官に助言を提供

するものとする。 
(iii) 議会への勧告-
長官に通知した後、管理者

は、緊急事態管理に関する

勧告を議会に行うことがで

きる。 
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選択された法令 > 6 U.S.C. セクション313、314 
 

管理者は承認を検討する。 
(5) 内閣の状況 

(A) 一般的に-
大統領は、自然災害、テロ行

為、その他の人災が発生した

場合、行政官を内閣の一員と

して指定することができる。 
(B) 権限の保持 - 
本項のいかなる規定も、本章

の下での長官の権限に影響を

与えるものと解釈されるもの

ではない。 
 

§314.権限と責任 

(a) 一般的に-
長官は、自然災害、災害行為、ま

たはその他の人災に備え、保護し

、対応し、復旧し、または軽減す

るために必要な連邦政府の指導力

を提供するものとする。 
(1) テロ攻撃、大規模災害、その

他の緊急事態への緊急対応の効

果を確保するための支援を行っ

ています。 
(2) 原子力事故対応チーム（本章

の規定に基づいて部局の組織単

位として活動しているかどうか

は問わない）に関 
しては、以下のことを確認しな

ければならない。 
(A) 基準を設定し、その基準

を満たしていることを証明す

る。 
(B) 合同・その他の事業活動、

研修、業績評価の実施 
(C) エネルギー省と環境保護庁

に資金を提供し、国土安全保

障の計画、演習、訓練、およ

び装備のために、必要に応じ

て、資金を提供する。 

(3) テロ攻撃や大規模災害への

連邦政府の対応を提供している。 
(A) そのような対応を管理して

います。 
(B) 国内緊急事態支援チーム

および（本章の規定により部

局の組織単位として運営され

ている場合は）原子力事故対

応チームを指揮しています。 
(C) 首都圏医療対応システム

を統括する。 
(D) テロ攻撃や大規模災害が

発生した場合には、シュトラ

テジ国家備蓄品の配備を再要

請することを含め、他の連邦

政府の対応資源の調整を行う。 
(4) テロや大規模災害からの復興

を支援する。 
(5) このような攻撃や災害に対応

するために、連邦、州、地方自

治体の職員、機関、当局との包

括的な国家的なインシデント管

理システムを構築すること。 
(6) 既存の連邦政府の緊急対応

計画を単一の調整された国家対

応計画に統合する。 
(7) 連邦政府、州政府、地方自

治体、部族政府、および緊急対

応プロバイダが、操作可能で相

互運用可能な通信機能を確実に

獲得できるように支援していま

す。 
(8) ロバート・T・スタッフォー

ド災害救援・緊急支援法（42）
の下での機能の実行における大

統領の支援。 
U.S.C. 5121 et seq. (合衆国法律集 
5121 et 
seq.)に基づき、同法の下で管理

者に与えられたすべての機能と

権限を実行すること。 
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(9) 人命や財産の損失を減らし、

国民を守るために、本庁の使命を

遂行します。 
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選択された法令 > 6 U.S.C. 

セクション314 
 

リスクに基づいた包括的な緊急

事態管理システムにおいて、国

をリードし、支援することで、

あらゆる危険を未然に防ぐこと

ができます。 
(A) 緩和とは、危険とその影

響から人や財産に対する長期

的なリスクを軽減したり、軽

減したりするための対策を講

じることである。 
(B) あらゆる危険に対して効

果的に準備し、軽減し、対応

し、回復するための緊急事態

管理の専門家を計画、訓練、

構築することによって、準備

をすることができます。 
(C) 緊急時の対応、緊急時の装

備、人員、物資の配置、潜在

的な犠牲者の避難、食糧、水

、避難所、医療を必要とする

人々への提供、および重要な

公共サービスの復旧を通じて

、人命と財産を救うための緊

急時の活動を行うこと、およ

び 
(D) 復興とは、個人、企業、

政府が自立して機能し、通常

の生活に戻り、将来の危険か

ら身を守ることができるよう

に、地域社会を再構築するこ

とである。 
(10) 準備、保護、対応、復旧、

緩和に関する取り組みを連携さ

せることで、効率性を高める。 
(11) 自然災害、テロ行為、また

はその他の人災に対応する際に

、緊急対応のプロバイダーが効

果的に機能するように支援する

ことを目的としています。 
(12) 庁の補助金プログラムを監

督する。 
(13) 国家再スポンサード計画の管

理と実施の確保（調整を含む）。 
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と、国家対応計画の下での各

緊急支援機能の準備態勢を確

保します。 
(14) 本タイトルの第318条に基

づき設置された国家諮問委員

会との調整を行う。 
(15) 連邦政府の計画とプログ

ラムを作成し、実施すること。 
(A) 事業の継続性。 
(B) 政権の継続性 
(C) 計画の継続性。 

(16) 州、地方、部族政府およ

び民間部門に適用される重複

する計画および報告要件を、

実現可能な範囲で最小化する。 
(17) ナショナル・リスポンス

・コーディネーション・セン

ターまたはその後継機関を維

持し、庁内で運営すること。 
(18) 国家の緊急事態管理シス

テムを開発し、カタストロフ

ィック事件に備え、保護し、

対応し、回復し、そして軽減

することができるようにする。 
(19) 国家準備目標及び国家準

備制度の下での機能を遂行す

るために大統領を補佐し、国

家準備制度の下での長官のす

べての機能及び任務を遂行す

る。 
(20) 本表題の第315項の下で譲

渡された連邦緊急事態管理庁

および省の準備局のすべての

権限を実行すること。 
(21) そうでなければ、本題の

第313条(b)に記載されているよ

うに、本庁の不正行為を実行す

ること。 
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§316.連邦緊急事態管理局の保存 

選択された法令 > 6 U.S.C. セクション314、314a、315、316 
 

(b) オールハザードアプローチ-
本項の下での責任を遂行するため

に、管理者は、自然災害、テロ行

為、その他の人災に備え、保護し

、対応し、復旧し、または軽減す

るために必要な共通の能力を構築

する一方で、国家に最大のリスク

をもたらす特定の種類の事件のリ

スクに備え、保護し、対応し、復

旧し、または軽減するために必要

な独自の能力を構築する、リスク

ベースのオールハザード戦略の実

施を共同で決定しなければならな

い。 

§314a.FEMAプログラム 

連邦法の他の規定にかかわらず、2
007年4月1日現在、連邦緊急事態管

理庁長官は、放射線緊急事態への

備えプログラムおよび化学品備蓄

緊急事態への備えプログラムの責

任を負うものとする。 
 

§315.移管された機能 

(a) 一般-
(b)に規定する場合を除き、本庁へ

の移管は、次のとおりとする。 
(1) 2006年6月1日に設立された

連邦緊急事態管理庁のすべての

機能（緊急警報システム、業務

の継続性、政府の計画とプログ

ラムの継続性に関する既存の責

任を含む）は、そのすべての人

、資産、構成要素、権限、助成

金プログラム、および負債を含

み、これに関連する連邦緊急事

態管理担当次官の機能を含む。 
(2) 平成18年6月1日に設置された

災害対策本部は、平成18年6月1
日に設置されました。 

その機能、人名、資産、構成要

素、権限、助成金プログラム、

および負債のすべてを含み、こ

れに関連する準備担当次官の機

能を含む。 
(b) 例外-
準備局内の以下の項目は、移行し

てはならない。 
(1) インフラ整備局。 
(2) 全国通信制です。 
(3) 国家サイバーセキュリティ

課。 
(4) 医局長室。 
(5) 第一項から第四項までに記載

された各構成要素の機能、人員

、資産、構成要素、権限及び信

頼関係 
 

(a) 別個の実体 - 
本庁は、省内の別個の実体として

維持されなければならない。 
(b) 再編-
本題の第452条は、本庁の機能また

は組織単位を含め、本庁には適用

されないものとする。 
(c) ミッションの変更禁止 

(1) 一般的に-長官は、2006 年 10 
月 4 
日以降に制定された法律に具体

的に規定されている場合を除き

、省庁の権限、責任、機能、ま

たは省庁がこれらのミッション

、権限、責任を果たすための能

力を大幅にまたは大幅に変更す

ることはできない。 
(2) 特定   。 



130 
 

選択された法令 > 6 U.S.C.§316、317 
 

本庁は、本庁の任務遂行能力を

低下させない詳細または任務を

除き、本庁の他の組織、部隊、

または事業体の主要かつ継続的

な使用に流用することができる。 
(d) 資金の再プログラミングおよ

び移転 
資金の再プログラミングまたは移

転において、次官は、2007 
会計年度またはそれ以降の会計年

度の省庁のための予算編成を行う

法律の中で、資金の再プログラミ

ングまたは移転に関連して適用さ

れる規定を遵守しなければならな

い。 
 

§317.地域事務所 

(a) 一般的に-
ここでは、管理者によって識別さ

れるように、エージェント-
サイト10地域のオフィスがありま

す。 
(b) 地域事業所の管理 

(1) 地域管理者-
各地域事務所は、地域内の州、

地方、部族政府の職員と協議の

上、管理者が任命する地域管理

者が長を務めるものとする。各

地域管理者は、管理者に直接報

告し、上級管理職に就くものと

する。 
(2) 参加資格 

(A) 一般的に、各地域管理者

は、緊急事態管理および国土

安全保障に関する能力と知識

を実証した人物の中から任命

されるものとする。 
(B) 考慮事項-
地域事務所の地域管理者を選

択する場合、管理者は、地理

的・地理的地域と人口統計学

的特性を持つ個人の親しみや

すさを考慮しなければならな

い。 
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該地域事務所がサービスを提供

しています。 
(c) 責任の所在 

(1) 一般的に-
広域行政長官は、本項に基づく

広域行政長官の責務を遂行する

ために、地域事務所が管轄する

地域の州、地方、部族政府、緊

急事態管理者、緊急事態対応者

、医療提供者、民間部門、非政

府組織、複数の管轄区域にまた

がる政府協議会、地域計画委員

会および組織と連携して活動す

るものとする。 
(2) 部長の責任 - 
地域管理者の責任 - 
地域管理者の責任は、以下の通

りです。 
(A) 自然災害、テロ行為、そ

の他の人災に対する地域の事

前警戒、保護、対応、復旧、

緩和活動およびプログラム（

計画、訓練、演習、専門家の

育成を含む）を効果的、調整

、統合的に実施することを確

保する。 
(B) 国家的な大災害対応シス

テムに必要な地域能力の開発

を支援する。 
(C) 効果的な地域の運用能力

と相互運用可能な緊急通信能

力の確立を調整する。 
(D) 第(f)項に基づく地域内で

、自然災害、テロ行為、その

他の人災に対する連邦政府の

初動対応の中心的な役割を果

たすために、1つ以上のスト

ライクチームを配置し、監督

し、その他の方法で連邦政府

の再構築を行う。 
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その地域内での自然災害、テ

ロ行為、その他の人災に対応

するための能力を提供する。 
(E) 国家対応計画を支援する

ための戦略的および運用上の

地域計画の策定を担当する個

人の再責任者を指定する。 
(F) 相互扶助その他の協力協

定の発展を促進すること。 
(G) 特別なニーズを持つ人々

に対応するために、地域の能

力の重要なギャップを特定す

る。 
(H) 地域対応調整センターま

たはその後継機関を維持・運

営すること。 
(I) 自然災害、テロ行為、その

他の人災に対する民間の安全

対策を確保するために、民間

部門との調整を行う。 
(J) 必要に応じて、州、地方、

部族政府を支援し、複数の管

轄区域にまたがるインシデン

ト・コマンド・システムの必

要性が生じた場合には、その

ようなシステムを迅速に構築

し、そこから運用することが

できる適切な場所を事前に特

定し、評価すること。 
(K) その他、管理者が必要と

する責任に関連する業務を行

う。 
(3) トレーニングと運動の必要

性 
(A) 訓練 - 
管財人は、各地域管理者に地

域管理者の資格を満たすため

に定期的に特定の訓練を受け

ることを 
義務付けるものとする。この

ような訓練は、必要に応じて

、国家事故管理に関する訓練を含

むものとする。 
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制度、国家対応計画、そ

の他管理者が決定した事

項。 
(B) 演習第３条 
管理者は、各地域担当官

に対し、地域および国の

演習への積極的な参加を

義務付けるものとする。 
(d) エリアオフィス 

(1) 一般に，太平洋地域事務

所とカリブ海地域事務所が

あり，適切な地域事務所の

構成員となっている。 
(2) アラスカ州 - 
管理者は、アラスカ州に、

適切な地域事務所の構成要

素として地域事務所を設置

するものとする。 
(e) 地域諮問会議 

(1) 設置-
各地域管理者は、地域諮問

委員会を設置しなければな

らない。 
(2) 指名 - 
地域事務所が管轄する地域

内にある州、地方自治体、

部族政府は、その地域の地

域行政審議会の委員を務め

るために、法務長官や緊急

事態管理者を含む職員を指

名することができる。 
(3) 責任-
各地域諮問委員会は、以下

のような責任を負うものと

します。 
(A) その地域に特有の緊急

事態管理の問題について

、地域管理者に助言を与

える。 
(B) 地域内の州、地方自治

体、または部族政府に特有の

地理的、地形的、その他の特

徴を特定し、準備、保護、対

応、 
防災、緩和をより適切に、ま

たはより困難にする可能性が

ある。 
(C) 地域管理者に助言を与える 
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地域アドヴィゾリー協議会が

認識している地域内の州、地

方、部族政府の準備、対策、

対応、復旧、緩和の弱点や不

足があれば、報告者に報告し

なければならない。 
(f) 地域事務所のストライキチーム 

(1) 一般的に-
各地域管理者は、他の関連する

連邦政府機関と調整しながら、

タイトル42の第5144条の下で認

可された複数機関のストライキ

チームを監督するものとし、以

下から成るものとする。 
(A) 指定された連邦共同体 
寧ろ役員。 
(B) インシデント管理の訓練

を受けた人員。 
(C) 広報、対応・復旧、通信

支援員など。 
(D) ぼうえいちょうせい 
士官。 
(E) 他の連邦機関とのリエゾ

ン。 
(F) その他、管理者または地

域担当者が適切と判断した人

員。 
(G) 国家緊急対策計画の各緊

急支援機能に主な責任を持つ

機関からの個人が参加する。 
(2) その他の任務-
他の独立機関から地域事務所の

ストライキチームに割り当てら

れた個人がストライキチームの

メンバーとして機能していない

場合の任務は、その個人を雇用

している機関の緊急事態への備

えの活動と一致しているものと

する。 
(3) メンバーの所在地-The 

各地域事務所のストライキチー

ムのメンバーは、部局以外の機

関からの代表者を含め、そのス

トライキチームに対応する地域

内を中心に活動しなければなら

ない。 
(4) 調整-
各地域事務所のストライクチー

ムは、自然災害、テロ行為、ま

たはその他の人災が発生した場

合、ストライクチームが支援す

べき国、地方自治体、部族政府

、民間企業、非政府組織との間

で、ストライクチームの訓練と

演習を調整するものとする。 
(5) 備え - 
各地域事務所のストライキチー

ムは、定期的にユニットとして

訓練を受け、自然災害、テロ行

為、その他の人為的な災害 
（災害時を含む）に対応できる

よう、十分な備えと人員を備え

ていなければならない。 
(6) 権限 - 
管理者は、本項の下でストライ

キチームの個人の準備と配備に

法的権限が不十分であると判断

した場合、 
管理者が必要と判断した追加の

法的権限について議会に報告し

なければならない。 
 

§318.全国諮問委員会         

(a) 設置-
2006年10月4日から60日以内に、長

官は、自然災害、テロ行為、その

他の人災に対する連邦政府の準備

、保護、対応、復旧、緩和を効果

的かつ継続的に調整するため、本

題第451条(a)項に基づく諮問機関

を設置するものとし、これを国家
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諮問委員会と呼ぶ。 
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(b) 責任の所在 
(1) 一般的には、国家諮問委員会

は、緊急事態管理のあらゆる側

面について警視総監に助言を与

えるものとする。国家諮問委員

会は、国家準備目標、国家準備

システム、国家事 
故管理システム、国家対応計画

、およびその他の関連計画や戦

略の策定・改訂に、州、地方、

部族の政府および民間部門の意

見を取り入れるものとする。 
(2) 補助金に関する協議 - 
州、地方、部族の政府および緊

急対応機関からの意見を確実に

取り入れ、調整するために、管

理者は、プログラムガイダンス

の作成、リスク評価手法の開発

および評価に関して、必要に応

じて、国務省が管理する補助金

プログラムの管理および評価に

ついて、定期的に国の諮問委員

会と協議し、協力するものとす

る。 
(c) メンバーシップ 

(1) 一般的に - 
国家諮問委員会のメンバーは、

管理者によって任命されるもの

とし、現実的な範囲で、地理的

（都市部および農村部を含む）

および実質的な横断的な、州、

地方、部族政府、民間部門、お

よび適切な場合を含む非政府組

織の役人、緊急事態管理者、お

よび緊急時対応提供者を代表す

るものとする。 
(A) 消防、警察、消防、危険

物などの緊急事態管理分野お

よび緊急対応機関から選出さ

れたメンバー。 

集団対応、救急医療サービス

、緊急時の管理者、またはそ

のような個人を代表する組織。 
(B) 健康科学者、救急・入院

医療提供者、公衆衛生の専門

家。 
(C) 連邦政府、州政府、地方

自治体、部族政府、民間セク

ターの専門家が、自主的なコ

ンセンサス・コードや規格開

発コミュニティの代表者を含

む、規格設定・認定機関を代

表して、特に緊急事態への備

えと対応の分野での専門知識

を有する者を対象としていま

す。 
(D) 準備、保護、復旧、復興

、緩和の専門知識を持つ州、

地方、部族の政府関係者（法

務長官を含む）。 
(E) 選出された州、地方、部

族政府の幹部。 
(F) 公共および民間セクター

のインフラ保護、サイバーセ

キュリティ、通信の専門家。 
(G) 障害者やその他の特別な

ニーズを持つ人々の代表者 
(H) 管理者が適切であると判

断したその他の個人。 
(2) 保健   福祉省および    
運輸省との調整- 
保健医療または救急医療サービ

スの専門家である国家諮問委員

会のメンバーを選ぶ際、管 
理者は保健福祉省長官および

運輸省長官と協力しなければ

ならない。 
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(3) 職権上のメンバー-
アドミニストレータは、国家諮

問会議の職権上のメンバーとし

て、1人以上の連邦政府職員を指

名するものとする。 
(4) 役員の任期 

(A) 一般-
(B)号に規定されている場合を

除き、国家諮問委員会の各委

員の任期は3年とする。 
(B) 初任者-
ナショナル・アドバイザリー

・カウンシルに初任者として

任命されたメンバー 
(i) 3分の1は1年の任期で任命

される。 
(ii) 3分の1の任期は2年とする。 

(d) 連邦諮問委員会法の適用性 
(1) 一般的には、本タイトルの

第451条(a)項および第(2)項の小

節にかかわらず、連邦諮問委

員会法(5 U.S.C. 
App.)、および同法の第10項の(
a)、(b)、(d)項、ならびにタイ

トル5の第552b(c)項を含む連邦

諮問委員会法が国家諮問委員

会に適用されるものとする。 
(2) 終了-連邦諮問委員会法（5 
U.S.C.App）の第14条(a)(2)項は

、国家諮問委員会には適用さ

れないものとする。 
 

§319.ナショナル・インテグレーシ

ョン・センター      

(a) 一般的には、本庁に国立統合

センターが設置されています。 
(b) 責任の所在 

(1) 一般的には、行政官は、国

家統合センターを通じ、他の連

邦省庁および国家諮問委員会と

協議している。 
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国家事故管理システム、国家対

応計画、およびその後継システ

ムまたは計画の継続的な管理と

維持を確保するものとする。 
(2) 具体的な責任-
ナショナル・インテグレーショ

ン・センターは、ナショナル・

インシデント・マネジメ 
ント・システムおよび国内対応

計画を定期的に見直し、必要に

応じて、以下を含む改訂を行う

ものとする。 
(A) ボランティアと寄付金を

より良く利用するためのプロ

セスを、国家・社会奉仕法人

の理事と協議の上、確立する。 
(B) 連邦、州、地方、部族の

資源の利用を改善し、緊急時

の現場での緊急対応プロバイ

ダーの効果的な利用を確保す

ること。 
(C) 大災害発生時の附属書を

改訂し、国家対応計画への「

大災害発生時の補足文書」を

最終化して公表し、両方とも

大災害発生時の対応要件に効

果的に対応できるようにする

ことを確実にする。 
(c) インシデント管理 

(1) 一般的には 
(A) 国家対応計画-
長官は、長官を通じ、自然災

害、テロ行為、またはその他

の人災 
害に対する連邦政府の対応を

主導し、調整するための明確

な協力体制を確保するものと

する。 
(B) 管理者 - 
国家対応計画で指定された指

揮系統を指す。 

(i) と一致したアド・ミニス

トレータの役割を提供する。 
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本タイトルの第313条(c)(4)
項に基づく大統領、国土安

全保障省、長官に対する主

要な緊急事態管理アドバイ

ザーとしての長官の役割、

自然災害、テロ行為、およ

びその他の人災に関連した2
006年カトリーナ後緊急事態

管理改革法および同法によ

る改正に基づく長官の責任

、および 
(ii) 連邦調整官の役割を規

定し、タイトル42の第5143
条(b)項の下での責務と一致

している。 
(2) 主任連邦職員- 
主任連邦職員（またはその後

継者）は、以下のことをして

はならない。 
(A) インシデントで確立され

たインシデント指揮系統を指

示するか、または置き換える。 
(B) 連邦法執行機関の上級職

員、連邦調整官、または他の

連邦および州の職員に対する

指示権限を持つ。 
 

§320.資格取得とタイピング           

(a) 一般的に - 
行政機関は、緊急事態管理支援コ

ンパクトの管理者、州、地方自治

体、部族政府、および緊急対応プ

ロバイ 
ダーを代表する組織と覚書を締結

し、インシデント管理要員、緊急

対応プロバイダー、およびその他

の要員 
（一時的なものを含む）の信任状

とタイピングを含む展開能力の基

準を開発するために協力するもの

とする。 

自然災害、テロ行為、その他の人

災に対応するために必要とされる

であろう人員）と資源。 
(b) 分布 

(1) 原則として、平成19年8月3
日から1年以内に、第(a)項の規

定に基づき作成した基準（詳細

な指針を含む）を提供しなけれ

ばならない。 
(A) 国家対応計画の下で責任

を負う各連邦機関は、事故管

理要員、緊急対応要員、その

他の要員（臨時要員を含む）

、および自然災害、テロ行為

、またはその他の人災に対応

するために必要とされる可能

性の高い再供給者の資格認定

およびタイプ分けで、その機

関を支援する。 
(B) 州、地方、部族の政府は

、州、地方、部族の事件管理

要員、緊急時対応要員、その

他の要員（臨時要員を含む）

、自然災害、テロ行為、また

はその他の人災に対応するた

めに必要とされる可能性の高

い資源の信任状とタイプ分け

を行うことで、これらの政府

を支援する。 
(2) 支援-
管理者は、自然災害、テロ行為

、またはその他の人災に対応す

るために必要とされる可能性の

高い人材（一時的な人員を含む

）、およびリソースの信任状の

作成およびタイプ付けを行う連

邦、州、地方、および部族政府

機関を支援するための専門知識

および技術支援を提供するもの

とする。 
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§321.国土基盤シミュレーション

分析センター 

選択された法令 > 6 U.S.C.§320, 321 
 

(c) 隊員の資格認定およびタイプ分

け-
第(b)項に規定された基準を受けて

から6ヶ月以内に、国内対応計画の

下で責任を負う各連邦機関は、自

然災害、テロ行為、またはその他

の人災に対応するために必要とさ

れる可能性の高いインシデント管

理要員、緊急時対応要員、および

その他の要員（一時的な隊員を含

む）およびリソースが、本項に従

って資格認定およびタイプ分けさ

れていることを確実にするものと

する。 
(d) 健康管理基準に関するコンサル

テーション 
本項に基づく健康管理専門職の資

格認定基準の策定において、行政

官は保健福祉長官と協議す 
るものとする。 

 

(a) 定義-
本節では、「国家インフラストラ

クチャ・シミュレーション・分析

センター」とは、タイトル42の519
5c(d)項に基づき設置された国家イ

ンフラストラクチャ・シミュレー

ション・分析センターを意味する。 
(b) 権限 

(1) 一般的には、インフラに関す

る活動を支援することにより、

重要インフラの保護とコンティ

ニュイティに対処するための国

家的な専門知識の源としての役

割を果たす「国家インフラシミ

ュレーション・分析センター」

を部内に設置する。 
(A) テロ対策、脅威の評価、

リスクの軽減 
(B) 自然災害、テロ行為、また

はその他の人災。 
(2) インフラストラクチャ

のモデリング 
(A) 特別支援-
第１項の支援 
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(1) 重要なインフラストラクチャ

を構成するシステムおよび資産

のモデリング、シミュレーショ 
ン、および分析を含むものとし

、準備、保護、再対応、復旧、

および緩和活動を強化するもの

とする。 
(B) 他の機関との関係-
国土安全保障大統領指令 7 
の下で重要なインフラストラク

チャーの責任を負う連邦政府機

関および省庁、またはその後継

機関は、省庁を通じて、当該機

関または省庁の要素と国家イン

フラストラクチャ・シミュレー

ション・アンド・アナリシス・

センターとの間で、情報共有に

関する合意を含む正式な関係を

確立するものとする。 
(C) 目的 

(i) 一般的に、(B)項の関係の目

的は、(B)項に記載された各連

邦政府機関および部門が、報

告および予測される自然災害

、テロ行為、その他の人災 
害にリアルタイムで対応する

ために、国家インフラストラ

クチャ・シミュレーション・

アンド・アナリシス・センタ

ーの能力（特に脆弱性と結果

の分析）を、その業務負荷能

力と事前の関係に応じてフル

に活用できるようにすること

である。 
(ii) 本款の下で提供されるモデ

ル化、シミュレーション、分

析は、重要なインフラストラ

クチャを再構築する連邦政府

機関および省庁を含む、関連

する連邦政府機関および省庁

に提供されるものとする。 
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§321a.避難計画と演習 

選択された法令 > 6 U.S.C.§321a 
 

国土安全保障省大統領指令7
の下での責任、またはその

ような指令の後継者。 
 

(a) 一般的に、法律の他の規定にか

かわらず、第(d)項を条件として、

国土安全保障省が州の国土安全保

障補助金プログラムまたは都市地

域安全保障イニシアチブを通じて

州または地方政府または部族政府

に交付した補助金は、以下の目的

に使用することができる。 
(1) サブセクションの下で、大

量避難計画の策定と維持のため

のプログラムを確立する。 
(b) 自然災害、テロ行為、その他

の人災が発生した場合には 
(2) 避難経路の開発、必要な補助

材や避難所の購入と備蓄を含む

、そのような計画の実行のため

の準備をすること。 
(3) そのような計画の演習を行う。 

(b) 計画の策定-
第(a)項の下で認可された集団避難

計画を策定する際には、各州、地

方自治体、部族政府は、可能な限

り、以下のことを行わなければな

らない。 
(1) インシデントコマンドと意思

決定プロセスを確立する。 
(2) 避難経路を含む州、地方、部

族政府の計画が調整され、統合

されていることを確認する。 
(3) 主要な避難経路と代替避難経

路を特定し、双方向交通の一方

通行への転換など、そのような

経路に沿った避難能力を高める

ための方法を明らかにする。 
(4) 避難のための輸送手段と能

力を
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特定し、大量輸送と公共輸送

の能力の利用を含め、病院や

老人ホーム、その他の施設生

活施設にいる人々を含め、す

べての人々のための避難計画

を調整し、統合する。 
(5) 避難前および避難中に、個

人を含めた避難計画を一般の

人々に知らせるための手順を

策定する。 
(A) 高齢者を含む、障害者や

その他の言語的なニーズの

ある方。 
(B) 英語力に制限のある方

、または 
(C) そのような情報を入手

することが困難である可能

性のある人。 
(6) 避難所の場所と能力を特定

する。 
(c) 援助 

(1) 一般的に、管理者は、この

条項を管理し、州、地方、お

よび部族地域のための効果的

な集団避難計画を確保するた

めに、適切と判断されるガイ

ドライン、基準、または要件

を設定することができる。 
(2) 要請された支援-
広告担当大臣は、特別なニー

ズを持つ個人を収容する病院

、老人ホーム、およびその他

の施設が、本項の下でその州

、地方、または部族政府が作

成した計画と調整され、統合

された集団避難計画を策定、

維持、実施するのを支援する

ために、州、地方、または部

族政府の要請があれば、支援

を利用できるようにしなけれ

ばならない。 

(d) 多目的資金-
本セクションのいかなる部分も、

州、地方、または部族の統治を事

前に制限するものと解釈されては

ならない。 
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選択された法令 > 6 U.S.C.§321b 
 

テロ行為とは無関係の自然災害や

人災への備えを強化するために、

政府がテロへの備えの能力を構築

するために補助金を使用する場合

は、補助金を使用することを禁止

しなければならない。 
 

§321b.障害者コーディネーター 

(a) 一般的には、障害のある個人

を代表する組織、全国障害者協議

会、および行政命令第 13347 
号に基づいて設置された「予 
防と障害者に関する省庁間調整評

議会」と協議した後、行政長官は

、障害調整官を任命する。障害者

コーディネーターは、緊急事態へ

の備えと災害救援において、障害

を持つ個人のニーズが適切に 
取り扱われていることを確認する

ために、管理者に直接報告しなけ

ればならない。 
(b) 責任 - 
障害者コーディネーターは、以下

の責任を負うものとする。 
(1) 自然災害、テロ行為、または

その他の人災が発生した場合の

緊急計画の要件および救援活動

における障害者に関する事項に

ついて、指導および調整を行う

こと。 
(2) 自然災害発生時の緊急計画策

定要件および救援活動における

障害者のニーズについて、同庁

、全国障害者協議会、行政命令

第 13347 
号に基づき設置された準備およ

び障害者に関する省庁間共同指

導評議会、連邦政府の他の機関

、および州、地方、部族政府当

局の職員と交流し、行動する。 

テロリズムやその他の人工的な

災害の 
(3) 自然災害、暴動、その他の

人災が発生した場合の緊急時の

計画策定や救援活動における障

害者のニーズについて、障害者

の利益と権利を代表する団体に

相談すること。 
(4) 障害のある個人のためのベ

ストプラクティスとモデル避難

計画の調整と普及を確実にする。 
(5) 障害者のニーズに関する緊

急時対応の提供者、州、地方、

部族政府の職員、およびその他

の人々の研修のための研修教材

およびカリキュラムの開発を確

実にすること。 
(6) 緊急時の備え、避難、災害

救助に関する電話ホットライン

やウェブサイトへのアクセスを

促進する。 
(7) 放送事業者、ケーブル事業

者、衛星テレビサービスを含む

ビデオ番組配信者が、聴覚障害

者や身体障害者が緊急情報にア

クセスできるようにするための

活動を行っています。 
(8) 避難時に障害者が利用可能な

交通手段を確保すること。 
(9) 避難後の居住と移転に関す

る障害者の権利と希望が尊重さ

れることを確実にするための指

導と方針の実施を行うこと。 
(10) 障害のある個人のニーズを

満たすことを確実にするために

、以下のような構成要素が含ま

れています。 



145 
 

§321c.省庁の職員 

選択された法令 > 6 U.S.C.§321c、321d、321e 
 

本タイトルの第744条に基づいて

構築された国家準備システム。 
(11) 管理者が指定したその他の

職務。 
 

(a) 副管財人-
大統領は、上院の助言と同意を得

て、本節の遂行において管財人を

補佐する 4 
名以内の副管財人を任命すること

ができる。 
(b) サイバースセキュリティと通

信-
省には、サイバースセキュリティ

と通信担当の次官補がいます。 
(c) 米国消防庁-
米国消防庁の長官は、同庁の秘書

官補に相当する地位を有するもの

とする。 
 

§321d.ナショナル・オペレーション

・センター 

(a) 定義-
このセクションでは、「状況認識

」という用語は、さまざまな情報

源から収集された情報を意味し、

緊急時の管理者や意思決定者に伝

えられれば、インシデント管理の

意思決定の基礎となる。 
(b) 設置 - 
ナショナル・オペレーション・セ

ンターは、省の主要なオペレーシ

ョン・センターであり、また、そ

の役割は以下の通りである。 
(1) 自然災害、テロ行為、また

は部族の行為が発生した場合に、

連邦政府全体、および必要に応

じて州、地方、部族の政府に対

して、状況認識と共通の運用状況

を提供する。 
 

* PKEMRAのセクション644。 
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その他の人災 
(2) テロや災害に関連する重要

な情報が政府の意思決定者に

確実に届くようにする。 
(c) 州および地方自治体の消防サ

ービスの再提供 
(1) 職位の設置-
長官は、米国消防庁長官と協

議の上、連邦政府と州および

地方消防機関との間で効果的

な情報共有を確保するため、

第（b）項の下に設置されたナ

ショナル・オペレーション・

センターに消防職位を設置す

るものとする。 
(2) 職位の指定 - 
長官は、第（1）項に記載さ

れた職位の州または地方の消

防職員を輪番制で指定するも

のとする。 
(3) 管理-
長官は、(1)項に基づいて設立

された役職を、国際業務セン

ターの他の同様のローテ 
ィング・ポジションに適用さ

れる規則、規制、および慣行

に従って管理するものとする。 
 

§321e.最高医療責任者 

(a) 一般的には、上院の助言と同

意を得て大統領が任命し、上院

の同意を得て任命する最高医務

責任者が、本省に置かれている。 
(b) 資格 - 
主任医務官に任命された者は、

医学と公衆衛生に関する能力と

知識を有していること。 
(c) 責任-
最高医療責任者は、自然災害、

テロ行為、その他の医療問題に

ついて、部内で主な責任を負う。 
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§321g.公衆衛生に関する一定の

活動の実施 

選択された法令 > 6 U.S.C. セクション 

321e、321f、321g 
 

人災 
(1) 医療および公衆衛生に関す

る訴訟について、長官および行

政官の主要顧問を務めています。 
(2) このような状況下では、生

物防衛局のバイオディフェンス

活動の調整を行っています。 
(3) 訓練、演習、機器のサポー

トを含む、部内のすべての医療

予防と対応活動の内外の調整を

確保すること。 
(4) 農務省、国防省、保健福祉省

、運輸省、退役軍人局、その他

の連邦省庁との医療・公衆衛生

問題に関する連絡窓口としての

役割を担っています。 
(5) 医療および公衆衛生に関す

る事項に関して、州、地方、部

族政府、医療コミュニティ、お

よび部内外のその他の人々との

連絡窓口として、部局の主要な

役割を果たしています。 
(6) 科学技術次官と連携して、バ

イオシールドプロジェクトに関

連した部局の責任を果たすこと。 
(7) 長官が必要とするその他の職

務を遂行すること。 
 

§321f.原子力事故対応         

(a) 一般的に、国務長官の指示（米

国内での有事、またはその恐れの

あるテロ攻撃、大規模災害、また

はその他の緊急事態に関連して）

において、原子力事故対応チーム

は、以下のように活動する。 

の組織単位である。その間、原子

力事故対応チームは、長官の指示

、権限、管理に従うものとする。 
(b) 構成規則-
本節のいかなる規定も、エネルギ

ー長官と環境保護庁長官の原子力

事故対応チームの組織化、訓練、

装備、装備、利用に関する通常の

責任を制限するものではなく、（

本節の規定に従う）エネルギー長

官と環境保護庁長官が、原子力事

故対応チームの単位として活動し

ていないときに、それらに対する

指示、権限、管理を行使すること

を制限するものと解釈されてはな

らない。 
 

(a) 一般的に、保健福祉省（公衆

衛生局を含む）が実施する化学物

質、生物学的、放射線学的、核、

およびその他の新たなテロリスト

の脅威に対する州、地方、および

病院の事前準備と対応を証明する

ためのすべての公衆衛生関連活動

に関して、保健福祉省長官は、長

官と協力して、優先順位と準備目

標を設定し、そのような活動のた

めの調整戦略をさらに策定するも

のとする。 
(b) 進捗状況の評価-
第(a)項を実施するにあたり、保健

福祉省長官は、第(a)項に記載され

ている優先事項および目標の達成

に向けた進捗状況を評価するため

の具体的 
なベンチマークおよび成果測定値

を開発する際に、長官と協力する

ものとする。 
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§321i.商業的に利用可能な技術、商

品及びサービスの利用 

§321j.戦略的国家備蓄のため

の安全保障対策の調達 

選択された法令 > 合衆国法律集第6編第321h条、第321i条、第321j条 
 

 
長官は、実行可能な最大限の範囲

で、化学、生物、放射線、核、爆

発性の災害やその他の大規模災害

への緊急対応のために、国の公共

部門のネットワークとインフラを

利用するものとする。 
 

それが議会の感覚で... 
(1) 長官は、可能な限り、市販の商

業的に開発された技術を使用して

、省の情報技術システムが、省が

複数の通信チャネルを介して情報

を安全に収集、管理、共有、分析

、普及できるようにするべきであ

る。 
(2) 民間部門との競合を避けるとい

う米国の政策をさらに推進するた

めに、長官は、省が必要とする商

品やサービスを供給するために商

業的な供給源に頼るべきである。 
 

(a) 充当額の認可 
タイトル42の第247d-
6b(c)項に基づくセキュリティ対策

の調達（本項では「セキュリティ

対策プログラム」と呼ぶ）のため

に、2004年から2013年までの会計

年度に5,593,000,000,000ドルを上限

として充当することが認められて

います。前文の下で充当された金

額のうち、以下の金額を超えない。 
3,418,000,000ドルは、期間中に義

務化される可能性があります。 
平成16年度から平成20年度までを

対象としています。 

このうち8億9,000万ドルを超えな

い額が2004年度中に義務化される

可能性がある。本款の下で利用可

能な資金は、タイトル42の第247d-
6b(c)(1)(B)項に基づく安全保障対

策ではない、自然発生する感染症

やその他の公衆衛生上の脅威から

生じる危害を診断、緩和、予防、

または治療するための対策を調達

するために使用されてはならない。 
(b) 特別積立金 
安全保障対策プログラムの目的に

応じて、「特別積立金」とは、「

生物防衛対策」充当金その他の款(
a)に基づく充当金をいう。 
(c) 入手可能性-
第(a)項に基づいて充当された金額

は、不純物対策プログラムの第(6)
項(B)に従って、大統領が調達のた

めに入手可能であることを承認し

た場合にのみ、不純物対策プログ

ラムの下での調達のために利用可

能となる。 
(d) 関連する承認の認可 

(1) 脅威評価の能力-
安全保障対策プログラムの下で

テロ脅威評価に関する長官の責

務を遂行するために、2004年度

から2006年度までの各年度にお

いて、化学物質、生物学的、放

射性物質、核物質の脅威評価（

化学物質、生物学的、放射性物

質、核物質の分析、それらの物

質がどのようにして発生するか

の手段を含むが、これらに限定

されない）を担当するアナリス

トである情報分析室の専門職員

を雇用するために必要な金額を

計上することが認められていま

す。 

§321h.緊急時の対応における国内

私設ネットワークの利用 
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§321k.重要インフラ作業員

のためのモデル基準及びガ

イドライン 

選択された法令 > 6 U.S.C. セクション 

321j、321k、321l 
 

このような分析者は、テロ攻撃

で武器化または使用される可能

性のある諜報員、テロリストお

よびそのような諜報員を保有ま

たは獲得する可能性のあるその

他の非国家活動家の能力、計画

、および意図を把握しなければ

ならない）。)このようなアナリ

ストはすべて、表題 50 の 403-4 
項* 

に基づき中央情報局長官が公布

した情報活動の遂行に適用され

る基準および資格を満たしてい

なければならない。 
(2) 情報共有インフラストラク

チャー-2004 年 7 月 21 日以降 
180 日以内に、本章第 2 章 A 
部の下で情報分析担当次官が権

利を有するすべての機密情報お

よび製品を、長官が受領できる

ようにするのに十分な安全な施

設（情報技術および物理的イン

フラストラクチャーを含む、移

動式、一時的、恒久的を問わず

）の取得および配備を行う目的

で、2004 年から 2006 
年までの各会計年度に必要な金

額を計上することが認められて

いる。 
 

(a) 一般的に-管理者は、2007 年 8 
月 3 日から 12 
ヶ月以内に、適切な国家専門機関

、連邦、州、地方、部族政府機関

、民間および非政府機関と連携し

て、重要な 
クレデンシャルのモデル基準およ

びガイドラインを策定する。 
 

 

* タイトル50のセクション403-
4が廃止され、新しいセクション403-
4が制定されました。 



150 
 

§321l.指導と勧告 

自然災害、テロ行為、またはそ

の他の人災に対応する可能性の

ある重要なインフラストラクチ

ャー労働者を信任するために国

が使用する可能性のあるインフ

ラストラクチャー労働者。 
(b) 配布および支援-
管理者は、第(a)項に基づいて作

成された基準（詳細な文書によ

るガイダンスを含む）を州、地

方、および部族政府に提供し、

自然災害、テロ行為、またはそ

の他の人為的災害に対応する可

能性のある重要なインフラスト

ラクチャ労働者の信任状を取得

する際に、これらの政府を支援

するための専門知識および技術

的支援を提供するものとする。 
 

(a) 一般的に-2007 年 8 月 3 
日の前日の時点で、法に基づく

責任と権限に基づき、管理者お

よびインフラ保護担当次官補は

、民間部門と協議の上、民間部

門の行動を支援または促進する

ための指針または勧告を策定し

、ベストプラクティスを特定す

ることができる。 
(1) 潜在的な危険性を特定し、

リスクと影響を評価する。 
(2) 大量破壊兵器を含む様々な

危険の影響を緩和するために

は、そのような対策が必要で

す。 
(3) 必要な緊急事態への備えと

対応のための資源を管理する。 
(4) 相互扶助協定の開発 
(5) 緊急事態への備えと再対

応計画、および関連する業務

手順を開発し、維持する。 
(6) 支援するための訓練・演習

を開発し、実施する。 
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§321m.自主的な民間部門の準備の

認定及び認証プログラム 

選択された法令 > 合衆国法律集第6編第321l条、第321m条 
 

緊急時の準備と対応の計画と運

用手順を評価する。 
(7) 緊急事態への備えと対応のた

めの計画と運用手順を実施する

ための警備員のための訓練プロ

グラムを開発し、実施すること。 
(8) メディアや一般市民からの

情報要求に再対応するための手

順を開発すること。 
(b) 発行と推進 - 
第(a)項の下で特定されたガイダン

スや推奨事項、またはベストプラ

クティスは、以下の通りとする。 
(1) 行政機関を通じて発行され

たものであること。 
(2) 秘書官が民間に推進 

(c) 小規模企業の懸念-
第(a)項に基づくガイダンスや推奨

事項の作成、またはベストプラク

ティスの特定におい 
て、Administra-tor 
およびインフラ保護担当次官補は

、必要かつ適切であれば、個別の

ガイダンスや推奨事項、またはベ

ストプラクティス 
の必要性を含め、小規模企業の懸

念（タイトル 15 の第 632 
項で与えられた意味での意味）を

考慮するものとする。 
(d) 構成の規則 - 
本節のいかなる部分も、他の法律

の規定に基づかずに確立されたい

かなる要件にも優先して適用され

るものと解釈してはならない。 
 

(a) 設立 
(1) 一般的に、長官は、第二項に

基づき指定された役員を通じ、

自主的な民間企業を設立し、実施

する。 
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このセクションでは、セクタ

ーの準備の認定と認証プログ

ラムが、このセクションとの

調和のとれたダンスであるこ

とを示しています。 
(2) 役員の指名 - 
長官は、本節に基づく認定・

認証プログラムに責任を持つ

役員を指名するものとする。

そのような役員（以下、本節

では「指定役員」と呼ぶ）は

、次のいずれかとする。 
(A) 管理者は、以下の事項

を考慮して 
(i) 米国の緊急事態管理と

準備における管理者の専

門知識、および 
(ii) 米国の緊急事態管理に

関連するすべての事項に

ついて、大統領の主要顧

問としての長官の責任。 
(B) インフラ保護担当次官

補は、次官補の専門性と責

任を考慮して、次官補の専

門性と責任を考慮して、次

官補のインフラ保護担当次

官補を任命する。 
(i) 重要なインフラ構造物

の保護。 
(ii) リスクアセスメントの

方法論 
(iii) 第1項及び第2項に記載

された課題について、民

間部門との交流を図るこ

と。 
(C) 科学技術次官は、標準に

関連する次官の専門性と再

責任を考慮して、科学技術

次官が任命する。 
(3) 調整-

この節に基づく認定及び認証制度

を実施する際，指定された役員は

，次の事項を調整しなければなら

ない。 
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選択された法令 > 6 U.S.C.§321m 
 

(A) 第二項の部の他の役員が

、当該役員の専門知識及び責

務を活用して、当該部の他の

役員を指導すること。 
(B) 民間部門との交流におけ

る特別補佐官の重要性と責任

を考慮し、民間部門担当の長

官特別補佐官 を任命する。 
(b) 民間部門の自主的な事前規制

基準、民間部門の自主的な認定・

認証制度 
(1) 認定および認証プログラム-
2007年8月3日から210日以内に

、指定された役員は、以下を

実施しなければならない。 
(A) 自主的合意基準及び自主

的合意基準の開発・利用を調

整・促進する適切な組織及び

自主的合意基準開発組織を通

じて、必要に応じて自主的な

準備基準の開発・更新の支援

を開始する。 
(B) 自主的合意基準の開発お

よび使用を調整または促進す

る適切な機関の代表者、適切

な自主的合意基準開発組織、

本題第 112 
条(f)項(4)に基づき設立された

各民間セクター諮問会議、緊

急事態管理担当者を含む州お

よび地方自治体の適切な代表

者、およびセクター・コーデ

ィネイティング・カウンシル

や情報共有・分析センターな

どの適切な民間セクターの諮

問グループの代表者と協議の

上、以下を実施すること。 
(i) プログラムの下で自発的

に認証を求めることを選択

した民間事業体の準備の良

さを認証するためのプログ 

ラムを
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開発し、推進する。 
(ii) 指定官が(3)(A)項に基づ

く契約を締結した事業体を

通じて、本項の規定を逸脱

したプログラムを実施し、

その事業体は、本項に基づ

く認証プロセスを実施する

ために第三者を認定しなけ

ればならない。 
(2) プログラム要素 

(A) 一般的には 
(i) プログラム-
本款の下で開発・実施され

るプログラムは、民間部門

の事業体が自主的な準備基

準に準拠しているかどうか

を評価するものとする。 
(ii) ガイドライン-
この節の下でプログラムを

開発する場合，指定された

役員は，この節の下で確立

された 
認定及び認証プロセスのた

めのガイドラインを作成し

なければならない。 
(B) 基準-
指定された役員は，自主的合

意基準の開発及び使用を調整

又は促進する適切な機関の代

表者，適切な自主 
的合意基準開発機関の代表者

，本表題第112条(f)(4)項の下に

設立された各民間部門諮問会

議，緊急事態管理官を含む国

及び地方自治体の適切な代表

者，及び適切な民間部門 
諮問グループと協議の上，指

定された役員が自主的合意基

準の開発及び使用を調整又は

促進する。 
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選択された法令 > 6 U.S.C.§321m 
 

セクター調整カウンシルや情

報共有・分析センターなどの

ような 
(i) これらの基準は、必要か

つ適切な場合には、民間部

門内の様々な部門の固有性

に対応するために調整され 
ることがあり、本款に基づ

く認定および認証プログラ

ムで使用されるものでなけ

ればならない。 
(ii) 第(i)項に基づく一つ以上

の基準を採択した後は、準

備を促進するために必要か

つ適切な場合には、追加の

自主的な準備基準を採択し

たり、認定及び認証プログ

ラムのための自主的な準備

基準を修正したり、使用を

中止したりすることができ

る。 
(C) 推薦書の提出-
(B)号の下で一つ以上の基準を

採択する場合，指定された担

当官は，プログラムでの採択

のために，適切な部門別専門

基準を含む適切な自主的準備

基準に関連して，同号に記載

されている団体から推薦書を

受け取ることができる。 
(D) 小規模企業関連- 
指定役員及び指定役員が第(3)
項(A)に基づく協定を締結した

事業体は，この款に基づくプ

ログラムのために，小規模企

業関連（表題 15 の第 632 
条に与えられた意味の下で）

のための個別の分類及び認証

の方法を定めなければならな

い。 

(E) 考慮事項-
この款の下での規定の策定及

び実施は，指定された役員が

行わなければならない。 
(i) 民間セクターにおける様

々なセクターの独自性を考

慮し、事前準備基準、事業

継続基準、またはベストプ

ラクティスを含め、確立さ

れた 
(I) 連邦法の他の規定に基

づく 
(II) 国土安全保障省の事

前指令第7号に定義されて

いるように、セクター別

の機関によるもの。 
(ii) との間で、必要に応じて

プログラムを調整する。 
(I) 他の部局の民間部門に

関連したプログラム 
(II) 他の連邦政府機関の

災害対策および災害継続

プログラム。 
(3) 認定と認証のプロセス 

(A) 協定 
(i) 一般的には，2007年8月3
日から210日以内に，指定さ

れた役員は，自発的コンセ

ンサス基準の開発及び使用

の調整及び促進， 
並びに自発的コンセンサス

基準の認定及び認証プログ

ラムの管理又は実施の経験

又は専門知識を有する高 
い資格を有する非政府組織

，又は同様の資格を有する

民間部門の組織と，本款に

基づく認定の実施及び認証

プロ 
セスの監督を行うために，1
つ以上の協定を締結しなけ
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ればならない。協定を

締結している事業体は

、本サブセクションの

下で認定を実施し、認

証プロセスを監督する。 



157 
 

選択された法令 > 6 U.S.C.§321m 
 

は、本項に基づく指定され

たファイサー（以下、本項

において「選定された事業

者」という。 
(ii) 内容-
選択された機関は、本款に

基づいて確立されたプログ

ラムと調和して、認証プロ

セスを管理し、 
認証プロセスを監督し、本

款に基づいて確立された認

証プログラムを実施するた

めに資格のある第三機関を

認定する。 
(B) 認定と認証のための

手順と要求事項 
(i) 一般的に - 
選択された機関は、本款の

下で策定されたプログラム

および第(2)項(A)(ii)項の下

で策定されたガイドライン

に従って、本款の下での認

定・認証プロセスのための

手順および要求事項の策定

に協力しなければならない。 
(ii) 内容及び用途-
第(i)項に基づき作成された

手順及び要件は、次のとお

りとする。 
(I) 複数の事業体が存在

する場合には、認定およ

び認証プロセスにおいて

合理的な統一性を確保す

ること。 
(II) このサブセクション

に基づく認証プロセスの

実施および監督において

、選択されたエンティテ

ィが使用することができ

る。 
(iii) 不一致-

選択された間の任意の不一

致 
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第一項の規定に基づく手

続の開発における事業体

の解決は、指定された審

議官が行わなければなら

ない。 
(C) 指名-
選択団体は、本款に基づく

認証プロセスを実施するた

めに、資格を有する第三者

を認定することができます。 
(D) 不利な事業への関与-
本款に基づく認証プロセス

を実施するために、適格な

第三者を認定する場合、選

定された事業体は、実行可

能な範囲で、適切な場合に

は、第三者に適格な小規模

事業者、マイノリティ、女

性 
所有者、または不利な事業

関係者が含まれていること

を確認しなければならない

。不利益を被る企業」とは

、米国連邦規則法典第 13 
編第 124 
条に定義されているように

、社会的・経済的に不利な

立場にある個人が所有・管

理している小企業を意味し

ます。 

(E) 他の認証の扱い-
認証を求める事業体の要請

に応じて、選択された事業

体は、認証を求める事業体

が取得した他の関連する認

証を、必要に応じて考慮す

ることができる。選択され

たエンティティが、そのよ

うな他の認証が本項に基づ

く認証要求事項又は認証要

求事項の側面を満たすのに

十分であると 

判断した場合、選択された

エンティティは、不必要に重

複した認証要求事項を回避す

るために、適宜、認証を求

めるエンティティにクレジ

ットを与えることができる。 
(F) 第三者-
(C)項に基づき、第三者は、(C
)項に記載されているように、

第三者は、(C)項に記載されて

いるように 
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選択された法令 > 6 U.S.C.§321m 
 

(i) 第三者は、(B)号に基づ

いて作成された手順と要件

に沿って、民間企業を認証

する能力を有することを証

明しなければなりません。 
(ii) このような手順と要件

に従って証明書の発行を行

うことに同意します。 
(iii) に直接的または間接的

な支配権を持たないことに

同意します。 
(I) 第三者がこのサブセク

ションの下で認証を行っ

ている民間部門の事業体。 
(II) 民間部門の事業体に

災害対策のコンサルティ

ングサービスを提供する

組織。 
(iv) 第三者がこのサブセク

ションに基づいて認証を実

施する民間部門のエンティ

ティに関して、その他の利

益相反が生じないことに同

意します。 
(v) (B)号の下で作成された

要件と一致した契約限度額

で賠償責任保険を維持する

こと。 
(vi) このサブセクションに

基づいて取得した民間企業

の専有情報を保護するため

に、選択された企業とその

第三者を加担させる契約を

締結しなければならない。 
(G) モニタリング 

(i) 一般的に-
指名された役員および選定

された事業体は、本款の下

で認証を行う第三者の業務

を定期的に監視し、検査し

て、その第三者が以下の事

項を確実に実施していることを

確認するものとする。 
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(B)号の下に定められた

手順と要件、およびそ

の他の適用されるすべ

ての要件を遵守するこ

と。 
(ii) 取消-
指定された役員または

選択されたエンティテ

ィが、第三者が(B)号に

基づいて確立された手

順または要件を満たし

ていないと判断した場

合、選択されたエンテ

ィティは、(B)号に基づ

いて確立された手順ま

たは要件を満たしてい

ないと判断しなければ

なりません。 
(I) 本項に基づく認証

を行う第三者の認定

を取り消すこと。 
(II) 必要に応じて、

かつ適切な場合には

、その第三者が実施

した証明書をレビュ

ーするものとする。 
(4) 年間レビュー 

(A) 一般的に-
指定された役員は、自主

的合意基準の開発及び使

用を調整又は促進する適

切な機関、適切な自主的

合意基準開発組織、緊急

事態管理官を含む国及び

地方自治体の適切な代表

者、及び本題第112条(f)(4)
項の下に設立された各民

間部門諮問委員会の代表

者と協議して、自主的合

意基準の開発及び使用を

調整又は促進する。本款

の規定に基づかずに設立され

た自主的な認定・認証プログ

ラムを毎年見直し、当該プロ

グラムの有効性（選択された

事業体による当該プログラム

の運営・管理、及び選択され

た事業体が(3)項(D)の規定に

基づかずに資格のある不利な

事業体を含めることを含む）

を確認し、改善及び調整を行

わなければならない。 
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選択された法令 > 

合衆国法律集第6編第321m条、第321n条 
 

必要に応じてプログラムを作

成してください。 
(B) 基準のレビュー - 
(A)号のレビューには、本サブ

セクションのプログラムで使

用されている自主的な準備基

準または基準の評価が含まれ

ているものとする。 
(5) 任意参加 - 
本款に基づく認証は、民間部門

の事業体にとって任意のものと

する。 
(6) 公表-
指定された役員は，その民間部

門事業体がそのような公表に同

意した場合，本款に基づ 
くプログラムに準拠していると

認定された民間部門事業体の公

表リストを維持し，公表しなけ

ればな らない。 
(c) 構成の規則 - 
本節のいかなる部分も、次のよう

に解釈されてはならない。 
(1) 準備、緊急時対応、または

事業継続のための基準、要件、

またはベストプラクティスを置

き換えるための要件。 
(A) 連邦法の他の規定に基づ

く 
(B) 特定のセクターに特化し

た機関によるものであり、そ

れらの機関が国土安全保障省

の大統領令第7号の定義に従わ

ない場合、または 
(2) 認証を取得しようとする、

または第(b)項に基づく認証要件

を満たしている民間部門の事業

体は、適用されるすべての法令

、規制、指令、方針、および業

界の実践規範への準拠を免除さ

れる。 
 

§321n.贈答品の受領 

(a) 権限-
長官は、不動産および個人的な財

産の贈与を受け入れて使用するこ

とができ、また、贈与を受け入れ

ることができる。 
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自然災害、テロ行為、またはその

他の人災（大量破壊兵器の使用を

含む）への事前対策、準備、保護

、または対応のための努力に関連

して、国内準備センターの別段の

許可を受けた活動のために、ゲス

ト講師によるものを含む、サービ

スを提供する。 
(b) 禁止事項-
長官は、財産またはサービスの使

用が、以下の事項の完全性または

外観の完全性を約束するものであ

ると長官が判断した場合、本項の

下で贈与を受諾することはできな

いものとする。 
(1) 部局のプログラム。 
(2) 部局のプログ 
ラムに関わる個人を指す。 

(c) 報告書 
(1) 一般的に、長官は、下院の

国土安全保障委員会および上院

の国土安全保障・行政問題委員

会に、次のような情報を開示し

た報告書を提出するものとする。 
(A) 報告書の対象となる年に

本セクションの下で受理され

た贈答品があれば、それはす

べて報告書に記載されていま

す。 
(B) 贈答品がドーム対策セン

ターの使命にどのように貢献

しているか。 
(C) 贈与の承認から生じた連

邦貯金の額。 
(2) 公表-第 1 
項の規定により依頼された報告

書は、すべて公表（※）されな

ければならない。 
 
 
 

 
 

* オリジナルでは"公"にすべきだ 
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選択された法令 > 6 U.S.C.§347 
 

 
(a) 要件 

(1) 4 年ごとの見直しの再要請-
2009 会計年度およびそれ以降 4 
年ごとに、国務長官は国家の国

土安全保障の見直し（本項では

「4 
年ごとの国土安全保障見直し」

と呼ぶ）を実施するものとする。 
(2) この中には、国土安全保障

に関する長期的な戦略と優先事

項に関する提言や、国土安全保

障省のプログラム、資産、能力

、予算、政策、権限に関する指

針も含まれる。 
(3) 協議 - 長官は、本款の下、4 
年に 1 
度の国土安全保障レビューを実

施する際には、以下と協議して

実施するものとする。 
(A) 司法長官、国務長官、国

防長官、保健福祉省長官、国

務長官、農務長官、国家情報

長官を含む他の連邦政府機関

の長。 
(B) 課の主要な職員、および 
(C) 州、地方、部族政府関係

者、議会議員、民間部門の代

表者、学者、その他の政策専

門家を含む、その他の関連す

る政府および非政府組織。 
(4) 将来の国土安全保障の

プロとの関係 

グラム-
長官は、本項の下で実施される

各レビューが、本題第454項で要

求されているFuture Years 
Homeland Security 
Programと調整されていることを

確認するものとする。 
(b) レビューの内容 
四半期ごとに行われる国土安全保

障レビューにおいて、長官は、次

のように述べなければならない。 
(1) 適切な国家戦略や省の戦略、

戦略計画、国土安全保障大統領

指令（国土安全保障国家戦略、

国家対応計画、省の安全保障戦

略計画を含む）に沿って、適切

な国土安全保障戦略を策定し、

更新する。 
(2) 国家の重要な国家安全保障

ミッション分野の全範囲の概要

と優先順位付けを行う。 
(3) (1)項に記載された国家安全

保障戦略及び(2)項に記載された

国家安全保障ミッション分野で

求められている全範囲の任務を

成功裏に遂行するために必要な

、国家安全保障戦略に関連した

国家安全保障プログラム及び国

家の政策のその他の要素につい

て、省庁間の協力、連邦政府の

対応資産、インフラストラクチ

ャー、芽生え計画、その他の準

備を記述する。 
(4) 第1項に記載された国家安全

保障戦略及び第2項の下で概説さ

れた国土安全保障ミッション分

野で求められている全てのミッ

ションを成功裏に遂行するため

に必要な十分な資源を提供する

ために必要な予算計画を明らか

にする。 

§347.4年ごとの国土安全保障レビ

ュー 
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(5) の組織的な整合性の評価を

含む。 
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選択された法令 > 6 U.S.C.§347 
 

第一項で言及された国家国土安

全保障戦略及び第二項の下で概

説された国土安全保障の任務領

域との間で、当該部門を構成す

る。 
(6) 4年に1度の国土安全保障レビ

ューで策定された要件を、省内

の獲得戦略と支出計画に転換す

るプロセスを実行するための省

のメカニズムを見直し、その有

効性を評価する。 
(c) 報告 

(1) 一般的に、4 
年ごとの国土安全保障再調査が

実施される年の 11 月 31 
日までに、長官は、4 
年ごとの国土安全保障再調査に

関する報告書を議会に提出しな

ければならない。 
(2) 報告書の内容-
第(1)項に基づき提出された報

告書には、次のものを含めな

ければならない。 
(A) 4年に1度の国土安全保障

レビューの結果。 
(B) レビューの目的で検討さ

れた、想定または定義された

国家の国土安全保障上の利益

に対する脅威の記述。 
(C) 国家の重要な国家安全保

障ミッションの優先順位付け

リストを含む、国家の国土安

全保障戦略。 
(D) 呼ばれるあらゆる任務を

成功裏に遂行するために必要

な、国家的な国土安全保障戦

略に関連した国土安全保障プ

ログラムと国家の政策の他の

要素について、機関間の協力

、連邦政府の対応資産、イン

フラ、予算計画、準備の状況

を説明したもの。 
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第(b)項(1)で改めて説明され

た該当する国土安全保障国

家戦略および第(b)項(2)に概

説された国土安全保障のミ

ッション・エリアに記載さ

れていることを確認する。 
(E) 本省の組織構造、管理シ

ステム、予算・会計システ

ム、人事システム、調達シ

ステム、物理的・技術的イ

ンフラを含む、第（b）（1
）項で改めて説明された適

用可能な国土安全保障国家

戦略と、第（b）（2）項で

概説された国土安全保障の

ミッション分野との組織的

な整合性の評価。 
(F) 国家的な国土安全保障を

促進するための努力におけ

る連邦政府機関間の協力の

状況についての議論。 
(G) テロ攻撃の防止及び国

土安全保障上の脅威に対す

る緊急対応の準備における

連邦政府と州政府、地方政

府及び部族政府との間の協

力の状況についての議論。 
(H) レビューを実施する際に

使用した仮定の説明。 
(I) その他長官が適切と考え

る事項 
(3) 公開可能性-
長官は、国家安全保障および

その他の機密事項の保護の観

点から、(1)項に基づいて提出

された各報告書を、省のイン

ターネット・ウェブサイトで公

開するものとする。 
(d) 処分の認可 
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選択された法令 > 6 U.S.C.§462 
 

 
(a) 設立 

(1) 一般的には、タイトル10の
第2674条(f)(2)項に定義されてい

るように、国家首都圏における

州、地方、地域当局との関係を

監督し、調整するために、国家

首都圏調整室が次官室内に設置

されています。 
(2) 長官-
第(1)項に基づいて設置される事

務局は、長官が任命する長官が

長を務めるものとする。 
(3) 協力-
長官は、コロンビア特別区の市

長、メリーランド州とバージニ

ア州の政府関係者、および首都

圏の他の州、地方、地域の政府

関係者と協力して、コロンビア

特別区、メリーランド州、バー

ジニア州を、テロ攻撃の結果に

対する国内の備えを強化するた

めの連邦政府の活動の計画、調

整、および実行に統合するもの

とする。 
(b) 責任-
本項第(a)項(1)に基づき設置された

事務局は、次のことを行うものと

する。 
(1) 州・地方政府調整局との連

携を含め、首都圏に関連する省

の活動を調整する。 
(2) 本国の安全を確保するための

努力を実施するために、首都圏

の州、地方、地域の当局が必要

とする再資源を評価し、それを

支持する。 
(3) 首都圏の州、地方、地域の当

局に定期的な情報を提供してい

ます。 

本土の安全を確保するために、

首都圏の州、地方、地域の当局

の努力を支援するための研究、

技術支援。 
(4) 連邦政府の国土安全保障計

画および活動の策定を支援する

ために、州、地方、地域の当局

および首都圏の公共セクターか

ら有意義な意見を受け取るため

のプロセスを策定する。 
(5) テロ対策に関して首都圏の

連邦政府機関と調整し、国内の

テロ対策活動における連邦政府

の役割を十分に計画、情報共有

、訓練、実行できるようにする。 
(6) テロへの備えについて、連

邦、州、地方、地域の機関、お

よび首都圏の民間部門と調整し

、これらの機関や事業体の間で

、適切な計画、情報の共有、訓

練、および国内の備え活動の実

行を確保すること。 
(7) 連邦政府と州、地方自治体

、地方自治体、首都圏の民間団

体との連絡役を務め、連邦補助

金やその他のプログラムへのア

クセスを容易にする。 
(c) 年次報告書-
本節の第(a)項に基づき設置された

事務局は、以下の内容を含む年次

報告書を議会に提出するものとす

る。 
(1) 首都圏における家庭用地の安

全保障の取り組みを完全に実施

するために必要な資源の特定。 
(2) 首都再開発の進捗状況の評

価 

§462.首都圏調整局 
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§466.譲位法の継続的な重要性

と適用可能性を再確認する議

会の見解 

選択された法令 > 

合衆国法律集第6編第466条、第470条 
 

自国の安全保障を実施する上で

の 
努力しています。 
(3) 首都圏における家庭用地の

安全保障の取り組みを完全に実

施するために必要な追加的な資

源について、議会への提言を行

う。 
(d) 制限 - 
本節のいかなる条項も、州および

地方自治体の権限を制限するもの

と解釈されてはならない。 
 

(a) 所見-議会は、フォーク-
ローディングを見つけます。 

(1) タイトル18の第1385条（「

騎兵隊法」として知られている

）は、憲法または議会の法律で

明示的に認められた場合および

状況下にある場合を除き、法を

執行するために騎兵隊として軍

隊を使用することを禁止してい

る。 
(2) 1878年に制定されたPosse Co 
mitatus法は、連邦法を強制する

際に、米国の元帥が自らの意思

で陸軍に援助を求めることを防

ぐことを明確に意図したもので

ある。 
(3) 徴用工法は、法を強制する

ための軍隊の使用を制限すると

いう点で、国の役に立ってきた。 
(4) それにもかかわらず、Posse 
Comitatus法は、議会法によって

軍隊の使用が許可されている場

合、または大統領が軍隊の使用

を決定した場合には、その明示

的な条件によって、法執行機能を

含む様々な軍事目的のために軍隊

を使用することを完全に妨げるも

のではありません。 
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§470.国土安全保障補助金に関す

る開示 

軍隊は、戦争、暴動、または

その他の深刻な緊急事態に迅

速に対応するために、憲法に

基づく大統領の義務を果たす

ことが求められています。 
(5) タイトル10の第15章（一般

に「暴動法」として知られて

いる）、ロバート・T・スタッ

フォード災害救援・緊急援助

法（42 U.S.C. 5121 et 
seq.）を含む既存の法律は、大

量破壊兵器を使用した国家に

対する攻撃を含む国内の緊急

事態の場合に発動できる幅広

い権限を大統領に付与してお

り、これらの法律は、治安を

維持するために軍を使用する

ことを大統領に特別に許可し

ている。 
(b) 議会の見解-
議会は、タイトル18の第1385条
の継続的な重要性を再確認し、

本章のいかなる条項も、法律を

執行するための部隊としての軍

隊の使用に対する適用可能性を

変更するために解釈されるべき

ではないというのが議会の見解

である。 
 

(a) 定義-このセクション。 
(1) 国土安全保障無償資金- 
「国土安全保障無償資金」と

いう用語は、以下のような、

部局によって行われた、また

は管理された無償資金を意味

します。 
(A) 州の国土安全保障補助金

プログラム。 
(B) 都市部の安全保障のため

の助成金プログラム。 
(C) Law Enforcement Terror 

ism Prevention 
Program（法執行テロリズム防

止プログラム）。 
(D) 市民隊;そして 
(E) メトロポリタンメディカル

レ 
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§ 
526.統合された公共警報・警報シ

 

選択された法令 > 6 U.S.C.§470, 526 
 

スポンサーシステム。 
(2) 地方政府-
「地方政府」という用語は、本

表題の第101項で与えられた意味

を持つ。 
(b) 開示義務 - 
国土安全保障無償資金を受領した

各州または地方自治体は、2006 年 
10 月 13 
日と当該無償資金の受領日のいず

れか遅い日から 12 
カ月以内に、その後 12 
カ月ごとに、当該無償資金を使用

した全支出のリストを含む報告書

を国務長官に提出しなければなら

ない。 
 

(a) 一般的には-
自然災害、テロ行為、その他の人

為的災害や公共の安全に対する脅

威について、適時かつ効果的な警

告を提供するために、管理者は、

以下のことを行わなければならな

い。 
(1) 米国の統合された公共の警

報・警告システム（本項では「

公共の警報・警告システム」と

呼ぶ）を近代化し、あらゆる条

件の下で、大統領と、大統領が

公共の警報・警告システムを使

用している場合を除き、連邦政

府機関、州、部族、地方自治体

が、自然災害、テロ行為、その

他の人災や公共の安全に対する

脅威によって危険にさらされて

いる地域において、民間人に警

報を発し、警告することができ

るようにすること。 
(2) 自然災害、テロ行為に関す

る時宜を得た効果的な警報を発信

するために、公共の警報・警報シ

ステムを実施する。 
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などの人災や公共の安全に対

する脅迫などがあります。 
(b) 実施要件-
第(a)項を実施するにあたり、管

理者は次のことを行うものとす

る。 
(1) 適切な場合には、共通の警

告・警告プロトコル、基準、

用語、および公共の警告・警

告システムの運用手順を確立

または採択する。 
(2) 適切かつ技術的に可能な範

囲で、地理的な位置、リスク

、複数の通信システムや技術

に基づいて、通信の配信や内

容を適応させる能力を、公衆

注意報・警報システムに含め

る。 
(3) 技術的に可能な範囲で、障

害のある人、アクセスや機能

的なニーズのある人、英語力

に制限のある人に警告、警告

、および同等の情報を提供す

る能力を、公共の警報・警告

システムに含める。 
(4) 公共の警報・警告システム

のために、以下を含めた訓練

、試験、演習を確実に実施す

ること。 
(A) 警戒警報システムを、必

要に応じて部局の他の訓練

・演習プログラムに組み込

むこと。 
(B) 連邦政府、州政府、部

族、地方自治体の職員を対

象に、共通警報プロトコル

を用いた緊急警報システム

の使用を指導し、教育する

ための包括的かつ定期的な

訓練プログラムを確立し、

国家事変管理システムに統

合する。 
(C) 期間。 
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選択された法令 > 6 U.S.C.§ 526 
 

3年に一度以下の頻度で、全国

的な警報・警報システムの試

験を実施する。 
(5) 実践可能な範囲で、公共の警

報・警告システムが回復力と安

全性を確保し、テロ行為やその

他の外部からの攻撃に耐えられ

るようにする。 
(6) 州、部族、地方自治体、民間

団体、および米国の国民が、一

般的な市場啓発キャンペーンを

通じて、 
公衆注意報・警報システムの機

能と、公衆注意報・警報システ

ムからの情報へのアクセス、利

用、対応方法を理 
解できるように、公教育の取り

組みを実施する。 
(7) 協議。調整：適切な民間企

業体、連邦、州、部族、地方

政府当局（地域管理者、緊急

対応プロバイダーを含む）と

協議、調整、協力する。 
(8) 協議。調整 
連邦通信委員会が公布した規則

や規定を考慮に入れて、連邦通

信委員会と協議し、調整する。 
(9) 2015年統合公共警報・警報シ

ステム近代化法の第2項(b)に基

づき設置された統合公共警報・

警報システム小委員会の勧告と

調整し、検討する。 
(c) システム要件-
パブリックアラートおよび警告シ

ステムは、以下の条件を満たして

いる必要があります。 
(1) 管理者が承認した範囲内で、

複数の通信技術を導入すること。 

(2) は、一般の人々と直接コミュ

ニケーションをとるための企業

の将来の技術に
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適応するように設計されてい

ます。 
(3) 技術的に可能な範囲で設計

されていること。 
(A) 非居住者の訪問者や観光

客、障害者、アクセスや機

能的なニーズを持つ個人、

英語力に制限のある個人を

含む、影響を受けた人口の

大部分に可能な限りの警告

を提供すること。 
(B) を使用して、アラートを

受信するための再設置エリ

アの能力を向上させます。 
(4) 地域社会の準備と対応を促

進するために、地元および地

域の公共団体と民間のパート

ナーシップを推進する。 
(5) 最も多くの人に届くように

、実行可能な場合には、冗長

なアラート機構を提供するこ

と。 
(6) 可能な範囲で、個人のプラ

イバシー保護を確保するため

のメカニズムを含む。 
(d) システムの利用-
公衆注意報・警報システムの試

験に必要な範囲を除き、自然災

害、テロ行為、その他の人災や

公共の安全に対する脅威に関係

のないメッセージを送信するた

めに、公衆注意報・警報システ

ムを使用してはならない。 
(e) パフォーマンス報告書。議会

への報告とホームページへの掲

載を義務付けています。 
(b) 統合公共警報・警報システ

ム小委員会。対策・国家準備担

当副長官を委員長とするNAC小
委員会を設置、3年後に終了] 
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§571.緊急通信局 

選択された法令 > 6 U.S.C.§571 
 

(c) 適正予算の認定。[2018年まで

の予算を承認する] 
(d) 法定構造物の制限。-
他の省庁の権限を保存します。 

 

(a) 一般的には】。 
(b) [監督] 
(c) 職務内容-
緊急通信担当ディレクターは、以

下のことを行わなければならない。 
(1) 本表題第195項に規定されて

いる場合を除き、本表題第194項
(a)(1)に記載されているプログラ

ムの開発および実施におい 
て、長官を支援しなければなら

ない。 
(2) 研究、開発、試験、評価、基

準に関する要素を含め、SAFEC
OMプログラムに関連する省の

責任と権限を管理する。 
(3) 統合ワイヤレス・ネットワー

ク・プログラムに関連した省の

責任と権限を管理します。 
(4) 自然災害、テロ行為、その

他の人災が発生した場合に、緊

急対応要員と関連政府機関がコ

ミュニケーションを継続する能

力を支援し、促進するために、

全国的に大規模なアウトリーチ

を実施する。 
(5) 州、地域、地方、地方、部

族の政府と公共安全機関、およ

びそれらの地域コンソーシアム

による、全国規模の広範なアウ

トリーチを実施し、相互運用可

能な緊急通信能力の開発を促進

する。 
(6) 州、地域、地方、地方、部

族の政府に技術支援を提供しま

す。 
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相互運用可能な緊急通信機能の

使用に関して、政府関係者との

間で 
(7) 本表題の第 575 
条に基づく地域緊急通信調整作

業部会の活動について、地域管

理者と調整を行う。 
(8) 事件対応のための相互運用

可能な緊急通信能力の使用に関

する標準的な運用手順およびベ

ストプラクティスの開発を促進

し、そのような対応のための相

互運用可能な緊急通信能力の達

成、維持、および強化のための

ベストプラクティスに関する情

報の共有を促進する。 
(9) 地方および地域の緊急通信サ

ービスが壊滅的に失われた場合

に、国の通信システムと協力し

て、初期および継続的な計画、

実施、訓練を行い、関係する州

、地方、部族の政府および緊急

対応のプロバイダーのための通

信機器を配備するための国の対

応能力を確立する。 
(10) 大統領、国家安全保障会議

、国土安全保障会議、および管

理予算局長を支援し、連邦政府

の通信機能と責任の継続的な運

営を確保する。 
(11) 相互運用性および互換性の

ためのOffice for In-teroperability 
and 
Compatibilityの長官と調整して、

相互運用可能な緊急時通信能力

のための再要求事項を確立する。 
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§579.相互運用可能な緊急通信助成

プログラム 

選択された法令 > 6 U.S.C.§ 579 
 

そのような能力の基準が存在す

る場合は、部局が管理する国土

安全保障支援を利用して購入し

たすべての公共安全の無線およ

びデータ通信システムおよび機

器について、警報および警告装

置、技術、またはシステムを除

く、そのような能力の基準が存

在する場合は、非専有的なもの

とする。 
(12) 連邦政府、州政府、地方政

府、部族政府のすべての相互運

用可能な緊急通信計画（州全体

および戦術的な相互運用性計画

を含む）を、交付金および訓練

担当の次官補と協議の上、見直

しを行う。 
(13) 本タイトルの第572条に基づ

き、必要に応じて、国家緊急事

態通信計画を定期的に策定し、

更新する。 
(14) 自然災害、テロ行為、その

他の人災が発生した場合に、緊

急時対応機関や関連政府関係者

が意思疎通を継続する能力を支

援し、促進するために必要な部

局のその他の任務を遂行する。 
(15) 目標を達成し、相互運用可

能な緊急通信機能を維持・強化

するために必要なその他の業務

を行う。 
(d) 今まで転送されていた機能の実

行] 
[今まで転送されていた機能の実行
] 
(e) 調整-
緊急通信担当ディレクターは、緊

急通信の調整を行うものとする。 
(1) 必要に応じて、取締役と 
相互運用性のためのオフィスの 

本タイトルの第195項に記載され

ている責任に関する互換性；お

よび 
(2) この章に記載されている対

応能力に関しては、連邦緊急事

態管理庁長官との間で、この章

に記載されている対応能力を確

認しなければなりません。 
(f) 資源の充足計画]を策定していま

す。 
 

(a) 創設-
長官は、自然災害、テロ行為、お

よびその他の人災への集団対応に

おける通信を含む、地域、部族、

州、地域、国、および必要に応じ

て国際的な相互運用可能な緊急通

信を改善するためのイニシアチブ

を実施するために、相互運用可能

な緊急通信助成プログラムを創設

し、州に助成金を交付するものと

する。 
(b) 方針-
緊急通信局長は、本節の下で国に

交付される補助金が、本節の下で

緊急通信局の責任と権限に基づい

て確立された方針と一致している

ことを確認しなければならない。 
(1) 本タイトルの第 194 
条(f)項で要求されている当該州

の州全体の計画に準拠すること。 
(2) 本タイトルの第572条に基づ

く国家緊急事態通信計画を遵守

しなければならない。 
(c) 管理 

(1) 一般的に、連邦緊急事態管理

庁長官は、責任と権限に従って

、相互運用可能な緊急通信助成

プログラムを運営する。 
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選択された法令 > 6 U.S.C.§ 579 
 

第5章第5節の下での管理者の権

限。 
(2) 指針-
補助金プログラムの管理におい

て、管理者は、補助金の使用が

、本題第 194 
条(a)(1)項(H)に基づき緊急通信

局長が策定した指針に沿ったも

ので   
あることを確認するものとする。 

(d) 資金の使用 - 
本項に基づく補助金を再交付され

た州は、本題第194条(f)項に基づき

再要請され、第(e)項に基づいて承

認された州の州全体の相互運用性

計画を実施するために、また、相

互運用可能な緊急通信に不可欠で

あると長官が判断した活動を支援

するために、補助金を使用するも

のとする。 
(e) 計画の承認 

(1) 交付金の条件としての承認-
州が本項の下で交付金を受け取

る前に、緊急通信指令部は、本

題第194条(f)項で要求されている

州全体の相互運用可能な通信計

画を承認しなければならない。 
(2) 計画の要件-
この款に基づく計画を承認する

場合、緊急通信局長は、計画が

以下のようなものであることを

確認しなければならない。 
(A) は、市、郡、地域、州、

州間の各レベルでの操作性を

向上させるために設計されて

います。 
(B) 適用される地方または地域

の計画を考慮すること。 
(C) 本タイトルの第572条に基

づく国家緊急通信計画に、可

能な限り準拠している。 

(3) 改定の承認 - 
緊急通信部長は、国家計画の改定を

承認することができると判断した場

合には、国家計画の改定を承認する

ことができる。 
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は、さらなる相互運用性の向上に

つながる可能性が高い。 
(f) 資金使途の制限 

(1) 一般的に、本節に基づく補

助金の受領者は、補助金を使

用してはならない。 
(A) 州や地方の資金を代替

するために 
(B) 国または地方自治体の費

用分担金のためのもの。 
(C) レクリエーションや社会

的な目的のために。 
(2) 罰則-
現在利用可能なその他の救済

措置に加え、長官は、補助金

資金の受領者が意図した目的

のために資金を使 
用していることを確認するた

めに必要な措置を取ることが

できる。 
(g) 助成金の授与制限 

(1) Nationalemergencycommu
nica-tion-tionplanrequired-
長官は、本表題の第572条の規

定によらず要求される国家緊

急通信計画を完成させ、議会

に提出する日以前には、本項

の下で助成金を授与すること

はできない。 
(2) 自主的コンセンサス基準 
- 
長官は、該当する自主的コン

センサス基準を満たしていな

い機器の購入に対して、本項

に基づく州への補助金を支給

することはできないが、その

ような購入にはやむを得ない

理由があることを州が証明し

なければならない。 
(h) 補助金の授与 
本項の規定に基づかない申請書

の承認および補助金の授与におい

て、長官は以下の点を考慮するも

のとする。 
(1) 自然災害、テロ行為、その

他の人為的災害を含めて、各国

家にもたらされるリスク。 
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選択された法令 > 6 U.S.C.§ 579 
 

(A) 近くの管轄区域でそのよ

うなリスクに対応するために

、州内の管轄区域が必要とす

る可能性が高い。 
(B) 重要インフラ（すべての

重要インフラセクター）また

は重要資源に関連する脅威、

脆弱性、およびその影響の程

度。 
(C) 軍人、観光客、通勤者の

人口を適切に考慮した上での

人口規模と人口密度。 
(D) 国が国際的な境界線上に

あるか、またはその近くにあ

るかどうか。 
(E) 経済的に重要な国境横断

を州が包含しているかどうか。 
(F) 海に接する海岸線、州間航

行に使用される主要な水路、

または国際水域を有するかど

うか。 
(2) 相互運用性を向上させるた

めに国が提案している無償資金

の使用の予想される効果。 
(i) 申請書を修正する機会-
本項の下で補助金の申請書を検討

する場合、管理者は、最終的な授

与を行う前に、申請書に欠陥があ

る場合には、申請書を修正する合

理的な機会を申請者に提供しなけ

ればならない。 
(j) 最小助成金額 

(1) 州-
本項の規定に基づかないで補助

金を授与する場合、長官は、(2)
項に規定されている場合を除き

、各会計年度において、以下の

ような補助金を授与しないこと

を保証するものとする。 

国は、その年度の本項の下で認

められた補助金の総額のうち、

次の割合に満たない額の補助金

を受領する。 
(A) 平成20年度は0.50％となり

ました。 
(B) 平成21年度は0.50％となり

ました。 
(C) 2010年度は0.45％となりま

した。 
(D) 2011年度は0.40％となりま

した。 
(E) 平成24年度以降の各年度

につきましては、0.35％とな

っております。 
(2) 領土と領地-
この条項に基づく補助金を授与

するにあたり、長官は、各会計

年度において、米領サモア、北

マリアナ諸島連邦、グアム、お

よびバージン諸島が、それぞれ

、その会計年度の本条項に基づ

く補助金に充当された総額の 
0.08 
パーセント以上の補助金を確実

に受け取るようにするものとす

る。 
(k) 証明 - 
本項に基づく補助金を受領した各

州は、補助金が資金が目的とした

目的に使用され、州が承認した全

国相互運用可能通信計画に準拠し

ていることを証明しなければなら

ない。 
(l) 国家の責任 

(1) 地方自治体および部族政

府への資金の提供- 
本項の下で補助金を受領した

国は、補助金資金を受領して

から 45 
日以内に、地方自治体および
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部族政府に 
対して補助金を提供するか、

またはその他の方法で資金を

提供しなければならない。 
(A) 助成金の80パーセントを

下回らないこと。 
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(B) 地方自治体および部族政

府の同意を得て、補助金の額

の80パーセント以上の価値を

持つ適格な元支出。 
(C) 補助金の総額が補助金の

額の80パーセント以上である

他の対象となる支出と合わせ

た補助金資金。 
(2) 資金の配分-
本項の下で補助金を受領した州

は、州全体の相互運用可能通信

計画に沿った方法で、相互運用

可能通信の改善に向けて部族コ

ミュニティを支援するために、

州内の部族政府に補助金資金を

配分するものとする。州は、部

族政府に補助金資金や資源を提

供する条件として、部族政府に

不合理な、または過度に負担の

かかる要件を課してはならない。 
(3) 罰則-
州が本項の要件に違反した場合

、長官が利用できる他の救済手

段に加えて、長官は、当該州に

授与された補助金を終了させた

り、減額したり、または以前に

授与された 
補助金資金を直接、適切な地方

政府または部族政府に移譲する

ことができる。 
(m) 報告書 

(1) 州補助金受領者による年次

報告書 - 
本項に基づく補助金を受領し

た州は、本題第 194 
条(f)項に基づき要求される州

の全国相互運用可能通信計画

を実施し、市、郡、地域、州

、および州での相互運用性を達

成した州の進捗状況につい 
ての報告書を、緊急通信局長

に定期的に提出しなければな

らない。 
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州間レベルでの報告書。長官

は、緊急通信局のインターネ

ットウェブサイトでの公開を

含め、報告書を一般に公開す

るものとする。 
(2) 議会への年次報告書 - 
少なくとも年に一度、緊急通

信指令部は、本セクションか

ら外れて授与された補助金の

使途と、州全体の相互運用可

能な通信計画の実施の進捗状

況、および補助金授与の結果

、市、郡、地域、州、州間レ

ベルでの相互運用性を証明す

るための報告書を議会に提出

するものとする。 
(n) 構成規則-
本項のいかなる規定も、本項の

下で授与された補助金を、暫定

的または長期的なインターネッ

ト・プロトコルに基づく相互運

用可能なソリューションのため

に使用することを州が妨げるも

のではないと解釈されてはなら

ない。 
(o) 充当の権限 - 
本セクションの下で交付金に充

当することが承認されている。 
(1) 平成20年度の当該金額 
必要に応じて 
(2) 2009年度の各年度 
2012年までの期間、400,000,000
ドル。 
(3) 翌年度以降の各事業年度の

ために 
必要に応じて、そのような金額

を支払う。 
 

§601.定義 

本節では、以下の定義を適用す

るものとする。 

(1) 監督官-
「監督官」とは、連邦緊急事態管

理庁の監督官を意味する。 
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(2) 議会の適切な委員会-
「議会の適切な委員会」とは、

次のような意味である。 
(A) 上院国土安全保障・政府問

題委員会 
(B) 衆議院の委員会のうち、衆

議院議長が適当と認めたもの。 
(3) 重要インフラ部門-
「   重要インフラ部門」とは、都

市部と農村部の両方において、

以下の部門を意味する。 
(A) 農業と食品。 
(B) 銀行と金融。 
(C) 化学工業。 
(D) 商業施設。 
(E) 商業用原子炉、材料、廃棄

物。 
(F) ダムだ 
(G) 防衛産業の基地。 
(H) 緊急時の対応。 
(I) エネルギーだ 
(J) 政府の施設。 
(K) 情報技術。 
(L) 国の記念碑やアイコン。 
(M) 郵便と発送。 
(N) 公衆衛生と健康管理。 
(O) 電気通信です。 
(P) 交通機関のシステム。 
(Q) 水だ 

(4) 直接資格のある部族-
「直接資格のある部族」とは、

次のような意味です。 
(A) インディアン部族 

(i)  
(ii) 法執行機関または緊急対

応機関を運営し、法執行機関

または緊急サービスの要請に

再対応する能力を有する者。 
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三）国際的な国境又は海（

メキシコ湾を含む）若しく

は国際水域に接する海岸線

上若しくはその近傍に位置

するもの。 
(II) 本タイトルの第124l条
(a)項(2)に基づいて策定さ

れた優先順位の高い重要

インフラストラクチャリ

ストに記載されているシ

ステムまたは資産から10
マイル以内に位置してい

るか、またはその領域内

にそのようなシステムま

たは資産を有している場

合には、そのシステムま

たは資産から10マイル以

内に位置している。 
(III) 米国で最も人口の多

い50の大都市統計地域の1
つ内に位置しているか、

またはそれに隣接してい

る。 
(IV) タイトル18の1151項
で定義されているように

、1,000平方マイル以上の

インディアンの国を含む

管轄区域であること。 
(iv) 
州が、直接の資金提供を求

める目的のために、本題の

第 604 条または第 605 
条に基づく資金をインディ

アン部族またはインディア

ン部族のコンソーシアムに

提供していないことを保安

官に証明するもの。 
(B) 各部族が(A)号の要件を満

たしている場合は、インディ

アン部族のコンソーシアムを

設立する。 

(5) 適格都市圏-
「適格都市圏」とは、米国で最も

人口の多い100の都市統計地域のい

ずれかを意味する。 
(6) ハイリスク都市圏-
「ハイリスク都市圏」とは、本タ

イトルの第 604 
条(b)(3)(A)項に基づき指定された

ハイリスク都市圏を意味する。 
(7) インディアン部族-
「インディアン部族」という用語

は、タイトル25の第450b(e)項で与

えられた意味を持つ。 
(8) 首都圏統計地域 
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用語「大都市統計地域」とは、経

営予算局によって定義された大都

市統計地域を意味します。 
(9) 国家特別安全保障イベント-
「国家特別安全保障イベント」と

は、政治的、経済的、社会的、ま

たは宗教的な意味合いにより、テ

ロリズムまたはその他の犯罪活動

の対象となる可能性のある指定さ

れたイベントを意味する。 
(10) 人口 - 
「人口」という用語は、関連する

会計年度の開始時に入手可能な最

新の米国国勢調査による人口を意

味する。 
(11) 人口密度-
「人口密度」という用語は、人口

を土地面積で割ったものを平方マ

イルで表したものである。 
(12) 資格のある情報アナリス

ト-
「資格のある情報アナリスト」と

は、法執行機関の職員を含む情報

アナリスト（本題124h(j)項で定義

されている）を意味する。 
(A) 長官が決定したとおり、情

報分析および情報生産における

ベースラインのプロフィッ 
クス能力を確保するためのトレ

ーニングを成功裏に完了した者。 
(B) は、長官が決定したように

、情報分析および情報生産の基

本的な習熟度が、サブパラグラ

フ (A) 
の下で必要とされる訓練と同等

のものであることが保証されて

いる者でなければならない。 
(13) 目標能力-
「目標能力」とは、本タイトルの

第 746 
条(a)項の下でガイドラインの策定

が求められている連邦、州、地方、

部族政府の準備のための目標能力を

意味する。 
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§603.国土安全保障無償資金

プログラム 

(14) 部族政府-
「部族政府」とは、インディア

ンの部族の統治を意味する。 
 

(a) 権限のある補助金-
長官は、長官を通じ、本題第 604 
条および第 605 
条に基づき、州、地方、部族政

府に補助金を授与することがで

きる。 
(b) 影響を受けないプログラム - 
本部分は、以下の連邦プログラ

ムに影響を与えると解釈されて

はならない。 
(1) 1974年連邦火災予防管理法

（15 U.S.C. 2201 et 
seq.）の下で認可された消防士

およびその他の支援プログラ

ム。 
(2) ロバート・T・スタッフォ

ード災害救援・緊急援助法（4
2 
U.S.C. 5121 et seq.) 
(3) 2007年9/11ミッション法の

実施勧告のタイトルIIによる改

正に基づく緊急管理のための

補助金。 
(4) 重要なインフラを保護す

るための補助金。これには、

タイトル46の第70107項に基づ

いて認可された港湾安全性補

助金、タイトル1 

XIVおよびXVに基づいて説明

された補助金などが含まれる。 
2007年9/11委員会法（6 U.S.C. 
1131 et seq.、1151 et. 
改正されたものは、そのよう

なタイトルで作られています。 
(5) 本タイトルの第723条の下

で認可されたメトロポリタン

・メディカル・リ・スポンサ

ー・システム。 
(6) サブチャプターXIIIの下で

認可された相互運用可能な緊急

通信助成プログラム。 
 

 

1.オリジナルでは"タイトル"にすべきだな 
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(7) 部局が運営するもの以外の助

成事業。 
(c) 他の法律との関係 

(1) 一般的に-
本タイトルの第604項および第60
5項の下で認可された補助金プロ

グラムは、タイトル42の第3714
項の下で認可されたすべての補

助金プログラムに優先して適用

されるものとする。 
(2) 割当 - 本タイトルの第 604 
条または第 605 
条の下で認可された補助金の割

当は、法律の他の規定によらず

、本部の条項に従うものとする。 
 

§604.都市部安全保障イニシアチブ 

(a) 創設-
危険度の高い都市部において、テ

ロ行為の予防、準備、防御、対応

を支援するための助成金を提供す

るため、「都市部安全保障局」を

創設しました。 
(b) リスクの高い都市部の評価と

指定 
(1) 一般的に-
管理者は、本節の下での手続き

に基づいて、本節の下で補助金

を受けるリスクの高い都市部を

指定するものとする。 
(2) 初期評価 

(A) 一般的に、各年度におい

て、管理者は、各適格都市圏

が直面しているテロ行為によ

る相対的な脅威、脆弱性、お

よび結果の初期評価を実施し

なければならない。 
(i) 本タイトルの第608条(a)
項(1)のサブパラグラフ(A)
から(H)および(K)に記載さ

れている要因、および 
(ii) (B)項に基づいて提出

された情報および資料。 
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(B) 対象となる大都市圏の情報

提出-
(A)号に基づく各初期アセスメ

ントを実施する前に、管理者は

、対象となる大都市圏に情報を

提供し、また、対象となる大都

市圏に情報を提供する機会を通

知するものとする。 
(i) 対象となる大都市圏が直

面する脅威、脆弱性、および

テロ行為からの影響を排除す

るために関連すると思われる

情報を提出すること。 
(ii) 対象となる大都市圏の部

局が実施したリスクアセスメ

ントをレビューし、その対象

となる大都市圏が直面してい

るテロ行為の脅威、脆弱性、

およびその結果についての部

局によるアセスメントの根拠

を含め、誤った、または不完

全な情報を是正する。 
(3) リスクの高い都市部の指定 

(A) 指定 
(i) 原則として、年度ごとに

（２）の評価を行った後、そ

の評価に基づき、本項に基づ

く補助金の申請が可能なハイ

リスク都市部を指定するもの

とする。 
(ii) 追加の区域-
第二項の規定にかかわらず、

管理者は、次の事項を行う

ことができる。 
(I) 対象となる都市圏が1以
上の都市圏で構成されてい

る場合 
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地方都市部門（その用語

はOffice of Management 
and Bud-
getによって定義されてい

る）は、1つの適格な大都

市圏の中で1つ以上の高リ

スク都市圏を指定します。 
(II) 対象となる大都市圏

ではない地域を、その地

域が直面しているテロ行

為に起因する脅威、脆弱

性、およびその結果に関

する管理者の評価に基づ

いて、高リスク都市圏と

して指定する。 
(iii) 構成規則 - 
この款のいかなる規定も

、アド・ミニストレータ

に次のことを要求するも

のと解釈してはならない。 
(I) 第(2)項(B)(i)に基づき

アドミニストレーターに

情報を提供するすべての

適格な大都市圏を高リス

ク都市圏として指定する。 
(II) 対象となる大都市圏内

のすべての地域を高リス

ク都市圏の一部として指

定する。 
(B) リスクの高い都市部に

含まれる管轄区域 
(i) 一般的に、(A)号の下で

ハイリスク都市部を指定す

る際には、管理者は、各ハ

イリスク都市部に最低でも

どの管轄区域を含めるかを

決定しなければならない。 
(ii) 追加管轄区域-     
管理者が無視した高リスク

都市部は、当該高リスク都

市部が所在する国または州

と協議の上、管轄区域を追加する

ことができる。 
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リスクの高い都市部。 
(c) アプリケーション 

(1) 一般-
第(b)項の危険度の高い都

市部に指定された地域は

、この項の規定によらず

、助成金の申請をするこ

とができる。 
(2) 申請書の最低限の内容 
本項に基づく補助金の申

請書では、高リスク都市

部は、以下の内容を提出

しなければならない。 
(A) 高リスク都市部の地

方政府と部族政府間の

責任分担と資金配分の

案を記述した計画。 
(B) 高リスク都市圏リエ

ゾンとして、高リスク

都市圏内の様々な管轄

区域との連絡役を務め

る個人の名前 
(C) 申請の裏付けとなる

情報は、Administra tor 
が合理的に必要とする

ものでなければならな

い。 
(3) 年次申請-
本項に基づく補助金の申

請者は、年次で申請また

は再申請を行うものとす

る。 
(4) 州のレビューと

送信 
(A) 一般的に、州の国土

安全保障計画との整合

性を確保するため、本

項の下で補助金を申請

するハイリスク都市部

は、申請書を国務省に

提出する前に、そのハ

イリスク都市部の一部が所在

する各州に申請書を提出し、

審査を受けなければならない。 
(B) 締切日：(A)号に基づく高

リスク都市部からの申請書を

受理してから30日以内に、州

は申請書を国務省に送付しな

ければならない。 
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(C) 州の同意を得る機会 
高リスク都市部の適用が、

その州の国土安全保障計画

と整合性がないと州知事が

判断した場合、またはその

他の方法でその適用を支持

しない場合、州知事は、高

リスク都市部の適用を支持し

なければならない。 
(i) その事実を書面で管理者

に通知すること。 
(ii) 申請書の送信時に、申

請書を支持しなかった理由

を説明してください。 
(5) 修正の機会-
本項に基づく補助金の申請を

検討するにあたり、Administra 
は最終的な表彰を行う前に、

申請書に不備があれば修正す

る機会を申請者に提供するも

のとする。 
(d) 賞の配分 

(1) 一般に、管理者が本項に基づ

く補助金のためにリスクの高い

都市部の申請を承認した場合、

管理者は、そのリスクの高い都

市部が所在する国または州に補

助金資金を分配しなければなら

ない。 
(2) 州の資金配分 

(A) 一般的に-
国は、パラグラフ(1)に基づく

補助金資金を受領した日から4
5日以内に、補助金を受けたハ

イリスク都市部に補助金資金

の80％以上を提供しなければ

ならない。国が再交付した資

金は、ハイリスク都市部に利

益をもたらす品目、サービス

、活動に費やされなければな

らない。 
(B) 確保された資金-
州は、各関連する高リスク都

市部に、以下の会計を提供し

なければならない。 
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(A)号に基づき国が保有する

資金が使用された項目、サ

ービス、または活動。 
(3) 州間都市部-    
本項の下で交付金を受けた高

リスク都市部の一部が2つ以上

の州にある場合、管理者は各

州に配分するものとする。 
(A) 申請書に記載されてい

る配分案に従って、補助金

資金の一部を支給する。 
(B) 配分について合意が得ら

れなかった場合、管理者が

決定した補助金資金の一部

が充当される。 
(4) 危険度の高い都市部へ

の交付に関する証明書 
パラグラフ(1)の規定により

交付金を受領した国は、第二

項の規定により必要な資金を

危険度の高い都市部に交付し

たことをアドミニストレータ

ーに証明しなければならない。 
(e) 充当の認可-
本節の下で交付金に充当するこ

とが認可されている。 
(1) 会計年度850,000,000ドル 
2008; 
(2) 会計年度950,000,000ドル 
2009; 
(3)年度1,050,000,000ドル 
2010; 
(4) 年度 1,150,000,000 ドル 
2011; 
(5)年度1,300,000,000ドル 
2012年；そして 
(6) : such, that, such, that, the, 
referenced, relevant relevant 
relevant relevant relevant relevant. 
2013年度および各年度 
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§605.州の国土安全保障補助

金プログラム 

選択された法令 > 6 U.S.C. 605条 
 

その後のことです。 
 

(a) 創設-
州、地方自治体、および部族政府

がテロ行為の予防、準備、防御、

および対応を行うことを支援する

ために、州の国土安全保障無償資

金プログラムが創設されている。 
(b) アプリケーション 

(1) 一般的に、各州は、本節の下

で補助金を申請することができ

、申請の裏付けとなる情報を提

出しなければならない。 
(2) 申請書の最低限の内容 - 
管理者は、各国が申請書に最低

でも以下の内容を含めるよう再

要請するものとする。 
(A) 国が補助金を求める目的

と、その国の目標とする能力

を満たすために補助金が必要

な理由。 
(B) 国が補助金資金を地方自治

体とインディアン部族にどの

ように配分するかの説明。 
(C) 国が補助金資金をどのよ

うに支出するかを示す予算。 
(3) 年次申請-
本項に基づく補助金の申請者は

、年次で申請または再申請を行

うものとする。 
(c) 地方政府および部族政府への

配布 
(1) 一般的に-
本項の下で補助金を受領した国

は、補助金を受領してから45日
以内に、適用される州の国土安

全保障に沿って、地方政府およ

び部族政府が利用できるように

しなければならない。 

あんぜんほごけいかく 
(A) 助成金の80パーセントを

下回らないこと。 
(B) 地方自治体および部族政

府の同意を得て、補助金の額

の80パーセント以上の価値を

持つ品目、サービス、または

活動。 
(C) 地方自治体および部族政

府の同意を得て、補助金の総

額が補助金の額の80パーセン

ト以上の他の品目、サービス

、または活動と組み合わせて

使用する場合。 
(2) 補助金資金の地方自治体

への配分に関する証明書 - 
国は、(1)項の規定に基づかな

いで要求されている地方自治

体および部族政府への配分を

行ったことを、管理者に証明

しなければならない。 
(3) 期間の延長-
州の政府は、第（1）項に基づく

期間を追加期間延長するよう、

管理者に書面で要請することが

できる。管理者は、その結果と

して生じる地方政府および部族

政府への無償資金提供の遅延が

、テロ行為の防止、準備、テロ

行為からの保護、またはテロ行

為への対応のための効果的な投

資を促進するために必要である

と管理者が判断した場合、その

ような要請を承認することがで

きる。 
(4) 例外 - 
第(1)項は、コロンビア特別区、

プエルトリコ連邦、アメリカ領

サモア、北マリア諸島コモンウ

ェルス、グアム、バージン諸島

には適用されません。 
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(5) 直接資金調達-
国が、第(1)項に基づき必要とさ

れる地方政府または部族政府へ

の分配を適時に行わなかった場

合。 
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選択された法令 > 6 U.S.C. 605条 
 

このような分配を受ける権利を

有する地方政府または部族政府

は、管理者に、補助金資金が地

方政府または部族政府に直接提

供されるよう要請することがで

きる。 
(d) マルチステートアプリケーショ

ン 
(1) 一般的に-
第(b)項に基づく補助金の申請に

代えて、またはそれに付随して

、2つ以上の国が、テロ行為の防

止、準備、保護、およびテロ行

為への再発防止のための多国間

の取り組みを支援するために、

本項に基づく補助金の申請書を

提出することができる。 
(2) 補助金の   管理   -
国のグループが本項の下で補

助金を申請する場合、これら

の国は、申請時に、以下の内

容を記載した計画を管理者に

提出しなければならない。 
(A) 補助金を管理するための

責任の分担。 
(B) 申請の当事者である国の

間での資金の分配。 
(e) 最小配分 

(1) 一般的に、本項に基づく資金

の配分において、管理者は次の

ことを保証しなければならない。 
(A) グラフ(B)に規定されてい

る場合を除き、各州は、本項

の規定に基づかずに設立され

た州国土安全保障無償資金プ

ログラムに充当された資金か

ら、以下の金額を下回らない

範囲で受領する。 
(i) 2008年度に本項および本

タイトルの第604項に基づく

補助金に充当された資金総

額の0.375パーセント。 
(ii) 本節および本タイトルの

第 604 
条の下にある補助金に充当さ

れた資金の 0.365 パーセント。 
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2009; 
(iii) 2010年度に本項およ

び本タイトルの第604項の

下で交付された補助金に

充当された資金の0.36パ
ーセント。 
(iv) 2011 
会計年度に本項および本

タイトルの第 604 
条の下で補助金に充当さ

れた資金の 0.355 
パーセント。 
(v) 2012 
会計年度およびそれ以降

の各会計年度において、

本項および本タイトルの

第 604 
条の下で助成金に充当さ

れた資金総額の 0.35 
パーセント。 

(B) 米領サモア、北マリアナ

諸島連邦、グアム、および

バージン諸島は、各会計年

度において、本節の下に設

立された州の国土安全保障

補助金プログラムに充当さ

れた資金から、本節および

本タイトルの第604項の下で

補助金に充当された資金の

合計額の0.08パーセントに相

当する額を下回らない金額

を、それぞれ再受領するも

のとする。 
(2) 第(d)項の下で州に支給さ

れたマルチステート・アワー

ドのいかなる部分も、本項の

下での州の最低配分を計算す

る際に考慮されるものとする。 
(f) 充当の権限 - 
本セクションの下で交付金に充

当することが承認されている。 

(1) 各会計年度950,000,000ドル 
2008年から2012年まで 
(2) 平成25年度以降の各年度に

必要な金額を記載しております。 
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選択された法令 > 6 U.S.C. セクション606 
 

 
(a) 一般的に、本タイトルの第 605 
条(b)項にかかわらず、管理者は、

本タイトルの第 605 
条に基づき、直接資格のある部族

に補助金を授与することができま

す。 
(b) 部族の申請 - 
直接的に資格を有する部族は、本

タイトルの第 605 
条(b)項に基づく州の申請に必要な

情報を含む申請書を管理者に提出

することで、本タイトルの第 605 
条に基づく補助金の申請を行うこ

とができます。 
(c) 州の計画との整合性 

(1) 一般的に、適用される州の

国土安全保障計画との整合性を

確保するために、本題第 605 
条に基づき補助金を申請する直

接資格のある部族は、部族が申

請書を部局に提出する前に、部

族の一部が所在する各州に申請

書のコピーを提出し、審査を受

けるものとする。 
(2) コメントの機会-
州の知事は、直接に利用可能

な部族の申請がその州の国土

安全保障計画と矛盾している

と判断した場合、または申請

を支持しないと判断した場合

、その申請を受領した日から3
0日以内に、知事は、その申請

を支持しなければならない。 
(A) その事実を書面で管理者

に通知すること。 
(B) 提案を支持しない理由を

説明してください。 
(d) 最終的な権限-
管理者は、直接資格のある部族の

申請を承認する最終的な権限を持つ

ものとする。管理者は、その境界内

の各州に通知しなければならない。 

§606.直接資格のある部族への

交付金 
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直接対象となる部族のいずれか

の部分が、部族による申請の承

認の位置にある場合には、その

部族は、その部族の申請を承認

することができます。 
(e) 優先順位付け-
管理者は、本題第 608 
条に基づく州間の資金配分に適

用される要素に従って、直接資

格のある部族に資金を配分する

ものとする。 
(f) 直接資格のある部族への支給

額の配分-
本項の下で管理者が直接資格の

ある部族に資金を支給した場合

、管理者は、州を経由せず、直

接その部族に補助金資金を配分

するものとする。 
(g) 最小配分 

(1) 一般的に、本項に基づく資

金を配分するにあたり、管財

人は、各会計年度において、

直接資格のある部族が、本題

第 605 
項に基づき設立された州国土

安全保障補助金プログラムの

ための資金から、本題第 604 
項および第 605 
項に基づく補助金に充当され

た資金総額の 
0.1%を下回らないようにしな

ければならない。 
(2) 例外 - 
本款は、管理者が、その年度

には適用されないものとする。 
(A) 本項の下での申請件数が

5件未満であること。 
(B) は、このセクションの下

で少なくとも2つの申請を承

認しない。 
(h) トライバル・リエゾン 

本タイトルの第 605 
条に基づく助成金を申請する直接

の資格を有する部族は、テロ行為

の防止、事前対策、保護、および

テロ行為への再対応に関して、部

局およびその他の連邦、州、地方

、および地域の政府関係者とのト

ライバル・リエゾンとしての役割

を果たす個人を指定しなければな

らない。 
(i) 他の資金の資格 - 
補助金を受けている部族は、資格

のある部族である。 
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選択された法令 > 6 U.S.C. 

セクション606、607 
 

本タイトルの第605項に基づき、当

該部族の一部が所在する境界内の

国または州からの補助金の下、他

の目的のための資金を、当該部族

が属する高リスク都市部から、国

または高リスク都市部の国土安全

保障計画に基づいて再調達するこ

とができる。 
(j) 国の義務 

(1) 一般的に、州は、本タイトル

の第 605 
条の下で受け取った補助金資金

を、直接資格のある部族への補

助金では達成できなかった目標

能力の達成を支援するために、

部族政府に配分する責任を負う

ものとする。 
(2) 補助金資金の配分-本題の第 
605 
条の規定に基づかない州への

補助金に関しては、インディ

アン部族は、その州からの資

金調達の資格を有するものとし

、いかなる地方政府にも資金

調達を求める必要はないもの

とする。 
(3) 要件の押し付け - 
州は、本表題第 605 
条の下でインドの部族に補助金

資金または資源を提供する条件

として、インドの部族に不合理

な、または過度に負担の大きい

要件を課してはならない。 
(k) 構成規則-
本節のいかなる部分も、本部の下

で資金を再受領するインディアン

部族の権限に影響を及ぼすものと

解釈されてはならない。 
 

§607.テロリズムの防止 

(a) 法執行機関のテロリズム事

前介入プログラム 
(1) 一般的に、管理者は、本タ

イトルの第 604 条および第 
605 
条に基づく助成金の総額の 
25％以上が法執行のテロ予防

のために使用されることを保

証しなければならない。 
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ション活動を行っています。 
(2) 法執行テロ防止活動-
法執行テロ防止活動には、以下

のようなものがあります。 
(A) 情報共有と分析。 
(B) ターゲットを硬化させます。 
(C) 脅威認識。 
(D) テロリストの妨害 
(E) 集団犠牲者や活動的な銃撃事

件、航空港や交通機関を含む公

共の場所でのセキュリティイベ

ントへの準備と対応を強化する

ための訓練を行う。 
(F) 州の国土安全保障計画と整合

性のある時間外費用。これには

、国境警備の強化や国境越えの

取締りなど、連邦政府機関を支

援するための法執行活動の強化

の提供も含まれる。 
(G) 本タイトル第124h(i)項の下で

確立されたガイドラインに準拠

した州、地方、地域の融合セン

ターを設立し、強化し、適切な

資格を持った人材を配置するこ

と。 
(H) 補助金申請日に補助金申請

者が雇用した個人を含め、資格

のある情報アナリストとして働

くための給料と福利厚生を支払

うこと。 
(I) 法執行テロリズム防止プログ

ラムのための省の2007年度プロ

グラム・ガイダンスの下で許可

されているその他の活動。 
(J) 管理者によって許可されたそ

の他のテロリズム防止活動。 
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選択された法令 > 6 U.S.C.§607 
 

(3) 融合センターへの参加 - 
管理者は、第（1）項に記載された

補助金資金が、融合センターにお

けるテロ行為の危険にさらされて

いる地方の法執行機関およびその

他の緊急対応機関の参加を支援す

るために、必要に応じて使用され

るようにするものとする。 
(b) 州法執行局 

(1) 設置-
省の政策局には、州法・地方法

執行局が設置され、州法・地方

法執行担当の次官補が長を務め

る。 
(2) 資格-
州および地方法執行担当の次官

補は、法執行、諜報活動、およ

びその他のテロ対策業務の経験

を有し、適切な経歴を有するも

のとする。 
(3) 人員の配置-
長官は、州および地方法執行局

に常設の職員を配置し、承認さ

れた場合、本表題の第316(c)(2)
項、第381項、および第468(d)項
と一致した場合、本款に基づく

対応を遂行するために、省の他

の部門から引き抜かれたその他

の適切な職員を配置するものと

します。 
(4) 責任 - 
国家および地方法執行機関のた

めの次官補は、次のようにしな

ければならない。 
(A) 自然災害、テロ行為、そ

の他の人的被害の防止、事前

対策、保護、および対応にお

ける州および地方の法執行機

関の役割に関連する部局全体

の政策の調整を主導する。 

米国内の災害を作った。 
(B) 州、地方、部族の法執行

機関と部局との間の連絡役を

務める。 
(C) 州、地方、部族の法執行

機関の情報および情報共有の

要件が確実に対処されている

ことを確認するために、情報

分析局との調整を行う。 
(D) 本タイトルの第 604 
条および第 605 
条に基づく補助金、商業用装

備品直接支援プログラム、お

よび融合センターおよび法執

行のためのプログラムを支援

するために国務省が管理する

その他の補助金を含む、州、

地方、および部族政府機関に

対する法執行およびテロリズ

ムに焦点を当てた補助金が、

テロリズム防止活動に適切に

焦点を当てられていることを

確実にするために、長官と協

力するものとする。 
(E) 科学技術総局、連邦緊急

事態管理庁、司法省、司法省

、国立司法研究所、法執行機

関、その他の適切な機関と調

整し、必要に応じて、法執行

官が戦術的環境で使用するた

めの訓練および個人用保護具

のための国の自主的なコンセ

ンサス基準の開発、公布、更

新を支援すること。 
(F) 行うための専門の法執行部

隊派遣チームを設置すること

の有効性と実現可能性を判断

するための研究を、警視総監

と共同で実施する。 
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選択された法令 > 6 U.S.C. 

セクション 608 
 

自然災害、テロ行為、または

その他の人災への対応におい

て、州、地方、部族政府を支

援し、その調査結果を議会の

適切な委員会に報告する。 
(5) Ruleofconstruction-

本款のいかなる部分も     
管理者の再スポンサー責任、権限

、または役割を減少させたり、優

先させたり、置き換えたりするた

めに解釈されてはならない。 
 

  §608.優先順位付け 

(a) 一般的に、本題第 604 
条または第 605 
条の下で補助金を申請する州とリ

スクの高い都市部の間で資金を配

分する際に、管理者は、各州また

はリスクの高い都市部ごとに、以

下の点を考慮するものとする。 
(1) テロ行為による相対的な脅

威、脆弱性、およびその結果に

ついて、以下の点を考慮してい

る。 
(A) その人口は、ミリタリー

人口、観光客、通勤者の人口

を適切に考慮したものでなけ

ればならない。 
(B) その人口密度。 
(C) その脅威の歴史、それ以

前にテロ行為の標的となった

ことがあるかどうかを含めて。 
(D) 重要インフラ（すべての

重要なインフラセクター）ま

たは重要な資源に関連する脅

威、脆弱性、およびその影響

の程度、ならびに、近隣の管

轄区域の重要なインフラまた

は重要な資源に関連する脅威

、脆弱性、およびその影響を

含む、広告担当官または州の

国土安全保障計画によって特

定された重要なインフラ（す

べての重要なインフラセクタ

ー）または重要な資源に関連

する脅威、脆弱性、およびそ

の影響。 
(E) 脅威の評価を行うための最

新の脅威評価を行うことがで

きる。 
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メンタリスト。 
(F) 国が国際的な国境に接し

ているか、またはその近くに

あるか、または危険度の高い

都市部があるかどうか。 
(G) 海（メキシコ湾を含む）

や国際水域に接する海岸線が

あるかどうか。 
(H) また、近隣の管轄区域で

発生したテロ行為に対応する

必要性があると思われる。 
(I) 目標とする能力を満たし

ていない程度。 
(J) 高リスク都市圏の場合、

その高リスク都市圏がどの程

度含まれているか。 
(i) 対象となる大都市圏内

の自治体、郡、郡、小区、

およびインディアン部族は

、テロ行為の防止、準備、

保護、および対応のための

地域的な取り組みを強化す

るために、これらを含める

ことになります。 
(ii) 高リスクの都市部地域

内でのテロ行為に対応する

ために必要とされる可能性

が高い周辺地域の他の地方

政府および部族政府。 
(K) 管財人が書面で指定した

その他の要因。 
(2) 国またはリスクの高い都市

部が、テロ行為を防止し、事前

に準備し、テロ行為から守り、

対応し、目標能力を達成し、そ

の他の方法でリスクの高い都市

部、国または国家に対する全体

的なリスクを軽減する能力を向

上させる上で、国またはリスク

の高い都市部が提案している補

助金の使用がもたらすと予想さ

れる有効性。 
(b) 脅威のタイプ-評価 
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選択された法令 > 6 U.S.C.§609 
 

本項に基づく脅威について、管理

者は、米国のすべての地域、都市

部および農村部の重要なインフラ

部門および住民に対する以下の種

類の脅威を考慮しなければならな

い。 
(1) 生物学的に。 
(2) 化学的に。 
(3) サイバーだ 
(4) 爆発物だ 
(5) 焼夷弾だ 
(6) 核兵器だ 
(7) 放射線学的に。 
(8) 自爆テロだ 
(9) このような他のタイプの脅

威は、管理者によって関連性が

あると判断された。 
 

§609.資金の使用 

(a) 許可された用途-
行政当局は、本タイトルの第 604 
条または第 605 
条に基づく助成金の受領者に対し

、国の国土安全保障計画および関

連する地方、部族、地域の国土安

全保障計画に沿った、テロ行為の

予防、準備、保護、および対応に

関連する目標キャパシティを達成

するために、助成金資金を使用す

ることを許可するものとする。 
(1) 家庭用地の安全保障、緊急時

の管理、またはその他の関連す

る計画、評価、または相互扶助

協定の開発と強化。 
(2) 本題第321a項および第748項
の下で実施される訓練および演

習を含む、訓練および演習の設

計、実施、および評価を行うこ

と。 
(3) 本タイトルの第124l条(a)項(2

)に基づいて設定された優先度

の高い重要インフラストラクチ

ャリストに記載されているシス

テムまたは資産を保護すること。 
(4) コンピュータのハードウェ

アおよびソフトウェアを含む
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機器の購入、アップグレード、

保管、または保守。 
(5) 緊急通信の操作性を確保し、

相互運用性を実現すること。 
(6) 国土安全保障諮問システムの

下での脅威レベルの上昇への対

応、または国家的な特別な安全

保障イベントに起因するニーズ

への対応。 
(7) 本タイトルの第124h(i)項に基

づいて制定されたガイドライン

に準拠した州、地方、地域の融

合センターを設立し、強化し、適

切な資格を持った人材を配置す

ること。 
(8) 学校の準備を強化します。 
(9) 対象となる空港や表面輸送シ

ステムの安全で非安全なエリア

のセキュリティと事前の緩和を

強化しています。 
(10) 公共の安全をサポートする

ためのポイントを旋回します。 
(11) 資格のある情報アナリスト

として働くために、当該補助金申

請日に補助金受領者に雇用され

ていた個人を含む職員の給与と福

利厚生を支払うこと。 
(12) ただし、かかる費用は補助金

の額の 3 
パーセントを超えてはならない。 
(13) 州の国土安全保障無償資金

プログラム、都市地域安全保障

イニシアティブ（専任のテロ対

策職員の下で許可された活動を含

む）のための省の2007年度プロ

グラム・ガイドの下で許可された

活動。 
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選択された法令 > 6 U.S.C.§609 
 

ニングパイロット）、または法

執行機関 
テロリズム防止プログラム 
(14) 管理者が決定したその他の

適切な活動。 
(b) 資金使途の制限 

(1) 一般的に、本タイトルの第60
4条または第605条の規定によら

ずに提供された資金は、使用す

ることはできません。 
(A) ただし、本項のいかなる

規定も、（a）の下で許容され

る用途のために、国または高

リスク都市部に提供された補

助金資金を、国または高リス

ク都市部が同じ用途または類

似の用途を支援するために国

または地方の資金を過去に使

用したことがあるという理由

で使用することを禁止するも

のではない。 
(B) 州または地方自治体の費

用分担金のための費用負担金

が必要となります。 
(2) 人員 

(A) 一般的には、本タイトル

の第 604 条または第 605 
条の下で助成金を受給する者

に授与された金額の 50 
パーセントを超えない範囲で

、下 
記(a)項の下で許可された用途

を支援するための人件費（残

業代や埋め戻し費用を含む）

の支払いに使用することがで

き る。 
(B) 権利放棄-
本タイトルの第604項または第

605項に基づく助成金の受領者

の要請に応じて、管理者は、

パラグラフ(A)に基づく制限の

権利放棄を認めることができ

る。 
(3) 裁量の制限 

(A) 一般-
本項のパラグラフ(2)に基づき

、本タイトルの第 604 
条または第 605 
条の下で助成金受給者に支給

された金額を人件費に使用す

ることに関して、管理者は、

次のことをしてはならない。 
(i) 人件費または人に関連す

る費用の支払いに使用でき

る賞金の額に、第(2)項(A)で
課されたパーセンテージ制

限よりも高いか低いかの制

限を
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課すこと。 
(ii) 特定のタイプ、目的、

またはカテゴリーの人件費

、または人件関連の費用に

使用される可能性のある受

給者の資金の部分に追加の

制限を課す。 
(B) アナリスト-
本タイトルの第 604 
項または第 605 
項の規定に基づかない助成金

受領者に授与された金額が、

第 
(a)項(10)に基づき、資格のあ

る情報アナリストの給与また

は福利厚生の支払いに使用さ

れた場合、管理者は、当該ア

ナリストが助成金の下で勤務

できる期間に制限を設けるこ

となく、当該金額を利用でき

るようにするものとする。 
(4) 建設業 

(A) 一般的に、本題の第604項
または第605項に基づいて交付

された補助金は、土地の取得

、建物その他の物理的施設の

建設に使用することはできな

い。 
(B) 例外 

(i) 一般的に、（A）項にか

かわらず、本題の第 604 
条または第 605 
条の下で授与された補助金

を、テロ行為の防止、事前

対策、保護、またはテロ行

為への対応に関連する目標

キャパビ 
リティを達成するために使

用することを禁止するもの

ではありません（テロ行為

から建物を安全にする目的

で、既存の建物の改修や

改造を含む）。 
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選択された法令 > 6 U.S.C.§609 
 

(ii) 適用除外の要件-
本タイトルの第 604 
条または第 605 
条の下で授与された補助金

は、以下の場合を除き、第 
(i)項に記載された目的のた

めに使用することはできな

い。 
(I) 特認 
管理者の方にお願いしま

す。 
(II) 建設工事は、タイト

ル 42 の第 5196 
条(j)項(9)に基づく要件と

一致する条件で行われる

こと。 
(III) 第(i)項の目的のため

に配分された金額が、100
万ドルまたは補助金授与

額の15パーセントのいず

れか大きい方を超えない

こと。 
(5) レクリエーション - 
本部の下で授与された補助金は

、レクリエーションまたは社会

的な目的に使用することはでき

ません。 
(c) 多目的資金-
本項の記述は、テロ行為とは無関

係の災害への備えを強化するため

に、州、地方、部族の政府が、テ

ロ行為の防止、準備、防御、また

はテロ行為への対応に関連する目

標能力を達成するために、本タイ

トルの第 604 条および第 605 
条に基づく補助金資金を使用する

ことを禁止するものと解釈される

ものとする。 
(d) 費用の精算 

(1) 有償オンコールまたはボラ

ンティアの再経費-第 604 

条または第 605 
条に基づく助成金は、第(a)項に

記載された活動に加えて、本題第 
604 条または第 605 
条に基づく助成金を、本項の目

的に関連する訓練または演習へ

の出張または参加のために他の

報酬を受けていない有償オンコ

ールまたはボランティアの緊急

対応提供者に合理的な俸給を提

供するために使用することがで

きる。このような払い戻しは、

以下のようなものであってはな

らない。 
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は、緊急対応プロバイダを193
8年の公正労働基準法（29 
U.S.C. 201 et 
seq）の適用を受けていない従

業員とする目的のための報酬

とみなされる。 
(2) 連邦政府の義務の履行    
本タイトルの第 604 
条または第 605 
条に基づく補助金の申請者は

、連邦政府の義務であり、通

常は連邦政府機関が実施し、

連邦政府機関との合意の下に

州または地方自治体が実施し

ているテロ行為の予防、準備

、保護、または対応に関連す

る活動の費用の償還に、これ

らの条項に基づく補助金から

の資金を使用するよう、管理

者に申請することができる。 
(e) 未使用の国土安全保障補助金

資金の柔軟性-本題第 604 
項または第 605 
項に基づく補助金の受領者から

の要請があった場合、管理者は

、国土安全保障のためと 
判断した場合、補助金受領者に

対し、補助金契約書で指定され

た用途から本項の下で許可され

た他の用途に補助金資金の全部

または一部を移すことを許可す

ることができる。 
(f) 設備基準-本題第 604 
条または第 605 
条に基づく補助金の申請者が、

本題第 747 
条に基づいて策定された国の自

主的な基準を満たしていない、

または満たしていない新しい設

備またはシステムを、補助金に

基づく援助を受けてアップグレ

ードまたは購入しようとする場

合、申請者は、そのような設備ま

たはシステムが、そのような基準

を満たしている、または満たして

いる設備またはシステムよりも申

請者のニーズに適している理由を

、申請書に記載しなければならな

い。 
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選択された法令 > 6 U.S.C.§ 611 
 
 

 
(a) 地域の調整 - 
アドミニストレータは、次のこと

を確実にしなければならない。 
(1) 自然災害、テロ行為、または

その他の人災の予防、準備、保

護、または再発防止のために国

務省が管理する補助金（ロバー

ト・T・スタッフォード災害救

援・緊急援助法（42 U.S.C. 5133, 
5170 et 
seq.は、必要に応じて、近隣の州

政府、地方政府、および部族政

府との間で、予防、事前準備、

および保護の取り組みを調整す

る。 
(2) 自然災害、テロ行為、または

その他の人災を予防、事前対策

、保護、または対応するために

国務省が管理する補助金（ロバ

ート・T・スタッフォード災害

救援緊急支援法（42 U.S.C. 5133, 
5170 et 
seq.1つ以上の州の一部または全

部を含むか、または1つ以上の州

のすべてに、適切な場合には地

域作業グループの利用や地域計

画の要件を含めて、州の境界を

越えて、調整を行う。 

(b) 企画委員会 
(1) 一般的に、本題の第 604 
条または第 605 
条に基づかない補助金を受けて

いる州またはハイリスク都市部

は、州、地域、または地方の国

土安全保障計画の作成と再評価

を支援し、以下を支援するため

に、計画委員会を設置するもの

とする。 

本タイトルの第 604 条および第 
605 
条の下にある補助金の効果的な

資金調達先を決定するためには

、以下のようにしなければなら

ない。 
(2) コンポジション 

(A) 一般的に-
計画委員会には、以下を含む

重要な利害関係者の代表者を

含めるものとする。 
(i) 地方政府 
吏員 
(ii) 緊急時対応のプロバイ

ザーには、消防、法執行、

緊急医療対応、および緊急

事態管理者の代表者が含ま

れるものとする。 
(B) 地理的代表 - 
計画委員会のメンバーは、州

内またはリスクの高い都市部

内の郡、市、町、およびイン

ディアン部族の個人を代表す 
るグループでなければならな

い。 
(3) 既存の計画策定委員会-
本款のいかなる部分も、国また

はリスクの高い都市部が、本節

の要件を満たす複数の管轄区域

の計画策定委員会または委員会

を設置し、使用している場合に

は、国またはリスクの高い都市

部が計画策定委員会を設置する

ことを要求するものと解釈され

てはならない。 
(c) 省庁間調整 

(1) 一般的には、2007年8月3日
から12ヶ月以内に、長官（長官

を通じて行動する）、司法長官

、保健福祉長官、および州、地

方、および部族政府に支援を提

§611.管理及び調整 
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供しているその他の機関の長

は、次のように述べています。 
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選択された法令 > 6 U.S.C.§ 611 
 

自然災害、テロ行為、その他の

人災の防止、準備、予防、対策

、対応のために、共同して行う。 
(A) 自然災害、テロ行為、そ

の他の人災の予防、準備、防

御、および再対応を目的とし

た州、地方、部族政府のため

の連邦補助金プログラムの包

括的なリストを作成する。 
(B) 第（A）項に記載された補

助金プログラムの計画、報告

、申請、その他の必要事項と

指針を取りまとめる。 
(C) 必要に応じて、以下のよう

な勧告を作成する。 
(i) 州、地方、部族政府に

対する冗長で重複した要件

を排除します。 
(ii) そのようなプログラムの

目的に対する説明責任を確

保する。 
(iii) 受給者による重複購入

や一貫性のない購入を避け

るために、補助金資金の配

分を調整する。 
(iv) プログラムをより利用

しやすく、申請者にとって

使いやすいものにする。 
(v) 国家の総合的な備えを強

化するために、プログラム

が共同で調整されているこ

とを確認してください。 
(D) パラグラフ(A), (B), 
(C)に基づく情報および勧告を

、適切な議会の委員会に提出

すること。 
(E) 適切なコムを提供する 

(D)項に基づくサブミッション

を準備する際に収集または検

討された情報に対して、議会

の委員会、コントロラー・ジ

ェネラル、および政府認証局

の役員または職員が完全にア

クセスできるようにすること。 
(2) 業務の範囲：本款のいかな

る規定も、2007 年 8 月 3 
日現在存在する補助金プログラ

ムの廃止や目的の変更を認める

ものではなく、また、そのよう

な補助金プロ 
グラムの廃止や目的の変更に関

する提案書の審査や作成を認め

るものではない。 
(d) 議会の感覚-
自然災害、テロ行為、その他の人

災を含むあらゆる危険に対して、

国家が予防、準備、保護、対応を

最も効果的に行うことができるよ

うにするために、議会の感覚であ

る。 
(1) 同省は、テロリズムに焦点を

当てた補助金とオールハザード

補助金の両方について、首尾一

貫した調整されたシス 
テムを管理すべきである。 
(2) 2007 年 9/11 
委員会法の実施勧告の第 1 
章および第 2 
章の改正に基づく補助金の配分

権限に反映されているように、

テロリズムに焦点を当てた資金

調達とあらゆる危険への備えの

ための資金調達との間には、継

続的かつ適切なバランスがある

べきである。 
(3) テロ支援補助金に関しては

、最もリスクの高い地域の目標

能力を迅速に達成することと、 
目標能力の低下によって測定さ
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れる基本的な事前の平準化

のレベルを確保することが

必要である。 



214 
 

選択された法令 > 6 U.S.C. 

セクション 612 
 

全国的に達成されました。 
 

§612.説明責任 
(a) 助成金プログラムの監査 

(1) コンプライアンス要件 
(A) 監査要件-
会計年度中に50万ドル以上の

連邦政府資金を支出した、省

が管理する補助金の受給者は

、表題31の第75章に基づき義

務付けられている組織全体の

財務・コンプライアンス監査

の写しを管理者に提出しなけ

ればならない。 
(B) 情報へのアクセス-
部局および部局が管理する補

助金の各受領者は、部局が管

理する補助金に関連して実施

された活動に関する情報への

完全なアクセスを、統括責任

者および政府説明責任局の役

員または職員に提供しなけれ

ばならない。 
(C) 不適切な支払い-2002 
年不正支払情報法（31 U.S.C. 
3321 注）に基づき、本表題第 
604 条、第 605 条および第 762 
条に基づく各補助金プログラ

ムについて、管理者は、以下

の方針および 
手続きを規定するものとする。 

(i) このような補助金プログ

ラムの下で資金を提供され

た活動のうち、顕著なカン

トの不適切な支払いの可能

性が 
あるものを特定すること。 
(ii) 不適切な支払いがあっ

た場合は、部局に報告しな

ければならない。 

(2) 代理店プログラムレビュー 
(A) 一般的には、管理者は、2
年に1回以上、各州および高レ

ベルの州に対して、以下のよ

うな調査を行うものとする。 
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自然災害、テロ行為、またはその

他の人為的災害の予防、準備、保

護、または対応のために、ロバー

ト・T・スタッフォード災害救援

・緊急援助法（42 U.S.C. 5133, 
5170 et seq, and 5191 et 
seq）の第203項、第IV項、または

第V項の下で提供される援助を除

く、本省が管理する補助金を受領

しているリスクのある都市部。 
(B) 内容-
(A)号に基づくレビューでは、最

小限の検査を行うものとする。 
(i) 授与された資金が、法律、

プログラムガイダンス、州の国

土安全保障計画またはその他の

適用可能な計画に基づいて使用

されたかどうか。 
(ii) 自然災害、テロ行為、その

他の人災を予防、準備、保護、

対応するために、助成対象者の

能力をどの程度向上させたか。 
(C) 充当の権限-
管理者に充当することが認められ

ている他の金額に加えて、本項に

基づく審査のために管理者に充当

することが認められている。 
(i) 各会計年度8,000,000ドル 
2008年、2009年、2010年 
(ii) 平成23年度以降の各年度に

必要な金額を記載しております。 
(3) パフォーマンス評価-
国とリスクの高い都市部が、目標

とする能力と備えの優先事項を満

たすために、国務省が管理する補

助金を適切に使用していることを

確認するために、以下のような活

動を実施する。 
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選択された法令 > 6 U.S.C. セクション 612 
 

管理者は... 
(A) 当該国または高リスク都

市部が、本題第748条(b)項に

基づく演習を実施または参加

することを確実にしなければ

ならない。 
(B) 本題第749条の下の包括的

評価システムと調和したパフ

ォーマンス指標を使用し、そ

のような州または高リスク都

市部が、パラグラフ(A)の下で

要求される演習を通じて、そ

のような指標に対する進捗状

況を定期的にテストすること

を保証する。 
(C) 本タイトルの第 750 
条に基づく是正処置プログラ

ムを使用すること。 
(D) 本タイトルの第752条(c)項
で要求されているように、国

務省が管理する補助金を受領

している各州が、その準備の

レベルに関する報告書を管理

者に提出することを確実にす

る。 
(4) 評価要素の考慮 
(2)項および(3)項に基づくプログ

ラムの再評価およびパフォーマ

ンス監査を実施する際には、管

理者および部局の監察官は、(4)
項で要求されるパフォーマンス

評価要素を考慮しなければなら

ない。 
(5) 回収監査-
管理者は、以下のように管理者

が判断した場合、2010 
年適正支払いの撤廃および回収

法（31 U.S.C. 3321 注）の第 2 
項(h)に基づき、総額が 100 
万ドルを下回らない補助金につ

いて回収監査を実施するものと

する。 
(A) 財務監査で不適切な支払いが

確認された場合、再処理すること

ができます。 
(B) 費用対効果が高い 
を回収するための回収監査 
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対象となる資金。 
(6) コンプライアンス違反の

救済措置 
(A) 一般的に、本款に基

づく審査または監査の結

果、本章に基づく補助金

の受領者が、対象となる

支出に関する法律の規定

または部局の規則やガイ

ドラインを実質的に遵守

していないと、アドミニ

ストレータが判断した場

合、アドミニストレータ

は、以下を行うものとし

ます。 
(i) 受領者が適切に使用

しなかった補助金資金

の額と同額を、再受領者

に支払う補助金資金の

額を減額する。 
(ii) 補助金資金の使用を

、順守しなかった場合

でも影響を受けないプ

ログラム、プロジェク

ト、または活動に限定

する。 
(iii) さらなる調査のた

めに、この問題を警視

総監に報告する。 
(iv) 受給者への補助金

資金の支払いを中止す

る。 
(v) 管理者が適切と判断

した場合には、その他

の措置を取ることがで

きる。 
(B) 罰則の期間 - 
管理者は、補助金受領者

が法律および省の指針ま

たは規則を完全に遵守し

ていると管理者が判断す

るまで、パラグラフ 
(A)の下にある過小評価の罰則

を適用するものとする。 
(b) 助成対象者による報告 

(1) 国土安全保障費の四半期

報告書 
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選択された法令 > 6 U.S.C. 

セクション 612 
 

(A) 一般的に-
本題の第604項または第605項
に基づく補助金を受領する条

件として、州、高リスク都市

部、または直接資格のある部

族は、各連邦政府の会計期間

終了後30日以内に、その会計

期間中に補助金資金を使って

行われた活動に関する報告書

を管理者に提出しなければな

らない。 
(B) 内容-
(A)号に基づく報告書には、該

当する州、高リスクのウラン

バ 
ン地域、または直接資格のあ

る部族、および各サブグラン

ト先について、最低でも以下

の内容が含まれていなければ

ならない。 
(i) 半期に、本タイトルの第 
604 条または第 605 
条に基づき、その受信者に

義務づけられた金額。 
(ii) 当該受領者が本タイト

ルの第 604 条または第 605 
条に基づき、その四半期に

再受領し、支出した資金の

額。 
(iii) このような資金を使用

して、その再受領者が行っ

た支出の要約説明と、その

ような支出が行われた目的

を記載したもの。 
(C) 年度末報告書-
国家、高リスクの禁止区域

、または直接資格のある部

族が、会計年度の最終四半

期に関連してパラグラフ（A
）の下に提出する報告書に

は、以下のものを含めるもの

とする。 
(i) その会計年度に助成金を受け

ていない状態で受領したすべての

資金の金額と再受領日を明記して

ください。 
(ii) その会計年度中に、その補助

金のサブグラントを受けた者の身

元と提供された金額を明記しなけ

ればならない。 
(iii) そのようなすべての資金の金

額と支出の日付 
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本表題の第 611 
条(a)項(1)に準拠して

、または相互扶助協

定またはその他の取

り決めの下に支出さ

れ、その会計年度中

に州、高リスク都市

部、または該当する

場合は直接資格のあ

る部族内で適用され

る。 
(iv) その会計年度中に

各受取人またはサブ

グラント先が資金を

どのように使用した

か。 
(2) 年次報告書 - 本題第 605 
条の下で補助金を申請す

る州は、本題第 752 
条(c)で義務付けられてい

るように、毎年、州の事

前改善報告書を管理者に

提出しなければならない。 
(c) 管理者による報告 

(1) 連邦準備報告書-
長官は、毎年、本表題の

第752条(a)項で義務付けら

れている連邦準備報告書

を連邦議会の適切な委員

会に提出するものとする。 
(2) リスク評価 

(A) 一般-
各会計年度において、

管理者は、リスクの計

算および省が管理する

補助金の資金配分の計

算に使用した方法につ

いて、以下を含む詳細

かつ包括的な説明を議

会の適切な委員会に提

出しなければならない。 

(i) リスクアセスメントに含

まれるすべての変数と、そ

のような各変数に割り当て

られた重み。 
(ii) 加重された各変数がリス

クとどのように関係してい

るかの説明、およびそのよ

うな関係があると結論づけ

た根拠。 
(iii) (1) 
期中における重要な子会社

の異動（連結範囲の変更を

伴う特定子会社の異動） 
該当事項はありません。 
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§613.報告の重複の特定及びパ

フォーマンス指標の開発 

選択された法令 > 6 U.S.C. セクション613 
 

考慮される変数、それらの

変数の重み付け、および計

算方法。 
(B) 分類された附属書 - 
パラグラフ(A)の下で要求され

る情報は、可能な限り未分類

の形式で提供されるものとし

、必要に応じて分類された附

属書を含めることができる。 
(C) 締切日 
各会計年度において、サブパ

ラグラフ(A)の下で必要とされ

る情報は、以下のいずれか早

い日に提供されなければなり

ません。 
(i) 10月31日、または 
(ii) Departmentが管理する補

助金のプログラム・ガイダ

ンスが発行される30日前。 
(3) 部族資金報告書-
各会計年度の終わりに、行政官

は、政府が管理する補助金プロ

グラムの下でインディアン部族

に提供された資金の額を明記し

た報告書を、直接提供されたも

のであれ、州または高リスク都

市部からのサブグラントを通じ

て提供されたものであれ、その

会計年度にインディアン部族に

提供された資金の額を明記した

報告書を議会の充当委員会に提

出しなければならない。 
 

(a) 定義：本項において「対象と

なる補助金」とは、本題第604項に

基づき授与された補助金、本題第6
05項に基づき授与された補助金、

および管理者が指定したその他の

補助金を意味する。 
(b) 第一次報告書 - 
2010年10月12日から90日以内に、次

の内容を含む報告書を議会の承認委

員会に提出しなければなりません。 
(1) 補助金の授与に関連して管

理者が州、地方、部族政府に課

している冗長な再移植要件の
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評価。 
(A) 補助金の管理プロセスの

一環として、Administra tor 
が補助金受領者に要求した

データの各項目のリスト。 
(B) (A)項に記載されたリス

トの中から、補助金受領者

が複数回、または複数のシ

ステムに提出する必要があ

るデータの項目を特定する

こと。 
(C) (A)項に記載されたリス

トの中から、管理者が対象

となる補助金が授与される

プログラムを効果的かつ効

率的に管理するために収集

する必要のないデータ項目

を特定すること。 
(2) (1)項に基づき特定された冗

長で不必要な報告要件を排除

するための具体的なタイムテ

ーブルを含む計画。 
(3) 対象となる補助金が授与さ

れるプログラムの効果を評価

するために、定量化可能な成

果指標を速やかに作成するた

めの、具体的なタイムテーブ

ルを含む計画。 
(c) 隔年報告書-
第（b）項の下で最初の報告書の

提出が求められた日から 1 
年以内に、その後は 2 年に 1 
度、管理者は、以下を含む補助

金管理報告書を議会の適切な委

員会に提出するものとする。 
(1) 撤廃に向けた取り組み状況 
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選択された法令 > 

合衆国法律集第6編第613条、第701条 
 

助成金受領者に課せられた冗長

で不必要な報告要件。 
(A) 第(b)(2)項に基づき要求さ

れた計画の実施の進捗状況。 
(B) 冗長で不必要な要件を特

定し、排除するために、報告

要件の再評価を行う。 
(2) 対象となる補助金が授与され

ているプログラムの効果を評価

するための定量化可能なパフォ

ーマンス指標と測定基準を開発

するための努力の状況。 
(A) 第(b)(3)項に基づき要求さ

れた計画の実施の進捗状況。 
(B) 本表題第 749 
条の下で義務付けられている

包括的な評価システムの一部

として、補助金のための追加

のフォーメーションごとの測

定基準と手段の開発と実施の

進捗状況。 
(3) 補助金が授与される各プロ

グラムのパフォーマンス評価。 
(A) プログラムの目的と目標

の説明。 
(B) 本項、本タイトルの第612
条(a)(4)項、および本タイトル

の第749条で要求されている定

量化可能なパフォーマンス指

標と測定基準に基づいて、(A)
項に記載されている目的と目

標がどの程度達成されている

かの評価。 
(C) プログラムの有効性を向上

させるために、変更された状

況や新たに生じた状況に対処

するために、プログラムを修

正するための推奨事項。 
(D) 明確で正確な情報の

利用可能性、審査と表

彰の適時性、技術支援の提供

など、対象となる補助金の受

給者の経験の
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評価と、経験を向上さ

せるための推奨事項。 
(d) 補助金プログラム測定調

査【12年度中に報告が必要 
 

  §701.定義 

このタイトルでは 

(1) 管理者」とは、本庁の管

理者をいう。 
(2) 庁」という用語は、連邦

政府緊急事態管理庁を意味

する。 
(3) 議会の適切な委員会」と

は、以下のような意味です。 
(A) 上院国土安全保障・

政府問題委員会 
(B) 衆議院の委員会のうち

、衆議院議長が適当と認

めたもの。 
(4) 大惨事」という用語は、

自然災害、暴動、またはそ

の他の人為的災害で、異常

なレベルの犠牲者や損害、

混乱をもたらし、その地域

の人口（大量避難を含む）

、インフラ、環境、経済、

国民の士気、または政府機

能に深刻な影響を与えるも

のを意味する。 
(5) Department」という用語

は、国土安全保障省を意味

します。 
(6) 緊急事態」および「大規

模災害」という用語は、タ

イトル42の第5122項で与え

られた意味を持つ。 
 

 

"*本タイトル」とは、Pub.L. 109-
295のタイトルVIを指します。L. 109-
295, 
PKEMRAのタイトルVIを指します。 



224 
 

選択された法令 > 6 U.S.C.§701、711 
 

(7) 緊急事態管理」という用語は、

脅迫されたまたは実際の自然災害

、テロ行為、またはその他の人為

的災害に備え、予 
防、対策、対応、回復、または軽

減する能力を構築し、維持し、証

明するために必要なすべての活動

を調整し、統合する政府の機能を

意味する。 
(8) 緊急対応のプロバイダー」とい

う用語は、本タイトルの第101項で

与えられた意味を持つ。 
(9) 連邦調整官」という用語は、タ

イトル42の第5143項に記載されて

いる連邦調整官を意味する。 
(10) 障害者」という用語は、タイ

トル42の第12102項で与えられた意

味を持つ。 
(11) 地方自治体」および「州」と

いう用語は、本表題第101条で与え

られた意味を持つ。 
(12) 国家事故管理システム」とは

、効果的、効率的、協調的な事故

管理を可能にするシステムを意味

する。 
(13) 国家対応計画」という用語は

、国家対応計画または本題第314条
(a)(6)項に基づき作成された後継計

画を意味する。 
(14) 長官」とは、国土安全保障省

長官を意味する。 
(15) サージ能力」という用語は、

大災害時に人命を救い、財産を守

るために必要な捜索救助能力、食

糧、水、医薬品、避難所および住

居、医療ケア、避難能力、人員配

置（災害支援の雇用者を含む）、

その他の資源の提供を迅速かつ実

質的に増加させる能力を意味する。 
(16) 部族政府」とは、インディア

ンの部族または公認の部族組織の

政府を意味する。 



225 
 

またはアラスカではネイティブ

の村またはアラスカ・リージョ

ナル・ネイティブ・コーポレー

ション。 
 

  §711.サージ容量力 

(a) 設立 
(1) 一般的に、長官は、2006
年10月4日から6ヶ月以内に、

自然災害、テロ行為、その他

の人災（壊滅的な事件を含む

）に対応するための人員を派

遣するためのサージ能力部隊

を設置し、実施するための計

画を作成し、議会の適切な委

員会に提出しなければならな

い。 
(2) オーソリティ 

(A) 一般的に-
(B)号に規定されている場

合を除き、計画では、サー

ジ能力部隊の個人がロバー

トに規定された 
権限の下で訓練を受け、配

備されることを規定するも

のとする。 
T.  スタッフォード災害救援と 
緊急   援助   法 [42 
U.S.C. 5121 et seq.] 
(B) 例外 - 
管理者が、既存の権限がサ

ージ容量部隊の個人の訓練

と配備に不十分であると判

断した場合、管理者は、管

理者が必要と判断した追加

の法的権限について議会に

報告しなければならない。 
(b) 奉公先指定社員 
この計画には、長官が省庁の職

員ではない省の職員を指名し、

他の執行機関の長と協力して、

他の執行機関の職員を、必要に応

じて、サージの委員会の委員に指

名する手順が含まれているものと

する。 



226 
 

§721.避難準備技術支援 

§722.都市部の捜索救助対応シス

テム 

§723.首都圏医療対策交付金プロ

グラム 

選択された法令 > 6 U.S.C.§711, 721-723 
 

キャパシティフォース。 
(c) 機能 
計画は、サージ容量力を確保する

ものとする。 
(1) 自然災害、テロ行為、その他

の人災（壊滅的な事件を含む）

に備え、対応し、復旧するため

に、活性化後に迅速かつ効率的

に展開することができる、本表

題の第320条に準拠した資格を有

する十分な数の個人が含まれる。 
(2) サージ能力部隊を指揮し、

管理するために、本題の第320条
に基づき資格を与えられた十分

な数のフルタイムで高度な訓練

を受けた個人が含まれている。 
(d) トレーニング 
計画は、自然災害、テロ行為、そ

の他の人災に関する庁のプログラ

ムや方針について、適切かつ継続

的な訓練を実施していることを確

認するために、管理者がサージ要

員に適切かつ継続的な訓練を実施

しなければならない。 
(e) 機関人員の上限に影響なし 
サージ能力部隊のメンバーは、連

邦緊急事態管理庁に適用される人

員の上限にカウントされてはなら

ない。 
(f) 費用 
管理者は、サージ収容能力部隊の

隊員としての任務に関連する訓練

に参加する目的で、表題 5 章第 57 
章第 1 
節の下の機関の職員に認められた

料金をもって、 
サージ収容能力部隊の隊員の旅費

を支給することができる。 

(g) 連邦政府職員を巻き込んだサ

ージキャパシティフォースの即時

実施 
管理者は、2006年10月4日以降の実

務上可能な限り速やかに、以下の

事項を策定し、実施するものとす

る。 
(1) 第(b)項に基づく手続き。 
(2) 計画の他の要素については、

これらの手続きの下で指定され

た個人で構成されるサージキャ

パシティフォースの部分を設定

する必要があった。 
 

管理者は、他の適切な連邦政府機

関の長と連携して、州、地方、部

族政府に対して、ハリケーン避難

調査の作成、避難計画の策定にお

ける技術支援、高潮予測、避難区

域、避難許可時間、輸送能力、避

難所能力の評価を含む、避難準備

の技術支援を提供するものとする。 
 

(a) 一般的には 
庁内には、都市捜索救助再スポン

サードシステムとして知られてい

るシステムがあります。 
(b) 処分の認可 

 

(a) 一般的には 
首都圏医療リスポンサードプログ

ラムがあります。 
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§725.前置装置プログラム 

§726.基本的な生命維持のための

応急手当と教育 

§727.情報技術システムの改善 

選択された法令 > 6 U.S.C.§724-727 
 

(b) 目的 
プログラムには、2006 年 6 月 1 
日現在のプログラムの各目的が含

まれているものとする。 
(c) 処分の認可 

 
§724.ロジスティクス 

管理者は、自然災害、テロ行為、

その他の人災に効果的かつ迅速に

対応するために必要な物品・サー

ビスの調達・配車、及び物流シス

テムの各地点における物品のリア

ルタイムな可視化のための効率的

で透明性の高い柔軟な物流システ

ムを構築するものとする。 
 

(a) 一般的には 
管理者は、自然災害、テロ行為、

その他の人災に対応して（または

その影響で作動しなくなった）州

、地方、部族の政府が使用する重

要な資産を維持し、補充するため

に、少なくとも11カ所に標準化さ

れた緊急用機器を予備配備するた

めの予備配備プログラムを確立す

るものとする。 
(b) お知らせ 
管理者は、前置装置プログラムの

場所が閉鎖される地域の州、地方

、部族の役人に、閉鎖日の60日前

までに通知しなければならない。 
 

管理者は、緊急時対応事業者に教

育を提供するための資金を提供す

る団体と協定を結ぶものとする。 

いのちの応急処置 
子供たちのことを考えています。 

 

(a) 情報技術システムの改善策 
管理者は、部局の最高情報責任者

と連携して、以下の措置を含め、

庁内の情報技術システムを更新し

、改善するための適切な措置を講

じるものとする。 
(1) 同庁の複数の情報技術シス

テム（国家緊急事態管理情報シ

ステム、物流情報管理システムI
II、自動配備データベースを含

む）が、実行可能な範囲で完全

に互換性があり、必要に応じて

相互に情報を共有し、アクセス

できることを確実にする。 
(2) 技術の強化が本庁の本部およ

び地域事務所にタイムリーに到

達し、シームレスな統合を可能

にすることを保証します。 
(3) リリース前にすべてのシステ

ムコンポーネントが適切かつ徹

底的にテストされることを保証

するテスト環境を開発し、維持

する。 
(4) 災害対応要員、任務任務命

令、物資、および自然災害、テ

ロ行為、またはその他の人災に

対応して使用された物資を追跡

する能力を、本庁の情報技術シ

ステムが有していることを確実

にしなければならない。 
(5) 国家緊急事態管理情報システ

ムの適切な改善を行い、対応す

る。 
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§728.法執行機関への特定の情報の

開示 

選択された法令 > 6 U.S.C.§728-741 
 

2006年10月4日には、このような

システムの欠点を指摘し、また

、2006年10月4日には、このよう

なシステムの欠点を指摘しまし

た。 
(6) 災害対応要員を含む要員に

対して、情報技術システムに関

する研修、マニュアル、指導を

行い、社員が情報技術システム

を適切に利用できるように支援

する。 
(b) 平成18年10月4日以降270日分

の報告が必要です。 
 

避難、避難所、または集団移転を

必要とする状況が発生した場合、

管理者は、タイトル5の第552a(b)
項（一般的に「プライバシー法」

と呼ばれる）に準拠して、違法行

為を特定するため、または性犯罪

者通知法の遵守を含む公共の安全

またはセキュリティの問題に対処

するために、連邦政府または州、

地方、または部族政府の法執行機

関に対して、本庁の個人情報デー

タベース内の情報を公開すること

ができる。 
 

  §741.定義 

この部分では 
(1) 能力 - 
「能力」という用語は、特定の条

件の下で、特定のフォーメーショ

ン基準に従って、1 
つ以上のタスクを達成するための

手段を提供する能力を意味する。

能力は、意図された結果を達成す

るために、適切に計画され、組織

化され、装備され、訓練され、行

使された人員のあらゆる組み合わ

せによって達成され得る。 
(2)クレデンシャル付き;クレデンシ

ャル-
「クレデンシャル付き」および「ク

レデンシャル-
イング」という用語は、本表題の

第 311 
節で与えられたそれらの用語の意

味を持つ。 
(3) ハザード-

「ハザード」という用語には、

次のようなものがあります。 
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この用語は、タイトル42の第5195
a(a)項(1)の下で与えられた意味で

ある。 
(4) 任務の割り当て-
「任務の割り当て」とは、連邦政

府機関が連邦政府機関に対して発

行する、特定の任務の完了を指示

する作業命令で、その機関が指定

された任務の完了を指示し、資金

、その他の管理上の問題、および

指針を定めたものを意味する。 
(5) 国家準備目標-
「国家準備目標」という用語は、

本タイトルの第743条に基づいて

設定された国家準備目標を意味す

る。 
(6) 国家準備システム-
「国家準備システム」とは、本題

第744条に基づいて設立された国

家準備システムを意味する。 
(7) 国家研修プログラム-
「国家研修プログラム」という用

語は、本題の第748条(a)項に基づ

いて設立された国家研修プログラ

ムを意味する。 
(8) 運用準備態勢-
「運用準備態勢」とは、組織、資

産、システム、または機器が、組

織または設計された任務や機能を

遂行するための能力を意味する。 
(9) パフォーマンス測定-
「パフォーマンス測定」という用

語は、意図された目的と比較して

結果の結果を測定するために使用

される量的または質的特性を意味

する。 
(10) パフォーマンス・メトリクス

-
用語「パフォーマンス・メトリク

ス」とは、一般的にベースライン

とターゲットの観点から表現され

る結果を測定するために使用され

る特定の値または特性を意味する。 
(11) 予防-
「予防」とは、テロの脅威または

実際の行為を回避、予防、または

停止するために実施される活動を

意味する。 
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選択された法令 > 6 U.S.C.§742-745 
 

(12) 資源-
「資源」という用語は、本題の第3
11項で与えられた意味を持つ。 
(13) タイプ-
「タイプ」という用語は、リソー

スの能力を指すリソースの分類を

意味する。 
(14) typed;typing-
heterms"typed"および"typing"は、

本タイトルの第311項で与えられた

それらの用語に与えられた意味を

持っています。 
 

§742.国家の準備 

自然災害、テロ行為、その他の人

災を含むあらゆる危険に備えるた

め、大統領は、2002年国土安全保

障法のタイトル42の第5195項およ

びタイトルVの下での政策宣言と

一致している(6)。 
この法律で改正された U.S.C. 311 
et seq. (U.S.C. 311 et 
seq. )は、国家準備目標および国家

準備システムを策定しなければな

らない。 
 

§743.国家の準備目標       

(a) 設立 
大統領は、大統領補佐官を通じ、

自然災害、テロ行為、その他の人

災を予防し、対応し、復旧し、軽

減する能力を確保するために必要

な準備レベルを定義した国家準備

目標を完成させ、改訂し、必要に

応じて更新するものとする。 
(b) 国家事故管理システムと国家

対応計画 
国家の備えの目標は、実践可能な

最大限の範囲で、国家事故管理シ

ステムおよび国家対応計画と一致

していなければならない。 

 
(a) 設立 
大統領は、アドミニストレーター

を通じて行動し、日本が国家準備

目標を達成するための国家準備シ

ステムを策定しなければならない。 
(b) 構成要素 
国家の準備体制は、以下の構成要

素を含むものとする。 
(1) 目標とする能力と準備の優先

順位。 
(2) 装備と訓練のためのスタン

ダート。 
(3) トレーニングとエクササイズ。 
(4) 総合評価システム。 
(5) 是正措置管理プログラム。 
(6) 連邦政府の対応能力は... 
(7) 報告要件。 
(8) 連邦政府の準備。 

(c) 国家計画のシナリオ 
国の準備体制には、国の計画シナ

リオが含まれていてもよい。 
 

§745.国家計画シナリオ      

(a) 一般的には 
管理者は、適切な連邦政府機関の

長および国家諮問委員会と連携し

て、自然災害、災害、その他の人

災を含むあらゆる災害がもたらす

相対的なリスクを反映した計画シ

ナリオを策定し、目標能力の柔軟

かつ適応的な開発および国家準備

目標を達成するための目標能力レ

ベルの特定のための基盤を提供す

ることができる。 

§744.国家的な準備体制の確立 
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選択された法令 > 6 U.S.C.§746-747 
 

(b) 開発の様子 
国家計画シナリオの策定、改訂、

代替を行う際には、管理者は、シ

ナリオの内容を確実に確認しなけ

ればならない。 
(1) すべてのハザードの相対的な

リスクを反映し、広範囲の代表

的なハザードの潜在的な範囲、

大きさ、複雑さを示しているこ

と。 
(2) すべての危険に再対応するた

めに必要なタスクと目標能力を

特定し、定義するために必要な

最小限の代表的なシナリオを提

供する。 

米国に対するテロの脅威につい

て 
(e) 備えの優先順位 
第(a)項のガイドラインを策定する

にあたり、管理者は、自然災害、

テロ行為、その他の人為的災害を

含むすべての災害のリスクと、災

害の予防、対応、復旧、緩和に必

要な資源とのバランスを適切にと

るための準備の優先順位を設定す

るものとする。 
(f) 相互扶助協定 
管理者は、州内での相互扶助協定

の発展のための支援を提供するこ

とができる。 
 
 

(a) 2006年10月4日以降180日以内に

目標能力のガイドラインを義務付

けること 
(b) ガイドラインの配布 
管理者は、ガイドラインが速やか

に議会および州の適切な委員会に

提供されるようにしなければなら

ない。 
(c) 目的 
管理者は、ガイドラインが具体的

で、柔軟性があり、測定可能なも

のであることを確認しなければな

らない。 
(d) テロリズムのリスク評価 
テロ行為のリスクの分析と評価に

関して、管理者は以下のことを考

慮しなければならない。 
(1) 人口（一過性の通勤者や観

光客を含む）、人口密度の高い

地域、重要なインフラ、海岸線

、国際国境に関連する脅威、脆

弱性、結果の変数。 
(2) 署のチーフ・インテリジェン

シー・オフィサーから入手可能な

最新のリスクアセスメントを使用

する。 

§746.目標とする能力及び準備の

優先順位 
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(a) 設備基準 
(1) 一般的に、管財人は、連邦

政府、州政府、地方自治体、

部族政府、非政府の緊急対応

機関が使用する機器の性能、

使用、検証に関す 
る国の自主的なコンセンサス

基準を、連邦政府、州政府、

地方自治体、部族政府、非政

府の緊急対応機関の長と協力

して、必要に応じて策定、公

布、更新することを支援する。 
(2) 要求事項-
国内の自主的なコンセンサス

基準は、以下の通りでなけれ

ばならない。 
(A) は、緊急時対応の提供者

の安全と健康を含め、国家

の備えの目標に合致した装

備やその他の能力を達成す

るように設計されている。 
(B) 実現可能な最大限の範囲

で、既存の国の自主的なコ

ンセンサスと一致している

こと。 

§747.設備及び訓練の基準 
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選択された法令 > 6 U.S.C.§748 
 

の基準を満たしていることを

示しています。 
(C) 既存の基準が策定された

ときには想定していなかった

可能性のある脅威を、適切な

ものとして考慮する。 
(D) 操作性、相互運用性、相

互変更性、耐久性、柔軟性、

効率性、有効性、移植性、持

続性、安全性の最大化に焦点

を当てています。 
(b) 研修基準 
管理者は... 

(1) 研修に関する国の自主的なコ

ンセンサス基準の開発、推進、

および必要に応じて定期的な更

新を支援する。 
(2) 国家研修プログラムの下で提

供される研修が基準と一致して

いることを確認する。 
(c) 標準化団体との協議 
本節を実施するにあたり、管理者

は、関連する官民の自主的コンセ

ンサス基準開発機関の代表者と協

議するものとする。 
 

§748.訓練と演習 

(a) 全国研修プログラム 
(1) 一般的に-
２００６年１０月４日から１８

０日以内に開始し、行政長官は

、適切な連邦政府機関、全国障

害者カウンシル、および全国諮

問委員会の長と連携して、全国

的な準備目標、全国インシデン

ト管理システム、全国対応計画

、およびその他の関連計画と戦

略を実施するための全国的な訓

練プログラムを実施する。 
(2) トレーニングパートナーの

開発 
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国家研修プログラムを実施し、

実施しなければならない。 
(A) 政府の訓練施設、学術機

関、民間組織、その他の組織

と協力して、緊急事態管理者

や緊急事態対応プロバイダの

ために特別な最先端の訓練を

提供する。 
(B) 適切な場合には、コミュ

ニティカレッジ、州および地

方の公安学校、州および私立

大学、その他の施設が提供す

る訓練コースを利用する。 
(b) 国民運動プログラム 

(1) 一般的には、2006 年 10 月 4 
日以降 180 
日以内に開始し、行政長官は、

適切な連邦政府機関の長、全国

障害者協議会、および全国諮問

会議と連携して、国家準備目標

、国家事 
故管理システム、国家対応計画

、およびその他の関連する計画

や戦略をテストし、評価するた

めの国家演習プログラムを実施

するものとする。 
(2) 必要条件-
国家レベルでのエクセキューズ

プログラム 
(A) であろう 

(i) 信頼できる脅威、脆弱

性、結果を含む現在のリス

ク評価に基づき、実行可能

な限り現実的であり、国家

の準備システムを強調する

ように設計されている。 
(ii) 州、地方、または部族

政府の部分的または完全な

無力化をシミュレートする

ために、現実的に設計され

ています。 

(iii) 必要に応じて、最小限

度のノーレベルで実施され

ます。 
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選択された法令 > 6 U.S.C.§748-749 
 

安全性を考慮した上で、そ

のような演習の時期と詳細

について関係者に助言を与

えること。 
(iv) 判断力の体系的な評価

を行い、インシデント・コ

マンド・システムおよび関

連する相互扶助協定の運用

上の理解を深めるために設

計されています。 
(v) 高齢者を含む特別なニ

ーズを持つ人々のユニーク

な要件に対応するように設

計されています。 
(vi) アフターアクション報

告書を迅速に作成し、学ん

だ教訓を将来の活動に迅速

に反映させるための計画を

策定するように設計されて

いる。 
(B) 州、地方自治体、および

部族政府が容易に適応して使

用できるモデル演習の選択を

含むものとし、以下のような

演習（モデル演習プログラム

であっても、現地で設計され

た演習であっても）の設計、

実施、および評価について、

州、地方自治体、および部族

政府に支援を提供するものと

する。 
(i) (A)項の要件に適合して

いなければならない。 
(ii) 適用可能な州、地方、ま

たは部族の戦略または計画

と一致していること。 
(iii) 準備ができているかど

うかの体系的な評価を提供

する。 
(3) 国家レベルの演習 - 
管理者は、定期的に、ただし 2 

年に 1 
度以上、以下の目的のために国家

レベルの演習を実施するものとす

る。 
(A) 連邦政府、州政府、地方自治

体、および部族政府が脅迫されて

いる、またはそれを検知、混乱さ

せ、防止するための能力をテスト

し、評価する。 
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§749.総合評価制度 

テロリズムの実際の壊滅

的な行為、特に大量破壊

兵器を含むもの。 
(B) 連邦政府、州政府、地

方政府、および部族政府

が、大災害の被害に協調

的かつ統一的に対応し、

回復するための能力をテ

ストし、評価することを

目的とする。 
 

(a) 設立 
管理者は、全国障害者協議会

および全国諮問委員会と連携

して、日本の予防能力および

作戦準備を含めた 
全般的な備えを継続的に評価

するための包括的なシステム

を確立するものとする。 
(b) 業績評価指標と評価方法 
管理者は、国家事前対策シス

テム、国家インシデント管理

システム、国家再対策計画、

その他の関連する計画や戦略

、および本題第752項で要求さ

れる報告書の各構成要素が、

明確で定量化可能なパフォー

マンス指標、尺度、および成

果をもって、開発、改訂、更

新されることを保証するもの

とする。 
(c) 内容 
第(a)項の規定に基づかないで

設立された評価制度は、評価

を行うものとする。 
(1) 国家防災システム、国

家防災管理システム、国家

対応計画、およびその他の

関連する計画や戦略を遵守

すること。 
(2) に基づいて定義された目

標能力レベルに対する評価時の

能力レベル。 
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§750.是正措置管理プロ

グラム 

§751.連邦政府の対応能力インベ

ントリ 

選択された法令 > 6 U.S.C. セクション 750-751 
 

本タイトルの第 746 
条(a)項に基づいて策定されたガ

イドラインを参照してください。 
(3) 本タイトルの第 746 
条(a)項に基づいて策定されたガ

イドラインに従って定義された

目標能力レベルを満たすために

必要な資源のニーズ。 
(4) トレーニング、エクササイ

ズ、オペレーションのパフォー

マンス。 
 

管理者は、全国障害者協議会およ

び全国諮問委員会と連携して、以

下の目的のための改善行動管理プ

ログラム を確立するものとする。 
(1) トレーニング、演習、および

実世界での出来事を分析し、学

んだ教訓とベストプラクティス

を特定し、普及させる。 
(2) 演習や現実世界のイベントの

参加者に対して、必要に応じて

事後報告書を作成し、普及させ

る。 
(3) 是正処置の追跡調査と長期的

な傾向分析を行う。 
 

(a) 一般的には 
タイトル42の第5196条(h)(1)項(C)
に従い、連邦政府は、連邦政府の

対応能力のインベントリの完成を

加速するものとする。 
(b) 内容 
国家対応計画の下で対応能力を持

つ各連邦機関について、インベン

トリには以下の項目を含めるもの

とする。 

(1) それぞれの能力に対して 
(A) ケイパビリティの性能パラ

メータ。 
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(B) ケイパビリティがイン

シデントに対応できる

時間枠。 
(C) 自然災害、テロ行為、そ

の他の人災を含むあらゆる危

険に対応するための能力の準

備が整っていること。 
(2) 本表題の第320項に従って資

格を与えられた職員のリスト。 
(3) 本タイトルのセクション320
のアクセントダンスでタイプさ

れたリソースのリスト。 
(4) 連邦政府、および必要に応

じて、州、地方、部族政府、お

よび民間部門によって維持され

ている緊急通信。 
(c) こくぼうしょう 
管理者は、国防長官と協力して、

国防総省内の組織および機能のリ

ストを作成し、 
国家対応計画およびタイトル 42 
の第 5170a 項、第 5170b 項、第 
5192 
条に規定された権限に基づき、自

然災害、テロ行為、その他の人災 
害の発生時に、文民当局を支援す

るために使用することができる。 
(d) データベース 
管理者は、インベントリデータベ

ースを構築して、以下のことを可

能にしなければならない。 
(1) リアルタイムの情報交換 

(A) の能力を持っていることを

示しています。 
(B) 準備はできています。 
(C) 装備の互換性を確認しま

す。 
(D) 資格を持った職員、および 
(E) 型付けされたリソース。 

(2) 容易な同一証明および急速な 
能力の展開、信用 



239 
 

選択された法令 > 6 U.S.C. 

セクション 752 
 

事件が発生している間に、人員

、タイプ、およびリソースをタ

イプしています。 
(3) 適当な場合には、第(a)項に

記載されたインベントリを他の

連邦機関と共有することができ

る。 
 

§752.報告要件 

(a) 連邦準備報告書 
(1) 一般的に、管財人は、2006 
年 10 月 4 日から 12 
カ月以内に、その後は毎年、適

切な連邦機関の長と連携して、

自然災害、テロ行為、その他の

人災を含むあらゆる災害に対す

る国家の備えのレベルに関する

報告書を議会の適切な委員会に

提出しなければならない。 
(2) 内容-
各報告書には、以下の事項が記

載されているものとする。 
(A) 連邦政府の援助がどのよ

うに国家準備システムを支援

しているかの評価。 
(B) 本タイトルの第749条に基

づき実施された包括的評価の

結果。 
(C) 自然災害、テロ行為、ま

たはその他の人災に対応する

ために訓練を受け、準備がで

きている人員の各カテゴリー

における信任を受けた人員の

数と種類を含む、本タイトル

の第751項に記載されているイ

ンベントリのレビュー。 
(D) 本タイトルの第 746 
条(e)項に基づいて設立された

準備組織を満たすために必要

な資源の評価。 

(i) 備えの優先事項を達成す

るために必要な連邦、州、

地方、部族の支出額の見積

もり。 
(ii) 使用の程度 
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前会計年度中の連邦援助の

うち、準備の優先事項を達

成したもの。 
(E) 2002 
年国土安全保障法（6 U.S.C. 
601 et seq.）のタイトル XX 
以外の補助金を含む、省が管

理する補助金の程度の評価。 
(i) 州政府、地方政府、部

族政府が目標能力を達成す

るための進捗状況に貢献し

たこと。 
(ii) 自然災害、テロ行為、

その他の人為的な災害から

のリスクを軽減するために

、国や州、地方、部族の法

曹界において、そのリスク

を軽減することにつながっ

た。 
(F) 本表題の第 751 
条(b)項(2)に記載されている

庁のクレデンシャルを有する

職員のリストが、本表題の第 
751 
条(b)項(2)に記載されている

かどうかの議論 
(i) タイトル5の10102項に

基づいて作成された戦略的

人的資本計画に準拠してい

ること。 
(ii) 自然災害、災害、また

はその他の人為的な災害（

壊滅的な事件を含む）に対

応するのに十分であること。 
(b) カタストロフィックリソースレ

ポート 
(1) 一般的に-
長官は、毎年、連邦政府、州政

府、地方政府、および部族政府

が大災害に再対応するために必

要なキャパシティを開発するた

めに必要であり、特にそのため

に費やされる、本庁および他の

連邦政府機関の資源の見積もり

を作成し、議会の専門委員会に

提出するものとする。 
(2) 内容-
第一項の規定による見積もりに

は、次のものを含むものとする。 
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選択された法令 > 6 U.S.C. セクション752-753 
 

しゅざい 
(A) 計画を立てます。 
(B) トレーニングとエクササイ

ズ。 
(C) 地域事務所の強化。 
(D) 大災害時のサージ能力を

含めた人員配置。 
(E) さらなる物流能力の向上

を目指しています。 
(F) 大災害発生時の付属文書

および国家対応計画の大災害

発生時の補足文書の下で、そ

の他の責任を負う。 
(G) 州、地方、部族の政府機

関による大災害への備え 
(H) 庁の固定費または経費（家

賃または不動産取得費または

経費、税金、部局の運転資金

への拠出金、セキュリティ費

用を含む）の増加をカバーす

るために、そのような見積も

りが提出された年の翌年度の

ために。 
(c) 州の準備報告書 

(1) 一般的には、2006年10月4日
から15ヶ月以内に、その後は毎

年、国務省から連邦準備援助を

受けている州は、その州の準備

レベルに関する報告書を長官に

提出しなければならない。 
(2) 内容-
各報告書には、以下の事項が記

載されているものとする。 
(A) 国家準備システム、国家

事故管理システム、国家対応

計画、およびその他の関連す

る計画や戦略に対する州の適

合性の評価。 

(B) 現在の能力レベルの
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評価と目標能力レベルの説

明。 
(C) 該当する州の国土安全

保障計画およびその他の計

画で特定された目標能力が

、どの程度満たされていな

いかの議論と、本題第 746 
条(e)項に基づき確立された

優先順位を満たすために必

要とされる資源の評価。 
(i) 備えの優先順位を高

めるために必要な支出額

の見積もり。 
(ii) 前会計年度における

連邦援助の使用が、準備

の優先事項をどの程度達

成したか。 
 

§753.連邦政府の準備 

(a) 代理店の責任 
国家の準備体制を支援するため

、大統領は、国家対応計画の下

で対応能力を持つ各連邦政府機

関が、国家対応計画の下で対応

することを確実にするものとす

る。 
(1) 国家的な備えの目標を達

成するために、以下を含む作

戦能力を有していること。 
(A) 意思決定を行い、意思

疎通を図るための人材。 
(B) 組織のミッションのた

めに割り当てられ、訓練さ

れ、実行される組織構造。 
(C) 十分な物理的資源。 
そして 
(D) 命令の作成、監視、お

よび通信を行うためのコマ

ンド、制御、および通信チ

ャネル。 

(2) ナショナル・インサイダーに準

拠しています。 
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選択された法令 > 6 U.S.C. 

セクション 753 
 

本表題の第320条に従って、自然

災害、テロ行為、またはその他

の人災に対応するために必要と

される可能性の高い、人員の信

任状とリソースのタイプ分けを

含む、デントマネジメントシス

テム。 
(3) は、連邦政府の対応を支援

するために要請があった場合に

展開される対応要員の名簿を作

成し、訓練し、演習を行う。 
(4) 連邦政府の協調的な対応を

確保するための国家対応計画を

支援するために、自然災害、テ

ロ行為、その他の人災に効果的

に対応するための計画的な作戦

計画と、危機管理計画を含む対

応能力を策定する。 
(5) 定期的に更新し、その正確

性を検証し、本タイトルの第751
条に基づき要求される情報をア

ドミニストレータに提供する。 
(b) 運営計画 
第(a)(4)項に基づき作成された運用

計画は、以下の要件を満たさなけ

ればならない。 
(1) 運用計画は、共通の用語、

アプローチ、フレームワークで

統一されたシステムの下で調整

されなければならない。 
(2) 作戦計画は、地域的および国

家的なリスクに対処するために

、州、地方、部族政府の職員と

協力して策定されなければなら

ない。 
(3) 運用計画には、必要に応じ

て以下の要素が含まれているも

のとする。 
(A) 業務の概念。 
(B) 重要なタスクと対応能力。 

(C) 詳細なリソースと人 
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ニーズに合わせて、調達要件

を設定しています。 
(D) 機関の資源と人員を全体

的な対応に迅速に統合するた

めの具体的な規定。 
(4) 運用計画は、次の事項を適宜

、アドレッシングするものとす

る。 
(A) 集団避難を行う際の州政

府、地方政府、部族政府への

支援。 
(i) 輸送および再利用。 
(ii) 短期および長期のシェル

ターリングと宿泊施設。 
(iii) 特別なニーズを持つ人

々のための規定、家族の絆

の維持、行方不明の子ども

の迅速な居場所の確保。 
(iv) ポリシーとペットのため

の規定。 
(B) 避難者や特別なニーズを持

つ人々のニーズに対応するた

めの資源を含む、公衆衛生お

よび医療資源の準備と展開。 
(C) 陸上、水上、空中での捜

索救助活動を含む、機関間の

捜索救助活動の調整。 
(D) 他の法執行機関に関する上

級連邦法執行官の役割と責任。 
(E) 重要なインフラストラクチ

ャの保護。 
(F) 関係機関の間での海難救助

活動の調整。 
(G) 国防総省と国家の調整を

行う。 
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§761.緊急事態管理支援コンパ

クト補助金 

選択された法令 > 6 U.S.C. セクション 754, 761 
 

衛兵による文民統制の支援。 
(H) 実践可能な範囲で、国防

総省、米国航空宇宙局、米国

海洋大気庁、民間航空機およ

び衛星のリモートセンシング

画像を利用する。 
(I) 民間部門やNGOからの支援

の調整と統合。 
(J) ガレキの安全な処理、危険

物を含む廃棄物の処理、およ

び可能な場合にはガレキのリ

サイクル。 
(K) 再要求されたサージ容量

の識別。 
(L) 影響を受けた地理的地域

の復興のための具体的な規定。 
(c) 任務の割り当て 
国家対応計画の下での支援提供を

迅速化するため、大統領は、国家

対応計画の下で責任を負う連邦機

関との調整の下で、行政官が、後

方支援、通信、集団ケア、保健サ

ービス、公共安全を含む、所定の

ミッション割り当てを開発するこ

とを確実にするものとする。 
(d) 認証 
大統領は、上院の国土安全保障・

政府問題委員会、国土安全保障委

員会、下院の交通・インフラ委員

会に、国家対応計画の下で責任を

負う各連邦機関が、第（a）項およ

び（b）項に準拠していることを、

年次ベースで証明するものとする。 

(e) 建設 
本節のいかなる規定も、以下の事

項に関して国防次官の権限を制限

するものではない。 
(1) 防衛省の部隊の指揮、統制

、訓練、計画、装備、演習、ま

たは雇用。 
(2) 国防総省の資源の配分 

 
§754.既存資源の利用            

国家の準備目標および国家の準備

体制を確立するにあたり、管理者

は、既存の準備文書、 
計画ツール、ガイドラインを、こ

の法律と整合性があり、実行可能

な範囲で利用しなければならない。 
 

(a) 一般的には 
管理者は、「緊急経営支援コンパ

クトに関する議会の同意を得る共

同決議」（公法104-321; 110 Stat. 
3877）と題する共同決議で同意さ

れた緊急経営支援コンパクトの運

営のために助成金を交付すること

ができる。 
(b) 用途 
本項に基づく補助金は、次のよう

に使用されるものとする。 
(1) 2004年および2005年のハリ

ケーンシーズンのための緊急事

態対応支援コンパクトの事後報

告書で特定された勧告を実行す

るために。 
(2) すべての加盟国および地域

を代表してコンパクトオペラを

運営する。 
(3) との調整を継続するために 
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§762.危機管理パフォーマン

ス・グラント・プログラム 

選択された法令 > 6 U.S.C.§762 
 

庁および適切な連邦政府機関を

対象としています。 
(4) 州、地方、部族政府機関お

よびそれぞれの国の機関との調

整を継続すること。 
(5) 州および地方自治体、緊急時

対応の提供者、およびそのよう

な提供者を代表する組織を支援

するために、緊急時対応の提供

者の資格認定および緊急時対応

リソースのタイプ分けを行う。 
(c) コーディネート 
管理者は、緊急事態管理支援コン

パクトの管理者と協議し、支援要

請に対応する際の効果的な連携を

確保するものとする。 
(d) [許可] 

 

(a) 定義 
このセクションでは 

(1) プログラム」という用語は

、第(b)項に記載されている緊急

管理能力補助金プログラムを意

味する。 
(2) 州」という用語は、ロバート

・T・スタッフォード災害救援

・緊急支援法（42）第102条で与

えられた意味を持つ。 
U.S.C. 5122）。) 

(b) 一般的には 
連邦緊急事態管理庁長官は、ロバ

ート・T・スタッフォード災害管

理局の許可を得て、あらゆる災害

に備えて州、地方、部族政府を支

援するための緊急事態管理実績交

付金制度を継続的に実施するもの

とする。 

リーフと緊急援助法 
U.S.C. 5121 et seq.) 
(c) フェデラルシェア 
ロバート・T・スタフォード災害

救援・緊急援助法（Robert T. Staf 
ford Disaster Relief and Emergency 
Assistance Act）［42 U.S.C. 5195 et 
seq.］のタイトルVIで特別に規定

されている場合を除き、プログラ

ムの下で利用可能な資金を使用し

て実施される活動の費用の連邦政

府の取り分は、50％を超えてはな

らない。 
(d) 割り当て 
平成２０年度以降の各年度につい

ては、本プログラムを実施するた

めに計上された金額を、次のよう

に国の間で配分する。 
(1) 基準額 - 
管理者は、まず、米領サモア、

北マリアナ諸島の共同財産、グ

アム、およびバージン諸島の各

州に0.25％、残りの各州に0.75％
を配分しなければならない。 
(2) 残金 - 
管財人は、残りの金額を以下の

比率で配分するものとする。 
(A) 各州の人口が 
(B) すべての州の人口。 

(e) 割り当ての一貫性 
第(d)項にかかわらず、2013年度以

前の会計年度において、本項から

派生した補助金の使途が2007年度

の緊急管理実績補助金の使途と同

額以上である場合、いかなる州も

、本項の下で2007年度に受領した

額を下回る額を受領してはならな

い。 
(f) 処分の認可 
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§764.国民運動シミュレーション

センター 

§771.国家災害復興戦略 

選択された法令 > 6 U.S.C. セクション 763-764, 771 
 

 
ノーブル訓練センターは、国内対

策センターに移管される。国内対

策センターは、ノーブル研修セン

ターを国内対策センターのプログ

ラム構成に統合する。 
 

大統領は、国家演習シミュレーシ

ョンセンターを設置するものとす

る。 
(1) ライブ、バーチャル、建設

的なシミュレーションを組み合

わせて、以下のことを行います。 
(A) 選挙で選ばれた役人、緊

急事態管理者、緊急事態対応

プロバイダー、および政府の

あらゆるレベルの緊急事態支

援プロバイダーが協調して活

動できるように準備する。 
(B) すべての連邦機関の国土

安全保障担当者に学習環境を

提供する。 
(C) 特に大災害に基づいた運

用手順とエクセレンスの開発

を支援する。 
(D) インシデント指揮官が模

擬環境で意思決定を行うこと

を可能にします。 
(2) は、訓練、演習、および運用

レベルでの指揮統制機能のため

に、モデリングとシミュレーシ

ョンを使用します。 
 

(a) 一般的には 
管理者は、住宅・都市開発長官と

調整して、Administra. 

環境保護庁長官、農務長官、商務

長官、財務長官、運輸長官、中小

企業庁長官、内務省インディアン

問題担当次官補、その他の適切な

連邦政府機関の長、州、地方、部

族の政府関係者（国家諮問委員会

を含む）、適切な非政府組織の代

表者は、大規模災害や緊急事態か

らの復興努力の指針となる国家災

害復興戦略を策定し、調整し、維

持しなければならない。 
(b) 内容 
国家災害復興戦略は、以下のよう

なものでなければならない。 
(1) 州、地方自治体、部族政府

、大規模災害の影響を受けた個

人や家庭の復興ニーズを満たす

ための、最も効率的で費用対効

果の高い連邦プログラムの概要

を説明する。 
(2) 大規模災害からの復興を支援

する際に役立つ可能性のある各

連邦機関の役割、プログラム、

権限、責任を明確に定義する。 
(3) 災害に強い建築物の建設を奨

励することを目的として、大規

模災害の影響を受けた地域にお

いて、最も適切で費用対効果の

高い建築材料（地域に存在する

危険性に基づいて）の使用を促

進する。 
(4) (2)項に記載された機関が提

供することができるプログラム

について、以下を含めて詳細に

記述すること。 
(A) 資金調達の問題を議論して

います。 
(B) どのように責任を負うかを

詳細に説明しています。 

§763.ノーブルトレーニングセン

ターの移転 
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§772.国家災害住宅戦略 

選択された法令 > 6 U.S.C. 

セクション772 
 

国家災害復興戦略の下での連

携を共有する。 
(C) 復興支援に向けた協力的な

取り組みに関するその他の事

項を取りまとめました。 
(c) 報告書 

(1) 一般的には、2006年10月4日
から270日以内に、大臣は国家災

害復興戦略の詳細と国家災害復

興戦略のいずれかの部分を実施

するために必要な追加的な権限

を記述した報告書を議会の各委

員会に提出しなければならない。 
(2) 更新-
管理者は、(1)項の下で提出され

た報告書を更新した報告書を議

会の適切な委員会に提出するも

のとする。 
(A) 国家災害復興戦略に変更

が加えられた日と同じ日に 
(B) 第一項の報告書の提出後

、定期的に、第一項の報告書

の提出の日から五年ごとに一

回以上 
 

(a) 一般的には 
管理者は、本項第(b)項(2)に記載さ

れた連邦政府機関、政府、組織の

代表者、国家諮問会議、国家障害

者評議会、その他管理者の裁量に

よ 
る機関と連携して、国家災害住宅

戦略を策定し、共同で策定し、維

持する。 

(b) 内容 
国家災害住宅戦略は、以下の通り

である。 
(1) 大規模災害で被災した個人や

世帯の短期的・長期的な住宅ニ

ーズを最もよく満たすための、

最も効率的で費用対効果の高い

連邦プログラムを概説する。 
(2) 大規模災害時に住宅支援を提

供する際の各機関の役割、プロ

グラム、権限、責任を明確に定

義する。 
(A) 庁のことです。 
(B) 住宅都市開発省 
(C) 農林水産省からの連絡で

す。 
(D) 退役軍人省 
悩みの種。 
(E) 保健福祉省の 
(F) インディアン問題局の 
(G) 大規模災害時に住宅支援

を提供する可能性のある他の

連邦政府機関。 
(H) アメリカ赤十字社 
(I) 州、地方、部族の政府。 

(3) (2)項に記載された事業体が

提供することができるプログラ

ムについて、以下を含めて詳細

に記述すること。 
(A) 資金調達の問題を概説しま

す。 
(B) 国家災害住宅戦略の下で

の責任をどのように分担する

かを詳述している。 
(C) その他、大規模災害時の

住宅支援のための協力的な取

り組みに関する事項を取り上

げる。 
(4) 方法を考える 
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§773.障害のある個人のガイドラ

イン 

選択された法令 > 6 U.S.C. セクション 772-774 
 

住宅扶助は、雇用その他の生活

資源がある個人や世帯を対象と

することができます。 
(5) 特別なニーズや低所得者層

のニーズを満たすためのプログ

ラムを記述し、障害者に十分な

数の住宅が提供されるようにす

る。 
(6) 個人や世帯に提供される住宅

のクラスターの運営計画を記述

し、公共サービスへのアクセス

、敷地管理、セキュリティ、敷

地の居住性などを含む。 
(7) ロバート・T・スタッフォー

ド災害救援・緊急援助法（42）
の第408条に基づき、個人および

世帯への住宅供給を改善するた

めに、賃貸契約またはその他の

手段を含め、既存の賃貸住宅の

修繕または再生を促進する計画

を記載すること。 
U.S.C. 5174）；および 
(8) 戦略のいずれかのポーション

を実行するために必要な追加の

権限を記述してください。 
(c) ガイダンス 
管理者は、以下の項目に関するガ

イダンスを作成し、一般に公開す

べきである。 
(1) Robert T. Staf ford Disaster 
Relief and Emergency Assistance 
Act (42 U.S.C. 5121 et seq.) 
の下で、緊急事態または大規模

災害の影響を受けた個人および

世帯に対して利用可能な住宅支

援の種類。 
(2) そのような援助の適格性（必

要に応じて、そのような援助の

継続性も含めて）、および 
(3) そのような援助のための申請

手続きを行います。 

(d) 報告書 
(1) 一般的には、2006年10月4日
から270日以内に、特別なニーズ

を持つ人々のニーズを満たすた

めのプログラムを含む、国家災

害住宅戦略の詳細を記述した報

告書を議会の各委員会に提出し

なければならない。 
(2) 更新された報告書-
管理者は、(1)項の下で提出され

た報告書を更新した報告書を議

会の予算委員会に提出しなけれ

ばならない。 
(A) 災害時住宅戦略に変更が

加えられた日と同じ日に 
(B) 第一項の報告書の提出後

、定期的に、第一項の報告書

の提出の日から五年ごとに一

回以上 
 

災害対応・復旧時における障害者

受け入れガイドラインの作成を200
6年10月4日から90日以内に義務付

ける。] 
 

§774.再統一 
(a) 定義 
このセクションでは 

(1) 児童検索センター-
「児童検索センター」とは、

第(b)項に基づき設置された国

家緊急児童検索センターを意

味する。 
(2) 宣言された事象-
「宣言された事象」とは、大規

模な災害や緊急事態を意味する。 
(3) 失踪した大人 - 

この用語は、「失踪した大

人」を意味します。 
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選択された法令 > 6 U.S.C. セクション 
774-775 

 

"成人退場者」とは、宣言された

出来事の結果、その個人の常住

地から退場した21歳以上の一般

人を意味する。 
(4) 居場所を失った子ども-
「居場所を失った子ども」とは

、宣言された出来事の結果、   
その個人の常住地から居場所を

失った21歳未満の個人を意味す

る。 
(b) 国立緊急児童相談所 

(1) 一般的に-
２００６年１０月４日から１８

０日以内に、行政長官は、米国

の司法長官と連携して、国立行

方不明・被保護児童センター内

に国立緊急児童検索センターを

設置しなければならない。全国

緊急児童検索センターを設置す

るにあたり、行政長官は、児童

の迅速な身元確認と家族との 
再統合を促進するために、すべ

ての関連情報を適時に全国緊急

児童検索センターに提供するた

めの 
手続きを確立しなければならな

い。 
(2) 目的-

その目的は以下の通りです。 
児童検索センターは 

(A) 個人が、避難児童の所在

地に関する情報を有する可能

性のある避難児童または避難

成人の氏名およびその他の識

別情報を、児童ロケーターセ

ンターに提供することを可能

にする。 
(B) 個人が、避難した子ども

や避難した成人に関する他の

情報源についての情報を受け

取ることができるようにする

こと。 
(C) 法の執行を助ける 
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避難した子供たちの世話をして

います。 
(3) 責任と義務- 
児童検索センターの責任と義務

は次の通りです。 
(A) 配置されていない子どもた

ちの報告と、避難した子ども

たちの居場所を特定するのに

役立つ、避難した大人に関す

る情報を受け取るために、フ

リーダイヤルの電話番号を設

置する。 
(B) 避難した子どもたちについ

ての情報を提供するウェブサ

イトを作成する。 
(C) 宣言されたイベントの現

地にスタッフを派遣し、避難

した子どもたちに関する情報

を収集する。 
(D) は、避難した子どもたち

の家族との再会を支援します。 
(E) 災害支援のための追加資

源に関する情報を提供する。 
(F) 連邦政府、州、地方の法執

行機関と協力して活動してい

ます。 
(G) は、避難民の子どもたち

の居場所を特定するための技

術支援を提供する。 
(H) 災害支援を提供する政府

機関や非政府組織と、配置さ

れていない子どもや避難した

成人に関する情報を共有する。 
(I) 避難した子どもたちについ

ての情報収集のために、その

資源を利用する。 
(J) 避難した成人の報告書を

次の者に送る。 
(i) 失踪した成人の所在を特

定するための技術的支援を

提供するために司法長官が

指定した団体 
(ii) 国家緊急事態 
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選択された法令 > 6 U.S.C.§ 776-777, 791 
 

本タイトルの第775条(a)に
定義されているように、フ

ァミリー・レジストリおよ

びロケーター・システム。 
(K) 児童ロケーターセンターの

使命を実施するために必要に

応じて、連邦および州の機関

やアメリカ赤十字のような他

の組織と協力協定を締結する

こと。 
(L) 児童検索センターの活性

化に備えて、緊急時の再対応

計画を策定する。 
(c) 省略 
(d) [レポート] 

(2) (1)項に基づいて提出された

情報が、障害者個人によって指

名された個人および法執行機関

の職員がアクセス可能であるこ

と
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§777.生活保護パイロット

プログラム 

を確実にすること。 
(3) 避難民の報告を受けるため

に、インターネットとフリー

ダイヤルでアクセスできるよ

うにすること。 
(4) 本タイトルの第774項に基

づき設立された全国緊急児童

検索センターに避難児童を紹介

する手段を含む。 
(d) 情報の公開] [情報の公開 
(e) コーディネート 
(f) [レポート] 

 
 

(a) 定義 
このセクションでは 

(1) 失踪者」とは、緊急事態ま

たは大規模な災害によって失踪

した個人を意味する。 
(2) National Emergency Family 
Registry and Locator Sys-
tem」という用語は、第(b)項の

下に設立されたNational 
Emergency Family Registry and 
Locator Systemを意味する。 

(b) [設立] 
(c) システムの運用 
国家緊急家族レジ 
イストリーとロケーターシステム

は、以下のようなものです。 
(1) 個人情報をデータベース（氏

名、現在の居住地、および個人

の居場所を特定しようとする他

の人が使用する可能性のあるそ

の他の関連情報など）に入力す

ることで、避難している成人（

医療患者を含む）が自発的に登

録することを認める（避難して

いる子供の親または後見人であ

る成人がそのような子供を登録

することを認める）。 

 

平成20年12月31日までのパイロット

プログラムを設置します。 
 

平成20年12月31日までのパイロット

プログラムを設置します。 
 

§791.事前契約 
(a) [第一報] 
(b) 契約の締結 

(1) 一般的に-
2006年10月4日から1年以内に、

広告担当大臣は、サブセクショ

ン(a)(1)(A)で特定された商品ま

たはサービスの種類ごとに、サ

ブセクション(a)(1)(C)で特定さ

れた契約戦略に従って、1つ以上

の契約を締結しなければなりま

せん。以前に発注された第(a)(1)
(A)項で特定された商品やサービ

スの契約は、この要件を満たす

ために維持することができます。 

§776.個人と家計のパイロット

・プログラム 

§775.全国緊急家族登録及び検索

システム 
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§793.連邦災害支出の監督と説明

責任 

選択された法令 > 6 U.S.C. セクション 
792-793 

 

(2) 考慮された要因 - 
本款に基づく契約を締結する前

に、管理者はタイトル42の第515
0項を考慮しなければならない。 
(3) 物品およびサービスのた

めの連邦事前交渉済みの契約 
- 
管理者は、州および地方自治

体、その他の連邦政府機関と

調整しながら、物品およびサ

ービスのための連邦事前交渉

済みの契約が、必要に応じて

州および地方自治体と調整さ

れることを確実にするための

プロセスを確立するものとす

る。 
(4) 物品およびサービスのため

の州および地方の事前交渉契

約 - 
行政は、自然災害やテロ行為

、その他の人災に先立って、

物品およびサービスのための

業者との事前交渉契約を締結

するよう、州および地方自治

体に奨励するものとする。 
(c) 契約の維持管理 
第(b)項に記載された日以降、管理

者は、第(a)(1)(C)項に従って、適

切なレベルの物品およびサービス

の契約を維持する責任を負うもの

とする。 
(d) 競争的手続を利用していない

契約の報告 
2006年10月4日から少なくとも90日
後の最初の会計年度を皮切りに、

各会計年度末に、管理者は、競争

的手続以外の方法で本庁が締結し

た各災害支援契約についての報告

書を、適切な議会の委員会に提出

しなければならない。 

 
(a) 規制 
長官は、請負業者が下請業者や何

層にもわたる下請業者を使ってコ

ントラクトの主要作業を行うこと

を最小限に抑えるため、第(c)項に

記載された契約に適用される規制

を公布しなければならない。 
(b) 具体的な要件 
最低限、第(a)項で規定された規制

は、そのような要件が実行可能で

ない、または実行可能でないと長

官が判断した場合を除き、請負業

者が契約のコストの65％以上、ま

たは個々のタスクや納品注文のコ

スト（間接費や利益を含まない）

のためにサブ契約を使用すること

を除外するものとする。 
(c) 対象となる契約 
本項は、自然災害やテロ行為、そ

の他の人災への対応や復旧を容易

にするために同省が締結した、旧

簡易買収基準（タイトル41の第134
項で定義）を上回る金額の費用-
再調達型の契約、タスクまたは納

入命令に適用される。 
 

(a) 管理   
者が監督活動のための資金を指定

する権限 
管理者は、連邦政府機関に提供さ

れたミッションの指定のための総

額の1％を上限として、受領機関が

払い戻し対象となるミッションか

ら外れて実施された活動の監督を

行うために使用する監督資金とし

て指定することができます。 

§792.下請業者の階層化の制

限 
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選択された法令 > 6 U.S.C.§ 793 
 

割り当てプロセスを行うことがで

きます。そのような資金は、使用

されるまで利用可能なままとする。 
(b) 資金使途 

(1) 監督活動の種類 - 
監督資金は、以下の種類の監督

活動に使用することができる。 
(A) 資金の支出を監視し、追

跡し、分析します。 
(B) 庁の資金が適切に、かつ

適用されるすべての法律およ

び規制に従って使用されるよ

うに、十分な人員管理および

内部統制の仕組みが利用可能

であることを保証すること。 
(C) 選定された契約書等の見

直し 
(D) 庁内資金の不正疑惑を調

査中 
(E) 他の連邦、州、地方自治

体の職員やコントラクターと

の不正防止活動を実施し、参

加する。 
(2) 計画と報告書-
監督資金は、サブセクション（e
）の下で必要とされる計画とサ

ブセクション（f）の下で必要と

される報告書の発行に使用する

ことができる。 
(c) 資金使途の制限 
オーバーサイト資金は、災害の再

支援、救援、復旧活動に使用され

る直接機関の充当に関連する既存

の機関のオーバーサイト再責任の

資金に使用することはできない。 
(d) 監視活動の方法 

(1) 一般的に、監督活動は、本

節の下で機関が直接または契

約により実施することができ

る。このような活動には、評

価や財務・業績監査が含まれる

ことがある。 
(2) 監督の調整 
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実務上可能な範囲で、本節に

基づく評価および監査は、機

関の監察官によって行われる

ものとする。 
(e) 監視計画の策定 

(1) 一般に、機関の長は、当該

年度に監督費を再交付された

場合には、翌年度に実施され

ると予想される災害対応、救

援、復旧のための俯瞰的活動

を記載した計画を作成しなけ

ればならない。 
(2) 監視活動の選択-
計画の作成にあたり、機関の

長は、不正、浪費、乱用の最

大のリスクをもたらす分野の

リスク評価に基づいて、監視

活動を選択しなければならな

い。 
(3) スケジュール-
計画には、監視活動を実施す

るためのスケジュール（完了

予定日を含む）が記載されて

いるものとする。 
(f) 連邦政府の災害援助の集計可

能性報告書 
本節に基づき監督資金を受領し

ている連邦機関は、監督活動と

その成果をまとめた情報を含む

、当該資金の使途に関する連結

報告書を毎年、長官および議会

の適切な委員会に提出しなけれ

ばならない。 
(g) 定義 
この項において、「監督資金」

とは、第(a)項に規定する資金で

あって、監督業務の遂行に使用

するために指定されたものをい

う。 
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§795.不正、浪費及び乱用の

取締り 

§796.災害対策事業者の登録簿 

選択された法令 > 6 U.S.C. セクション 
794-796 

 

 
(a) 規制 
大臣は、タイトル41の第3304条(a)
項に規定されている例外に従い、

請願手続以外の手続を用いて締結

された当該契約の契約期間を、必

要最小限の契約期間に制限するた

めに、第(c)項に記載されている契

約に適用される規制を公布するも

のとする。 
(1) 契約に基づいて実行される

仕事の緊急かつ強制的な要件を

満たすために。 
(2) 競争的プロセデュアを利用

して、必要な商品やサービスの

ために別の契約を締結すること。 
(b) 特定の契約期間 
第(a)項に基づいて公布された規則

は、臨時の事情が適用されると長

官が判断した場合を除き、契約期

間を150日を超えないことを要求す

るものとする。 
(c) 対象となる契約 
本項は、自然災害、テロ行為、ま

たはその他の人災への対応または

復旧を容易にするために同省が締

結した簡易取得閾値（タイトル41
の第134項で定義）を超える金額の

契約に適用される。 
 

(a) 一般的には 
管理者は、次のことを保証しなけ

ればならない。 
(1) 連邦災害救援を管理する庁内

のすべてのプログラム 
 

1.原語では"超えない期間"にすべきだな 

詐欺、浪費、および乱用を防止

し、検出するための適切な内部

管理体制を開発し、維持するた

めの支援を行います。 
(2) 対象となる受給者に関する

情報を収集するために庁が使用

する申請データベースは、支出

を記録しなければならない。 
(3) このようなトラッキングは

、不適格なアプリケーションを

ハイライトして識別するように

設計されています。 
(4) このような援助のための申

請から情報を収集するために使

用されるデータベースは、支出

および支払いの再コードと統合

されなければならない。 
(b) 必要な監査とレビュー 
管理者は、同庁が管理する連邦災

害救援プログラムのためのデータ

ベースまたは類似のアプリケーシ

ョン・プロセス・イング・システ

ムが、同庁の監察官によるレビュ

ーを受け、本節および本節による

修正の下で必要とされる内部統制

の存在と実施を確認することを確

実にしなければならない。 
 

(a) 定義 
このセクションでは 

(1) レジストリ」という用語は

、第(b)項に基づいて作成された

レジストリを意味する。 
(2) 小規模事業者」、「社会的

・経済的に不利な立場にある個

人が所有し、管理する小規模事

業者」、「女性が所有し、管理

する小規模事業者」、「退役軍

§794.特定の非競争的契約の期間

の制限 
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人が所有し、管理する小規模事

業者」という用語は、以下の

ような意味を持っています。 



259 
 

選択された法令 > 6 U.S.C.§ 796-799, 811 
 

このような条件は、小規模バス

ネス法（15 U.S.C. 631 et 
seq）に基づくものである。 

(b) レジストリ 
(1) 一般的に-
管理者は、がれき撤去、物資の

配布、復興、その他の災害また

は緊急救援活動を行う意思のあ

る請負業者の登録簿を作成し、

維持するものとする。 
(2) 内容 - 
登記簿には、ビジネス上の関心

事ごとに、その内容が記載され

ているものとする。 
(A) 事業者名を記載してくだ

さい。 
(B) 事業者の所在地を示して

います。 
(C) バスの運行状況に応じて

、バスの運行エリアを指定し

ます。 
(D) ビジネスコンサーンによ

って提供される良いまたはサ

ービスのタイプ。 
(E) バスネスの関心事の結合レ

ベル、および 
(F) ビジネス上の関心事が 

(i) 中小企業の悩みの種です。 
(ii) 景気の悪い個人や経済

的に恵まれない個人が所有

し、管理している中小企業

のことです。 
(iii) 女性が所有し、管理し

ている中小企業。 
(iv) 退役軍人が所有し、管

理している中小企業です。 
(3) 情報源 

(A) 提出-
登録簿に保持されている情報

は、任意で提出され、提出す

る事業者が最新の情報を保持す

るものとする。 
(B) 認証-各事業 
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§797.不正防止研修プログラム 

§811.充当の認可 

レジストリに情報を提出す

る懸念は、提出しなければ

ならない。 
(i) 情報が真実であること

を証明するもの。 
(ii) そのような証明書を

裏付ける書類が必要とな

ります。 
(C) 検証-
管理者は、各事業者から提

出された文書が、その事業

者が提出したインフォーメ

ーションをサポートしてい

ることを検証しなければな

らない。 
(4) 登録簿の利用可能性-
登録簿は、庁のインターネッ

トサイトで一般に公開されて

いるものとする。 
(5) 登記簿の協議-
災害、復興、その他の災害ま

たは緊急救援活動におけるが

れき撤去、物資の提供の契約

のための取得計画の一環とし

て、連邦政府機関は、登記簿

に協議するものとする。 
 

管理者は、自然災害やテロ行為

、その他の人災への対応や復旧

に関連した連邦災害援助の無駄

、詐欺、乱用の防止と、そのよ

うな重大な無駄、詐欺、乱用を

見極める方法についての訓練を

提供するプログラムを開発し、

実施するものとする。 
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選択された法令 > 6 U.S.C.§1102; Executive Order 12148 
 

 
(a) 一般的には 
長官は、省内で国家国内準備コン

ソーシアムを設立し、運営し、維

持する権限を与えられている。 
(b) メンバー 
国家国内準備コンソーシアムのメ

ンバーは、以下の者で構成される

ものとする。 
(1) 国内プレパレーションセン

ター。 
(2) ニューメキシコ州鉱山技術研

究所、国立エネルギー材料研究

・試験センター。 
(3) ルイジアナ州立大学生物医学

研究・訓練センター。 
(4) テキサスA&M大学の国家緊

急事態対応・救助訓練センター。 
(5) ネバダ州の試験場である国立

演習・試験・訓練センター。 
(6) プエブロにある運輸技術セ

ンター、インコーポレーテッド。 
コロラド州;そして 
(7) ハワイ大学国家防災訓練セ

ンター。 
(c) 任務 
国家国内準備コンソーシアムは、

州、地方、部族の緊急対応機関を

特定し、開発、試験を行い、訓練

を提供し、パフォーマンス、管理

、計画レベルでの現場および移動

訓練を提供し、省の訓練パートナ

ーによる訓練の提供を容易にする

ものとする。 
(d) 処分の認可 
(e) 貯蓄性引当金 

本節のために充当された金額から

、次の各事業体に将来提供される

金額が、2007年度にコンソーシア

ムに参加した際に各事業体に提供

された金額を下回らないようにす

るものとする。 
(1) 国内プレパレーションセン

ター。 
(2) ニューメキシコ州鉱山技術研

究所、国立エネルギー材料研究

・試験センター。 
(3) ルイジアナ州立大学生物医学

研究・訓練センター。 
(4) 国家緊急事態対応・救助訓

練センター。 
テキサスA&M大学；および 
(5) ネバダ州の試験場である国立

演習・試験・訓練センター。 

 
行政命令12148 

合衆国法律集第42編第5195条注 
例：勲章第１２１４８号No.12148連
邦緊急事態管理 
例：Ord.No.12148, 1979年7月20日, 44 F.R. 
43239（Ex.No.12155, September 10, 1979, 
44 F.R.No. 12155, Sept. 10, 1979, 44 F.R. 
53071; Ex.改正されています。 
第12156号、1979年9月10日、44 F.R. 53073。 
例：  省令第12381号、1982年9月8日、47.  
第12381号 1982年9月8日 47 
F.R.39795; 
Ex.省令第12673号、3月23日。第12673号
、3月23日。 
1989 年、54 F.R. 12571; Ex.Ord.12919号。 
§904(a)(8)、1994年6月3日、59 F.R. 29533。 
例：例：条例第13286号§52、2003年2月28
日、682003年2月28日、第13286号、§52、
68 
F.R. 10628を提供しています。 

1950年連邦民事防衛法（50 U.S.C. App. 
2251 et seq.）、1970年災害救援法（42 
U.S.C. Chapter 58 
note）、1974年災害救援法（88 Stat. 

§1102.国家国内準備コンソーシア

ム 
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143; 42 U.S.C. 5121 et 
款）、1977年の地震災害削減法（4
2 U.S.C. 7701 et seq. 
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行政命令12148 
 

公法92-385の第4節（86 Stat. 
556）、8月10日法43条。 
1956 年改正（50 U.S.C.App. 
2285）、1947 
年改正国家安全保障法（50 U.S.C.App. 
401 
に記載されている短文の注記を参照）

、1950 年改正国防生産法（50 
U.S.C.App. 2061 et 
seq）、組織再編計画第 1 号。 
1958 年 (上記)、1973 年 (上記) 
の組織再編計画第 1 号 
(上記)、改正された戦略的・重要材料

在庫管理法 (50 U.S.C. 98 et seq.)、1950 
年予算・会計手続法 (31 U.S.C. 581c) 
の第 202 条 (31 U.S.C. 
1531)、および合衆国法典第 3 章の第 
301 
条に基づき、緊急機能を国土安全保障

省に移すために、以下のように命じる

ものである。 

セクション1.譲渡または再配置 
1–1.1-1. 
既存の機能の譲渡または再配置。 

1–
101.国防総省国防民間準備局に委任

または割り当てられた大統領に与

えられたすべての機能は、国土安

全保障省長官に移譲または再割り

当てされる。 
1–
102.住宅都市開発省の連邦災害支

援局に委任または割り当てられて

いた大統領に与えられたすべての

機能は、以下に移譲または再割り

当てされた。 
国土安全保障省長官は、支援に関し

て商務省に再委任または再割り当て

された機能を含めて、次のように述

べています。 
は、悪天候に見舞われた緊急事態

に備えた準備計画の策定において

、地域社会に対 
しての支援を行っています。 
1–
103.大統領に与えられたすべての機

能のうち、連邦準備庁一般サービス

管理局に委任または割り当てられた

ものは、国土安全保障省長官に移譲

または再割り当てされる。 
1–104.1977年地震災害削減法（42 
U.S.C. 
これらの機能を含む、7701 et seq. 
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科学技術政策局が実施している業務

は、国土安全保障省長官に委任、転

送、または再割り当てされている。 
1–2.1-
2.再ソースの転送または再割り当て。 

1–
201.本令により移管、再配置、再

委任された機能に関連する記録

、財産、人物、役職、および使

用可能な、または使用可能になる

予定の予算の未使用残高は、こ

こに国土安全保障省長官に移管

される。 
1–
202.管理予算局長は、資金、記録

、財産、職員の移転を含め、本令

で規定されている移転または再配

置を実施するために必要な、また

は適切なすべての措置を講じなけ

ればならない。 
第2節緊急時の計画と支援の管

理 
2–1.2-1. 

2–
101.国土安全保障省長官は、行政機

関のすべての民事防衛および民事

緊急事態の計画、管理、緩和、支

援機能のための連邦政策を確立し

、調整するものとする。 
2–
102.国土安全保障省長官は、執

行機関の民事防衛および民事緊

急事態機能を定期的に見直 
し、評価するものとする。これ

らの機能の効率性と有効性を改

善するために、国土安全保障長

官は、大統領に対し、以下のよ

うな代替的な機能を提供する方

法を提案するものとする。 
連邦政府の計画、管理、緩和、支

援。 
2–
103.国土安全保障長官は、ダムの

安全性を促進するための努力の調

整、自然災害および原子力災害警

告システムの調整、および主要な

テロ事件の影響を軽減するための

準備と計画の調整に責任を負うもの

とする。 
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2–
104.国土安全保障省長官は、大統領

を代表して、市民の緊急事態への備

え、緩和、対応、復旧プログラムへ

の積極的な参加を促すために、州お

よび地方自治体、民間部門と協力し

なければならない。 
2–
105.国土安全保障省長官は、国土安

全保障省の機能に関する年次報告書

を大統領に提出し、その後議会に回

付する。報告書は、連邦民事防衛お

よび民事緊急事態の機能、組織、資

源、システムの有効性の現状を評価

し、すべてのレベルのガバメント、

民間部門、ボランティア組織による

計画、管理、支援、救援を改善する

ための措置を提言するものでなけれ

ばならない。 

2–2.実装しています。 
2–
201.本令の下で機能を遂行するにあ

たり、国土安全保障省長官は、行政

機関のすべての民事防衛および民事

緊急時の機能、資源、システムを提

供する政策を策定するものとする。 
(a) 既存の組織、リソース、シス

テムを可能な限り活用することを

基本としています。 
(b) 州政府や地方自治体の組織

、資源、プログラムと効果的に

統合されています。 
民間セクターやボランティア団体

、そして 
(c) あらゆる形態の緊急事態に備

え、緩和し、対応し、人々に与

える影響から回復するために、

開発、試験、利用されています。 
2–202.2-202. 
緊急事態機能の割り当ては、可能な

限り、行政機関の通常任務の延長（

緊急事態下での）に基づくものとす

る。 
2–
203.本令の目的上、「緊急事態」と

は、事故、天災、人災、戦時中の緊

急事態またはその脅威を意味し、こ

れらの緊急事態により、住民に相当の

傷害または危害を与え、または住民に

相当の損害を与え、または住民に相当

の損害を与え、または住民に相当の損

害を与え、または住民に相当の損害を

与える可能性のあるものを意味する。 
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財産の損失 
2–
204.民間防衛計画が国家全体の戦

略的政策と完全に両立し続ける

ため、また、戦略的核計画と核

攻撃準備計画との間の効果的な

連携を維持するために、国土安

全保障省長官による民間防衛政

策およびプログラムの開発は、

国防長官および国家安全保障会

議による監督の対象となるもの

とする。 
2–
205.国防長官は、法律で認めら

れた範囲内で、利用可能な資源

の範囲内で、プログラムの開発

と管理、 
技術支援、再開発の分野で、民

間防衛プログラムの支援を国土

安全保障省長官に提供するもの

とする。 
捜索、通信、輸送、情報、および

緊急時のオペレーション。 
2–
206.すべての行政機関は、国土安

全保障省長官の機能を遂行する

ために、国土安全保障省長官と

協力し、支援しなければならな

い。 
2–3.2-3.移行規定 

2–
301.本令の第1項により譲渡、再配

置、または再委任された機能は、

本令に定めるように再修正され、

改訂される。 
第4節の改正、および第5節の他

の命令の規定の改正に定めると

ころによる。 
2–
302.本令で行われた改正、修正、

修正、修正にかかわらず、国土安

全保障省長官は、本令の規定と矛

盾する場合を除き、本令の第1項
により長官に移譲された機能を継

続して実行することができる。 
第3項連邦緊急事態管理評議会 

（平成１９年４月１日） 
（平成１９年４月１日） 
（平成１９年４月１日）第12919号第1291
9号により取り消された。 
§904(a)(8)、1994年6月3日、59 F.R. 
29533。] 

 
第４条代表団 
4–1.機能の委譲 
理事長に委任する。 
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4–
101.[1979年9月10日勅令第12155号
により取り消され、44 F.R. 53071.] 
4–
102.1947年国家安全保障法第103条
および第303条（1954年9月3日法第

8条および第50条（公法）によって

改正された）によって国防総動員

局長官に与えられた機能 
779; 68 Stat.1228 and 1244）（50 
U.S.C. 
(1)の規定に基づき、昭和33年更生計

画第１号の第１項(a)により社長に移

管されました(50)。 
U.S.C. App.2271注) 
[現在は上記の通り]であり、それら

はここに国土安全保障省長官に委任

されている。 
4–103.(a) 1950 
年改正連邦民事防衛法（50 U.S.C. 
App. 2251 et 
seq.）によって連邦民事防衛局また

はその長官に与えられた機能は、1
958 年の再編成計画第 1 
号によって大統領に移譲され、こ

こに国土安全保障省長官に委任さ

れた。 
(b) 
第(a)項の委任から除外されるのは

、1950年連邦民事防衛法第205条(
a)(4)項に基づく機能である。 
(50 U.S.C. 
App.2286(a)(4)は、改正された上級

令第 11589 号の第 1 
項(b)により人事管理局長に委任さ

れた、実力主義に基づく人事基準

の確立と維持に関連するものであ

る。 
4–104.国土安全保障省長官は、1958 
年の再編計画第 1 号（50 U.S.C.App. 
2271 注）［現在は上記の通り］の第 
1 条(b)項の規定に準じて、本令第 4-
101 項、第 4-102 項、および第 4-103 
項で委任された機能のいずれかを再

委任する権限を与えられている。 
4–105.1956年8月10日法（70A Stat. 
636）の第43条により連邦民事防衛局

のアドミッショナーに与えられた機

能（50 
U.S.C. 
App.2285]は、組織再編計画によって大

統領に移管された。 
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1958年改正（50 U.S.C.App. 
2271注）[現在は上記の通り]のN
o.1は、その後、公法86-500（50 
U.S.C.App. 
2285）の第512条により、民間

・防衛動員局の指令部に再配分

された[以下の通り]。 
公法87-296（75 Stat. 
630）により緊急事態計画室に

変更され、その後、公法90-
608（82 Stat. 
1194）の第402項により緊急事

態準備室に変更された]が、1973
年の組織再編計画第1号（50 
U.S.C. App 
2271注）の第1項により、再び

大統領に移管された。 
[現在は上記の通り] 
そして、ここに国土安全保障省

長官に 委任する。 
4–
106.1950年9月23日法の第16項
により緊急事態準備室長に与

えられた機能は、改正された

（20 
U.S.C.646）、および1950年9月
30日法第7条（改正後の1950年
9月30日法第7条）（20 
U.S.C.241-
1）によって、1973年の改革計

画第1号（50 U.S.C.App. 
2271注）［現在は上記の通り

］の第1条によって大統領に移

管され、ここに国土安全保障長

官に委任されたものである。 
4–107.1965 年高等教育法第 762 
条(a)により緊急事態準備室長

に与えられた機能は、1972 
年教育改正第 161 
条(a)により追加され、さらに

改正されたもの (20 U.S.C. 
1132d-1(a))により、1973 
年の再編計画第 1 号 (50 U.S.C. 
App. 2271 
注)により大統領に移管された

範囲内で、国土安全保障省長官

に委任されるものとする。 

4–
2.大統領に与えられた機能の委譲 

4–
201.改正された1970年災害救済法（

合衆国法典第58章注）によって大統

領に与えられた機能は、ここに国土

安全保障省長官に委任されている。 
4–
202.ハリケーン及び熱帯性暴風雨ア

グネスに起因する損害賠償のための

助成金に関する）が 
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公法92-335（86 Stat. 
556）の第4項による大統領の権限

は、ここに国土安全保障長官に委

譲される。 
セクション[sic] 4-
203.修正されたロバート・T・スタ

ッフォード災害救済および緊急援助

法（42 U.S.C. 5121 et 
seq.）によって大統領に与えられた

機能は、第401条（大規模災害およ

び緊急事態の宣言に関する）[42 
U.S.C. 
5170]、第501条（緊急事態の宣言に

関する）[42 U.S.C. 
5191]、第405条（連邦施設の修理、

再建、復旧、または交換に関する）

[42 U.S.C. 
5191]、第405条（連邦施設の修理、

再建、修復、または交換に関する）

[42 U.S.C. 
5191]、第405条（連邦施設の修理、

再建、修復、または交換に関する）

[42 U.S.C. 5121 et seq. 
U.S.C. 
5171]、および第412条(食券[給付]お
よびdistri-butionに関する) [42 U.S.C. 
5179]は、ここに国土安全保障長官

に委任されています。 
4–
204.1977年の地震災害軽減法の改正

により大統領に与えられた機能（42 
U.S.C. 7701 et 
seq.）は、国土安全保障長官に委任

されている。 
4–
205.1979年7月30日より、商品信用供

与憲章法第4条(h)項により大統領に

付与された機能が改正された(15)。 
U.S.C. 
714b(h)）は、ここに国土安全保障長

官に委任されている。 
4–206.1979 年 7 月 30 日より、1949 
年連邦財産・行政サービス法第 204 
条(f)項により大統領に付与された機

能が有効となる。 
改正後（40 U.S.C. 485(f)）[現在の40 
U.S.C.574(d)は、ここに国土安全保

障長官に委任されている。 
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4–207.1950 年連邦民事防衛法（50 
U.S.C.App. 2302）の第 502 
条によって大統領に与えられた機

能は、国土安全保障長官に委任さ

れている。 
第５条その他の行政命令 

[5-1.] 
(5-2.変更点) 

第６条 
この命令は、1979年7月15日に発効する。 
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FEMAの追加認定機関 
 

名前/タイトル 場所 

使徒言行録 

防衛生産法 50 App.U.S.C.§2061 et seq. 

地震災害軽減法 合衆国法律集第42編第7701条その
他の規定。 

昭和四十九年消防法 合衆国法律集第15編第2201条その
他。 
合衆国法律集第42編第290a条 

マッキニー・ヴェント・ホームレス支援法（タイ

トルIII 
合衆国法律集第42編第1131条他。 

全国首都圏共済 合衆国法律集第42編第5196条注 

国のダム安全計画法 合衆国法律集第33編第467条他。 

国家緊急事態法 合衆国法律集第50編第1601条その
他の規定。 

水害保険法 合衆国法律集第42編第4001条その
他の規定。 

1947年国家安全保障法 合衆国法律集第50編第404-405条 

公法９６の２９５条１０９項（昭和５５年６月３

０日 
該当なし 

警戒警報応答ネットワーク法 合衆国法律集第47編第1201条その
他の規定。 

特定法規 

総合的な緊急対応計画 合衆国法律集第42編第11003条 

致死性化学薬品・軍需品の既存備蓄品の破壊 合衆国法律集第50編第1521条 

自然災害への緊急対応 合衆国法律集第33編第701n条 

企画・研修助成金、モニタリング、審査 合衆国法律集第49編第5116条 

対応当局[CERCLA] 合衆国法律集第42編第9604条 

公共部門の研修カリキュラム 合衆国法律集第49編第5115条 

大統領の戦争権限 合衆国法律集第47編第606条 

政令 

E.O.11514「環境品質の保護と向上 合衆国法律集第42編第4321巻注 

E.O. 11795, 大統領機能の委任 合衆国法律集第42編第5121条の注 

E.O. 11988、氾濫原管理 合衆国法律集第42編第4321巻注 

E.O.11990、湿地の保護 合衆国法律集第42編第4321巻注 

E.O.12127、連邦緊急事態管理局への機能移転 合衆国法律集第15編第2201条注 

E.O.12148、連邦緊急事態管理 合衆国法律集第42編第5195条注 
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政令（つづき 

E.O.12472 国家安全保障の割り当て 
と緊急時の通信機能 

合衆国法律集第42編第5195条注 

E.O. 12656、緊急時の備えの責任の割り当て 合衆国法律集第42編第5195条注 

E.O. 12657 国土安全保障省 
商用原子力発電所の緊急時対応計画における安全

保障支援 

合衆国法律集第42編第5195条注 

E.O. 12673 災害救援および緊急時支援機能の委譲 合衆国法律集第42編第5195条注 

E.O. 
12699、連邦および連邦政府の支援または規制

された新築建築物の耐震安全性 

合衆国法律集第42編第704条注 

E.O.12941、既存の連邦政府の耐震安全性 
所有または賃貸の建物 

合衆国法律集第42編第7705b条の
注 

E.O.13010、重要インフラストラクチャの保護 合衆国法律集第42編第5195条注 

E.O.13151 世界災害情報ネットワーク 合衆国法律集第42編第5195条注 

E.O.13161、大統領勲章の創設 
公安警察官の勇姿 

合衆国法律集第15編第2214条注 

E.O. 
13347、緊急時の備えにおける障害者の

個人情報 

合衆国法律集第６編第３１４条
注 

E.O.13407, 公衆注意報および警報システム 合衆国法律集第42編第5195条注 

昭和３３年第１号改組計画 合衆国法律集第42編第5195条注 

昭和四十八年第一次更生計画 合衆国法律集第42編第5195条注 

昭和53年更生計画第3号 合衆国法律集第15編第2201条注 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この冊子は、チーフ・カウンセル室が管理しています。本書に
関するご意見やお問い合わせは、FEMA-OCC@fema.dhs.gov までお

願いします。 
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